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＜論文要旨＞ 

 

 国内外の斜面市街地においては，高低差や勾配などの地形条件が移動時の負荷を増大させることが考えられ

る．一方，都市活動への地形条件の影響をもとに，交通計画へ地形条件を反映させる手法は確立されておらず，

郊外住宅地における昨今の急速な高齢化等に鑑みても，その確立は急務となっている． 

 本研究では交通行動を含む都市活動に対する地形条件の影響にもとづき，斜面市街地の交通計画に地形条件

を反映させる手法の確立において，その基盤となる知見を得ることを目的とする．確立に向けては，現行手法

における課題，交通行動を含む都市活動に対する地形条件の影響，斜面市街地の移動環境改善に繋がる具体的

施策，および施策を行う際の主体や運営等に関する政策面での整理に関する議論や知見が求められると本研究

では整理している．これに対して本研究の中心的な視点として，現行計画における課題の解明および交通行動

を含む都市活動に対する地形条件の影響を定めた． 

これら視点の既往研究について，現行計画における課題の視点では，現行計画における課題の解明について

は，個別の例への言及は若干数存在するものの，現況を包括的に明らかにしたものが存在しない． 

交通行動への影響については，離散選択モデル構築によるものを中心に，地形による影響を解明した研究が

複数確認される一方，地形条件の変数化手法等の観点から改良の余地が認められる．また，身体活動量に関す

る既往研究などから，必ずしも線形的とはいえない地形条件の影響について，地形条件による影響が強く発現

する閾値の存在が考えられる．一方，線形性を仮定する従来の離散選択モデルでは，これら閾値の算出に手法

上の制約が存在する． 

また，地形条件を含む居住環境による影響は，個別のトリップに限らず，活動頻度や転居意向など中長期的

な選択や活動にももたらされる可能性が，斜面市街地の社会活動状況や空き地・空き家発生メカニズムに関す

る若干数の既往研究から示唆される．一方，社会活動の定義についての課題や，空き地・空き家に至る前段階

としての転居意向形成要因についての課題など，研究上の余地が認められる状況にある．これらを踏まえ本研

究では，先述の研究目的を達するための視点および明らかにすべき事項として，以下を定める． 

はじめに，国内の現行交通計画における地形条件評価の現況と根拠指標や評価手法，およびその課題を，現

行計画の文献調査，策定自治体へのヒアリング調査，ならびに GIS（地理情報システム）を用いた各自治体の

実際の地形条件の算出を通じて明らかにする． 

都市活動については，横浜市南部の斜面市街地である金沢区富岡地区を対象に，地形条件による影響を明ら

かにする．2018 年の独自調査を通じて居住者のある一日の交通行動を，2020 年の独自調査を通じて，交通行

動，活動頻度，転居意向，同地区において 2018 年度より行われている乗合型輸送サービス実証実験への反応

などを，個人属性とともに，それぞれ既存統計調査に対して高い空間的解像度とともに取得し，以降の分析デ

ータとする．交通手段選択を交通行動分析の対象とし，既往研究における地形条件変数化手法の整理を踏まえ

て，離散選択モデルの構築によって地形条件による影響を明らかにする．地形条件による影響が発現する閾値

については，交通手段選択に関連する問題として 2020 年度実証実験への反応メカニズムを対象に，決定木分

析によって居住者の反応メカニズムを，地形条件を説明変数に含めて解明する．加えて，中長期的視点として，

個人の外出頻度，世帯での食料品買い物行動回数，世帯での転居希望およびその理由を 2020 年度の同調査に

て取得し，各項目についての地形条件との集計分析および統計的検定によって明らかにする． 

国内の現行交通計画については，人口 10 万以上を有する国内 282 市を対象に，何らかの手法によって地形

条件の定量的評価を行った計画資料として，9 自治体による 12 交通計画資料の存在を明らかにした．評価手
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法は大きく，勾配の大きい地区等について公共交通サービス圏などを割り引く手法，不便地域などの段階は距

離によって条件を定めるが高低差や勾配が大きい場合に段階を引き上げる手法，距離や人口などの他の指標と

並列に地形条件を扱い地区の優先度評価につなげる手法に分類可能であると整理された．根拠指標については，

複数の計画が参照する唯一の指標として所謂バリアフリー指標が存在することが明らかとなった．当該指標は

勾配の基準値を有する一方，車いすの走行可能性等を基準とするものであり，活動への影響を根拠とする指標

として参照可能なものが存在しないという，現行計画における課題が示された． 

活動への影響を解明する，横浜市富岡地区を対象とする行動分析について，それぞれ以下が明らかとなった．

地形条件を扱った既往の離散選択モデルにおける地形条件変数化手法の整理をもとに，実績の観点からも変数

間相関等の分析上の論理性の観点からも，地形条件を表現する指標として，勾配，傾斜度を採用することが適

切と解釈された．これにもとづき，富岡地区における帰宅目的の鉄道端末トリップにおける，ロジット形式の

離散選択モデルを，起終点間の上り勾配を変数として構築した．その結果，徒歩の効用に対して地形条件が有

意に負に作用することが示された．またパラメータ間の比較により，地形条件による影響は運賃や所要時間と

比較して小さいものの，歩行での移動に際し課題を抱えているか否かのダミー変数と同程度の影響度を有する

ことが示された．このことは，地形条件による負荷の存在が，杖や車いすの利用が必要となる状態と同程度の

負荷として，交通手段選択に影響を及ぼすことを意味すると解釈される． 

実証実験への反応を対象に，地形条件による影響が強く発現する閾値を明らかにする決定木分析では，個人

属性や居住地属性について，地形条件としての居住地傾斜度を含む 11 の説明変数を設定した．これら説明変

数により，実証実験への登録無し，登録したものの利用なし，登録後に利用有り，の居住者 3分類を説明する

ように決定木を構築した．その結果，11変数のうち分類上特に重要な変数として，居住地から鉄道駅までの距

離，最寄バス停までの距離，実験路線までの距離，居住地傾斜度，整骨院・整形外科通院有無，の 5変数の存

在が明らかとなった．地形条件としての居住地傾斜度が重要変数の一つとして発現することが明らかとなった

うえ，居住地傾斜度が大きいほど実験への反応が強く，特に分類に寄与する閾値が傾斜度 21.15度であること

が明らかとなった．これにより，地形条件が判断，行動を司る重要変数であることが明らかとなったことに加

え，従来の離散選択モデルでは十分に解明できなかった，閾値を得ることができた． 

中長期的な視点について，個人の外出頻度および世帯での食料品買い物行動回数に対して，居住地の傾斜度と

の有意な関係は確認されない結果となった．食料品買い物行動回数については当該章に考察するように，当該

目的のトリップが必須活動として頻度調整の対象になりにくいこと，斜面市街地への継続的な居住による身体

機能への正の影響，購入品の重量に起因する，頻度を下げるための一回あたり購入量を増加させることの制約，

などが示唆される結果となった．特に購入品の重量については，輸送サービス実証実験の結果，考察を支持す

る結果が得られることとなった．地形条件と都市活動の間の関係を論ずるうえでは，今後，身体活動や疫学的

領域の学問領域における視点を含む知見への展開や，消費者行動，購買行動に関連する学問領域に超える視点

を含む知見への展開が求められ，今後の連携，協働や研究の展開が期待されるものと考えられる． 

 一方，居住継続意向に着目すると，地区外への転居を希望する世帯のうち，一定の割合が地形条件による移

動への負荷を理由としていることが示された．また，地形条件を転居理由とする世帯と，他の条件を転居理由

とする世帯では，実際の居住地傾斜度についても有意差が認められ，地形条件の厳しい地区の居住者が，地形

条件を理由に地区外への転居意向をもちやすい傾向のあることが統計的に示された．転居行動は個人や世帯の

判断に留まらず，地区の持続可能性にも影響を及ぼしうるものであり，斜面市街地の交通計画において，地形

条件による影響を中長期的な視点においても考慮することの必要性を示唆しているといえる． 
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 以上のように，本研究を通じ，地形条件による都市活動への影響がそれぞれ明らかとなった．地形条件を含

めて交通手段メカニズムが解明されたことで，斜面市街地における交通手段推定やアクセシビリティ評価を行

う際の，地形条件の定量的な評価に繋がると考えられる．また，決定木分析を新たに手法として採用すること

で明らかとなった地形条件影響の閾値を用いることで，計画策定時に移動環境に対するケアが必要となる地区

を抽出する際の根拠指標となりうる値が得られたといえる．さらに，傾斜度や標高の高い地区において，地形

条件，移動環境を理由とする転居意向が生じやすいことが示された．このことは，斜面市街地の交通計画にお

いて，トリップ単位での移動の利便性に留まらず，転居意向をはじめとする，地区の持続可能性にも及ぼし得

る中長期的な判断，行動への影響も移動環境改善に繋がる施策の便益評価などの際に考慮される必要のあるこ

とを示唆していると考えられる． 

 以上のように本研究の各分析を通じ，斜面市街地の交通計画において，都市活動への影響をもとに地形条件

を反映させる手法の確立に向けた，基盤となる知見が得られた． 

 

以上 
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1 

1. 序論 
1.1. 本研究における各定義 

1.1.1. 本研究における地形条件の定義 

 本研究では，都市内の交通に対して，勾配や高低差に代表される起伏に関する地形条件が与える影響，およ

びその交通政策・交通計画への反映に焦点をあてる．都市内の交通に影響を与えうる地形条件として，このほ

かに河川や湖沼，港湾などの水域なども想定されるが，本研究における中心的な対象とはしない． 

 また，起伏に関する地形条件については，平坦であることが交通行動やそれをもとにした政策立案に与える

影響も想定される．これに対して本研究では，起伏が大きい，いわゆる傾斜地や斜面市街地における交通を主

な対象とする．ただし，起伏が大きいことによる影響と平坦であることによる影響は類似のメカニズムにおけ

る表裏一体の現象である可能性も想定される．その観点では起伏が大きいことによる影響を明らかにする過程

を通じ，平坦な地区における交通の理解に寄与する可能性は想定の範囲内といえる． 

 以上のように本研究では，勾配や高低差に代表される起伏に関する地形条件が与える影響を対象とし，以降，

特記しない限り，勾配や高低差に代表される起伏に関する地形条件全般を示す語として「地形条件」を用いる

こととする． 

 

1.1.2. 本研究における都市活動の定義 

 本研究において「都市活動」とは，都市で行われる多種多様の活動を想定する．一般的には活動に対する派

生需要である移動における，各交通行動選択に留まらず，活動そのものの頻度や，居住継続の視点を含めた，

より広義の判断や意向，行動を本研究では都市活動として総称する． 

 都市活動の包含する範囲は極めて広範に及ぶが，本研究において特に議論されるべき視点として位置付ける

活動については，研究目的および構成に後述するとおりである． 

 

1.1.3. 本研究における交通計画の定義 

 交通計画の対象となり得る範囲は，国土レベルから生活圏レベルまで多岐に渡るが，本研究が地形条件によ

る斜面市街地の都市活動に対する影響を対象とすることに鑑み，特に生活圏相当を対象とする交通計画への寄

与を想定する． 

 日本国内の実務的な交通計画においては，基礎自治体を主な策定主体とする，都市交通マスタープランや，

公共交通網形成計画，地域公共交通計画などがこれにあたり，本研究においてもこれら計画を研究成果の寄与

する対象として位置付ける．また，対象とする地域を詳細に限定はしないものの，地形条件による移動の負荷

が交通行動を含む都市活動に与える影響に着目することに鑑み，徒歩や自転車など，地形条件による影響が想

定される移動手段が十分に選択肢となり得る，都心部から郊外部にかけての都市部を中心的な対象として位置

付ける． 
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1.2. 国内都市における斜面市街地の定義 

 はじめに，斜面市街地の定義を整理する．複数の文献で斜面市街地への言及が行われているが，斜面市街地

に関する統一的な定義の存在は確認されていない．その一方，幾つかの文献では斜面市街地に関する定義を何

らかの形式で示している． 

杉山・全（2001）は長崎県長崎市および佐世保市を主対象に斜面市街地を抽出する過程において，既往の定

義とその課題を示したうえで，新たな定義を設定している(1)．杉山・全（2001）(1)は既往の定義として，エン

ジニアリング振興協会（現・エンジニアリング協会）が「高齢化社会と斜面居住 都市研究部会報告書」（1994）

の中で示した定義として，以下の 8 項目を示している(2)．ただし杉山・全（2001）(1)はこの定義の課題とし

て，傾斜度に関する項目を除き定性的な指標であること，定量的な指標である傾斜度についても幅をもった指

標であること，各項目が AND 条件であるか OR 条件であるかの区別が明確でないことを指摘している． 

1. 斜面地に都市機能を備えている都市 

2. 平坦な中心市街地から斜面へ都市機能が連担している都市 

3. 斜面の傾斜度がおおむね 10%〜35%（6 度〜20 度）程度 

4. 斜面都市としての都市問題が生じている都市 

5. おおむね港湾部より都市が発達し平坦な住宅用地の確保に限界が生じてきている都市 

6. 中核都市および中核都市に近接している都市で，将来的な人口増加に際して住宅確保のための用地

が斜面地に求められる可能性が高い都市 

7. 斜面の特徴を生かした景観が形成されている都市 

8. 坂のある街など斜面地特有の地域文化を形成している都市 

その上で，杉山・全（2001）(1)は高密度な斜面市街地の抽出条件として，傾斜度が 10 度以上，かつ人口密

度が 40 人/ha 以上であることを定め，この条件を満たす地区を「高密度斜面市街地」を命名している．傾斜度

に関する定義に際し，長崎市，佐世保市を含む長崎県内 7 市について，高密度市街地（人口密度 40 人/ha 以上）

における勾配別の面積構成比を算出している．その結果，長崎市では傾斜度 10 度以上の面積が 42.9%を，佐

世保市では 25.4%をそれぞれ占めるのに対し，他の 5 市については傾斜度 10 度以上の面積が含まれない結果

となった．また，道路構造令における道路の縦断勾配限界が 12%であることを踏まえつつ，長崎市などにおい

ては実際にそれを超過する縦断勾配を有する道路が相当数存在し，自動車利用が可能な限界値の観点からも傾

斜度 10 度（17.6%）が閾値として妥当であるとしている． 

杉山・全（2001）(1)によるこの定義はその後複数の文献において引用が確認される．居住地周辺の坂道への

認識と，活動的な移動習慣に着目した原田ら（2018）(3)は，調査対象地である神戸市の地区が斜面市街地に該

当するかの判断に際し，杉山・全（2001）(1)による定義を採用している．また天野ら（2004）(4)は，全国の斜

面市街地について，人口密度をはじめとする特性を比較する際に，斜面市街地の抽出条件として杉山・全（2001）

(1)による定義を採用している．このほか，直接的に定量的分析の中で定義を採用したものではないが，長崎市

の斜面市街地における各種取り組みを総括した石松・杉山（2002）(5)や，斜面市街地に居住する高齢者の主観

的幸福感に影響を及ぼす要素を明らかにした中尾ら（2018）(6)は，各研究の中における背景を整理する中でこ

の定義に触れていることが確認される． 

異なる定義として，全ら（2016）(7)は斜面市街地に居住する高齢者の社会活動に影響を与える要素を明らか

にする過程で，居住地の特性を示す指標の一つとして，地区の平均勾配を用いた分類を導入している．この分

類は Abbott・Pollit（1980）(8)による定義を採用したものであり，勾配が 1/20 未満（約 2.9 度未満）を平地，
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1/20 以上 1/6 未満（約 2.9 度以上 9.5 度未満）を緩斜面地，1/6 以上（約 9.5 度以上）を斜面地とそれぞれ定義

している．杉山・全（2001）(1)による先の定義が勾配 10 度を地形条件の閾値とし，全ら（2016）(7)が採用し

た Abbott・Pollit（1980）(8)による定義が，斜面地の緩斜面地の閾値として勾配約 9.5 度以上を用いていること

から，地形条件の指標として，両者は概ね類似の指標であるものと捉えられる． 

これに対して，長崎市による定義では異なる閾値を採用している．長崎県長崎市では「斜面地」の定義を傾

斜度 5 度以上または標高 20m 以上の地区としている（2002）(9)．この定義は長崎市において，空き家・空き

地の発生と居住地特性の違いによる歩行消費エネルギーの関係を明らかにした，金ら（2016）(10)も紹介し，

調査対象地の選定において採用している．ただし，金ら（2016）(10)は長崎市による定義を傾斜度 5 度以上「か

つ」標高 20m 以上の地区として引用しており，「かつ」「または」の条件設定において差異が生じている．先に

示した定義に対して，長崎市による定義は比較的斜面市街地を広く捉えている定義であると理解することがで

きる． 

両定義についてその優劣を定めることは，現段階においては必ずしも容易ではないものと考えられる．一方，

傾斜度 10 度以上とする定義については，道路構造令での定めを根拠の一つとしていることを踏まえると，こ

の定義に該当する場合，自動車利用すら困難になる可能性がある．歩行や自転車利用への影響を想定すると，

より小さい勾配においても影響がもたらされる可能性が考えられる．以上を踏まえ本研究では以降，継続して

先述の 3 定義を斜面市街地の定義の選択肢する一方で，「傾斜度 5 度以上」を斜面市街地の定義における中心

的な定義として位置付けることとする． 
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1.3. 東京圏における斜面市街地の分布 

本項では，我が国における斜面市街地の存在を整理する．先述のように，斜面市街地に関する統一的，公式

な定義は現時点では確認されず，斜面市街地の存在を一義的に示すことは容易ではない． 

これに対して，いわゆる斜面市街地と認識される都市の集合として，天野ら（2004）(4)は「全国斜面都市連絡

協議会」の存在に言及している．加盟自治体として，北海道小樽市，北海道函館市，神奈川県横須賀市，静岡

県熱海市，兵庫県神戸市，広島県呉市，広島県尾道市，山口県下関市，福岡県北九州市，長崎県長崎市，長崎

県佐世保市，大分県別府市の 12 自治体が示されており，これらは「斜面都市」という名称ではあるが，斜面

市街地の集合を示す一つの括りと捉えられるものと考えられる． 

一方，定量的な定義に基づいて現在の斜面市街地を捕捉することを試みる場合，前項に示した既往の定義が

拠り所となる．なお，前項に示したように，既往の定義については傾斜度 10 度以上とする場合と，傾斜度 5 度

以上または標高 20m 以上とする場合の 2 種が確認されている．本項では，これら定義を元に，国内における斜

面市街地の存在について，その現況を明らかにする．本研究では特に都市交通を扱うことから，我が国におけ

る代表的な都市として，東京圏を対象と設定する． 

ここで，東京圏の定義を示す．我が国の三大都市圏である東京圏，大阪圏，名古屋圏は，いずれもそれぞれ，

首都圏整備法，近畿圏整備法，中部圏開発整備法に基づく定義が行われている．このうち，首都圏整備法の定

めによって定義される東京圏については，その定めにおいて「既成市街地」または「近郊整備地帯」を含む市

町村の区域を指すものとされている．既成市街地および近郊整備地帯の指定区域は表 1-1 の通りであり(11)，

国土数値情報 三大都市圏計画区域第 2.1 版によると図 1-1に示す箇所が該当する(12)．なお，表 1-1におい

て下線付きの市区町村は，各行政区域のうち一部が該当することを示す．本研究では以上の定義を踏襲して以

降の分析を行うこととする． 

 

表 1-1 首都圏整備法にもとづく指定区域 
指定区域 都道府県 市区町村 

既成 

市街地 

東京都 特別区，武蔵野市，三鷹市 

埼玉県 川口市 

神奈川県 横浜市，川崎市 

近郊整備 

地帯 

東京都 

八王子市，立川市，三鷹市，青梅市，府中市，昭島市，調布市，町田市，小金井市， 

小平市，日野市，東村山市，国分寺市，国立市，福生市，狛江市，東大和市，清瀬市， 

東久留米市，武蔵村山市，多摩市，稲城市，羽村市，あきる野市，西東京市，瑞穂町， 

日の出町 

埼玉県 

さいたま市，川越市，熊谷市，川口市，行田市，所沢市，飯能市，加須市，東松山市， 

春日部市，狭山市，羽生市，鴻巣市，上尾市，草加市，越谷市，蕨市，戸田市，入間市， 

朝霞市，志木市，和光市，新座市，桶川市，久喜市，北本市，八潮市，富士見市，三郷市， 

蓮田市，坂戸市，幸手市，鶴ヶ島市，日高市，吉川市，ふじみ野市，白岡市，伊奈町， 

三芳町，毛呂山町，越生町，滑川町，嵐山町，川島町，吉見町，鳩山町，宮代町，杉戸町， 

松伏町 

千葉県 

千葉市，市川市，船橋市，木更津市，松戸市，野田市，成田市，佐倉市，習志野市，柏市， 

市原市，流山市，八千代市，我孫子市，鎌ケ谷市，君津市，富津市，浦安市，四街道市， 

袖ケ浦市，印西市，白井市，富里市，酒々井町，栄町 

神奈川県 

横浜市，川崎市，相模原市，横須賀市，平塚市，鎌倉市，藤沢市，小田原市，茅ヶ崎市， 

逗子市，三浦市，秦野市，厚木市，大和市，伊勢原市，海老名市，座間市，南足柄市， 

綾瀬市，葉山町，寒川町，大磯町，二宮町，中井町，大井町，松田町，開成町，愛川町 

茨城県 
龍ケ崎市，常総市，取手市，牛久市，守谷市，坂東市，つくばみらい市，五霞町，境町， 

利根町 
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図 1-1 首都圏整備法の定めにもとづく指定区域 

 

 図 1-1に示した東京圏に対し，東京圏内の DID（Densely Inhabited District：人口集中地区）を国土数値情報 

人口集中地区第 2.3 版(13)をもとに GIS 上で抽出する．続いて，標準地域メッシュにおける 5 次メッシュ（約

250m 四方）の標高・傾斜度データを国土数値情報 標高傾斜度 5 次メッシュ第 1.0 版(14)より抽出し，先の

DID と交差するメッシュを GIS 上で抽出する．これにより，東京圏内の DID における，5 次メッシュレベルで

の標高・傾斜度データを取得できたこととなる．なお，一連の分析に際しての GIS ソフトウェアとしては，Esri

社による ArcGIS Pro 2.5.2 を用いる． 

 前項における斜面市街地の定義によると，既往の定義は標高 20m 以上または傾斜度 5 度以上，傾斜度 10 度

以上の 2 種である．ここで，標高 20m 以上である条件と，傾斜度 5 度以上である条件は独立であることから，

標高 20m 以上，傾斜度 5 度以上，傾斜度 10 度以上の 3 種が既往の定義であると再構築することが可能である． 

 先に GIS 上で取得した，東京圏内の DID における標高・傾斜度 5 次メッシュデータを用いて，3 種の定義を

適用し，東京圏における斜面市街地の位置などを明らかにする．はじめに，標高 20m 以上のメッシュを抽出し

た結果を図 1-2に示す．図 1-2において赤く着色されたメッシュが標高 20m 以上を指し，東京圏内の相当の

領域が該当することが示されるが，これらの中には必ずしも斜面上に位置するとは言えない箇所が存在する．

長崎市のように港湾部を中心に市街地が形成されている場合は，標高がほぼ同時に中心市街地との標高差を示

し，また市街地の範囲が限られる場合には，勾配に近しい意味をもつ指標となるものと考えられる．一方，東

京圏全体を対象にする今回の分析においては，関東平野全体の形状の影響を受けることから，地区内の地形条

件を示す指標としては適切ではない可能性が考えられる． 

 この対応として，地区ごとの傾斜度に着目した定義が有用と考えられ，先の定義にもとづき，傾斜度 5 度以

上，および傾斜度 10 度以上の定義をそれぞれ適用して再分析を行う．図 1-3は傾斜度 5 度以上のメッシュを

抽出した結果を，図 1-4は傾斜度 10 度以上のメッシュを抽出した結果を示し，各図における赤着色メッシュ

が，それぞれの定義に該当する地区である． 

 斜面市街地の定義を傾斜度 10 度以上に限定した場合，東京圏内においては主に，横須賀市，三浦市，逗子
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市，葉山町，鎌倉市を中心とする三浦半島一帯に，該当する地区の存在が集中して確認される．このほか，横

浜市の一部や，神奈川県央地域，東京都内の一部にも該当する箇所が確認される．横浜市内においては，南部

にあたる金沢区や磯子区において 5〜10 程度のメッシュが小規模に連担する該当箇所が見られる，帷子川流域

にも複数の該当箇所が確認されるほか，他のメッシュとの連担が弱い局地的な該当箇所も複数確認される．神

奈川県央地域については，秦野市をはじめとする内陸側の地域から，二宮町をはじめとする海岸側の地域に至

るまで，所々該当メッシュの纏まりが確認される．東京都内については，他のメッシュとの連担が弱い局地的

な該当箇所も確認される一方，多摩川右岸地域や多摩川上流の奥多摩地域に該当箇所が集中する傾向が確認さ

れる． 

 前節において本研究における中心的な定義として採用した「傾斜度 5 度以上」採用した場合，傾斜度 10 度

以上に限定した場合と比較して，当然に広範に及ぶメッシュが該当することが確認される．該当箇所の分布に

ついて，東京都八王子市周辺を起点として，多摩川右岸に沿って川崎市，横浜市を経て三浦半島へ至る領域に

集中する傾向が確認され，傾斜度 10 度以上に定義を限定した場合に確認された傾向を，一層明示的に示す結

果になったものと捉えられる．このほか，君津市，木更津市，袖ヶ浦市，市原市を中心とする内房沿岸や，佐

倉市を中心とする千葉県内陸部の一部においても，新たに該当箇所となるメッシュが確認される結果となった． 

以上を通じ，既往の定義を踏まえた際に，東京圏において斜面市街地と定義される箇所の分布が明らかとな

った．東京圏について，特に多摩川右岸から三浦半島にかけての領域を中心に，必ずしも局所的とは言えない

範囲に斜面市街地の存在が確認された．本分析では DID に該当するメッシュを対象としていることから，抽

出されたメッシュについても，一定の人口密度が認められることとなる．先述の範囲以外に抽出された局所的

な斜面市街地の存在を含めて，相当の人口が斜面市街地に居住していると言え，斜面市街地の議論は局所的な

課題に留まらず，都市圏レベルでの課題とも捉える必要がある，重要な課題であると考えられる． 
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図 1-2 東京圏内 DIDにおける平均標高 20m以上メッシュ 

 

 
図 1-3 東京圏内 DIDにおける平均傾斜度 5度以上メッシュ 
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図 1-4 東京圏内 DIDにおける平均傾斜度 10度以上メッシュ 
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1.4. 斜面市街地の課題と責任主体に関する試論 

長崎市は UNCRD（United Nations Centre for Regional Development：国際連合地域開発センター）と共催に

て，斜面市街地に関する国際会議を 1989 年に長崎市にて開催している．会議名は”International Conference on 

Hillside Cities: Focus on the Revitalization of Local Cities”である．斜面市街地の活性化を目的に据え，地中海地

域における斜面市街地の起源や，斜面市街地における景観，防災の観点を含めて多岐に渡る論点が含まれた

会議であるが，本研究に関連する論点について，以下のような視点が論じられている(15)． 

はじめに，斜面市街地の起源について複数の発表，報告を通じて語られている．古来，高台は権力の象徴と

一致しており，防衛の場として使われたほか，宗教的な意味を有する場合もあった．一方，都市が発展するな

かで，日本や西洋都市では低地に対して緑が豊かで空気が良い高台が，社会的地位の高い層の居住地として好

まれることとなった傾向を示している．日本ではこのような場は「山手」などと呼ばれ，武家社会が終焉した

のちも高級住宅地とみなす傾向があるとしている．一方，世界的にはこの傾向は必ずしも一致せず，低地で都

市機能の中心に近接した地区に社会的地位の高い層が居住し，外周部の傾斜地に貧困層など，社会的地位が比

較的低い層が居住する傾向にある都市も存在するとされている．実際，南米都市などにおいては現在もその傾

向は明確に確認される場合がある． 

一方，このような斜面市街地への居住に際しては移動の課題がつきまとうことが想定され，本会議におい

ても，一部の報告等で言及されている．自動車の普及に伴って移動の環境は大きく変化したとしているが，

斜面市街地においては必ずしも道路整備が容易ではない場合があることなどにも言及している．これに関連

して香港において中心部と斜面市街地を結ぶエスカレータが整備される事例などが紹介されている． 

 

 

図 1-5 香港における斜面市街地のエスカレータ（香港島） 

 

ここで，斜面市街地に居住することに関するコストの議論が行われている．コストは公的なコストと私的な

コストに分類可能とされており，公的なコストとしてはインフラ整備費用などが，私的なコストとしては住宅
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の建設費や交通費などが想定される．本会議では明示的に言及されていないが，斜面市街地での居住を支える

ためには，平坦な地区で同等の環境を整備する場合と比較して費用が高額となる可能性が想定される．また，

歩行，自転車利用に際しての身体的負荷などを想定されると，自動車交通，公共交通に対して求められる要件

も平坦な地区と比較して高いものとなる可能性が想定される．これらを総合的に踏まえると，斜面市街地にお

ける居住環境を支えるインフラ，とりわけ移動環境を支えるインフラのコストは平坦な地区と比較して高いも

のとなる可能性が想定される．私的なコストについては個人の選択の範疇と言えるが，これら個人の選択を支

えるために公的なコストを要する点については，斜面市街地におけるインフラ整備を論ずる上で，重要な論点

となることが考えられる．この課題については本会議においても言及があり，以下の発言がなされていること

が記録されている(15)． 

 

“We might also look at a hill site location from a public sector point of view, in terms of cost of public sector 

service provision. The question which arises is: Should the hill site 'settler', and to what extent, be economically made 

'responsible' for the more costly hill site choice? In terms of transportation, for example, should transport be subsidized, 

and what is the correct pricing of transport? Again, not all hill site locations are necessarily occupied by the more affluent. 

What about hill site location, locational development in the case of the 'urban poor' occupying such site?”（原文） 

 

我々はまた，公共サービス提供にかかるコストの観点から斜面市街地を考える余地がある．そのとき，

以下の疑問が生じるのである．コストのかかる斜面市街地への移住者は，その点についてどの程度の経済的な

責任を負うべきであるか．例えば移動については，交通手段には補助金が投じられるべきか，交通手段の適正

な価格設定はどのようなものであるかという疑問が生じる．なお，斜面市街地の居住者が必ずしも裕福な層で

占められているとは限らない．斜面市街地の立地や，貧困層が居住する場合の開発についてはどのようなこと

が言えるだろうか．（拙訳要旨） 

 

この議論は，斜面市街地において地形条件に伴う移動の困難が生じている場合に，その課題への対応をどの

主体の責任で行うことが求められるかという議論に繋がるものと考えられる．特に，身体的な負荷への適応力

がある年代で居住を開始し，その後，加齢等に伴って適応力が低下した住民や，自家用車を利用可能な状態で

居住を開始し，その後免許返納等に伴ってモビリティが低下した住民の存在が想定される．そのような住民に

対して，何らかのコストを伴って移動の課題への対処を行う場合，その責任がどこに帰属するかという論点が

考えられる． 

 この論点は，交通計画経済学領域において論じられる，効率と公正の議論に一部通ずるものがあるとも考

えられる．仮に居住地選択に完全なる自由が認められ，かつその地において必ず交通サービスが提供されてい

ることを保証する場合，居住者が一人の僻地のために多額の投資を要する場面も生じる．仮にこの保証が社会

で広く必要性が認められた場合，その要件はシビル・ミニマムとなり，その達成が公正さの担保となるといえ

る．一方，居住者が一人の僻地のために多額の投資を行うよりは，その一人が移転する費用を負担する方が少

額の投資で済み，効率が良い状態となる(16)．このように効率と公正は必ずしも同時に達成されるとは限らず，

これが望ましい交通体系の実現を困難とする一因であるともいえる．先の論点に立ち返ると，将来的に移動の

課題への対処に費用が生じることが想定されるにもかかわらず，その地区での開発，居住が行われること自体

の課題も論点となりうると考えられる． 
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各主体の関与について，その優劣や是非を問うことは必ずしも容易ではなく，また特定の主体の責任でなく，

協働しての対処が求められる領域であるとの認識が成立しうることから，本研究の立場として，そのあり方に

ついてここで断定を行うことは避けつつも，以上を踏まえ，次のような整理を試みた． 

 想定される帰属先の一つが個人である．居住地選択において，将来的な個人のモビリティ低下を想定し，当

該地区における居住継続可能性を個人で判断した上で選択していると仮定すると，モビリティ低下が生じた場

合の対応についても個人の責任の範囲内となる．また，斜面市街地に居住することで，景観や地価を含む，モ

ビリティ以外の面での便益を享受している可能性があり，その観点においても，あくまでも居住者の自己責任

であるとの論理は一つの考えとして成立しうるものと考えられる． 

 帰属先の二つ目として想定されるのが行政である．居住を開始した経緯によらず，一人の住民としてあまね

く行政による対処を受ける権利があると仮定すれば，斜面市街地に居住を開始した経緯が個人の選択であった

としても，行政が積極的にその対応に関与すべき課題となる．また，斜面市街地における開発行為に対しては，

都市計画法に基づく用途地域等の規制や，個別の開発許可を含む各法制度，行政手続きを通じ，行政側による

認可があったために現在の姿になったものと原則としては捉えられる．その経緯を踏まえると，行政側にも斜

面市街地の課題に対応する責任があるという論理も十分成立するものと考えられる． 

 また，一部の地区に限定されるが，特定の開発者が当該地区の開発を主体的に行なっていた場合，開発主体

もステークホルダーの一つとなりうる．居住者のモビリティ低下によって，居住開始時と比較して相対的に当

該地区が移動しにくい場所となった場合，住民の社会経済活動が低下し，成立する商業サービスの減少を含め，

地区としての経済活動レベルが低下する可能性が考えられる．その結果，地区の資産価値低下をはじめとする，

開発主体にとっての課題が生じる可能性が考えられ，そのような事態を回避する手段として，民間の事業体を

含む開発主体等がモビリティの課題に対処する動機付けが生じる可能性が考えられる．なお，大都市郊外部を

中心に，似通った年齢階層の世帯が一度に入居しその後定住することで，その後の高齢化ピークが，居住者の

年齢階層が多様な地区と比較して顕著である場合がある．このような地区においては先述の動機付けは一層強

いものとして認められる可能性がある．なお，このような場合の動機付けに伴う判断は，責任に伴う行動と捉

える以上に，ビジネスモデルの設計を含む，商業上の判断の一つと捉えることが適切と考えられる． 
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1.5. 斜面市街地の交通計画における地形条件考慮の必要性 

前節までの整理，分析をもとに，斜面市街地の交通計画において地形条件を考慮することの必要性を整理

する．1.3 節にて分析を行なったように，斜面市街地は既存の市街地でも必ずしも限定的ではない範囲に存在

しており，東京圏に限定した分析によっても，局所的とは言い難い範囲に，その分布が確認される結果とな

った．また，天野ら（2004）(4)が分析対象とした，全国斜面都市連絡協議会に加盟する国内 12 都市を中心

に，東京圏以外においても，広く国内では斜面市街地の存在が認められる状況にある． 

仮に傾斜地において一切の市街地形成が行われず斜面市街地が形成されなければ，地形条件に伴う課題も生

じず，それに伴う対処の必要性も生じないが，先述のように斜面市街地は既に広範にわたって形成されている．

居住に伴う行政コストを要する地区については，都市再生特別措置法に基づく，コンパクトシティ・プラス・

ネットワークの形成を目指した立地適正化計画の策定と居住誘導の対象になる可能性も考えられる．一方，こ

のような都市構造の改変には少なくない労力と時間を要し，直ちに都市構造の大幅な変更が行われるとは考え

にくい．また，1.3 節において分析を行ったように，東京圏の既に市街化された地区に広く斜面市街地は存在

し，他の都市圏を含め，可住地には限りのあることを踏まえても，斜面市街地への居住が今後なくなる公算は

極めて低いものと考えられる． 

都市の成立過程を踏まえると，港湾を中心に発展した都市など，自然地形との関係が切り離せない都市も複

数見られ，このような都市においては都心部に近接して斜面市街地が形成されている場合もあり，今後も都市

の中心部と一体的に論じられる必要のある地区である可能性がある．また，郊外部に開発された斜面市街地な

どについては，整理された区画や都市施設の整備，自然環境の享受など，良好な住環境を形成する要素を実現

している地区も存在し，地形条件のみをもって居住に適さない地区と評価することは拙速な可能性があり，防

災などの観点と同時に，移動の観点においても適切な計画，介入を行うことで，地区の持続可能性を確保，維

持するための議論，施策が求められるものと考えられる． 

 これらを踏まえると，今後の交通計画においては，それが斜面市街地を対象とする場合においては，地形条

件に対する適切な評価と対応策の検討が求められるといえ，特に急速な高齢化を迎える日本国内においては急

務であると考えられる．一方，現在の交通計画において地形条件を科学的に考慮する手法は確立されていると

はいえず，その基盤となる知見が求められる状況にあるといえる．また，斜面市街地の存在は日本国内に限定

したものではなく，日本国内の都市を対象に確立した手法の一部については，国外都市への寄与も期待される

ものと考えられる． 

 なお，地形条件自体は改変が容易なものではなく，直接的な政策変数と捉えることは適切ではないといえる．

ただし，適切な輸送サービスの導入などによって，移動における地形条件による負荷を緩和させることは可能

といえ，その観点では地形条件は政策変数に準ずる変数と捉えることができる．以上のことから，本研究では，

地形条件は交通計画において十分に考慮される余地があり，かつなされるべき変数であると捉える． 
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2. 地形条件と移動に関する既往研究 
2.1. 本研究において着目する視点 

 地形条件と移動の関係についての既往研究が以下に整理するように複数確認される．地形条件と移動の関係

については，次に示すように複数の視点が考えられる． 

 はじめに，地形条件自体の定義である．これは第 1章における斜面市街地の定義と密接に関係する視点であ

る．都市が立地する地形条件を正確に定義するための知見が一つの視点として挙げられる． 

 2点目は都市活動の一つと位置付けられる交通行動に対して，地形条件が与える影響である．斜面市街地に

おいて移動の課題が生じる要因として，平坦地での移動に対して追加的にかかる負荷が様々な交通行動に影響

する点が考えられる．ここでの交通行動の指す範囲として，交通手段の選択，目的地の選択，経路の選択など

が考えられ，またこれらの同時選択的行動についても範囲となるといえ，地形条件のこれら交通行動選択への

影響に関する知見が一つの視点として挙げられる．また，これら選択への影響の根底には地形条件が身体に与

える負荷に関する人間工学的見地の作用が考えられ，併せて求められる 3点目の視点であると考えられる． 

 4点目は地形条件が交通行動のその先にある，個人の生活や地区の持続可能性に与える影響に関する視点で

ある．本研究においては，先述の交通行動と併せて，これら判断や行動までを都市活動の範囲に含めている．

2点目の視点として示した交通行動選択への影響は，それが発現した交通行動の更なる蓄積として，個人のラ

イフスタイルを形成するものと考えられる．その結果，斜面市街地においては社会活動との関係を含め，地形

に起因した個人の生活への影響が生じる可能性が否定できない．その結果，居住継続可能性や居住地選択など

への影響を経て，地区の持続可能性を含めた，地区そのものへの影響をもたらす可能性も否定できず，交通計

画単体の議論に留まらない，都市としての重要な視点の一つになると考えられる． 

 5 点目は交通計画策定におけるこれら影響の考慮，反映についての視点である．4 点目までの視点における

知見が得られた場合，その知見をもとに交通計画において地区の適切な評価と施策の立案がなされる必要があ

るといえる．また，前章に記すように，交通計画において地形条件を科学的に考慮する手法は確立されていな

い状況にあるが，個別の取組み実績が存在する可能性は否定できず，その取組みや手法についての知見も，重

要な視点の一つになるものと考えられる． 

 以上，本研究では交通計画において地形条件を科学的に考慮するうえでの関連研究として，5視点を設定し，

次節において既往研究の成果を整理し，学術的課題を明らかにする基盤とする． 
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2.2. 各視点における既往研究と成果 

2.2.1. 地形条件の定義に関する既往研究 

 地形条件と移動に関する既往研究について，早内（2019）(17)は概ね網羅的な整理を行っている．本節では

これを踏襲しつつ，早内（2019）(17)が言及してない既往研究にも同時に触れつつ，前節に示した 5視点にも

とづく整理を行う． 

 地形条件自体の定義については，第 1章に示すように斜面市街地の定義に関連して，複数の知見が確認され

る．エンジニアリング振興協会（現・エンジニアリング協会）は「高齢化社会と斜面居住 都市研究部会報告

書」（1994）(2)のなかで，斜面市街地の定義として以下の 8 項目を挙げている． 

1. 斜面地に都市機能を備えている都市 

2. 平坦な中心市街地から斜面へ都市機能が連担している都市 

3. 斜面の傾斜度がおおむね 10%〜35%（6 度〜20 度）程度 

4. 斜面都市としての都市問題が生じている都市 

5. おおむね港湾部より都市が発達し平坦な住宅用地の確保に限界が生じてきている都市 

6. 中核都市および中核都市に近接している都市で，将来的な人口増加に際して住宅確保のための用地

が斜面地に求められる可能性が高い都市 

7. 斜面の特徴を生かした景観が形成されている都市 

8. 坂のある街など斜面地特有の地域文化を形成している都市 

 これに対し杉山・全（2001）(1)はこの定義に対し，定性的な定義が複数含まれること，8 項目が AND 条件

であるか OR 条件であるかの定義が十分になされていないこと，定量的指標についても幅をもった値であるこ

とを課題として指摘している．そのうえで杉山・全（2001）(1)は高密度な斜面市街地の定義として傾斜度 10

度以上かつ人口密度 40 人/ha 以上であることを設定し，長崎県内の複数自治体における高密度斜面市街地への

居住実態などを明らかにしている． 

杉山・全（2001）(1)によるこの定義はその後複数の文献において引用が確認される．居住地周辺の坂道への

認識と，活動的な移動習慣に着目した原田ら（2018）(3)は，調査対象地である神戸市の地区が斜面市街地に該

当するかの判断に際し，杉山・全（2001）(1)による定義を採用している．また天野ら（2004）(4)は，全国の斜

面市街地について，人口密度をはじめとする特性を比較する際に，斜面市街地の抽出条件として杉山・全（2001）

(1)による定義を採用している．このほか，直接的に定量的分析の中で定義を採用したものではないが，長崎市

の斜面市街地における各種取り組みを総括した石松・杉山（2002）(5)や，斜面市街地に居住する高齢者の主観

的幸福感に影響を及ぼす要素を明らかにした中尾ら（2018）(6)は，各研究の中における背景を整理する中でこ

の定義に触れていることが確認される． 

異なる定義として，全ら（2016）(7)は斜面市街地に居住する高齢者の社会活動に影響を与える要素を明らか

にする過程で，居住地の特性を示す指標の一つとして，地区の平均勾配を用いた分類を導入している．この分

類は Abbott・Pollit（1980）(8)による定義を採用したものであり，勾配が 1/20 未満（約 2.9 度未満）を平地，

1/20 以上 1/6 未満（約 2.9 度以上 9.5 度未満）を緩斜面地，1/6 以上（約 9.5 度以上）を斜面地とそれぞれ定義

している．杉山・全（2001）(1)による先の定義が勾配 10 度を地形条件の閾値とし，全ら（2016）(7)が採用し

た Abbott・Pollit（1980）(8)による定義が，斜面地の緩斜面地の閾値として勾配約 9.5 度以上を用いていること

から，地形条件の指標として，両者は概ね類似の指標であるものと捉えられる． 

これに対して，長崎市による定義では異なる閾値を採用している．長崎県長崎市では「斜面地」の定義を傾斜
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度 5 度以上または標高 20m 以上の地区としている(9)．この定義は長崎市において，空き家・空き地の発生と

居住地特性の違いによる歩行消費エネルギーの関係を明らかにした，金ら（2016）(10)も紹介し，調査対象地

の選定において採用している．ただし，金ら（2016）(10)は長崎市による定義を傾斜度 5 度以上「かつ」標高

20m 以上の地区として引用しており，「かつ」「または」の条件設定において差異が生じている．先に示した定

義に対して，長崎市による定義は比較的斜面市街地を広く捉えている定義であると理解することができる． 

 

2.2.2. 地形条件が身体負荷に与える影響と指標化に関する既往研究 

 地形条件が交通行動に与える影響の根底にあると考えられる，地形条件による身体負荷への影響については，

人間工学分野を中心に複数の知見が確認される．身体活動強度を示す指標として，METs（Metabolic equivalents）

が広く用いられる．これは，安静時の消費カロリーを基準値 1とした場合の各運動，活動の消費カロリーを示

す指標である．日常生活における様々な場面での活動強度について，Ainsworth et al.（2011）(18)をもとに国立

健康・栄養研究所による改訂版「身体活動のメッツ（METs）表」(19)が作成されている．「歩行：4.0km/時，平

らで固い地面」の場合のMETs値は 3.0であるのに対し，「歩行：4.0km/時，下り坂」の場合は 3.3，「歩行：4.7-

5.6km/時，上り坂，6-15%の勾配」の場合は 8.0のように，地形条件や歩行速度によってMETs値が異なること

が示されている．一方，地形条件が身体負荷に与える影響について，RMR（Relative Meabolic Rate：エネルギ

ー代謝率）が広く用いられている．RMR は「生体にかかる負担度として単位時間に体内に摂取する酸素摂取

量からみた生理的強度で表した」指標(20)であり，式 2-1で表現される．METsと RMRには式 2-2に示す関係

が示されている(21)ことから，RMR値の関係が明らかになることは，METs値が明らかになることにほぼ等し

いと位置づけられる． 

 

𝑅𝑀𝑅 =
作業代謝量−安静代謝量

基礎代謝量
 (式 2-1) 

  

𝑀𝐸𝑇𝑠 =
𝑅𝑀𝑅
1.2 + 1 (式 2-2) 

 

 地形条件と RMR値の関係について，杉山ら（1981）(20)は勾配による歩行時の RMR値増大を明らかにして

いる．また沼尻（1962）は自転車利用における RMR値の関係を，横山ら（1999）や村木ら（2006）は車椅子

利用における RMR 値の関係を，柴田ら（2017）はシルバーカー利用における RMR 値の関係をそれぞれ明ら

かにしている(22–25)． 

 移動とこれら知見を結合する研究として，勾配のあるリンクにおける歩行距離を，平坦なリンクを歩行する

場合との RMR 値の比を用いて換算する「代謝的換算距離」の手法が提唱されている(26)．代謝的換算距離を

用いた研究はその後複数確認され，早内（2019）は次のように整理している(17)． 

 佐藤ら（2006）は高齢者の福祉利用状況を被説明変数とし，その説明変数の一つとして，徒歩によるアクセ

スを導入している(26)．その際に経路距離をはじめとする既往の指標と併せて，代謝的換算距離を用いた説明

を試行し，既往の指標に対して代謝的換算距離が高い説明力を有することを明らかにしている．また続く研究

として，大都市郊外部のある地区において，代謝的換算距離を用いて各住戸からの歩行距離を再計算すること

により，斜面市街地における徒歩での到達圏縮減を表現できることを示している(27)． 

 代謝的換算距離や類似の指標を，斜面市街地における移動を説明する手法としてその後も複数の分析におい

て踏襲されている．猪井・中岡（2007）は地形条件による負担感に関する表明選好型の質問紙調査から算出さ
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れた，地形条件に関する等価時間係数と RMR 値を用いた換算法との比較を行い，RMR 値を用いた換算法に

適用可能性があることを示している(28)．原ら（2009）は代謝的換算距離を用いて，郊外型住宅地におけるア

クセシビリティと人口動態の分析を行い，斜面市街地における，地形条件に伴うアクセシビリティの課題を表

現した(29)．喜多ら（2012）はバス停アクセス時の評価に代謝的換算距離を適用し，バス停アクセスの負担を

組み込んだ新たなアクセシビリティ指標の提案を行っている(30)．また縄田ら（2017）は代謝的換算距離を用

いて公共施設の勢力圏を算出し，平面距離で算出された圏域と比較して縮減することを表現している(31)．一

方，早内ら（2019）は斜面市街地における交通手段選択モデルの構築において，地形条件を高低差として変数

化するモデル，代謝的換算距離を用いて表現するモデルを比較し，代謝的換算距離を用いたモデルの説明力が

高くなかったことを踏まえ，代謝的換算距離を交通行動モデルに組み込む際の課題に言及している(32)． 

 

2.2.3. 地形条件の交通行動への影響に関する既往研究 

 交通行動への影響は，主に交通手段の選択，目的地の選択，経路の選択およびそれらの同時選択に整理する

ことが可能といえ，本項ではその区分に基づいて既往研究の成果を整理する． 

 はじめに交通手段選択に関連して，高見ら（2007）は自宅周辺の施設に対し，徒歩，自転車での主観的な行

きやすさに対する，年齢と地形条件の関係を明らかにした．これにより，上り移動が中年層，高齢層の徒歩で

の行きやすさに負に，自転車での行きやすさについては全ての年齢層に対して負に作用することが明らかとな

った．また，下り移動については高齢層の自転車移動に対して負に作用することが明らかとなった．加えて，

水平距離に対する上り移動の影響は，高齢層において相対的に大きいことが明らかとなった(33)． 

 複数の既往研究において，インタビュー調査を通じ，地形条件が徒歩の選好に負の影響をもたらすことが示

されており，Ferrer and Ruiz（2018）はスペイン・バレンシアおよび同グラナダにおいて，Nordbakke（2013）

はノルウェー・オスロの高齢者をそれぞれ対象としている(34, 35)．Larranaga et al.（2019）はブラジル・ポルト

アレグレにおける Best-Worstスケーリング調査を通じ，理想的な歩行環境に対して地形の起伏が負に作用する

ことを明らかにしている(36)．また自転車利用について，インドにおける意識調査（Attitude Survey）を通じ，

Majumdar and Mitra（2015）は地形条件が負に作用することを明らかにしている． 

 松中ら（2013）は，全国パーソントリップ調査データをもとにした多母集団パス解析により，ゾーン内の標

高標準偏差（地形の複雑さに相当すると考えられる）が交通身体活動量の低下に作用することを明らかにし，

徒歩や自転車などの選択の減少に作用する可能性を示唆している(37)． 

 非集計モデルの手法を導入した知見も，徒歩選択，自転車選択双方の観点について得られている．徒歩選択

について，蒋ら（2005）は表明選好型の質問紙調査によって，手段選択を含む経路の 2選択肢からの選択選好

を得，標高情報をもった道路ネットワーク上での選択モデル構築を通じて年代，目的ごとの登り坂抵抗を算出

している．これにより高齢女性の高低差への抵抗が大きく，また通院の場合は自由目的に対して抵抗が大きい

ことを明らかにしている(38)．Nguyen et al.（2017）は広島県における高齢者の行動データをもとにした多項ロ

ジットモデルおよびMixedロジットモデルの構築により，徒歩の代替手段としてのパーソナルモビリティ車両

の効用に対し，地形条件が正に作用することを明らかにしている(39)．早内ら（2019）は斜面市街地における

交通手段選択について，同一距離帯のトリップにおいても高低差が大きいほど，徒歩分担率が減少し，路線バ

ス，タクシーの分担率が増加することを明らかにしたほか，交通手段選択モデルの構築を通じ，高低差が徒歩

選択に対して負に作用することなどを明らかにしている(32)． 

 自転車選択について，寺山・小谷（2014）はパーソントリップ調査データをもとにした目的地，手段同時選
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択モデルにより，傾斜地において出発ゾーンの勾配が緩やかであるほど自転車の効用が増加することを明らか

にしている(40)．このほか，複数の都市における移動データをもとに，カナダ・バンクーバー，デンマーク，

スペイン・バルセロナの各都市において，地形条件が自転車選択に負に作用することが明らかになっている

(41–43)． 

 また，徒歩選択，自転車選択を同時に扱った研究として，Rodriguez and Joo（2004）は米国における大学キ

ャンパスへの通勤，通学時の手段選択モデルに対して，勾配による所要時間の増大を OD間（徒歩，自転車適

用）とバス停アクセス（バス適用）に適用することで地形条件の手段選択への影響を検証した．この結果，勾

配による所要時間の増大が自転車，徒歩の選択に対して負に作用することが明らかになっている(44)．加えて，

Cervero and Duncan（2003）はサンフランシスコベイエリアにおける行動データを対象に，徒歩選択，自転車選

択の双方に対して勾配が負に作用し，特にその影響は自転車選択に対して強く作用することを明らかにしてい

る(45)． 

 個人による交通手段選択の結果は，地区における手段分担率としても発現するといえる．徒歩の分担率につ

いてMeeder et al.（2017）はある特定のリンクを対象にした観測調査の結果をもとに，勾配 1%の増加が徒歩分

担率 10%の減少に相当することを明らかにしている(46)．自転車の分担率について，Rietveld and Daniel（2004）

はオランダにおける行動データをもとに，地形条件の自転車分担率への負の影響を明らかにしているほか(47)，

Vandenblucke et al.（2011）は地区の平均勾配を説明変数とする空間ラグモデル（Spatial Lag Model）の導入によ

り，同様に地形条件の自転車分担率への負の影響を明らかにしている(48)．また，Parkin et al.（2008）は英国に

おけるセンサスデータをもとに，勾配の 10%増加が自転車分担率の 8.95%の減少に相当することを明らかにし

ている(49)． 

 近年では自転車シェアリングシステムの普及，拡大により，地形条件とシステムの利用状況に関する知見も

蓄積されるようになっている．Meteo-Babiano et al.（2016）はオーストラリア・ブリスベンにおける自転車シェ

アリングシステムの利用状況について，貸出，返却状況と地形状況の関係から，標高の高いステーションへの

返却が生じにくいこと，また方向性について，上り勾配と下り勾配では下りが上りに対して 1.9倍の利用が生

じていることを明らかにしている(50)．また，スペイン・バルセロナにおける利用実績データをもとに，Faghih-

Inami et al.（2017）はステーションの貸出・返却状況と地形を含む周辺の関係から，ステーションの標高が高

いほど貸出・返却ともに利用が下がることを示した(51)．Wygonik et al.（2014）は地形条件の変数を含めたう

えで自転車シェアリングシステムの需要予測を行っている(52)． 

 交通手段選択と比較して目的地選択については知見が限られるが，大佛・津田（2012）は利用図書館の選択

行動について，高低差が選択に負に作用し，垂直方向 1mの上りが水平方向 11mの移動に相当することを明ら

かにしているほか(53)，Clifton et al.（2016）も目的地の勾配が選択に対して負に作用することを明らかにして

いる(54)． 

 経路選択についても，徒歩，自転車の双方について知見が確認される．徒歩経路の選択に関する知見として，

溝口ら（2001）は徒歩経路の選択について，平面距離が最短となる経路に対して，地形条件で換算（先述の代

謝的換算距離とは異なる）した経路の説明力が高いことを明らかにした．また，リンクごとの地形条件にばら

つきがあり，経路によって勾配を回避可能な場合は地形条件が影響する一方，ばらつきが小さく経路による回

避が困難な場合には地形条件が影響しにくいことも明らかとなっている(55)．Guo（2009）は米国ボストンにお

ける鉄道端末トリップとしての徒歩経路について，地形条件の異なる 2経路の選択肢がある場合に，起伏のあ

る経路が選択されにくいことを示している(56)．また歩行経路に関連して，轟ら（2017）は観光地における回
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遊行動について，徒歩回遊行動をリンク間の高低差にもとづく斜辺長を用いてモデル化した場合，高低差の影

響は有意とならないことを示している(57)．自転車利用時の経路選択について，渡邉ら（1999）は学生の経路

選択を対象に選択した経路の特性を分析し，必ずしも最短経路が選択されるとは限らないことを示したうえで，

勾配が影響する可能性を示唆している(58)．Broach et al.（2012）は米国ポートランドにおいて GPS によって取

得した経路データを用いることにより，上り勾配が経路選択に対して負に作用することを明らかにしており，

特に「急勾配が経路に占める割合」が変数として高い説明力をもつことを明らかにしている(59)．同様に，Lu 

et al.（2018）(60)はカナダ・ハミルトンにおける自転車シェアリングシステムの移動ログをもとに，地形条件

が経路選択に対して負に作用することを明らかにしている．また，自転車の経路選択については主に余暇や運

動目的での自転車利用について，表明選好型の調査結果にもとづく知見も複数確認される．Sener et al.（2009）

は米国テキサス州での表明選好型調査の結果をもとに，通勤目的でないトリップにおいて起伏のある経路が選

好されることを示している(61)．一方，Fitch and Handy（2020）は運動目的での自転車利用の場合，起伏のある

経路は回避されやすく，起伏を回避するために距離の長い経路が選択されやすいことを明らかにしている(62)．

なお，表明選好型の調査にもとづく結果は通勤目的トリップについても取得されており，Stinson et al.（2003）

は地形条件の経路選択への負の影響を明らかにしている(63)． 

このほか，近年では電動アシスト付き自転車が普及しつつあることを踏まえ，稲垣ら（2011）は電動アシス

トを伴わない自転車に対し，電動アシスト付き自転車の利用者が，換算距離（先述の代謝的換算距離とは異な

る），平面距離ともに長い距離を走る傾向にあり，特に換算距離の方が伸びが大きいことから，電動アシスト

付き自転車が勾配への抵抗を緩和することを示している(63)． 

以上のように，地形条件の交通行動への影響については，交通手段選択，経路選択を中心に，知見の蓄積が

確認され，多くの知見において，勾配や高低差が地形条件として，歩行，自転車利用時に負に作用することが

示されている． 

 

2.2.4. 移動への影響を介した地形条件の地区への影響 

 先に整理した地形の交通行動への影響は個別のトリップへの影響を基本的な視点に据えている．一方，その

蓄積は生活様式や住みやすさ，ひいては地区への評価や居住継続などへも影響を及ぼす可能性が否定できない． 

 全ら（2016）は斜面市街地居住者の社会活動状況や転居意向について，斜面市街地では加齢による社会活動

の減少傾向がみられること，単身になった場合に転居意向がみられるようになること，後期高齢者のほど加齢

による負の影響を受けやすいこと，高齢者予備層の社会活動状況から，斜面市街地で日常生活を送ることが肯

定的な効果を与える可能性が示唆されることなどを明らかにしている．これは，外出頻度の選択や居住地の選

択，また負のみではない勾配の効用など，様々な示唆を与えていると考えられる(7)．また，金ら（2016）は勾

配や階段による歩行時の負荷が，空き地・空き家の発生に影響を及ぼすことを明らかにしている(10)． 

 以上のように，斜面市街地においては，地形条件が個別のトリップにおける行動選択への影響にとどまらず，

居住継続の可能性，ひいては空き地・空き家発生を含め，地区の持続可能性にも影響を及ぼす重要な要素であ

ることが示されているといえる． 

 

2.2.5. 地形条件の交通計画への反映 

 一方，地形条件の影響に関するこれら知見をもとに，交通計画への反映を行う視点での知見については，限

られているといえるが，米国 National Academies of Sciencesでは 2004年に発刊した，徒歩，自転車利用に関す
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る推計を含めたガイドブック” Estimating Bicycling and Walking for Planning and Project Development”において，

地形条件の交通手段選択への影響に言及していることが確認される．また，喜多ら（2012）は 2016 年に策定

された奈良県生駒市の地域公共交通総合連携計画に言及している．当該計画においては，各町丁目から鉄道駅

やバス停までの勾配を算出し，距離などと並列に評価指標の一つとしており(64)，現行計画において地形条件

が定量的に評価された事例の一つであることが示されている． 
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3. 本研究の目的と構成 
3.1. 交通計画において地形条件を反映可能な状態の想定 

 第 1 章では 1.5 節を中心に，地形条件による都市活動への影響を交通計画に反映させる手法の必要性を整理

した．これを受けて第 2 章では，移動と地形条件に関する既往研究を整理し，その成果を明らかにした．地形

条件の交通行動への影響を明らかにした知見を中心に，当該分野においては複数の知見が存在することが明ら

かとなっている．一方，同章に示すように交通計画において地形条件を反映させる手法は確立されていない状

況にある． 

 そこで本研究では，交通計画において地形条件を反映させる手法の確立に向けた，基盤となる知見を得るこ

とを目的とする．なお，ここで本研究において想定する交通計画は，1.1 節に示すように，生活圏相当を対象

とする範囲の交通計画であり，特に公共交通，および徒歩，自転車等，非動力系交通（NMT: Non-Motorized 

Transport）を対象とする交通計画である． 

 

 

図 3-1 交通システム計画のプロセス 

 

 太田（1988）は交通システム計画の策定プロセスを図 3-1のように整理している．図 3-1を基盤にすると，

交通計画において地形条件を反映した状態は以下のように想定できると考えられる． 

 はじめに，交通計画の前提として，当該斜面市街地のビジョンに関する議論が求められると考えられる．斜

面市街地のビジョンについては，移動に関する事項のみならず，人口動態，都市における位置付け，傾斜地の

災害や水供給の効率性を含む，様々な観点で議論が行われる必要があると考えられる．これら観点で斜面市街

地のビジョンが語られる必要があることから，交通計画に留まらず，都市計画としての議論が求められると言

える．昨今策定が進む立地適正化計画と，それに伴う居住誘導施策も，この議論との関連があるといえる． 

 移動に際して課題が生じる斜面市街地である場合も，都市における位置付けや人口動態などに鑑みると，今



21 

後も住宅地などとして都市活動を受け止める機能を継続する地区が多数存在するものと考えられる．これら地

区については移動の課題にも対応しつつ，地区が持続可能性を確保できるよう，交通計画としての対応が求め

られるといえる．また，将来的には縮退方向に向かうと位置付けられる地区であった場合も，当面は人の生活

が営まれることから，シビル・ミニマムとして必要な移動環境を充足しつつも，縮退方向へ向かう施策を，交

通計画の中で論ずる必要があると考えられる． 

 以上のように，対象とする斜面市街地のビジョンを都市計画において定めた上で，交通計画が策定される必

要があると考えられる． 

 図 3-1において，交通システム計画の策定プロセスとして「診断」が示されている．ここでは，現行の公共

交通によるカバー圏域を示すなどの過程を経て，当該地区の移動に関する課題と，その要因等を診断すること

となる．診断のプロセスにおいては，地形条件によるカバー圏域の縮減を反映したり，特に対応を要する地区

の抽出を行なったりする作業として，地形条件の反映が行われることが想定される．またこの過程で示された

課題は，図 3-1における「問題の構造化と目標の設定」にも引き継がれると考えられる． 

 政策・計画案の検討を行うプロセスでは，「代替案の設定」，「交通流・インパクトの予測」において地形条

件の反映が考えられる．代替案の設定では，特に施策を設定しない Do-Nothing 案のほかに，何かしらの施策を

実施する代替案を設計することとなる．斜面市街地の移動に関する代替案としては，公共交通機関の拡充など

も考えられるが，ここでは斜面市街地に対して技術的に導入可能な輸送手段や，導入，運行に伴うコストなど，

運営，運行や技術面での設計が含まれる． 

 交通流・インパクトの予測では，施策を実施した際に発生する，インパクトの予測が行われる．斜面市街地

の交通計画においては，施策を行なった際に発生する交通行動への影響について，地形条件による影響を含め

て予測，推定可能である状態が求められると考えられる． 

 これらをもとに図 3-1の計画の決定プロセスにおいて「代替案の評価」が行われる．ここでは，施策を行な

った際のコストおよび便益評価を中心に，各代替案の評価が行われる．便益評価に際しては，インパクトの予

測に基づき，多様な便益を評価対象とする必要性が考えられる．先述のように，都市のビジョンを整理する中

で持続可能性を確保することを目標とする地区として位置付けられる場合が考えられる．その際は，トリップ

単位での影響に留まらず，中長期的な個人，世帯の生活や，地区の持続可能性に関する事項も含まれる必要が

あり，地形条件，移動環境と各事項との関係が明らかになっている状態が求められる． 

 また，代替案評価ではコストの負担についても各代替案で示されることとなる．例えば公共交通サービスの

導入を想定した場合，日本国内では原則として運輸事業者の事業として，コストを運賃収入で賄うサービスと

しての可能性が模索される．一方，大量の需要が見込まれる都市部の路線と異なり，郊外部では必ずしも運賃

収入のみでサービスを成立させることは容易とは限らない．この場合，行政からの補助を含め，コストの負担

割合やスキームに関する設計も求められる． 
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図 3-2 交通システム計画のプロセスと斜面市街地の交通計画 

 

 以上を，図 3-1 に示す交通システム計画のプロセスとの対応を含めて整理すると，図 3-2 の通りとなる．

先述のように，診断以降のプロセスにおいて，交通計画における議論が特に重視されるものと考えられる．こ

のうち，代替案の設定については技術的可能性またはコスト面での整理が含まれ，行動や判断への影響を中心

とする，診断，問題の構造化と目標の設定，交通流・インパクトの予測，代替案の評価と異なる観点での知見

が求められると言える． 

 以上の整理をもとに，本研究が重点的に取り組むべき視点として，以下の 4 点を設定する． 

 

1.  前章において喜多ら（2012）に示されるように，地形条件評価の手法が確立されていないなかでも，

個別の計画において地形条件の定量的評価が行われる事例のあることが示されている(64)．一方，その

現況や現行の手法，指標およびその課題については明らかにされていない．そこで本研究では，日本国

内における現行の交通計画において地形条件の定量評価が何等かの手法によって行われた事例につい

て，その現況と手法および課題を明らかにする． 

2.  地形条件が個別の行動選択に与える影響については，前章に示すように複数の知見の蓄積が確認され

る．ただし，各知見において地形条件の変数化手法に確立されたものは定義されておらず，各研究に応

じて分析者による選択が行われている．また，既往の手段選択モデルでは，所要時間差を変数とするな

ど，地形条件による影響と他のパラメータとの比較に課題が残る面が存在する．そこで本研究では，地

形条件の交通行動への影響を明らかにした既往の各研究について，その地形条件変数化手法の採用実績

などを明らかにする．そのうえで，自家用車，徒歩，自転車だけでなく公共交通も十分に利用可能な，

日本国内の大都市郊外部において，斜面市街地での交通手段選択を明らかにした早内ら（2019）の知見

を対象に(32)，地形条件変数化手法の改良を行い，交通手段選択モデルの改良を行うことで，地形条件

による交通手段選択への影響をより詳細に明らかにする． 

3.  前章で明らかにするように，地形条件の交通行動への影響を明らかにした既往研究の多くは線形仮定

を基盤とする非集計モデルを手法として適用している．当該手法ではパラメータ間比較により説明変数
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による被説明変数への寄与を定量的に解明することが可能である．一方，地形条件については影響は線

形とは限らず，一定の領域に達した際に強い身体負荷として交通行動に影響を及ぼし始める可能性も考

えられる．そこで本研究では，既往研究とは異なる手法を適用し，地形条件が交通行動，特に交通手段

の選択に対して地形条件が影響を及ぼす閾値を明らかにする． 

4.  交通手段選択や目的地選択などの個別の行動選択の蓄積は，全ら（2016）が示唆するように地形条件

は社会活動への参加や外出頻度など，より広義の行動選択，都市活動に影響を及ぼす可能性がある．こ

れは居住継続可能性などを含め，生活全般に影響を及ぼし得る重要な関係と考えられる一方，その関係

について明確に明らかにした知見は確認されない．これら知見は，移動環境改善施策における便益を評

価する際に，利用者数や収支等に留まらず，施策が地区や都市に与える影響を考慮する上で重要な視点

となり得る．そこで本研究では，個別の行動選択の先に発現すると考えられる外出頻度・行動頻度と移

動時の身体負荷，居住継続意向と地形条件の関係を明らかにする． 

 

 視点 1 の知見は診断，問題の構造化と目標の設定，交通流・インパクトの予測，代替案の評価のいずれの視

点についても，その基盤としての位置付けとなり，第 4 章に内容を示す．視点 2 および視点 3 は主に交通行動

への影響に関する知見として，ともに診断，問題の構造化と目標の設定，交通流・インパクトの予測に対して

主に影響し，視点 2 は第 6 章，視点 3 は第 7 章に詳述する．なお，第 7 章に後述するように視点 3 の分析で

は，斜面市街地において実際に行われた施策に対する居住者の反応を対象とすることで，図 3-2におけるモニ

タリングの視点も一部に内包している． 

 視点 4 についてはトリップ単位の影響に留まらず，個人や世帯への中長期的影響を対象にするものであり，

代替案評価への主たる寄与を期待するものである．当該内容については第 8 章に詳述する． 

 以上，各視点に基づく知見をもとに，今後の交通計画において地形条件を反映させる手法を確立するうえで

の基盤となる知見とすることを目的とし，第 9 章に結論を示す．地形条件による移動の影響およびその計画へ

の反映手法について体系的に扱った知見は確認されず，今後の斜面市街地における移動環境のあり方を論ずる

うえで，本研究は重要な意義を果たしうるものと考えられる． 
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4. 日本国内の現行交通計画における地形条件の扱い 
4.1. 本章の目的と構成 

 第 1章に示すように，交通計画において地形条件を科学的に考慮，反映させる手法は確立されていない状況

にある．一方，第 2章に示すように喜多ら（2012）が奈良県生駒市における計画策定の事例について示すよう

に，現行の交通計画において地形条件の評価がなされた例が存在することが明らかになっており(65)，他の事

例の存在も示唆される．このような事例では，評価手法が確立されていない中での独自の手法が採用されてい

る可能性があり，その手法や指標およびその課題は今後の手法確立における基盤の一つになるといえる． 

 そこで本章では，日本国内の現行交通計画について，地形条件の定量的な評価に関する現況，その手法およ

び指標を明らかにするとともに，現行の手法における課題を明らかにする．また，地形条件の評価実績が確認

される自治体について，その地形的な特徴を明らかにする． 

 本章では分析に先立ち，対象とする自治体および交通計画資料の定義を行う．そのうえで，対象自治体につ

いて，策定済の全交通計画資料を収集し，地形条件を何らかの手法で評価している計画資料を抽出する．対象

自治体および交通計画資料の定義，地形条件評価が確認される計画資料の抽出については 4.2節に示す． 

 また，地形条件評価が確認される計画資料の策定自治体について，その地形条件を明らかにする．地形条件

自体の定義手法が未確立であることを踏まえ，後述する「傾斜地割合」を新たに地形条件の変数化手法として

定め，本分析に適用することとする．策定自治体の地形条件については 4.3節に示す． 

 並行して，地形条件評価が確認される計画資料について，当該資料に関する文献調査ならびに策定自治体へ

のヒアリング調査などを通じ，地形条件評価を行った経緯，評価手法，指標，実際の施策との関連，およびそ

れらの課題を明らかにすることとし，当該分析については 4.4節に示すこととする． 
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4.2. 対象自治体の定義と地形条件評価実績の確認される交通計画資料 

 はじめに，本章で対象とする自治体の定義を行う．本研究では都市活動への影響を考慮した交通計画を対象

としており，従って対象となる自治体は都市としての一定の規模を有することが望ましいと考えられる．ここ

で，総務省統計においては人口規模にもとづいて都市を次のように分類している(66)．最も規模の大きい都市

分類として「大都市」が存在し，人口 50 万以上の自治体を指す．大都市においては通常は都道府県が処理す

る事務業務の一部を処理することが認められている．大都市の次に規模の大きい分類が「中核市」であり，人

口 30万以上または人口 50万未満の場合で面積 100平方 km以上であることを要件としている．中核市に次い

で規模の大きい分類が「特例市」であり，これは人口 20 万以上で当該都市からの申し出があった場合に指定

される分類である．以上，大都市，中核市，特例市の 3 分類についてはその権限などの定めが公的に存在し，

地方自治法の定めにもとづいて定義される．総務省統計においては以上 3分類に該当しない市を「都市」と定

義し，なかでも人口 10 万以上の自治体を「中都市」，人口 10 万未満の自治体を「小都市」と定義している．

本章では都市，とりわけ一定の規模を有する都市として，上記の定義においては「中都市」以上に該当する，

人口 10 万以上の自治体を分析の対象として定義する．各自治体の人口データとして 2015 年国勢調査を用い，

282市が選定された． 

 選定された 282自治体を対象に，各自治体または複数の自治体によって構成される組織によって既に策定が

行われているすべての交通計画資料を取得する．ここで，交通計画資料とは，都市・地域総合交通戦略，都市

交通マスタープラン，地域公共交通総合連携計画，地域公共交通網形成計画，ならびにそれに準ずると判断で

きる計画資料を指すこととする．交通計画資料はウェブまたは自治体への直接問い合わせによって行い，その

結果，237自治体によって策定された計 422件の交通計画資料が取得された（付録表 1）． 

 取得された計画資料について，何らかの手法で地形条件の定量的評価がなされている計画資料を，各資料を

対象とするテキスト検索を通じて抽出する．テキスト検索は各計画の全文を対象とし，検索語として「地形」

「斜面」「傾斜」「勾配」「坂」「高低差」「標高」の 7語を定める．各語の検索のもと，地形条件の定量的評価が

行われていると判断可能な交通計画資料を抽出し，現行の交通計画における地形条件評価状況を明らかにする．

その結果，表 4-2 に示す，9 自治体による 12 計画資料において，何らかの手法によって地形条件の定量的な

評価が行われていることが明らかとなった． 

 ここで，評価，反映の定義として，地形条件を公共交通空白地域の算出を含め，施策への反映を目的として

適用していることとし，地形条件への言及が確認される一方で，これに該当しない計画として，以下の 3計画

を本分析では対象から除外している． 

 2018年に策定された横浜市都市交通計画，同年に策定された川崎市総合都市交通計画では，冒頭部分におい

て市内各メッシュから最寄バス停までの高低差を算出し，図示している（図 4-1）(67, 68)．一方，施策を論ず

るその後の部分では言及がみられないことから，以降の分析の対象から除外することとした．同様に，2015年

策定の各務原市地域公共交通網形成計画には，店舗や公共交通機関までの距離と同様に標高を高齢者の買い物

難易度算出に用い，地図上に可視化した別調査である「高齢者の買い物環境基礎調査」の結果が記載されてい

るが，当該結果の紹介にとどまり，施策に関するその後の議論では言及が見られないことから，以降の分析の

対象から除外することとした（図 4-2，表 4-1）(69)．ただし，表 4-1に示すように，各務原市における「高

齢者の買い物環境基礎調査」においては地区ごとに買い物困難度を示すうえでの評価指標として，高齢者人口

密度，店舗までの距離，公共交通機関（鉄道，バス）までの距離に加えて地形条件を設定している．地形条件

については，標高を指標とし，標高 50m未満の場合は 3点であるが，50m以上 75m未満の場合は 1点を減点
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し 2点，75m以上 100m未満の場合はさらに 1点を減点し 1点，100m以上の場合はさらに 1点を減点し 0点

として，標高が高いほど地区の買い物しやすさ総合値が低下するように設計されている．以上を踏まえると，

各務原市高齢者の買い物環境基礎調査における指標設定は，本分析で着目する，地形条件の移動，生活への影

響を定量的に評価する視点に該当する既往の資料の一つと位置付け可能といえる． 

このほか，41自治体の交通計画資料において，地形条件による課題の存在が定性的に言及されていることが

確認された．また 4.4節に詳述するように，2018年策定の岩国市地域公共交通網形成計画については，地形条

件を指標に含めて当該計画策定以前より実施されているタクシー運賃支援事業について，その内容を当該計画

内で示しているものであり，本計画の結果として当該事業の実施に至ったものではない点に留意を要する(70)． 

 

 
図 4-1 横浜市都市交通計画における最寄バス停までの「延べ高低差」 
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図 4-2 各務原市地域公共交通網形成計画で紹介される高齢者の買い物難易度と公共交通の関係 

 

表 4-1 各務原市高齢者の買い物環境基礎調査における各指標の配点 
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表 4-2 地形条件の定量評価が確認される交通計画資料 
策定自治体 策定年 計画資料名 
千葉県船橋市 2010 船橋市地域公共交通総合連携計画 (71) 
千葉県市原市 2010 市原市交通マスタープラン (72) 
千葉県市原市 2018 市原市地域公共交通網形成計画 (73) 
東京都八王子市 2017 八王子市公共交通計画 (73) 
奈良県生駒市 2011 生駒市地域公共交通総合連携計画 (74) 
兵庫県宝塚市 2011 宝塚市地域公共交通総合連携計画 (75) 
広島県広島市 2016 広島市地域公共交通網形成計画 (75) 
山口県岩国市 2018 岩国市地域公共交通網形成計画 (70) 
福岡県北九州市 2008 北九州市環境首都総合交通戦略 (76) 
福岡県北九州市 2016 北九州市地域公共交通網形成計画 (77) 
福岡県福岡市 2014 福岡市都市交通基本計画 (78) 
福岡県福岡市 2015 福岡市総合都市交通戦略 (79) 
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4.3. 地形条件の定量評価実績が確認される自治体の地形条件 

 4.1 節に示す構成にもとづき，本節では地形条件の定量評価が確認された交通計画資料を策定している 9 自

治体について，対象自治体に対する地形条件の相対的特徴を明らかにする．斜面市街地の定義については 2.2

節に示すように既往研究が存在する一方で，地形の複雑さに関する算出手法は確立されていない現況にある． 

そこで本章の分析においては，①全国の自治体について統一的に適用可能な手法であること，②定量的な尺

度での評価が可能な手法であること，③居住地における起伏を評価可能な手法であること，を条件と捉え「住

居系用途地域内の 5次メッシュ（約 250m四方）において平均傾斜度が 5%以上となるメッシュが占める割合」

を独自の評価基準として新たに定める． 

 5次メッシュの平均傾斜度には，国土数値情報「標高・傾斜度 5次メッシュデータ」を用いる(14)．なお，当

該データでは 3次メッシュ，4次メッシュ，5次メッシュデータが公開されており，本分析に用いる 5次メッ

シュが最も空間的に分解能が高い．基準となる「勾配 5%」はバリアフリー基準を基にしており，4.4節に詳述

するように，現行の交通計画において，複数の自治体が分析に採用する唯一の公的基準である．なお，国土数

値情報における勾配は「度」表記であることから，勾配 5%にあたる，勾配 2.9度を本分析の閾値とする． 

 また，本研究における住居系用途地域とは，都市計画法に定める用途地域のうち「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住所地域」

「第二種住居地域」「準住居地域」の計 7用途地域とする（表 4-3）．なお，用途地域データとして用いる国土

数値情報「用途地域」の最新版は 2011年作成であることから，2018年の都市計画法改正によって創設された

「田園住居地域」については，本分析において考慮しないこととする．以上を踏まえ，本分析は以下の手順に

て行う． 

1. 対象 282自治体それぞれについて，先述の住居系用途地域に該当するポリゴンを作成する． 

2. 作成した住居系用途地域ポリゴンと交差する 5次メッシュポリゴンを抽出する． 

3. 抽出された 5次メッシュポリゴンにおいて勾配 5%（約 2.9度）のメッシュが占める割合を算出する． 

 

表 4-3 都市計画法上の用途地域と本分析の対象 
都市計画区域 市街化区域 用途地域 本分析における対象 

都市計画区域内 市街化区域 第一種低層住居専用地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 第二種低層住居専用地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 第一種中高層住居専用地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 第二種中高層住居専用地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 第一種住所地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 第二種住居地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 準住居地域 対象（住居系用途地域） 

都市計画区域内 市街化区域 近隣商業地域 対象外 

都市計画区域内 市街化区域 商業地域 対象外 

都市計画区域内 市街化区域 準工業地域 対象外 

都市計画区域内 市街化区域 工業地域 対象外 

都市計画区域内 市街化区域 工業専用地域 対象外 

都市計画区域内 市街化調整区域 ― 対象外 

都市計画区域外 ― ― 対象外 
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 前節にて定めた手法によって，対象 282自治体の地形条件を，住居系用途地域内の 5次メッシュ（約 250m

四方）において平均傾斜度が 5%以上となるメッシュが占める割合として算出する．その結果，付録表 2に一

覧を示すように，対象 282自治体における勾配 5%以上メッシュ割合が算出された．そのうち，上位 20位を表 

4-4に，前章にて地形条件の評価実績が確認された自治体に関する結果を表 4-5に，参考として全国斜面都市

連絡協議会への加盟自治体に関する結果を表 4-6 にそれぞれ示す．ここで全国斜面都市連絡協議会への加盟

自治体は 1.3節に示すように北海道小樽市，北海道函館市，神奈川県横須賀市，静岡県熱海市，兵庫県神戸市，

広島県呉市，広島県尾道市，山口県下関市，福岡県北九州市，長崎県長崎市，長崎県佐世保市，大分県別府市

の計 12自治体が加盟する「斜面都市」の協議会である(4)．なお，静岡県熱海市については人口 10 万未満であ

ることから計画資料分析の対象外であるが，全国斜面都市連絡協議会加盟自治体であることに鑑み，順位を除

いたうえで傾斜地割合の算出対象には含めることとした． 

 はじめに，傾斜地割合の分布を図 4-3に示す．割合 5%未満の自治体が全体の 25%以上を占め，割合 20%

未満の自治体が全体の 50%以上を占めているように，比較的低い値が卓越することが明らかとなる．続いて，

本指標の妥当性について，全国斜面都市連絡協議会への加盟自治体との関係から検証する．先述のように表 

4-6 は上位 10 位および静岡県熱海市の傾斜地割合を示しており，熱海市を除く 11 自治体のうち 7 自治体

が上位 10 位に含まれ，また熱海市については最大値となる小樽市以上の割合を示すことが確認される． 

 以上に鑑みると，本研究における「傾斜地割合」は自治体の起伏の程度を説明可能であり，本指標の値の大

小をもって地形条件を評価することには，一定の妥当性が確保されているものと判断できる． 

 続いて，地形条件評価が確認された 9自治体について，その傾斜地割合および順位を表 4-5に示す．9自治

体のうち 6自治体が，上位 20%（282自治体中 56 位以上）に含まれていることが明らかとなり，地形条件評

価が行われる自治体において，傾斜地割合の高い自治体が卓越することが示された．ただし，傾斜地割合が高

い場合も，交通計画における地形条件評価に依らず実際の施策が確認される自治体は存在することから，交通

計画における言及と地形条件対策は必ずしも一対一対応とはならないものといえる． 

 また，福岡市，市原市，船橋市のように，傾斜地割合が必ずしも上位ではないが交通計画において地形条件

評価が行われる場合があることが明らかとなった．市域における傾斜地の割合が小さい場合においても，局所

的に高台が見受けられる場合など，地形条件に伴う制約が懸念される地区の存在が想定される場合には，交通

計画における評価の対象になりうるものと理解できる． 
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図 4-3 対象 282自治体の傾斜地割合分布 

 

表 4-4 住居系用途地域における勾配 5%以上メッシュ割合（上位 20位） 

順位 都道府県 市区町村 勾配 5%以上 
メッシュ割合（%） 

全国斜面都市 
連絡協議会加盟 

交通計画における 
地形条件評価実績 

― 静岡県 熱海市 97.8 加盟あり  
1 北海道 小樽市 92.7 加盟あり  
2 長崎県 長崎市 92.5 加盟あり  
3 奈良県 生駒市 92.1  実績あり 
4 長崎県 佐世保市 89.3 加盟あり  
5 大分県 別府市 87.1 加盟あり  
6 岐阜県 多治見市 85.1   
7 広島県 呉市 84.1 加盟あり  
8 神奈川県 横須賀市 82.7 加盟あり  
9 神奈川県 鎌倉市 81.2   
10 広島県 尾道市 78.7 加盟あり  
11 大阪府 河内長野市 78.7   
12 広島県 廿日市市 75.5   
13 山口県 周南市 74.4   
14 兵庫県 川西市 73.1   
15 愛知県 瀬戸市 72.4   
16 鹿児島県 鹿児島市 72.3   
17 東京都 八王子市 69.6  実績あり 
18 東京都 多摩市 69.6   
19 長崎県 諫早市 67.0   
20 沖縄県 浦添市 66.8   
20 広島県 広島市 66.8  実績あり 
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表 4-5 住居系用途地域における勾配 5%以上メッシュ割合（地形条件評価実績あり） 
順位 都道府県 市区町村 勾配 5%以上メッシュ割合（%） 
3 奈良県 生駒市 92.1 
17 東京都 八王子市 69.6 
20 広島県 広島市 66.8 
29 山口県 岩国市 58.1 
30 兵庫県 宝塚市 57.3 
32 福岡市 北九州市 56.7 
98 福岡市 福岡市 28.1 
100 千葉県 市原市 27.4 
192 千葉県 船橋市 7.1 

 

 

表 4-6 住居系用途地域における勾配 5%以上メッシュ割合（全国斜面都市連絡協議会加盟自治体） 
順位 都道府県 市区町村 勾配 5%以上メッシュ割合（%） 
― 静岡県 熱海市 97.8 
1 北海道 小樽市 92.7 
2 長崎県 長崎市 92.5 
4 長崎県 佐世保市 89.3 
5 大分県 別府市 87.1 
7 広島県 呉市 84.1 
8 神奈川県 横須賀市 82.7 
10 広島県 尾道市 78.7 
26 山口県 下関市 62.7 
32 福岡市 北九州市 56.7 
116 北海道 函館市 22.2 
142 兵庫県 神戸市 15.2 
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4.4. 地形条件の定量評価実績が確認される交通計画と手法・指標 

4.4.1. 各交通計画に関する分析・調査手法 

 4.2節で地形条件の定量評価実績が確認される，9自治体による 12の交通計画資料について，各計画に関す

る文献調査ののち，策定自治体へのヒアリング調査を行うことで，その地形条件評価手法，根拠指標および施

策との関連などを明らかにする手法をとった． 

 ヒアリング調査について，実施日および担当課を表 4-7 に示す．奈良県生駒市を除く 8 自治体については

対面でのヒアリング調査を実施した．奈良県生駒市については書面での回答を得，表 4-7では回答を得た日付

を実施日として記載している．各自治体への調査の結果，本節の次項以降にそれぞれ示す各事項が明らかとな

った．ここで各自治体へのヒアリング調査においては，各計画資料に明示的な記載のない場合に，以下を共通

の調査事項として設けることで，事例間での一致を図っている． 

 

l 当該計画以前に策定された交通計画の存在およびそこでの地形条件評価の履歴，ならびに今後策定

予定の交通計画およびそこでの地形条件評価の予定 

l 当該計画に記載の地形条件評価について，当該評価が行われた経緯，指標や閾値の引用元および根拠

地形条件評価の結果，具体の施策に至った場合の有無とその内容 

l 地形条件に関する内容を中心に，当該自治体における交通環境の現在の課題 

  

表 4-7 各自治体へのヒアリング実施概要 

都道府県 自治体名 担当課名（当時） 方式 実施日 

千葉県 船橋市 道路部 道路計画課 対面 2019/11/11 

千葉県 市原市 都市部 交通政策課 対面 2020/3/6 

東京都 八王子市 都市計画部 交通企画課 対面 2019/12/11 

奈良県 生駒市 総務部 防災安全課 書面 2020/3/17 

兵庫県 宝塚市 都市安全部 道路政策課 対面 2020/3/19 

広島県 広島市 道路交通局 都市交通部 公共交通計画担当 対面 2019/11/20 

山口県 岩国市 総合政策部 地域交通課，健康福祉部 高齢者支援課 対面 2019/11/20 

福岡県 北九州市 建築都市局 計画部 都市交通政策課 対面 2019/6/26 

福岡県 福岡市 住宅都市局 都市計画部 交通計画課 対面 2019/6/27 
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4.4.2. 千葉県船橋市における地形条件評価 

 船橋市において地形条件評価が確認される交通計画は船橋市地域公共交通総合連携計画（2010）である(71)．

本計画では，公共交通不便地域を明らかにする際に，鉄道駅までの所要時間（13分以上），バス停までの所要

時間（6 分以上），バス運行間隔（15 分間隔以上）を設けている．この基準には住民アンケート調査において

半数以上が不便と感じるとした値を適用している．このうち，鉄道駅からの距離については，道路の移動円滑

化整備ガイドラインをもとに歩行速度を毎分 63mと仮定し，800m以上を基準として定めている．ただしこの

距離について「歩行経路を考慮した補正」「丘陵地等の高低差による補正」「大規模施設の立地による補正」「地

形及び幹線道路による補正」の 4補正を必要に応じて駅ごとに適用しており，このうち「丘陵地等の高低差に

よる補正」において，地形条件評価が行われている．なお，歩行経路を考慮した補正とは，直線距離と道路距

離の差を考慮したもので，全駅に対して一律に補正し，先述の 800m圏が 640m圏に補正されている． 

 「丘陵地等の高低差による補正」では，阿久津（1975）に示される，勾配𝜃(°)による抵抗式 4-1を根拠指標

としている．ここで，勾配を 25％と仮定することで補正係数 0.78を算出し，市内 35駅のうち 8駅に適用して

いる．歩行経路を考慮した補正に加えて，高低差による補正の結果，対象駅では 500mを圏域としている． 

  

負荷増加割合 =
1

cos 𝜃 ∗ (1 + sin 𝜃)	
(式 4-1) 

 

 船橋市において地形条件を評価するに至った経緯として，2004年開始の「交通不便地域解消事業」が挙げ

られる．ここでは，市内の自動車学校および老人福祉センターについて，自動車学校については生徒用送迎

バスへの同乗，老人福祉センターについては保有する送迎用車両の空き時間に運行される送迎サービスへの

乗車を，事前登録した 65歳以上の市民が無料で認められる制度であり，2019年現在，表 4-8に示す路線が

運行されている．一方，この制度の持続可能性や路線の充実は必ずしも十分ではないことから，総合連携計

画において公共交通不便地域を算出する際に，高齢者の移動における支障をより議論することとなり，地形

条件評価についてもここで議論されることとなった． 

 本計画においては，公共交通不便地域の解消に向けた事業実施に関する計画を行っている．ここでは，先

述の指標によって公共交通不便地域と指定された地区のうち，500mメッシュあたり 1000人以上（DID基準

と同値），かつ先述の住民アンケート調査において住民の不便意識が高い地区を「重点地区」として抽出して

いる．なお，不便意識とは 5段階評価での回答の平均値が 3.5ポイント以上となる場合を指している．その

結果，市内の 9地区が重点地区として，抽出された．それぞれの地区について地区特性の整理を行ってお

り，このうち丸山地区については「近接するバス路線まで高低差があり，バス利用はほとんど困難で，路線

がないことの不満が特に大きい」との記述があり，9地区で唯一高低差に関する記述が確認される． 

 重点地区については，はじめに既存バス路線の再構築を検討し，それが困難な場合は，小型車両による新

たな公共交通サービスの検討を行うこととしている． 

 2004年 2月の計画策定ののち，同年 7月に地域公共交通活性化協議会で，八木が谷線，丸山線，田喜野井

線の 3路線が同年より試験運行を開始，その後いずれについても本格運行へ至っている．なお，2016年に二

和線の試験運行が行われたが，これについては本格運行には至らなかった． 

 図 4-4は，高低差に関する記述が確認される丸山地区にて運行される丸山線と，その最寄りとなる東武野

田線馬込沢駅との位置関係を示している．高低差による補正を行わない場合の 640m 圏域に対して，補正を
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行った 500m 圏域では，丸山線沿線においては法典東小学校から丸山公民館にかけての圏域が，駅勢圏から

外れる結果となっている．周辺地区は馬込沢駅から上り勾配が連続する地区であり，この点では，本補正に

よって地形条件が計画上考慮されたことになるといえる．一方，重点地区として指定され，丸山線運行の主

な焦点となる丸山地区については，640m 圏域よりも外側に位置することから，本計画における「丘陵地等

の高低差による補正」の結果として施策につながったとは必ずしも言えないものと考えられる． 

 なお，丸山線については運行開始後，好調な利用により黒字化を達成しており，高低差などにより駅への

アクセスに支障のあった地区の新たな交通手段として，有効に機能しているものと推察される．船橋市にお

ける交通計画は 2020 年現在，船橋市公共交通総合連携計画（2010）が最初かつ最新のものとなっており，

従って地形条件評価についても，同市においては本計画が初となっている．なお今後，地域公共交通網形成

計画の策定を予定しているとされる． 

 

表 4-8 船橋市交通不便地域解消事業の協力事業者 

分類 協力事業者 路線名・方面 

自動車学校 ソフィアドライビングスクール船橋 西船橋駅・原木中山駅方面 

自動車学校 津田沼自動車教習所 北習志野駅・田喜野井方面 

自動車学校 船橋中央自動車学校 飯山満駅・高根公団駅方面 

船橋日大前駅・北習志野駅方面 

自動車学校 市川自動車教習所 塚田駅・馬込沢駅方面 

福祉センター 西老人福祉センター 県道船橋・我孫子線方面（医療センター発着） 

馬込方面（医療センター発着） 

福祉センター 北老人福祉センター みやぎ台方面（三咲駅発着） 

大穴方面（三咲駅発着） 

二和方面（三咲駅発着） 

福祉センター 東老人福祉センター 薬円台・飯山満駅方面（医療センター発着） 

飯山満・芝山方面（医療センター発着） 

西習志野・芝山方面（医療センター発着） 

西習志野・新高根方面（医療センター発着） 

高根台・松が丘方面（医療センター発着） 

福祉センター 中央老人福祉センター 前貝塚方面（医療センター発着） 

緑台・二和方面（医療センター発着） 
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図 4-4 船橋市丸山地区における丸山線路線図と駅の関係 

 

 

図 4-5 丸山地区を走る丸山線 
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4.4.3. 千葉県市原市における地形条件評価 

市原市において地形条件評価が確認される交通計画は，市原市交通マスタープラン（2010）および市原市地

域公共交通網形成計画（2018）である(72, 80)． 

 交通マスタープラン策定以前，同市では交通空白地域の定義を，「JR，京成電鉄の各駅から 1km以遠」「小湊

鉄道の各駅から 700m以遠」「バス停留所から 500m以遠」で人口集積のある地域としていた．一方，交通マス

タープランの策定にあたり，これが見直されている．交通マスタープラン策定にあたり，2008年度に「交通マ

スタープランに係わる市民アンケート調査」が行われ，これを基に日本大学交通環境研究室との研究を通じ，

交通空白地域設定の基となる，公共交通サービス圏域の各指標が設定された． 

 鉄道駅およびバス停のサービス圏域については，それぞれへのアクセスにおいて徒歩で許容できる時間の平

均値を算出している．これに歩行速度（時速 4kmと仮定）を乗じ，鉄道駅へは 1085m，バス停へは 710mが許

容されると算出された．これらはともに従前の設定と矛盾がないことから，交通マスタープランにおいても，

従前の設定を踏襲し，「鉄道駅から 1km」「バス停から 500m」を圏域設定の基本としている．なお，2009年の

土地利用規制緩和を受け，従前は 700mとしていた小湊鉄道のサービス圏についても，交通マスタープランに

おいては鉄道駅同様に 1kmとしている． 

 一方，交通マスタープランにおいて新たに考慮した指標として，地形条件がある．先述の共同研究において，

歩行を阻害する要因ごとに，抵抗なく歩ける距離が 1/3に減少するとの考えのもと，はじめに歩行を阻害する

要因を抽出している．その結果，勾配と標高が，市原市においては考慮されるとの議論が行われ，勾配につい

てはバリアフリー基準における 5%を，標高については北九州市（2008年策定の北九州市環境首都総合交通戦

略(76)）における先行事例 50mを基準として検討が行われることとなった． 

 勾配，標高のそれぞれの基準に抵触するバス停を算出した結果，同時の状況において，勾配 5%に抵触する

バス停が 63か所（14.3%），標高 50mに抵触するバス停が 82か所（18.3%）であり，標高 50mに抵触する場合

であっても，周囲が傾斜地ではない場合もあることが明らかとなった．これを踏まえ，交通マスタープランに

おいては，勾配を地形条件の指標とし，バリアフリー基準に定める 5%を基準値とすることと定めた．一方，

勾配 5%に抵触する地区について，バスのサービス圏域を 170m（500mに対する 1/3）とすると，既に運行され

ているコミュニティバスなどについて一般に言われるサービス圏域（200m～250m）との齟齬が生じる．これ

を踏まえ，コミュニティバスのサービス圏と，路線バスにおいて地形の影響を考慮したサービス圏を同等のサ

ービス水準に合わせるため，影響要因による，抵抗なく歩ける距離への影響を 1/2と定義し，その際のサービ

ス圏を 250mに設定することとした． 

以上より，市原市交通マスタープランにおいては，公共交通サービス圏域を以下のように定義している． 

l JR，京成電鉄千原線ちはら台駅，小湊鉄道の各駅から 1km 

l 路線バスのバス停留所から 500m（勾配 5% 以上のバス停は 250m） 

l コミュニティバスのバス停留所から 250m 

 一方，市原市の交通施策においては，新たな交通手段の導入等を，市の支援のもとに，主に地域住民の主導

によって行う制度設計としており，市が定める交通課題の優先順位設定と，実際に検討，実施される施策との

順序は必ずしも一致しないという．このような経緯などから，先述のように基準が定められた地形条件評価で

はあるが，ここでの設定が現在のところ，何かしらの交通施策に直接的につながっているものではないとされ

ている． 
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 なお，同市では 2004年に市原市地域公共交通総合連携計画を，2018年に市原市地域公共交通網形成計画を

策定している．地域公共交通総合連携計画では，公共交通サービス圏の設定に関して言及はなされておらず，

従って地形条件に関する記述も確認されていない．また，地域公共交通網形成計画においては，公共交通サー

ビス圏の設定に関する言及が行われているが，ここでの設定は，地形条件に関するものを含めて，2010年交通

マスタープランにおける設定を踏襲している． 
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4.4.4. 東京都八王子市における地形条件評価 

八王子市の交通計画において，地形条件の定量評価が確認されるのは八王子市公共交通計画（2017）である

(73)．本計画では，交通空白地域の定義を，鉄道駅より 700m以遠，バス停より 300m以遠としている．このう

ち，人口規模などを理由に対象外となった地区を除く 14 地区について，対策の優先順位付けを行うための地

区評価を行っている．交通空白地域の定義に地形条件は反映させず，定義後の優先順位付けに地形条件を反映

させている点が，先述の船橋市や市原市における手法と大きく異なる点の一つといえる． 

 地区評価では表 4-9に示すように，人口，地形条件，最寄駅までの距離，最寄バス停までの最大距離，の 4

指標を地区ごとに計測したのち，各指標について 0～2 点の点数付けを表 4-10 に示すように行っている．地

形条件については地区内のメッシュごとに勾配を算出し，その最大値と最小値の差を尺度としている．最大値

と最小値の差が 5％未満の場合は平地として 0点加算，5％以上 10％未満の場合は一部傾斜として 1点加算，

10％以上の場合は傾斜地として 2点加算を行っている．その他の指標についても表 4-10に示すように点数付

けを行い，その合計値は 5以上となる地区を A，3または 4点の地区を B，2点以下の地区を Cとして，優先

度を三段階でランク付けしている．本計画においては，評価対象の 14地区のうち，3地区が傾斜地，5地区が

一部傾斜の判定を受けている．また，本評価において結果的に，最寄バス停までの最大距離では地区ごとの差

がついておらず，実質的に人口，地形条件，駅までの距離が優先度に差をもたらす指標となっており，人口，

駅までの距離と同等の，効力の強い指標として地形条件が用いられる手法として設計されているものと理解で

きる．判定の基準となる 5%，10%勾配について，5%勾配はバリアフリー基準に定める値を根拠とし，10%に

ついてはその倍の値として閾値を設定したことが明らかとなった． 

 なお，このような優先度付けの手法は，同市が 2009 年に策定した地域公共交通総合連携計画においても，

表 4-11 に示すように行われていることが確認される(81)．地域公共交通総合連携計画においても 3 段階での

地区分類が行われているが，算出手法や閾値は示されておらず，また判定結果も公共交通計画における結果と

異なることなどから，定量評価が行われたものではないと理解できる．加えて，本市における交通の検討で最

初に地区の地形条件が評価されたのは，2002年に地域循環バス（現在のはちバス）に関する検討委員会が開催

された際（表 4-10の H14評価）であったとされる．ここでは対象地区ごとに，高低差が移動のしやすさに影

響していると想定されるとの議論のもと，定量評価ではない手法にて，地形条件の分類が行われたとされる． 

 このように，2002 年の地域循環バスに関する検討委員会での最初の議論，2009 年の地域公共交通総合連携

計画における，優先順位付けへの地形条件評価の組込み，そして 2017 年の公共交通計画における，総合連携

計画と同様の枠組みへの定量評価の導入という経緯を辿って，八王子市における交通計画での地形条件評価が

行われてきたものと理解できる． 

 

表 4-9 八王子市公共交通計画における地区評価の基準 

指標 尺度 0点基準 1点基準 2点基準 

人口条件 人口 x x < 1000 1000 ≤ x < 2000 2000 ≤ x 

地形条件（傾斜地等） 勾配の最大値―最小値 y 
平地 

y < 5% 

一部傾斜 

5% ≤ x < 10% 

傾斜地 

10% ≤ x 

最寄り駅までの距離 地区中心からの距離 z x < 2km 2km ≤ x < 4km 4km ≤ x 

最寄バス停までの最大距離 距離最大値 w 300m ≤ x < 600m 600m ≤ x < 900m 900m ≤ x 
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表 4-10 八王子市公共交通計画における地区評価 

 
 

表 4-11 八王子市地域公共交通総合連携計画における地区評価 
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 2002 年の地域循環バスに関する委員会での評価において優先度の高かった地区についてはその後，はちバ

スの運行によって解消されている．また 2009年評価優先度が高かった B地区のうち，散田町 2・3丁目地区に

ついては道路整備をきっかけとする路線バス整備によって，挟間町（紅葉台）周辺については，地域交通事業

の実施によりそれぞれ解消されている． 

 地域交通事業とは，交通空白地域あるいは山間地域における交通事業への補助であり，運行経費の半分が補

助の対象となる．なお，先述の挟間町（紅葉台）周辺における事業では，貸切契約のバスが運行されているが，

現在では運行経費を収入で賄えるようになり，補助金が不要な状況となっている．また，現在この事業を通じ

て本格運行となっているのは，先述の紅葉台のほか，小津町，降宿・醍醐地区（休止中）の 3か所である． 

 この地域交通事業における対象として現在試験運行が行われているのが打越町の旭ヶ丘団地である．ここで

は，乗合の定路線タクシー事業が試験運行されており，道路運送法の第 21条に基づいている（図 4-6）．当該

地区は京王線北野駅から 1km圏内に位置する一方，700m以上の距離がある．加えて地区内の道路が狭隘であ

るために地区内に路線バスが進入できず，最寄バス停からの距離も 300mを超過し，交通空白地域に該当する．

また，周辺地区との高低差も大きく，特に高齢者にとっては移動の制約となっている現況が報告されている． 

 交通空白地域である本地区において，現地からの要望があり，かつ既存路線バス等の路線変更等による対応

が困難であることを受け，地域交通事業の対象として試験運行が行われている．一方，先述の地区評価におい

て「打越町周辺」は，対象面積が狭いことを理由に評価の対象から除外されている． 

 本計画において，地形条件は距離の指標に基づく交通空白地域の指定ののち，地区評価において評価が行わ

れることから，高低差による制約が認知されている当該地区においても，地形条件定量評価の結果が，当該事

業の試験運行につながったとは言い難い状況にあると捉えられる． 

 

 

図 4-6 八王子市旭ヶ丘団地における定路線タクシー試験運行の様子 
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4.4.5. 奈良県生駒市における地形条件評価 

奈良県生駒市では，2011年に地域公共交通総合連携計画を策定している(74)．ここでは既存の公共交通機関

等ではサービスが不十分な地区への，市としての対策を示すものとしている．なお，策定時点において，鉄道，

路線バスの他に，コミュニティバス「たけまる号」が運行されている． 

本計画では定時・定路線・停留所の設置による，あるいは定路線でのフリー乗降方式でのバス導入をイメー

ジし，公共交通サービスの提供を行う地区の選定を具体的に行っている． 

 はじめに，候補地の選定として，①人口統計や地形データに基づき、公共交通サービスを必要とする高齢

者（75歳以上）の人口が多く，駅やバス停までの距離が長い，または地形が急峻で駅やバス停までのアクセス

が困難であると考えられる地区，②今後 5～10年程度の間に①のような状況になると考えられる地区，③自治

会から公共交通サービスの提供に対する要望のある地区のうち，①または②の条件を満たすと判断される地区，

の 3点を条件とし，③を満たし，かつ①または②に該当する地区を対象とした． 

具体的には，2015年および 2020年の年齢階層別人口を，国勢調査をもとに推計し，2010年，2015年，2020

年の各年次までに 75歳以上比率が 20％を超える自治体を抽出している．このなかから，鉄道駅またはバス停

までの距離が 300m 以上あること，またはそこまでの勾配が 5%以上である地区を抽出している．これが①，

②の条件にあたり，自治会から公共交通に関する要望が提出されている地区を③の条件として設定している．

ここで，①，②の条件において，鉄道駅またはバス停までの距離が 5%以上という地形条件指標が確認される．

この閾値は「道路の移動等円滑化整備ガイドライン」（いわゆるバリアフリー基準）での設定に基づいている

ことが明らかとなった． 

その後，抽出された対象地区について，優先順位付けを目的とする地区評価を行っている．ここでは，75歳

以上人口比率，外出を諦めた割合（アンケート結果），既存の公共交通機関，バス停・駅までの距離，バス停・

駅までの勾配，想定される収支率を指標として，それぞれの算定を行っている．ここで，バス停・駅までの勾

配として再度地形条件が考慮されている．算定手法は「各地区内の住宅から駅またはバス停までの最遠距離の

ルート上の最も高い地点と最も低い地点の標高差と距離から算出した」としている．なお，ここでは算出結果

そのものを示しており，閾値による分類などは行っていない． 

このような評価を行った結果は表 4-12 に示す通りであり，これを踏まえ，表 4-13 に示す優先順位付けが

行われた．最も優先順位の高い位置づけとなったのは，本町周辺地区および南地区であり，勾配 5%以上を抽

出条件としている候補地の中でも，比較的勾配の値が大きく，特に本町周辺地区については最大値をとってい

る．以上および表 4-12のその他の結果に鑑みるに，本評価において勾配は最も重要な指標の一つとして扱わ

れているものと捉えられる．地区ごとに複数指標を算出し，課題対処への優先順位付けの根拠とするこの手法

は，八王子市での評価手法に類するところがあるといえる一方，生駒市ではバス導入という具体の施策を同時

にイメージしていること，評価対象地区の抽出条件にも地形条件の尺度が含まれること，また八王子市でみら

れた，閾値を用いての結果のランク付けや総合評価の点数付けなどは行われない点に差異があると理解できる． 

この評価を踏まえ，本町周辺地区および南地区では 2011年 10月より，その後，2014年には北新町地区，萩

の台地区でもそれぞれ，コミュニティバスの運行が開始されている． 

以上より，本計画は具体の交通施策を検討する段階において，地形条件を評価指標の一つとして扱い，定量

評価を行った事例として捉えられると理解できる． 
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表 4-12 生駒市地域公共交通総合連携計画における整備優先順位検討のための地区の評価 
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表 4-13 生駒市地域公共交通総合連携計画における公共交通サービス提供の優先順位の区分 

 
 

 

図 4-7 生駒駅よりコミュニティバスが導入された本町周辺地区方面を望む 
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4.4.6. 兵庫県宝塚市における地形条件評価 

 宝塚市の交通計画として宝塚市地域公共交通総合連携計画（2011）が存在する(82)．本計画では，公共交通

を充実させるうえでの市の役割や姿勢を明確にすることを目的に，地区を以下の通り 3 分類するとしている． 

l 第 1段階の整備：市が積極的に関与して，公共交通サービスの充実を図るべき地域 

l 第 2段階の整備：地域主体のもとに，市と地域の協働により公共交通サービスを確保すべき地域 

l 現状の公共交通サービスに委ねる地域 

この 3段階を分類するにあたり，本計画では図 4-8に示す基準を設けている．はじめに，鉄道駅から 500m

以内，あるいはバス停から 300m以内の地区については現状維持の領域としている．次に，鉄道駅 500m以内，

バス停 300m以内の基準は満たさないものの，鉄道駅から 1㎞以内，あるいはバス停から 500m以内の地区に

ついては第 2段階の領域とし，それ以上の距離となる地区については第１段階の地区としている． 

 ただし，距離の尺度では現状維持の領域に入る地区においても，鉄道駅からの高低差が 25m 以上ある地

区については第 2段階の地区として，また第 2段階の領域に入る地区においても，鉄道駅からの高低差が 80m

以上ある地区については第 1段階の地区として，それぞれ高い段階に押し上げて分類することとし，ここに地

形条件の評価が組み込まれている． 

第 2段階の基準となる高低差 25mは，バリアフリー基準における上限値 5％を基準としており，距離 500m

に適用して算出している．また，第 1段階の基準となる高低差 80mは，バリアフリー基準における限界値 8％

を基準としており，距離 1000mに適用して算出している．両者で基準となる勾配が異なる点については，第 1

段階の基準に 5％基準を適用した場合，該当する地区が膨大となることを理由としている．なお，現状維持お

よび第 2段階の地区で，人口の 90％がカバーされるとしている． 

 
図 4-8 宝塚市地域公共交通総合連携計画における段階の分類 

 

この基準により第 1段階の地区として指定されたのは，仁川地区，売布地区，高司地区の 3地区である．こ

のうち，高司地区については公共交通機関からの距離を理由としての指定であるが，仁川地区については最も

駅から遠い箇所でおよそ 1㎞，売布地区は駅から 1㎞以内の地区であり，ともに高低差を理由に指定を受けた

地区となる．また，第２段階の地区として基準を満たす地区のうち，商業施設や医療機関等の観点からも公共

交通の支援が求められる地区として，月見山・長寿ガ丘地区が指定されている．ここについても，鉄道駅より

およそ 500m 圏域には入る一方，高低差が大きく，かつ商業施設等も限られることから，指定を受けている． 

なお，各地区における算出の単位として，小学校区を一つの空間的な単位としている． 

これら評価によって第 1段階に指定された地区に対しては，交通サービスの導入に際し，計画策定を含む初

期費用の補助，および運行欠損の補助の両者を伴う支援の対象としており，第 2段階に指定された地区に対し
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ては，運行欠損の補助は行わない一方，計画策定を含む初期費用の補助対象としている． 

第 1 段階に指定された地区のうち，仁川地区，売布地区については本計画策定に先立つ 2002 年より，市の

運行欠損補助を伴うバス運行が行われており，先述の支援内容はこれとの整合を図ったものともいえる．また，

高司地区についても将来の運行に向けた検討が行われているとしている． 

第 2段階となる月見山・長寿ガ丘地区においても，バスの試験運行が行われている．2015年 8月より運行が

開始されていたが，2018 年に車両が台風被害を受けたことにより，2019 年 2 月に当初の事業者は撤退してい

る．その後，新たな事業者の選定を行ったうえで，2019年 7月より，路線を月見山地区に限定したうえで，再

度試験運行を開始している．当該事業においては，運行計画策定を含む初期費用の補助を市が行っている．ま

た規定の通り，今後予定している本格運行に際して，欠損の補助は行わないこととしている． 

以上を踏まえると，宝塚市においては船橋市や市原市同様，公共交通のカバー圏域を算出する際に，距離の

条件と併せて地形条件を適用する手法をとっているといえる．一方，他の自治体と異なり，複数の段階が設け

られていること，地形条件は距離の割引ではなく，段階を上げるか否かの判断基準として用いられている点に

手法の違いが見受けられる．また，市原市，八王子市，生駒市などにおいてはバリアフリー基準における上限

値 5％が用いられているのに対し，宝塚市では，上限値 5％と同時に，限界値 8％についても参照されているこ

とが確認される．加えて，実際の事業とのつながりについて，第 1段階，第２段階のそれぞれについて支援の

制度が異なるように設定されており，実際の適用例も確認されている．一方，第 1段階の 2地区における事業

は本計画策定以前より行われており，本計画がそれとの整合をとるように定められているとの理解も可能であ

るといえる． 

 最後に，宝塚市における交通計画は現在のところ地域公共交通総合連携計画のみであり，従って交通計画に

おいて地形条件の定量評価に関する議論が行われたのも，本計画が最初となり，かつ後続の計画とのつながり

も存在しない．ただし，本市においては今後，地域公共交通網形成計画の策定予定があるとしている． 

 

 

図 4-9 仁川・高丸地区と運行中のバス  
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4.4.7. 広島県広島市における地形条件評価 

広島市における交通計画として，総合交通戦略（2010），バス活性化基本計画（2015），公共交通体系づくり

の基本計画（2015），地域公共交通網形成計画（2016）が確認される(83–86)．このうち，地域公共交通網形成

計画において地形条件評価が行われていることが確認される． 

本計画では，達成目標を 5 つの指標により示しており，その一つに「公共交通を利用しやすい市民の割合」

を現況値（策定年）の 89.6%から 2020年に 93%に引き上げることが掲げられている．ここで，93%とは，「公

共交通体系づくりの基本計画」での目標年次 2030年に 100%を達成することを見越した値設定である． 

この割合は，鉄道駅，バス等からの圏域内に居住する市民の割合を指標化したものであり，表 4-14に示す

基準となっている．ここで，駅からの距離について，「駅周辺の主な住宅地が傾斜地にある場合は 500m」との

記載があり，仮定する時速を割り引くことで，平地に対して圏域を割り引いて算出することが示されている． 

「駅周辺の主な住宅地が傾斜地にある場合」の定義については，駅から半径 650mの円において，100mメッ

シュごとに勾配を算定した結果，勾配 5%以上となるメッシュが過半数となる場合としている． 

 

表 4-14 広島市地域公共交通網形成計画における公共交通サービス圏の設定 

区分 考え方 

JR，アストラムライン， 

広電宮島線等 

徒歩 650m（時速 4kmで 10分） 

ただし，駅周辺の主な住宅地が傾斜地にある場合は 500m（時速 3㎞で 10分） 

路面電車，バス 半径 300m（90%の一般的な人が抵抗感なく歩ける距離）（土木学会バスサービスハンドブック） 

乗合タクシー 半径 100m（90%の高齢者等が抵抗感なく歩ける距離）（土木学会バスサービスハンドブック） 

 

勾配 5%の閾値設定については，市が保有する GISデータ等で従前より用いられてきた数値であり，当初の

作成部局，その際の根拠指標などは，現在は不明であるとのことである．なお，立地適正化計画においても，

同じ勾配が設定されているが，ここでもその根拠については示されていない． 

 この算定の結果，圏域の割引が行われた駅はアストラムライン周辺などに存在するとされるが，アストラム

ライン周辺には路線バスも比較的高密に運行されていることなどから，駅からの圏域を 650mから 500mに割

り引くことで空白地域の扱いとなる地区は極めて限られるとのことである．また，当該の割引は算定の複雑さ

等を理由に，路線バス，乗合タクシーは対象とせず，鉄道駅のみを対象としていることから，ここでの地形条

件評価による差異の発生は限定的であると理解できる． 

 なお，空白地域が生じた場合の対応として，市としてのコミュニティバス導入は検討しておらず，いくつか

の地区に実績のある乗合タクシー運行などが，地区からの発議があった場合に候補となる．以上に鑑みると，

本計画における地形条件評価は，交通施策に直ちに影響を与えているものではないと理解できる． 

 本計画に先立つ計画において地形条件評価は言及されておらず，また同時期に策定されたバス基本計画につ

いては，先述のようにバス圏域では地形条件評価を行わないことなどから，地形条件への言及はなされていな

い． 
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4.4.8. 山口県岩国市における地形条件評価 

岩国市の交通計画として，岩国市都市交通戦略（2011），岩国市地域公共交通網形成計画（2018）が策定され

ている(87, 88)．いずれの計画においても，交通計画を策定するうえで地形条件の定量評価が行われているもの

ではない．一方，地域公共交通網形成計画において，市の事業として取り組む「長寿支援タクシー料金助成事

業」の対象者となる基準に，地形条件に関する項目があることが紹介されていることを踏まえ，本研究におい

ても調査の対象として扱う． 

「長寿支援タクシー料金助成事業」は，公共交通の利用が不便な地区に居住する高齢者の支援を目的に，1

枚 500円のタクシー料金助成を受けることのできる券を，月 4枚発行し，1乗車あたり最大 3枚まで利用可能

とする制度である．従前は高齢障害課による「高齢者等福祉タクシー料金助成事業」と，地域交通課による「グ

ループタクシー利用促進事業」が併存していたが，2016年度にこれを統合し，高齢者支援課による「長寿支援

タクシー料金助成事業」として制定されている．当該事業の対象は，調査時点においては，年齢が 70 歳以上

であること，かつ岩国市重度障害者（児）福祉タクシー料金助成券の交付を受けていないことに加えて，居住

地の要件を設けている． 

従前の高齢者等福祉タクシー料金助成事業の対象地は，継続して対象としたうえで，表 4-15に示す要件を

設定している．基本的には最寄のバス停から 1㎞を距離の要件としつつ，バス停から自宅までの高低差が 10m

以上となる際には要件を 100m 緩和して 900m 以上とし，以降，高低差が 5m 加算されるごとに，距離要件を

100mずつ緩和している． 

 

表 4-15 岩国市高齢者等福祉タクシー料金助成事業における対象要件 

高低差の要件 距離の要件 

10m未満 1km以上 

10m以上 900m以上 

15m以上 800m以上 

20m以上 700m以上 

25m以上 600m以上 

30m以上 500m以上 

 

 この根拠指標として，吉川ら（2004）が参照されている(89)．ここでは，斜面走行の車いす利用者への負担

を，実験室環境での負荷の測定を基に明らかにしている．縦断勾配 0～10%において，縦断勾配が 1%加算され

るごとに，限界走行距離が最大 20mから 2mずつ短縮されることを明らかにした．これを，勾配 1%の増加が

距離 10%減（100mずつの短縮）を意味すると捉え，指標に反映させている．距離 1㎞，高低差 10mの場合は

勾配 1%であるが，勾配 6%においては距離を 500m 減算し，距離要件を 500m 以上（その際の高低差は 30m）

としている．このほか，その間を均等配分し，高低差 5m加算ごとに距離要件を 100mずつ減算していること

が確認される． 

 この算定においては，申請ごとに，最寄バス停のうち最も遠い標柱までの距離を，想定される経路に沿って

距離計算しており，その経路にそって高低差の最大値と最小値の差を高低差として個別に算出する作業が行わ

れている．ただし，明確に数値で定められた要件であることから，隣同士であっても要件への一致・不一致が

明確にわかれることへの不満などの声があり，2020 年度を移行措置期間としたうえで，2021 年度より新たな
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要件へ移行することが予定されており，この際に距離要件は撤廃される予定である． 

 なお，実際の対象として，距離 500m，高低差 30mまでの急勾配は限られる一方，その中間の，距離 1㎞に

は満たないものの，高低差の要件を満たして助成対象となる場合は複数あるとのことである．岩国市では，山

間地域に対してはフリー乗降のバス（自家用有償を含む）を走らせており，この際は乗降可能な道路までの距

離で要件算出を行うが，山間地域で対象となるケースは極めて限られるとのことである．これに対して郊外部

の団地などではこの要件を満たす場合があり，近年でも団地内のバス路線廃止により，高低差の要件を満たし，

当該団地の居住者が一括して助成対象となった場合がある． 

 なお，先述のように，本市での交通施策における地形条件評価は，具体の施策の中で，交通計画を問わずに

行われたものであり，過去の交通計画 2件において，計画策定時に地形条件の定量評価が行われた記述は確認

されていない．本市については当該事業が計画資料内で言及されていたために調査対象としたが，計画を問わ

ず実際の施策において地形条件評価を行っている事例は，他の自治体にも存在する可能性が想定される． 
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4.4.9. 福岡県北九州市における地形条件評価 

北九州市の交通計画としては，北九州市環境首都総合交通戦略（北九州市地域公共交通網形成計画）（2016），

およびその前身の北九州市環境首都総合交通戦略（2008）が存在する(76, 77)． 

 両者では，公共交通カバー圏域の設定に際し，鉄道駅からの距離 500m，バス停からの距離 300m を基本的

な値としている．ただし，標高 50mを超える地区については高台地区と定義し，バス停からの距離を 100mに

縮減している． 

 300m および 100m の設定については，土木学会バスサービスハンドブックにおいて一般的な人が抵抗を感

じない距離 300m，高齢者等が抵抗を感じない距離 100mをそれぞれ参照している(83)．これらの数値は，2005

年実施のパーソントリップ調査から算出された，現況の最寄バス停までのトリップ距離平均 220mとも齟齬の

ないものとしている．また，標高 50mについては，参照した根拠指標などはなく，市の状況を勘案したうえで

設定した数値であるとのことである．これは，鉄道や幹線道路が低地を通り，これに対して標高の高い位置に

住宅地が進展していった北九州市の特性が可能にしていることと理解できる．またこのように鉄道は低地を走

っていることから，高台地区に鉄道駅は存在せず，圏域縮減の対象とはならない． 

 市では①バス路線廃止地区や高台地区などの公共交通空白地区，②高齢化率が市の平均を上回る公共交通空

白地区等に対して「おでかけ交通事業」を展開しており，2000年に八幡東区枝光地区で開始されたのが最初で

ある．枝光地区は高台地区であり，ここでの実績があったこと，高齢化率が政令市で最も高い状況にあること，

平野部が少なくかつ平地は工業地帯であり住宅は傾斜地に展開されていることが，交通計画での地形条件評価

に至ったとしている． 

 現在，おでかけ交通は①交通事業者が運行開始時に要する費用に最大 460万円の助成，②交通事業者が車両

更新時に要する費用に最大 300万円の助成，③交通事業者の収支が赤字の際に、地域や交通事業者の運行を継

続するための努力を前提として赤字額の一部に助成（運行支援助成），④地域が主体となって試験運行を実施

する際に、赤字額の一部に助成，を行う制度である．現在は八幡東区枝光地区のほか，門司区恒見・喜多久地

区，小倉南区合馬・道原地区，小倉南区平尾台地区，八幡東区大蔵地区，八幡東区田代・河内地区，八幡西区

木屋瀬・楠橋・星ヶ丘地区の計 7地区で展開されている．加えて，より需要の小さい交通空白地域への施策と

して，行政の費用負担を伴わないが，タクシーの乗合を認可する「プチお出かけ交通」が小倉北区高尾地区に

て 2018年より実施されている． 

 このうち，恒見・喜多久地区，合馬・道原地区，平尾台地区，田代・河内地区，木屋瀬・楠橋・星ヶ丘地区

の 5地区については，周囲に鉄道駅やバス停のないことが交通空白の直接的な要因と考えられる．一方，枝光

地区および大蔵地区については，周囲に路線バスがあり，とりわけ，平地と同様に 300m 圏域を設定すると，

交通空白とされない一方，100m まで縮減すると交通空白地域の存在が認められることとなる地区もある．特

に大蔵地区については，本計画以前より運行が行われていた枝光地区と異なり，本計画で 2008年に高台地区，

および交通空白地域を明示して以降，2012 年に制度を適用して運行開始された路線であり，2008 年の北九州

市環境首都総合交通戦略における，高台地区および交通空白地域の明示により，その事業の位置づけを明確と

することが可能となった地区と理解することができる． 

 2008 年計画で採用された評価手法は，2018 年計画に引き継がれ，交通空白地域の設定において指標が踏襲

されている． 
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図 4-10 北九州市枝光地区より枝光駅方面を望む 

 

 

図 4-11 北九州市枝光地区で運行される「おでかけ交通」 
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4.4.10. 福岡県福岡市における地形条件評価 

福岡市の交通計画においては，福岡市都市交通基本計画（2014）および福岡市総合交通戦略（2015）におい

て地形条件の定量評価が行われている(78, 79)． 

福岡市の交通計画における地形条件評価の経緯は，2002年の道路運送法改正を発端とする．これにより路線

バスの路線廃止が届出制となり，一部路線の廃止が想定された．その後 2010 年に市議会の議員提案条例とし

て，公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例（生活交通条例）が制定された．生

活交通条例において，交通空白地等の定義がされており，公共交通空白地については，駅，バス停から概ね 1km

以上離れた地区，公共交通不便地については，駅から概ね 1km，バス停から概ね 500m以上離れた地区として

いる．加えて，市長が認める場合，公共交通不便地に準ずる地区を定めることができるとし，これらを総合し

て，公共交通不便地等，として条例での定義としている． 

その後，実際に地形条件評価が行われるのは，2014年の都市交通基本計画および 2015年の総合交通戦略で

ある．ここでは，先の定義に基づき公共交通空白地，および公共交通不便地を定めているが，これに加えて，

駅，バス停と概ね 40m 以上の高低差がある場所を公共交通不便地に準ずる地域として，地形条件を基準に組

み入れている．ここで，高低差 40mの指定は，バリアフリー基準での限界値 8%を採用しており，これに公共

交通不便地の基準となるバス停までの距離 500mを乗じて算出している．加えて，都市交通基本計画は 2014年

5月，総合交通戦略は 2015年 3月にそれぞれ策定されているが，2015年 4月に公共交通不便地に準ずる地域

のもう一つの要件として，バス停または鉄道駅への経路について，迂回を要するなど，公共交通が不便な地域

であって，地域住民が協議会を組織している地域，と追加している． 

不便地への対応として，新たな路線等を設ける場合，検討経費の補助，および試験運行の経費の補助を行う

制度を設けている．不便地に対する取り組みとして，早良区内野七丁目地区，東区美和台地区，南区柏原三丁

目地区の 3地区での取り組みが行われている．このうち，内野七丁目地区，および柏原三丁目地区については，

距離の要件で不便地に設定されている．美和台地区については，距離の要件，高低差の要件ともに抵触しない

と考えられるが，追加された先述の要件に基づき，不便地に準ずる地域として認められたものと考えられる． 

内野七丁目地区については，既存バス路線の経路変更により概ね不便地を解消し，柏原三丁目地区および美

和台地区については，新規路線の試験運行を経て，それぞれ現在は本格運行に至っている． 

以上を踏まえると，高低差の要件に抵触し，不便地に準ずる地域として指定された地区のうち，実際の事業

を伴っている地区は存在しないものと理解できる．この要因として，そもそも高低差の要件で抵触する地区に

おける人口が極めて限られることが想定される．福岡市では，水不足等の課題から，かねてより市街化区域の

設定を厳しくしており，高低差の要件に抵触する地区は，その大半が市街化調整区域とされる．このことから，

高低差が移動制約として顕在化する地区における人口を制限できていると想定される． 

ただし，先述の柏原三丁目地区については，従前のバス路線からの距離が概ね 600mであることから不便地

に指定されているが，同時に高低差もおよそ 40mあり，移動制約として地域の声があったとしている． 

以上を踏まえると，福岡市の交通計画では，距離を基に複数の段階を設け，分類を行ったうえで，高低差の

要件を，距離では抵触しない場合にも認める（段階を上げる）方式をとっているといえ，この点では宝塚市の

方式に類すると捉えられる．また，ここでの基準値にはバリアフリー基準の限界値を適用している点でも，宝

塚市との類似がみられる．なお，バリアフリー基準の参照自体は，先述の多くの自治体に共通する． 

一方，都市計画上の考え方から市街化地域の領域を制限してきたことにより，高低差の要件から本制度が適

用される地区の人口は限られ，結果として高低差の要件による認定が，実際の事業につながることは，少なく
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とも現在までには発生していないことが明らかとなった． 
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4.4.11. 地形条件評価手法・指標の類型化と課題 

 前項までに明らかにした，各計画における地形条件評価について，それらの特徴を理解することを目的に，

評価手法と根拠指標の 2つの観点から類型化を行う．はじめに，各計画の地形条件評価における指標，閾値と

その適用手法は表 4-16 にまとめる通りとなる．前節までに示す各計画での評価手法および表 4-16 にまとめ

る各手法を踏まえると，評価手法については，対象 9自治体の計画における考え方を以下に示す「割引」「引

上」「順位」の 3つに分類可能と考えられる． 

 

l 割引：勾配の大きい地区等について公共交通サービス圏などを割り引くことで，地形条件を反映させる

（船橋市，市原市，広島市，北九州市） 

l 引上：不便地域などの段階は距離によって条件を定めるが，高低差や勾配が大きい場合に段階を引き上

げることで地形条件を反映させる（宝塚市，岩国市，福岡市） 

l 順位：距離，人口などの他の指標と並列に地形条件を扱い，地区の優先度評価につなげる（八王子市，

生駒市） 

 

表 4-16 各計画の地形条件評価における指標・閾値と適用方法 

市区町村 指標・閾値 適用手法 

船橋市 勾配 25%仮定 周囲が傾斜地と認められる駅のカバー圏域を割引 

市原市 バス停周辺が勾配 5%以上 カバー圏域を 500mから 250mに割引 

八王子市 地区内の勾配 5%以上／10 %以上 地区ごとの点数付けの閾値とする 

生駒市 

 

地区内の勾配 5%以上 対象地区の抽出に適用 

駅・バス停までの勾配 地区の優先順位付けの際に値を参照 

宝塚市 鉄道駅からの勾配 5%以上／8%以上 距離指標と併せて各閾値で地区の段階分けに適用 

広島市 駅周辺メッシュの過半が勾配 5%以上 カバー圏域を 650mから 500mに割引 

岩国市 バス停からの高低差（10m～30m） 距離指標と併せてタクシー運賃補助対象世帯を判定 

北九州市 標高 50m以上 バス停カバー圏域を 300mから 100mに割引 

福岡市 駅・バス停からの勾配 8%以上 距離指標と併せて閾値で地区の段階分けに適用 

 

本分類は距離指標との関係としても捉えることができ，「割引」は最終的な判定に距離のみを用いることか

ら距離指標が優位な手法といえる．これに対し「順位」は他の指標と並列で地形条件を用い，地形条件が距

離指標と対等といえる．また「引上」は距離指標による分類を基盤としつつ，地形条件を追加要件とするこ

とから，「割引」と「順位」の中間的な考え方と位置づけられる． 

距離指標といえる「割引」では鉄道駅など，ある起点からの距離を基準とすることで，空白地域の明確な

図示が容易であるなど，指標としての明確さに長けていると捉えられる一方，起点となる場所の存在を前提

とした評価であり，評価対象地区そのものの特性を評価できるものとは限らないと捉えられる．これに対し

て，距離を含む様々な指標と地形条件を並列に扱う「順位」では起点となる地点の存在を必須としないこと

から，評価対象地区そのものの特性を評価可能であるほか，並列で扱うことで指標の追加も比較的容易と捉

えられる一方，指標間での重み付けについて，明確な根拠が求められるなどの課題もあると捉えられるなど

の違いがあると考えられる． 
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また，根拠指標については，唯一複数の自治体が採用している基準として，バリアフリー基準の定めがあ

ることが明らかとなった．本基準は 9自治体中，5自治体（市原市，八王子市，生駒市，宝塚市，福岡市）

において採用が確認された．また，本基準においても，その判断は該当する地区数などによる自治体の判断

に基づくが，上限値である勾配 5%を採用する場合と限界値である勾配 8%を採用する場合があることが確認

される．以上より，根拠指標はバリアフリー基準に基づくものとそれ以外に大別され，前者については上限

値と限界値の 2指標に分類できることが明らかとなった．なお宝塚市のように，一計画において 2指標が併

用される場合もある． 

以上，評価手法および根拠指標に関する分類をもとに，現行交通計画における地形評価手法は表 4-17に

示すように類型化が可能と考えられる． 

ただし，バリアフリー基準は歩道等の整備においてその設計時に参照される基準値であり，勾配をはじめ

とする地形条件が交通行動等に影響するメカニズムについての基準値とは異なる．地形条件の交通行動等へ

の影響に基づく標準化された基準値や指標の存在しない中，趣旨が異なることを認めたうえで，勾配に関す

る数値を参照可能な基準値として採用されているものと理解できる． 

 

表 4-17 地形評価手法・指標の分類と採用自治体 

評価手法分類 

基準指標・根拠指標 

バリアフリー基準 
その他独自基準 

上限値勾配 5% 限界値勾配 8% 

割引 市原 ― 船橋，広島，北九州 

引上 宝塚(第 2段階) 宝塚(第 1段階)，福岡 岩国 

順位 生駒(候補選定)，八王子 ― 生駒(順位) 
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4.5. 小括  

本章を通じ，日本国内の現行交通計画における地形条件評価について，以下のことが明らかとなった． 

 はじめに，現行交通計画における地形条件の定量評価実績について，中都市以上の自治体を対象とする文献

調査を行った結果，9 自治体による 12 計画において，地形条件の定量評価が行われていることが明らかとな

った． 

 続いて，地形条件の定量評価が確認された計画について，評価手法，根拠指標，施策との関連などに関する

文献調査，および策定自治体へのヒアリング調査を行った． 

 その結果，地形条件評価手法は，勾配の大きい地区等について公共交通サービス圏などを割り引くことで地

形条件を反映させる「割引」，不便地域などの段階は距離によって条件を定めるが，高低差や勾配が大きい場

合に段階を引き上げることで地形条件を反映させる「引上」，距離，人口などの他の指標と並列に地形条件を

扱い，地区の優先度評価につなげる「順位」の 3分類に大別できることが明らかとなった． 

 施策との関連については，割引，引上，順位のいずれの手法においても，実際の施策に繋がった例が確認さ

れることが明らかとなった．一方，施策との関連が確認されない場合や，地形条件評価の結果と施策が完全な

対応関係にない場合もあり，手法の課題として捉えられる計画も併せて確認されている．長崎市における斜面

移送システムのように，いわゆる交通計画において地形条件の評価を行った結果として導入されたものではな

く，地形条件を含む現地の課題が定量的分析を伴わずとも明瞭な場合には，施策は実行されうるともいえる．

これら取組みの存在は一般的には肯定されるべきものと考えられる一方，計画範囲内での優先順位付けや目標

との関係，各種補助制度の設計，都市交通全体における役割，位置づけを明確に，また根拠をもって論じた上

での交通計画策定は今後も求められると考えられる．その観点から，交通計画において地形条件を科学的に評

価する手法確立の必要性には変わりがないものといえる． 

 地形条件評価を行う自治体については，起伏の大小を示す「傾斜地割合」を新たに導入したうえでの，GIS

を用いた地形の指標化による評価を行った結果，地形条件評価実績の確認される自治体のうち，起伏の大きい

自治体が卓越する傾向が明らかとなった．一方，起伏の大きくない自治体での評価実績も確認され，市域全体

の起伏が大きくない場合においても，地形による移動制約が想定される箇所がある場合は地形条件が評価対象

となりうることが確認された．ただし実際の施策との関連については，起伏の大きい自治体において地形条件

評価が施策に繋がりやすい傾向が同時に確認された． 

 地形条件評価における閾値や根拠指標については，バリアフリー基準における歩道等の勾配基準が，複数の

自治体によって採用される唯一の基準値であることが明らかとなった．バリアフリー基準は 9自治体中 5自治

体の計画において採用が確認され，このほかに複数自治体によって採用される基準値が存在しないことから，

現行交通計画での地形条件評価において，最も一般的な根拠指標といえることが明らかとなった． 

 一方，各自治体において根拠指標として採用される基準値等は，バリアフリー基準を含めて，車いす利用時

の身体への負荷など，人間工学的見地に基づく知見や基準に限られ，背景に示すような，交通行動への影響な

どに関する知見については，参照された事例は本研究においては確認されなかった． 

  



57 

5. 交通行動分析対象地域の選定と概況 
5.1. 地形条件の交通行動への影響に関する分析の必要性 

 前章によって，現行の交通計画において地形条件を定量的に反映させようとした場合，日本国内では採用可

能な基準値や閾値が存在しないことは課題として示された． 

 交通計画策定時に採用可能な基準値や閾値を構築する際は，地形条件が交通行動に与える影響を明らかにす

る必要があると考えられる．交通手段選択における，従来より採用されてきた各変数との関係を明らかにする

内容として，第 3章における視点 2の分析，地形条件による影響が強く発現する領域を明らかにする内容とし

て同章における視点 3の分析が求められる． 

 いずれの分析においても，斜面市街地における詳細な交通行動データが求められる．これに鑑み，本研究で

は具体的な斜面市街地を対象地として選定し，詳細な行動データを取得した上で，交通行動分析を行うことと

する．次節より，対象地選定ならびに対象地区の概況を示す． 

 

5.2. 対象地域選定の条件と選定 

本研究の第 6 章および第 7 章における，地形条件の交通行動への影響に関する分析については，実際の交通

行動について，地形条件や公共交通サービスレベル，都市施設の動態との関係を含めた，空間的解像度の高い

調査，分析が求められると考えられる．そこで本研究では以下のように分析対象地の条件を定め，選定を行う

こととする．なお，同様の条件設定および選定は早内ら(31)が行っており，本研究ではこれを踏襲する． 

本研究では交通行動に対する地形条件の影響を扱う．またその知見が寄与する対象として，特に都市を対象

とする交通計画を想定している．これらを踏まえると，分析対象地は以下の 3 条件を満たすことが望ましいと

考えられる． 

l 斜面市街地であること 

l 路線バスをはじめとする公共交通機関が利用可能であり，徒歩，自転車などの非動力系交通手段のほ

かに選択可能な交通手段が自家用車のみとなるような地区ではないこと 

l モビリティ改善に繋がる施策の可能性，および調査における十分なサンプル数獲得の可能性の観点

から，一定の人口集積が認められること 

第 1.3 節において，東京圏内の斜面市街地分布を明らかにしたように，八王子市周辺を西端とする多摩川右

岸付近から，川崎市，横浜市を経て三浦半島へ至る領域に，特に斜面市街地の集中が確認される．なかでも神

奈川県横浜市については，市域の広範にわたって斜面市街地が確認されるほか，国内の基礎自治体として最大

の人口を抱え，また鉄道，路線バスともに市内の広域にサービスの存在が確認されることから，先述の 3 条件

を満たす地区の抽出可能性が高いものと考えられる． 

 早内ら(31)はDID内に位置する横浜市内の鉄道駅を対象に，800m圏内の平均標高および平均勾配について，

平均勾配の上位 5 駅を表 5-1に示すように算出している．なかでも，2 位の京急富岡駅，5 位の能見台駅は隣

接した駅であり，両駅周辺に斜面市街地が連担していることが考えられる．また，両駅周辺には両駅ならびに

周辺の鉄道駅を拠点とするバス路線の存在が確認されるほか，タクシーサービスの存在も確認され，公共交通

が選択肢として利用可能な地区であると捉えられる． 

 以上を踏まえると，京急富岡駅および能見台駅周辺は先述の 3 条件を満たす地区であると言える．このうち，

住宅としての土地利用が行われていることなどを踏まえ，横浜市金沢区富岡西の全域（1 丁目〜7 丁目）を本

研究の対象地区と定め，特記しない限りこれら 7 町丁目を「富岡西地区」と称するものとする．なお，本研究
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にて行う各調査等においては連合町内会管轄区域の関係により，富岡東 1 丁目，富岡東 3 丁目の 2 町丁目を含

む場合があり，これら 2 町丁目を含めた 9 町丁目については，区分して「富岡地区」と称するものとする（図 

5-1）．なお，富岡西地区における人口動態や地形条件，公共交通のサービスレベルについては，本章の次節以

降にそれぞれ示すこととする． 

 

表 5-1 横浜市内の鉄道駅における周辺平均勾配上位 5駅 
順 駅名 路線 行政区 平均標高[m] 平均勾配[°] 
1 六浦 京浜急行逗子線 金沢区 21.7 22.9 
2 京急富岡 京浜急行本線 金沢区 27.1 22.1 
3 山手 JR根岸線 中区 33.4 21.9 
4 下永谷 地下鉄ブルーライン 港南区 45.8 21.3 
5 能見台 京浜急行本線 金沢区 32.0 20.7 

 

 
図 5-1 富岡地区の対象町丁目 
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図 5-2 傾斜地に形成される富岡西地区の様子 
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5.3. 横浜市富岡西地区の概要と人口動態 

富岡西地区は横浜市金沢区に属し，横浜市の南部に位置する（図 5-3）．平成 25（2013）年策定の横浜市都

市計画マスタープラン全体構想(66)では，土地利用の方針を定める上での市内の区分を，都心部（横浜都心，

新横浜都心），臨海部，都心・臨海周辺部，郊外部（北部方面，西部方面，南部方面）の 4 区分に分類し，図 

5-4に示すように表現している．富岡西地区は都心・臨海周辺部から郊外部（南部方面）に差し掛かる地区に

該当するといえる．全体構想の下位計画として各行政区を対象に定める各プランのうち，平成 30（2018）年策

定の横浜市都市計画マスタープラン金沢区プラン（金沢区まちづくり方針）では，より詳細に金沢区内の各地

区の開発系譜などが図 5-5に示すように整理されている(67)．ここでは，京急富岡地区は昭和 30（1955）年か

ら，富岡ニュータウンは昭和 41（1966）年より開発が行われたことが示されており，八景団地や朝比奈地区な

どの開発と合わせて，金沢区における住宅市街化の進展を形成してきた地区であることが示されている．また，

同プランではこのほか，富岡西地区を含む，昭和 30 年代から昭和 40 年代初頭にかけての開発について，以下

のように概要と特徴を整理している．これらの整理は複数の開発を対象に特徴を整理したものであり，開発規

模や公園の整備状況などの観点では，必ずしも富岡西地区の現況を全て示すものでは言い切れないが，宅地の

勾配や道路の状況など，富岡西地区においても確認される地区特性が複数含まれていると捉えられる． 

 

l 富岡西，長浜，六浦三丁目，柳町などで住宅地開発 

l 最大でも開発規模 20ha 程度までの比較的小単位のものが多い 

l 山や丘を大きく削ることなく造成しているため，宅地の勾配が急で，道路も原地形の等高線の面影を

残してカーブしたものが多い 

l 公園は少ないが，開発単位の隙間に斜面緑地が残る 

 

 また同プラン(67)において，昭和 40 年代後半以降の開発については，以下のように整理が行われている．後

述するように，富岡西地区における開発は数十年間にわたって行われており，開発の特性には年代による違い

が見られる．近年に開発された地区では，富岡西地区内においても区画が整理され，また特に後期の開発にお

いては歩行者空間の設計への組み込みなどの結果が見られる地区が存在する．ここで，富岡西地区における各

街区の開発時期，戸数およびその位置関係は図 5-6，表 5-2に示す通りである． 

 

l 能見台，釜利谷西，東朝比奈，並木などで住宅地開発 

l 開発規模 50ha を越える大規模開発が目立つ 

l 造成技術の進歩もあり，大きな造成が行われ，比較的緩い勾配の直線道路により，整然と区画された

街並みがつくられた 

l 一定の量の公園が確保され，歩行者専用道路など歩行者のための空間もつくられるようになった 

l 開発地内部には自然緑地はほとんど見られないが，開発規模に応じて周囲にまとまった形で残され

ている 

l 昭和町・鳥浜町から幸浦・福浦にかけて，大規模埋立により新たな産業都市金沢の姿が出現した 

l 海の埋立地には「海の公園」と「八景島」という人工的につくられた大規模な海のレクリエーション

空間が生まれ，丘陵部には「金沢自然公園」やいくつかの市民の森が指定され，森のレクリエーショ

ン空間が確保された 
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図 5-3 富岡地区位置図 

 

 
図 5-4 横浜市都市計画マスタープランにおける市内の分類 
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図 5-5 金沢区のまちの歴史的変遷と近年のまちづくりの変遷 

 

 
図 5-6 富岡地区開発時期図 

 

表 5-2 富岡西地区における開発の変遷 
区域 年代 開発戸数 

富岡 1期 1955～1957 250戸 
富岡 2期 1957～1958 249戸 
富岡 3期 1959～1961 53戸 
富岡 4期 1961～1963 518戸 
富岡 5期 1963～1964 375戸 
富岡 6期 1965～1968 580戸 
富岡 7期 1970～1971 225戸 
富岡 8期 1971～1972 340戸 
富岡 9期 1993～1996 228戸 
富岡 10期 1997～1999 241戸 
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5.4. 横浜市富岡西地区の人口動態 

本節では富岡西地区の人口動態を，2015年国勢調査結果をもとに町丁目（小地域）別に整理する．5.2節に

て定義した富岡西地区 7 町丁目について，総人口は 16421，総世帯数は 6765 である．町丁目別の人口，世帯

数，高齢化率，後期高齢者割合，人口密度，持ち家世帯割合は，それぞれ表 5-3に示す通りである．また，町

丁目別の年齢階層分布は図 5-7に示す通りである．富岡西地区内においても年齢階層分布は異なり，特に富岡

西 5 丁目については富岡西地区内の他の町丁目と比較して高齢寄りであることが明らかとなる．富岡西 5 丁目

は富岡西地区の開発における第 8 期にあたり，表 5-2 に示すように主たる分譲時期は 1971 年から翌 1972 年

にかけてである．当時の入居者が現在，高齢者となっていることが考えられる．この傾向は他の町丁目につい

ても同様と想定されるが，表 5-3に示すように富岡西 5 丁目の持ち家世帯割合が高いことから，殆どが分譲物

件であり，居住者の入れ替え速度が低い可能性などが考えられる．このように，開発時期と分譲の形態が，現

在の富岡地区における人口動態を形成している可能性が示唆される． 

また，表 5-3は横浜市内各行政区における高齢化率を示している(68)．富岡西地区全体での高齢化率は 26.4%

であり，横浜市全体の高齢化率に対しては高い一方，富岡西地区が位置する金沢区の平均に対しては低い値と

なっている．ただし，富岡西 5 丁目や富岡西 6 丁目のように富岡西地区のなかでも高齢化率が高い町丁目につ

いては，横浜市内のいずれの行政区よりも高い高齢化率となっていることも同時に確認される． 

 以上を踏まえると，富岡西地区においては他の大都市圏郊外部に類似して，分譲時期の入居者が高齢化し，

開発当初の都市インフラのみでは生活の維持が困難となるメカニズムが発現しつつある可能性が考えられる． 

 

表 5-3 富岡地区内町丁目別人口・世帯動態（2015年国勢調査） 

町丁目名 人口 世帯数 高齢化率（%） 
（65歳以上） 

後期高齢者割合（%） 
（75歳以上） 

人口密度 
（人/ha） 

持ち家世帯割合 
（%） 

富岡西 1丁目 2910 1114 22.6 10.5 96.8 85.7 
富岡西 2丁目 1918 886 24.5 13.1 98.2 65.0 
富岡西 3丁目 2056 838 22.7 10.2 146.5 81.3 
富岡西 4丁目 3441 1315 28.8 15.9 111.9 91.2 
富岡西 5丁目 1565 640 45.9 28.1 74.6 97.0 
富岡西 6丁目 1576 598 33.4 16.2 75.1 96.5 
富岡西 7丁目 2955 1374 27.1 13.8 105.9 59.5 

 

 
図 5-7 富岡西地区における町丁目別年齢階層分布（2015年国勢調査） 

 



64 

表 5-4 横浜市内各区の高齢化率 

横浜市行政区 高齢化率 
（2020年 1月 1日現在） 

横浜市全体 24.7% 
鶴見区 21.3% 

神奈川区 21.8% 
西区 19.3% 
中区 24.1% 
南区 26.7% 

港南区 28.6% 
保土ケ谷区 26.5% 

旭区 29.9% 
磯子区 27.6% 
金沢区 29.5% 
港北区 19.8% 
緑区 24.5% 

青葉区 21.9% 
都筑区 18.2% 
戸塚区 25.7% 
栄区 31.3% 
泉区 29.2% 

瀬谷区 28.3% 
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5.5. 横浜市富岡西地区の地形条件 

本節では富岡西地区における地形条件を整理する．図 5-8に富岡西地区の地形を示す．地形データとして，

基盤地図情報数値標高モデルより取得される，5mメッシュ標高をもとに作成した DEM（Digital Elevation Model）

データを用いる(69)．富岡西 3丁目と富岡西 7丁目の境界，および富岡西 4丁目と富岡西 5丁目・富岡西 6丁

目の境界に，概ね東西に続くように標高の低い領域が存在し，この領域に向かう谷地形が形成されていること

が分かる．富岡西地区の東側には平坦かつ標高の低い領域が存在し，これらは埋め立て造成された地区である．

富岡西地区内で標高の低い地点は京急富岡駅周辺であり，標高は 10～15m のレンジに該当する．これに対し

て富岡西地区内には標高 50～55m，あるいは 55～60m の領域に代表されるように，40m 以上の高低差がある

領域が広がっていることが確認される．先述の谷地形から分かるように，地区内でこの高低差を移動する場合

には，勾配のある道路での移動を伴うこととなる．このような地形であることから，富岡西地区においてはあ

らゆるトリップにおいて勾配のある区間を含む移動を伴うこととなる．ただし，その勾配については緩急に違

いが認められる． 

また本研究では 1.2 節および 1.3 節において，斜面市街地の定義を整理し，既往の定義であり，かつ本研究

でも参照の可能性が高い定義として，傾斜度 10度以上の地区，傾斜度 5度以上の地区，の 2件の定義を，両

者の優劣を定義しない形で整理した．これら定義を富岡西地区に導入すると，傾斜度 10 度以上の 5 次メッシ

ュ（約 250m四方）は図 5-9，傾斜度 5度以上の 5次メッシュは図 5-10にそれぞれ示す通りとなる．傾斜度

10 度以上の定義を導入した場合，富岡西地区における該当メッシュは限定的であるが，傾斜度 5 度以上の定

義を導入した場合，富岡西地区の広範にわたる領域が該当メッシュとなることが明らかとなる． 

以上を踏まえると，富岡西地区については地形条件の観点から，斜面市街地であると定義することに支障が

ないものと考えられる． 

 

 
図 5-8 富岡西地区の地形（5mメッシュ DEM） 
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図 5-9 富岡西地区周辺の傾斜度（平均 10度以上メッシュ） 

 

 
図 5-10 富岡西地区周辺の傾斜度（平均 5度以上メッシュ） 
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5.6. 横浜市富岡西地区の土地利用状況 

富岡西地区周辺の用途地域は図 5-11に示す通りである．用途地域の位置情報は国土数値情報 用途地域第

2.1 版(70)を用いている．富岡西地区は全域が都市計画法にもとづく用途地域設定の対象であることがわかる．

各用途地域の考え方は表 5-5の通りである(71)．概ね全域が第一種低層住居専用地域に指定されている．第一

種低層住居専用地域は「良好な低層住宅地の環境を保護する地域」とされ，小中学校や図書館などの一部公共

施設を除き，主に住宅のみを建設することが可能である．一部に確認される第二種中高層住居専用地域につい

てはこれに加え，病院などを含めてより多くの用途が開発可能となっている．京急富岡駅周辺に確認される近

隣商業地域では危険物を扱う用途などを除く用途での開発が可能である．各用途について，詳細な開発可否は

表 5-6に示す通りである(72)． 

 

 
図 5-11 富岡地区周辺の用途地域 

 

表 5-5 用途地域の区分 
種類 目的・内容 

第一種低層住居専用地域 良好な低層住宅地の環境を保護する地域 
第二種低層住居専用地域 主として良好な低層住宅地を保護する地域 
第一種中高層住居専用地域 良好な中高層住宅地を保護する地域 
第二種中高層住居専用地域 主として良好な中高層住宅地を保護する地域 

第一種住居地域 住宅地としての環境を保護する地域 
第二種住居地域 主として住宅地としての環境を保護する地域 
準住居地域 自動車関連施設等と調和した住宅地としての環境を保護する地域 
近隣商業地域 近隣の住宅に対する日用品の供給のための商業やその他の業務の利便を増進する地域 
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進する地域 
準工業地域 主として環境の悪化ともたらす恐れのない工業の利便を増進する地域 
工業地域 主として工業の利便を増進する地域 

工業専用地域 工業の利便を増進する地域 
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表 5-6 用途地域別の開発可能施設 
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商
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業
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工
業
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用

地
域
 

住宅，共同住宅，寄宿舎，下宿 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
兼用住宅のうち店舗，事務所部分が一定規模以下のもの 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
幼稚園，小学校，中学校，高等学校 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   
図書館等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
神社，寺院，教会等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
老人ホーム，身体障害者福祉ホーム等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
保育所等，公衆浴場，診療所 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
老人福祉センター，児童厚生施設等 1 1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
巡査派出所，公衆電話所等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
大学，高等専門学校，専修学校等   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   
病院   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇   
2階以下かつ床面積の合計が 150m2以内の一定の店舗，飲食店等  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 
2階以下かつ床面積の合計が 500m2以内の一定の店舗，飲食店等   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 
上記以外の店舗，飲食店    2 3 4 4 〇 〇 〇 4 5 
上記以外の事務所等    2 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
ボーリング場，スケート場，水泳場等     3 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
ホテル，旅館等     3 〇 〇 〇 〇 〇   
自動車教習所，床面積の合計が 15m2を超える畜舎     3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券販売所等      4 4 〇 〇 〇 4  
カラオケボックス等      4 4 〇 〇 4 4  
2階以下かつ床面積の合計が 300m2以下の自動車車庫   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
営業用倉庫，3階以上または床面積の合計が 300m2を超える自動車車庫 
（一定規模以下の附属車庫等を除く）       〇 〇 〇 〇 〇 〇 

客席部分の床面積の合計が 200m2未満の劇場，映画館，演芸場，観覧場       〇 〇 〇 〇   
客席部分の床面積の合計が 200m2以上の劇場，映画館，演芸場，観覧場        〇 〇 〇   
劇場，映画館，演芸場，観覧場，店舗，飲食店，展示場，遊技場， 
勝馬投票券発売所，車券売場，勝舟投票券発売所に供する建築物で 
その用途に供する部分の床面積の合計が 10,000m2を超えるもの 

       〇 〇 〇   

キャバレー，料理店，ナイトクラブ，ダンスホール等         〇 〇   
個室付浴場業に係る公衆浴場等         〇    
作業場の床面積の合計が 50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させる 
おそれが非常に少ないもの     〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

作業場の床面積の合計が 150m2以下の自動車修理工場       〇 〇 〇 〇 〇 〇 
作業場の床面積の合計が 150m2以下の工場で危険性や環境を 
悪化させるおそれが少ないもの        〇 〇 〇 〇 〇 

日刊新聞の印刷所， 
作業場の床面積の合計が 300m2以下の自動車修理工場        〇 〇 〇 〇 〇 

作業場の床面積の合計が 150m2を超える向上または危険性や環境を 
悪化させるおそれがやや多いもの          〇 〇 〇 

危険性が大きいかまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場           〇 〇 
火薬類，石油類，ガス等の危険物の貯蔵，処理の量が非常に少ない施設    2 3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
火薬類，石油類，ガス等の危険物の貯蔵，処理の量が少ない施設        〇 〇 〇 〇 〇 
火薬類，石油類，ガス等の危険物の貯蔵，処理の量がやや多い施設          〇 〇 〇 
火薬類，石油類，ガス等の危険物の貯蔵，処理の量が多い施設           〇 〇 
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5.7. 横浜市富岡西地区の移動環境 

5.7.1. 鉄道の状況 

富岡西地区は，図 5-12に示すように 3路線の鉄道路線を周囲に有している．ここで，鉄道駅および鉄道路

線の位置情報として国土数値情報 鉄道第 2.3 版を用いている(73)．最も近接する京浜急行線については，横

須賀・逗子方面と横浜・都内方面を結んでいる．富岡西地区内に京急富岡駅を有しているほか，富岡西 5丁目

や富岡西 6丁目については能見台駅が最寄り駅となる場合がある．後述する路線バスによって，富岡西 1丁目

などにおいては杉田駅，新杉田駅への足が確保されている地区が存在する．京急富岡駅については普通種別の

みが停車し，平日日中の時間・方向あたり発着本数は約 6便である．能見台，杉田の両駅については普通種別

に加えてエアポート急行も停車し，平日日中の時間・方向あたり発着本数は約 12便である． 

 JR 根岸線は新杉田駅より利用可能であり，京浜東北線に直通して横浜，都内方面から大船までを結んでい

る．新杉田駅には全種別が停車し，平日日中の時間・方向あたり発着本数は約 6便である．また，新杉田から

金沢八景を結ぶシーサイドラインが並木地区を通っている．種別の違いはなく，平日日中の時間・方向あたり

発着本数は約 6便である． 

 以上を踏まえると，富岡西地区においては鉄道利用が十分に選択肢となり得るものと考えられる． 

 

 
図 5-12 富岡西地区周辺の鉄道網・鉄道駅 
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5.7.2. 路線バスの状況 

富岡西地区周辺には図 5-13 に示す各路線バスサービスが利用可能であり，主な路線の運行系統，事業者，

運行頻度は表 5-7 に示す通りである．図 5-13 のバス路線，バス停位置情報は国土数値情報バスルート第 1.0

版(74)，およびバス停留所第 2.0版(75)にもとづき，表 5-7の情報は事業者がWEB上で提供する情報等にもと

づく． 

図 5-13および表 5-7に示すように，京急富岡駅を発着する各路線が，富岡西地区内の各所より利用可能で

あるほか，地区によっては能見台駅周辺，金沢文庫駅周辺，杉田駅・新杉田駅周辺，磯子駅周辺，洋光台駅周

辺を発着する路線も利用可能である．富岡西 3丁目付近を経由する「富 6」系統については 10時から 16時ま

でのみの運行である．以上のように，富岡西地区では地区によって利用可能な路線，運行頻度は異なるが，複

数の目的地へ向かうバス路線を利用可能といえる． 

 

 
図 5-13 富岡西地区周辺の路線バス網 

 

表 5-7 富岡西地区周辺の路線バス運行事業者・系統 
運行事業者 路線・系統名 主な運行区間 便／時／方向 𝑡!"#$ 

京浜急行バス 富 1 京急富岡駅～氷取沢高校 0~1 - 
京浜急行バス 富 2 京浜富岡駅～能見台車庫前 1~2 22.5 
京浜急行バス 富 3 京急富岡駅～金沢文庫駅西口 1~2 15 
京浜急行バス 富 5 京急富岡駅～富岡 9 期 NT 0~1 - 
京浜急行バス 富 6 京急富岡駅～京急富岡駅 1~2 15 
京浜急行バス 文 8 金沢文庫駅西口～能見台車庫前 2~3 10 
京浜急行バス 文 9 金沢文庫駅西口～氷取沢高校 1~2 15 
京浜急行バス 能 1 能見台駅～氷取沢高校 1~2 22.5 
京浜急行バス 能 2 能見台駅～釜利谷高校 1~2 15 
京浜急行バス 能 3 能見台駅～能見台駅 0~1 - 
京浜急行バス 4 磯子駅～追浜車庫前 4~7 7.5 
京浜急行バス 107 洋光台駅前～金沢文庫駅西口 1~2 15 
横浜市交通局 107 洋光台駅前～上中里団地 3~4 10 
横浜市交通局 215 新杉田駅前～新杉田駅前 2~3 15 
横浜市交通局 293 磯子駅前～磯子駅前 1~2 30 

江ノ電バス横浜 磯子台・上中里団地循環 上大岡駅～磯子台団地・上中里団地 5~6 6 
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一方先述のように，富岡西地区内においても公共交通へのアクセス性は場所によって異なるといえる．これ

を明らかにするうえで有用となり得るのが，国土技術政策総合研究所が示すアクセシビリティ指標における

「指標 A」である(76)．指標 Aは「任意の時刻に家を出て、公共交通に乗車するまでの期待時間」を「都市内

の各地点を出発地、公共交通のアクセスポイントを目的地として、徒歩の移動時間に、公共交通の運行頻度を

反映した待ち時間の期待値を加えて算出する」ことで、「公共交通の利用しやすさを表す指標」であるとして

いる．これは，後述するように地点と鉄道駅，バス停までの位置関係，および各路線の運行頻度飲みによって

算出されるものであり，限られた情報でも場所を問わずに算出が可能な，簡便な手法といえる． 

本分析ではこの算定手法にもとづき，以下の手順によって富岡地区内の箇所別公共交通アクセシビリティを算

出し，地区内での公共交通アクセス性の違いを明らかにする．評価対象は約 100mメッシュとし，国土数値情

報土地利用細分メッシュ第 2.6版(77)に格納される 1/10細分メッシュのうち，富岡地区と交差するメッシュを

抽出する． 

 

A) 各メッシュの重心より 500m 以内に位置するすべてのバス停，および 1000m 以内に位置するすべて

の鉄道駅・新交通システム駅までの直線距離を算出する．なお，バス停の位置情報には国土数値情報

バス停留所第 2.0版(75)を，鉄道駅の位置情報には国土数値情報鉄道第 2.3版(73)における鉄道駅位置

の重心を用いることとする． 

B) Aで算出した距離𝑑[𝑚]をもとに，直線距離での歩行速度を𝑣 = 50[𝑚/𝑚𝑖𝑛]として，バス停，鉄道駅ま

でのアクセス時間𝑡"%を式[2]によって算出する． 

𝑡"%[𝑚𝑖𝑛] = 𝑑/𝑣 = 𝑑/50 [1] 

C) 算出対象となったすべてのバス停及び駅について，系統，路線ごとに平日 10 時より 16 時までの総

便数を方向別に求める．その後方向別総便数の平均を取ることにより，6時間の方向別平均便数𝑆𝑒𝑟𝑣&
を求める．なお，起終点や片方向のみ運行される場合には平均は算定しない． 

D) 待ち時間の期待値𝑡!"#$を，式[2]を用いて算出する． 

𝑡!"#$[𝑚𝑖𝑛] =
360/𝑆𝑒𝑟𝑣&

2 [2] 

E) 𝑡"%と𝑡!"#$の和から，各メッシュから各バス停・鉄道駅に向かい，バス・鉄道・新交通に乗車するまで

の期待値𝑡[𝑚𝑖𝑛]を算出する． 

𝑡[𝑚𝑖𝑛] = 𝑡"% + 𝑡!"#$ [3] 

F) 各メッシュについて，500m以内のバス停及び 1000m以内の鉄道駅の tを[4]によって合算し，公共交

通利便性𝑇[𝑚𝑖𝑛]を算出する．ただし，対象バス停・鉄道駅であっても，同系統，同路線のバス停・駅

については最寄りのもののみを合算対象とする．つまり，500m以内に位置するバス停から利用可能

な全系統，および 1000m以内に位置する駅から利用可能な全路線について，1つずつの評価値 tを合

算することを意味する． 

𝑇[𝑚𝑖𝑛] = 1 H
1
𝑡I [4] 

 

 なお，本研究での算出においては，鉄道路線として京浜急行線，JR根岸線，シーサイドラインを対象とし，

路線バスについては表 5-7に示す各系統を対象とする．ただし，富 1系統，富 5系統，能 3系統については平
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日日中時間帯の運行が極めて限定的であることから，算出の対象外とするほか，対象とする系統の期待待ち時

間については，平日日中の運行間隔が概ね一定であることを踏まえ，時刻表から表 5-7 に示すように算出す

る，簡易な手法とする． 

 算出結果を図 5-14に示す．値 Tは公共交通利用に際して要する時間の単位として算出されることから，値

が高い（図中では赤色に近い）ほど公共交通利便性が低く，値が低い（図中では白色に近い）ほど公共交通利

便性が高いことを示す．京急富岡駅に近接した領域を中心に，利便性の高い領域が存在することが確認される． 

一方，富岡西 3丁目および富岡西 1丁目に，公共交通利便性の低い領域が存在することが明らかとなる．特に

図中の中心部にあたる富岡西 3丁目については，図 5-8および図 5-10に地形条件を示すように，勾配の特に

大きい地区となっており，地形条件に伴う負荷が，移動の課題を一層もたらしている可能性が考えられる． 

 このように，富岡地区内においても，鉄道駅までの距離やバス停までの距離，また各バス路線の運行頻度の

違いにより，公共交通利便性が異なることが明らかとなり，また本指標には含まれていない地形条件などを考

慮すると，その違いがより顕著になる可能性が想定される．ただし，各図における評価，描画は相対的なもの

であり，相対的に利便性の低い地区がただちに移動の課題を抱えることと同値にはならず，逆も同様である点

については，考察時の留意が必要といえる． 

 本節および前節において，富岡西地区における鉄道および路線バスの利用可能性を明らかにした．これに加

えて，富岡西地区においてはタクシーも利用可能であり，京急富岡，能見台，杉田，新杉田の各鉄道駅にはタ

クシー乗り場も設置されている．また，一部のスーパーマーケットや医療・介護施設では利用客，利用者向け

の送迎サービスを展開している場合もあり，これらについては利用可能な対象が限られる交通機関であるが，

富岡地区における移動時の選択肢を構成する要素であるといえる． 

  

 
図 5-14 富岡西地区の公共交通利便性指標（国総研 T値） 
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6. 交通手段選択における地形条件の影響 
6.1. 本章の視点と構成 

 本章を含む各章における視点は第 3章に示す通りであるが，本節において改めて示すとともに，本章の構成

を示す．交通計画において地形条件を科学的に評価，反映されるうえでは，地形条件が人々の行動や判断にど

のような影響を及ぼすかについての正確な知見が求められると考えられる． 

第 2章に示すように複数の既往研究が地形条件の交通行動への影響を明らかにしている．一方，各分析にお

いて地形条件の変数化手法に確立されたものは定義されていない状況にある．そこで本章では，地形条件の交

通行動への影響を明らかにした各既往研究について，その地形条件変数化手法の採用実績を明らかにする． 

地形条件の交通行動への影響を明らかにする際，その対象として交通手段選択，目的地選択，経路選択が主

に挙げられる．なかでも実際の施策との対応が想定されやすい対象として，交通手段選択が位置づけられるも

のと考えられる．第 2章に示すように，地形条件の交通手段選択への影響についても複数の研究が確認される．

特に早内ら（2019）(32)は自家用車，徒歩，自転車だけでなく，公共交通も十分に利用可能な，日本国内の大

都市郊外部における，地形条件の交通手段選択への影響を明らかにしており，今後の我が国の交通計画におい

て地形条件を考慮するうえでの基盤となる知見の一つである可能性が考えられる．一方，当該研究においては

地形条件を表現する直接的な変数として鉄道駅からの上り高低差を採用しているが，この選定に際して，各既

往研究との対応，整合を十分に図ったものとは言い難い点に課題がある．そこで本章では，先に示す，各既往

研究における地形条件の変数化手法採用実績をもとに早内ら（2019）(32)における交通手段選択モデルの改良

を行うことで，地形条件による交通手段選択への影響をより詳細に明らかにする． 

 各既往研究における地形条件変数化手法の採用実績については，6.2 節に詳述する．そのうえで，交通手段

選択モデルの改良における対象トリップデータの取得方法および概況を 6.3 節に示したうえで，6.2 節の成果

をもとに 6.3節において，地形条件変数化手法を改良した交通手段選択モデルの構築，解釈を行う． 
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6.2. 交通行動分析における地形条件表現指標 

 先述のように，地形条件の交通行動への影響を明らかにした各既往研究においては，様々な地形条件変数化

手法が採用されている．第 2章に示した既往研究のうち地形条件の交通行動への影響を明らかにした各研究に

ついて，顕示選好型の行動データを用いているものを対象に，その分析上の地形条件変数化手法をまとめる． 

 対象文献として，英文 15件，和文 4件の計 19件が該当し，各研究における地形条件変数化手法は，表 6-1

に示すように，以下の 4手法に大別されることが明らかとなった． 

l 標高：居住地やシェアサイクルステーションなど，トリップ起終点の標高を説明変数とするもの 

l 高低差：自宅と目的地の間など，トリップ起終点間の高低差を説明変数とするもの 

l 勾配：トリップ起終点となる地点の勾配あるいはトリップ起終点間の勾配を説明変数とするもの 

l 起終点間に占める特定勾配の区間延長割合：トリップ起終点間において，リンク長に対して，特定の

勾配以上（5%以上など）のリンク長が占める割合を説明変数とするもの 

 このほか，Rodriguez and Joo（2004）(44)は勾配による所要時間の増大を説明変数としている．溝口ら（2001）

(55)は勾配によって規定される換算距離を用いて歩行時の経路選択を説明している．また，轟ら（2017）(57)は

勾配から算出されるリンクの斜辺長を，地形条件の表現に採用している． 

 表 6-1に示すように，標高を変数とする既往研究は 2件，高低差を変数とする既往研究は 3件，勾配を変数

とする既往研究は 6件，起終点間に占める特定勾配の区間延長割合を変数とする既往研究は 5件，その他の手

法は 3件が該当することがそれぞれ明らかとなる．また，本章におけるモデル構築の背景として前節に示した

早内ら (32)（2019）の研究については，高低差を変数とする研究に分類可能である． 

 上記の 4手法について，最も件数が確認される手法は勾配を変数とする手法であり，交通手段を説明する変

数としても複数の実績が確認される．また，起終点間に占める特定勾配の区間延長割合や，その他に示す 3件

についても，勾配から派生した変数化手法であると捉えられ，地形条件による交通行動への影響を解明するう

えで，勾配を変数とする手法に実績の卓越することが明らかとなる． 

  

表 6-1 地形条件変数化手法の分類と既往研究 
地形条件変数化手法の分類 既往研究 対象交通行動 年次 

標高 Meteo-Babiano et al. (50) 交通手段（シェアサイクル） 2016 
 Faghih-Inami et al. (51) 交通手段（シェアサイクル） 2017 

高低差 Nguyen et al. (39) 交通手段 2017 
 Nielsen et al. (42) 交通手段 2013 
 大佛・津田 (53) 目的地 2012 

勾配 Clifton et al. (54) 目的地 2016 
 Wygonik et al. (52) 交通手段 2014 
 Meeder et al. (46) 交通手段 2017 
 Vandenbulcke et al. (48) 交通手段 2011 
 Cervero and Duncan (45) 交通手段 2003 
 寺山・小谷 (40) 目的地・交通手段 2014 

起終点間に占める特定勾配の区間延長割合 Lu et al. (60) 経路 2018 
 Broach et al. (59) 経路 2012 
 Parkin et al. (49) 交通手段 2008 
 Winters et al. (41) 交通手段 2010 
 Braun et al. (43) 交通手段 2016 

その他 Rodriguez and Joo (44) 交通手段 2004 
 溝口ら (55) 経路 2001 
 轟ら (57) 回遊行動 2017 
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6.3. 交通手段選択に関する交通行動調査と回答者属性 

 前節では地形条件の交通行動への影響を明らかにした既往研究において，その地形条件変数化手法の傾向を

明らかにし，地形条件を表現する変数として勾配を採用した研究の実績が多くみられることを明らかにした．

一方，早内ら（2019）(32)の研究においては地形条件を表現する変数として高低差を採用しており，既往研究

の多くの流れとはやや異なる現況にある．そこで地形条件を表現する変数として勾配を採用する方法で，既往

の手段選択モデルを改良し，地形条件による交通手段選択への影響をより詳細に明らかにする．また同時に，

両者の変数化手法によるモデルを比較し，変数化手法による説明力の違いを明らかにする． 

 分析対象地域として，東京圏郊外部の斜面市街地を代表する地区として，第 5章において選定した．神奈川

県横浜市の富岡地区を対象とする．この対象地域選定および以下に示す早内ら（2019）(32)を踏襲している． 

 交通行動調査として，東京圏においては 10 年ごとに実施される東京都市圏パーソントリップ調査が存在す

るが，当該調査は最も空間的な分解能の高い場合でも「小ゾーン」と呼ばれるゾーン単位のデータである．富

岡地区，富岡西地区は 1～2 ゾーンで説明されており，地区内における地形条件が行動に与える影響など，空

間的に詳細な行動データを必要とする分析には適さないものと判断される．このほか，国勢調査においては 10

年ごとに実施される大規模調査において，通勤・通学時の交通手段に関する設問が設けられており，全数調査

である利点を活かしての分析が可能である．一方，利用する手段のみのデータであり，代表交通手段と端末交

通手段の区分や通勤・通学目的以外のトリップにおける情報は得られていない課題がある． 

 これらの課題を踏まえ，筆者らは 2018 年度に，富岡地区を対象とする独自の交通行動調査を実施した．こ

れは第 7 章に詳述する，当該地区における輸送サービス実証実験の事前調査として行った調査であり，以降，

本研究においては「2018年度事前調査」と統一して称する． 

 2018年度事前調査は，富岡地区（横浜市金沢区富岡西 1丁目～7丁目，同区富岡東 1丁目・3丁目の 9町丁

目）の全世帯を対象に，留置き・郵送回収方式によって実施された．投函時の配付箇所と返送情報を突合させ

ることで，氏名，住所の記入を伴わない形式で回答者の建物レベルでの位置情報を取得している． 

 調査票は 4部構成であり，日常の鉄道駅周辺利用状況とその際の利用交通手段，ある一日の断面行動データ，

世帯属性に関する設問，個人属性に関する設問で構成されている．このうち本章の交通行動分析においては，

ある一日の断面行動データの回答結果を用いる．断面行動データでは，ある任意の一日について，最大 3か所

までの訪問箇所とその日の最後のトリップ（帰宅時のトリップ）に関する質問を設定している．共通して，鉄

道利用有無，鉄道利用を伴う場合は利用駅と端末交通手段を，鉄道利用を伴わない場合は代表交通手段とバス

利用を伴う場合はその際の利用バス停を尋ねている．また，帰宅時のトリップを除くトリップについては，具

体的な施設名などの記入を依頼する形式で，目的地を取得している（図 6-1）． 

 個人属性，世帯属性については，世帯人数，交通具保有（自動車，原付・自動二輪，自転車（電動アシスト

有），自転車（電動アシスト無）），居住年数，歩行の困難さ，運転免許保有，路線バス定期券・乗車パス保有，

性別，年齢階層の各項目を設定している．なお，当該調査の調査票については巻末の付録図 1～付録図 4 に

示す通りである． 

 調査票の配付は 2018年 9月 3日より同 20日にかけて行い，6628世帯に調査票を配付した．各世帯につい

て，同じ調査票を 2 通配付しており，15 歳以上の個人最大 2 名の回答を依頼する形式としている．このうち

20.5%にあたる 1357世帯より回答が得られ，個人票としては 2093票が得られている． 
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図 6-1 2018年度事前調査における交通行動に関する設問（調査票抜粋） 

 

 
図 6-2 2018年度事前調査における回答者年齢階層 
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表 6-2 2018年度事前調査における回答者属性 
設問 有効回答数 水準 構成比 
性別 2085 女性 43% 
  男性 57% 

歩行の困難さ 2081 特に困難はない 90.0% 
  杖を必要とするが一人で外出ができる 7.4% 
  車いすを必要とするが一人で外出ができる 0.1% 
  一人での外出は困難である 2.8% 

運転免許保有 2036 保有している 69.1% 
  保有経験なし 17.9% 
  返納した 11.4% 

路線バス敬老パス保有 2087 保有 31.0% 
  非保有 69.0% 

 

 基礎的な個人属性を図 6-2 および表 6-2 に示す．年齢階層については，富岡地区住民の年齢階層分布に対

してやや高齢寄りではあるが，各年齢階層が一定数の回答が得られており，得に 30 歳代以上についていずれ

の年齢階層からも 100以上の回答が得られていることが示される．表 6-2に示すように，性別については概ね

偏りがないものと解釈できる．歩行の困難さについては 90.0%が「特に困難はない」と回答しており，殆どの

回答者について，杖や車いす，介助を必要とせず，自力での徒歩移動が可能な状態であると解釈できる．運転

免許保有については，69.1%が保有しているが，11.4%が返納しているように，返納または当初より保有しない

ことで，自ら自家用車を利用できる環境にはない個人が一定数含まれることが示される．その他，2018年度事

前調査結果の基礎集計については早内（2019）に詳しい(17)． 
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6.4. 地形条件の交通手段選択への影響 

6.4.1. 地形条件と交通手段分担率 

 一般に，一つの目的トリップは複数の手段トリップで構成されている．当該トリップの交通手段について，

代表交通手段を手段とみなして分析する方法も考えられるが，本章が対象とする徒歩や自転車などの NMT

（Non-Motorized Transport）による手段トリップは，目的トリップの中に鉄道やバス，自家用車など他の手段に

よる手段トリップが存在する場合には，分析上の代表交通手段とはならず，発現しなくなる傾向にあるといえ

る．また，手段選択メカニズムを明らかにするうえでは，なるべく同一または類似の OD（起終点）に対する

選択行動を対象とすることで，各選択肢のサービスレベル，効用を高精度に設定し得ると考えられる． 

 以上の理解にもとづき本章では交通手段への地形条件の影響を明らかにする対象として，京急富岡駅より自

宅へ向かう，鉄道端末の帰宅トリップを手段選択対象として設定する．なお，この設定は早内ら（2019）を踏

襲している(32)． 

 2018 年度事前調査において取得された 4604 件の手段トリップのうち，492 件が京急富岡駅を起点とし，自

宅を目的地とする鉄道端末トリップであることが判明した．第 5章に示すように，谷地形の富岡地区において

京急富岡駅は標高の低い位置にあり，住宅地は駅に対して標高の高い地区に位置する．これは，京急富岡駅か

ら自宅への帰宅トリップの多くが概ね上り勾配になることを示し，本章の対象トリップとして当該選定が適切

であることを示しているといえる． 

 図 6-3は対象トリップにおける交通手段分担を示している．自転車分担率は 1.2%にとどまり，第 2章の整

理のなかで例えば Broach et al,（2012）や Cervero and Duncan（2003）が示すように，自転車の効用に対する地

形条件の負の影響を反映しているとの解釈が可能と考えられる(45, 59)．徒歩が最も高い分担率を示し，路線バ

ス，送迎（Pick Up），タクシーと続く．以上の上位 4手段が不明票を含む全体の 85.0%を占め，不明票を除く

と 96.1%を占める結果となった． 

 

 
図 6-3 京急富岡駅を起点とする鉄道端末帰宅トリップの交通手段分担 
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 対象トリップについて，不明票を除く 453件を対象にトリップ長と上り高低差の関係を図 6-4に示す．2018

年事前調査では回答者の居住地が建物単位で取得されており，京急富岡駅を起点とし，各回答者の居住地を目

的地とする最小経路探索結果としてトリップ長を算出する．最短経路探索は Esri 社の ArcGIS Pro において

Network analysisを用いて行い，道路ネットワークデータとして同社による神奈川県版 DRMを用いる．最短経

路探索の結果得られた経路データに対して，ArcGIS のスタックプロファイルツールを用いて，各経路の上り

高低差（上昇量の総和）を経路に沿って算出する．地形データには基盤地図情報数値標高モデルとして国土地

理院より提供されている 5mメッシュ標高から作成したサーフェスデータを用いる． 

 これをもとに，トリップ長と上り高低差別に手段分担率を算出した結果を図 6-5に示す．トリップ長につい

ては 500m単位，上り高低差については 20m単位での集計を行った．同一距離帯においても上り高低差によっ

て交通分担率が異なることが示される結果となった．特に徒歩分担率については同一距離帯においても上り高

低差が大きい場合に分担率が減少する傾向が示唆される．より詳細な解明においては，自家用車をはじめとす

る他の交通手段の利用可能性や，居住地に起因する公共交通機関のサービスレベルの違いなども考慮する必要

があるものの，徒歩の効用に対して地形条件が負の作用をもたらしていることが示唆される結果といえる． 

 

 

図 6-4 京急富岡駅を起点とする鉄道端末帰宅における水平距離と上り高低差 
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図 6-5 京急富岡駅を起点とする鉄道端末帰宅トリップにおける距離・上り高低差別の手段分担 
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6.4.2. 勾配を変数とした交通手段選択メカニズムにおける地形条件影響 

(1) 交通手段選択モデルの狙いと採用変数 

 前項の示唆に基づき，本項では地形条件を説明変数の一つとして含めた交通手段選択モデルを構築すること

で，地形条件による影響を明らかにする．本章の冒頭に示すように，類する分析として早内ら（2019）が存在

するが(32)，本研究では関連する既往研究における地形条件の変数化手法を整理，明らかにしたうえで，その

手法と踏襲して交通手段選択モデルを構築することで，早内ら（2019）での成果の更なる精緻化および関連研

究との一貫性向上を目的としている． 

 対象トリップは 6.4.1 項と同一であり，京急富岡駅を起点とする鉄道端末帰宅トリップとする．このうち，

図 6-3に示す分担率に鑑み，対象とする手段選択肢は，徒歩，路線バス，自家用車送迎，タクシーの 4選択肢

とする．なお，帰宅トリップにおいては，自転車や自家用車運転など，自ら保有する交通具を用いる選択を往

路で行った場合，原則として復路もその手段を選択する必要が生じる．この観点では往復トリップは同時選択

的なアプローチで解釈される必要があるといえる．一方，本分析が対象とする 4手段についてはいずれも往路

での選択から独立の選択肢であると捉えられる．このため，徒歩，路線バス，自家用車送迎，タクシーを選択

肢とする本分析においては，同時選択メカニズムを考慮せず，単独のトリップに対する手段選択を独立の選択

として扱うことに支障がないものと考えられる． 

 続いて，本研究の主眼の一つである，地形条件の変数化手法を選定する．地形条件を考慮した既往の交通行

動分析における変数化手法を 6.2節に示した．6.2節において，表 6-1では既往の手法を「標高」「高低差」「勾

配」「起終点間に占める特定勾配の区間延長割合」「その他」の 5 分類に整理した．6.2 節に示すように，既往

の手法では勾配をもって地形条件を表現し，指標化する手法が卓越することが明らかとなっている．このほか

に「起終点間に占める特定勾配の区間延長割合」を指標とする例も複数確認される一方，研究によって指標化

する勾配の閾値が異なり，手法が完全に確立されたとは言い難い現況にある．早内ら（2019）が採用した高低

差についても，複数の既往研究に採用例が確認されるが，勾配に対してはやや例が少ないといえる．また，ト

リップ長が増加にするにつれて上り高低差も増加する傾向が図 6-4 に示されていることから，高低差を説明

変数とした場合に，トリップ長との説明変数間の相関が否定されない可能性が考えられる 

 以上を踏まえ，本研究では地形条件を表現する指標として勾配を採用し，先述の対象トリップにおける 4手

段を選択肢とする交通手段選択モデルを構築することとする．また，早内ら（2019）(32)による手法との比較

を行うため，同トリップを対象とする，高低差を地形条件指標とするモデルを同時に構築し，両者の比較を行

うこととする． 

  

(2) 説明変数の設定 

 先述のように手段選択肢は徒歩，路線バス，自家用車送迎，タクシーの 4手段である． 

 徒歩に対しては，トリップ時間，地形条件（高低差または勾配），年齢，歩行の困難さを変数として採用す

る．トリップ時間については 6.4.1項にて算出した OD間の各トリップ長を仮定する歩行速度毎分 80mで除す

ことで算出した．高低差についても 6.4.1 項での算出結果を用い，高低差とトリップ長の比によって勾配を算

出した．年齢については連続値のまま変数として採用する．歩行の困難さについては，6.3 節に示す回答者属

性を用い「特に困難はない」とするか，杖，車いすを必要とするなど，何らかの歩行を阻害する要因を抱える

回答者であるかの判別から，ダミー変数化を行った． 

 路線バスに対しては，乗車時間，運賃，バス停までの歩行時間と乗車時間の比を変数として採用する．これ
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らを算出するために，各居住地の最寄バス停探索，および同バス停からの最短経路探索を行っている．なお，

最寄バス停探索と最短経路探索は同時に行われる．探索は GIS上で行われ，バス停位置情報として国土数値情

報「バス停留所」(93)を用いる．2018年度事前調査での行動調査では路線バス利用をトリップに含む場合の利

用バス停の回答も求めており，回答が得られたトリップの情報を用いて，最寄バス停と実際の利用バス停の整

合確認を行うことが可能である．109トリップについて整合確認が可能であり，このうち 73%において最寄バ

ス停と実際の利用バス停が整合する結果となったことから，最寄バス停をもって説明変数の設定することには

一定の妥当性が認められると考えられる． 

 探索された最寄バス停をもとに，乗車時間および運賃は時刻表および運行会社の提供する運賃情報より，ト

リップごとに算出した．高齢者の運賃について，6.3 節に示す集計のなかで敬老パスを保有していると回答し

た個人については，各トリップにおける金銭的費用が発生せず，限界費用がゼロであると捉えられることから，

運賃を課さない処理を行うこととした．変数においては，同条件に該当する場合に，運賃を 0円とする処理を

行っている．最寄バス停からの距離をもとに，徒歩の説明変数と同様の手法にてバス停までの徒歩所要時間を

算出した．これと乗車時間の比をとることで，バス停イグレスに関する説明変数としている． 

 自家用車送迎については，乗車時間を説明変数とした．最短経路探索に用いた Esri社の道路網 DRMにはリ

ンクごとの自動車所要時間データが格納されており，経路探索の結果，リンクごとの所要時間の累積としてト

リップの所要時間を算出することができる．なお，自動車を保有していない世帯に属する個人のトリップにつ

いては，モデル構築時に，自家用車送迎の選択確率を強制的に 0とする処理を行っている． 

 タクシーについては，乗車時間および運賃を説明変数として採用した．乗車時間は自家用車送迎と同一とし，

運賃については横浜市での規定の運賃（調査時点：2018年 9月時点）を踏襲し，2km以下の初乗り運賃を 730

円，以降 293mごとに 90円を加算する計算式に準拠している． 

 徒歩，路線バス，自家用車送迎，タクシーによる 418トリップ（図 6-3）のうち，404トリップについて，

以上の各変数の全てを特定することが可能であった．以上の説明変数と手段選択肢の対応，および単位と各変

数の基本統計量を表 6-3 に示す．同表に示すように地形条件の説明変数は徒歩選択肢の効用関数を形成する

変数として採用しており，本章の手段選択モデルは，地形条件が徒歩選択に与える影響を明らかにするモデル

であると位置づけることができる． 

 なお，歩行可能性ダミーについて，378（93.5%）は歩行可能性の支障がない層によるトリップである．路線

バス敬老パスについては，96トリップ（23.8%）がパスを保有する個人によるトリップである．自家用車保有

については，306トリップ（75.7%）を行う個人が，世帯で自家用車を保有している． 

 

表 6-3 交通手段選択モデルにおける説明変数とその基本統計量 
手段選択肢 説明変数 単位 平均 標準偏差 最大値 最小値 
徒歩 高低差 m 43.9 18.1 90 0 
 勾配（高低差／トリップ長） ― 4.4 1.6 10.7 0.4 
 歩行時間 分 12.6 4.7 26 1 
 年齢 歳 61.7 16.9 85 15 
 歩行困難ダミー ― ― ― ― ― 
路線バス 乗車時間 分 7.3 3.8 12 1 
 運賃 円 145 81.9 200 0 
 バス停からの歩行時間／乗車時間 ― 0.83 1.49 10 0 
自家用車送迎 乗車時間 分 7.1 2.8 18 0 
タクシー 乗車時間 分 7.1 2.8 18 0 
 運賃 円 730 6.3 820 730 
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(3) 交通手段選択モデルの構築と結果 

 モデル構造は多項ロジットモデルとし，R言語を用いて構築した． 

 先述のように地形条件を表現する指標として高低差と勾配を採用し，高低差を変数とする「高低差モデル」

と勾配を変数とする「勾配モデル」，および地形条件を含まない「地形条件なしモデル」の 3 モデルを，地形

条件以外の構造を同一として構築する． 

 各パラメータの影響度を比較するために，はじめに各説明変数を標準化したうえで 3モデルを構築する．各

パラメータ，的中率，調整済尤度比は表 6-4に示す通りである． 

 いずれのモデルにおいても，調整済尤度比，的中率，パラメータの符号の論理性は妥当なものといえる．各

パラメータの有意性についてもほぼすべてのパラメータについて有意な結果が得られており，モデル推定結果

は良好であると考えられる．地形条件をモデルに組み込むことによる的中率の改善は限定的であるが，尤度比

の若干の改善がみられたほか，地形条件をいれたモデルにおいては全てのパラメータが有意となった．このこ

とから，限定的ではあるが，地形条件を組み込むことでモデルの性能が改善されたと捉えられる． 

 高低差モデル，勾配モデルのいずれにおいても，地形条件は徒歩の効用に対して負の影響を与えていること

が示された．本分析で主対象とする勾配モデルに着目すると，地形による影響は移動時間や運賃による影響に

対しては小さいものの，歩行困難ダミーと同程度の影響を有しており，地形条件による身体負荷の増大が，身

体機能の面での歩行の困難さに相当することを示唆する結果であると捉えられる． 

 なお，勾配モデルと高低差モデルとの比較の観点においては，勾配モデルに対して高低差モデルの方が，調

整済尤度比および的中率の観点でやや良好な推定精度を有している．地形条件の表現指標として勾配を採用す

ることがモデルの性能を改善させることに繋がるとはいえない結果となった．パラメータの符号などの面にお

いては，両モデルは齟齬のない結果を示していると理解できる．既往研究との一貫性を高め，また変数間の相

関の観点からもより妥当と考えられる変数に置換しつつも，先行の推定結果と同等の結果が得られ，結果の信

頼性をより向上させる結果となったものとも捉えられる． 

 変数を標準化した場合，パラメータ間での影響度比較には適するといえる一方，時間価値計算を含め，単位

を用いた計算は困難といえる．そこで高低差モデル，勾配モデルについて表 6-4と同一のモデル構造にて，変

数を標準化しない推定を改めて行うこととする．推定結果は表 6-5に示す通りである．なお，移動時間，運賃，

高低差の変数については桁数調整を行っている． 

 はじめに，地形条件とは関連が弱いが，時間価値 V[円/分]を算出する． 

𝑉 = (𝛽' ∗ 0.1)/(𝛽( ∗ 0.01) 

 高低差モデルにおいては 3.62円/分，勾配モデルにおいては 2.74円/分となった．これは 30～50円/分として

便益計算等で用いられる一般的な時間価値に対して低い値であるといえる．ただし，本分析の対象が帰宅時の

鉄道駅からの端末交通のみに着目したものであることを踏まえると，当該トリップにおいて時間価値が低い結

果となる点については，大きな矛盾なく解釈されるものと考えられる． 

 続いて，地形条件を回避するために支払うコストの観点から，地形条件パラメータと運賃パラメータの比較

を行い，単位地形条件あたりの費用 Fを算出する．高低差モデルに対する値𝐹)*+および勾配モデルに対する値

𝐹,*-.)はそれぞれ以下のように算出される． 

𝐹)*+ = (𝛽( ∗ 0.01)/(𝛽/ ∗ 0.1) 

𝐹,*-.) = (𝛽( ∗ 0.01)/𝛽01 
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 算出の結果，𝐹)*+ = 19.9	(𝐽𝑃𝑌/𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)，𝐹,*-.) = 241.0	(𝐽𝑃𝑌/%)であることが明らかとなった．𝐹,*-.)の値はバ

ス運賃と同等かやや高い値を示す．これは 1%の勾配増加が公共交通機関の運賃の支払いに同等の影響力を有

することを示すと理解され，公共交通機関が，地形条件を回避する手段として機能する可能性を示唆している

と考えられる．路線バスの利用が不便な地区の居住者や，バス停までの移動も負担に感じる人はタクシー利用

となると考えられ，これにより𝐹,*-.)はバス運賃よりも高い値を示していると考えられる． 

 ここで，本分析におけるトリップ長は平均 1009mであった．1km移動する場合を想定すると，勾配 1%の増

加は高低差 10mの増加に相当することとなる．高低差 1mあたりの𝐹,*-.)は 24.1円となり，𝐹)*+ = 19.9に対し

て大きな齟齬はない結果と考えられる．ただし，𝐹,*-.)を考慮した場合，短距離トリップにおいても 241.0円が

許容されることとなり，計画策定時に参照する値としては，必ずしも適さないものとなる可能性が考えられる．

このように，𝐹,*-.)，𝐹)*+が算出され，一定の解釈が可能な結果を得ることができたが，その参照値としての利

用については，十分な注意を要する値であるとも示唆される結果となった．なお，地区内の路線バスおよびタ

クシー運賃は居住者の支払い意思額とは異なり，現在設定されている運賃をもとにした分析結果であることか

ら，公共交通サービスレベルの異なる他の地区においては異なる値を示す可能性が否定されない． 
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表 6-4 交通手段選択モデルのパラメータ推定結果（変数標準化済） 
パラメータ 対象選択肢 地形条件なし 高低差 勾配 
徒歩定数項 徒歩 2.01 *** 2.13 *** 2.04 *** 
路線バス定数項 路線バス -0.56  -0.68 * -0.64 * 
タクシー定数項 タクシー -0.82 *** -0.79 ** -0.86 *** 
移動時間 全手段 -1.02 *** -1.02 *** -1.15 *** 
運賃 路線バス・タクシー -0.72 *** -0.76 *** -0.71 *** 
歩行困難ダミー 徒歩 -0.37 *** -0.32 ** -0.35 *** 
年齢 徒歩 -0.79 *** -0.91 *** -0.82 *** 
バス停からの歩行時間／乗車時間 路線バス -4.59 *** -4.08 *** -4.72 *** 
地形条件 徒歩 - - -1.03 *** -0.39 *** 
調整済尤度比  0.50  0.53  0.51  
的中率（%）  77  78  77  

*10%有意／**5%有意／***1%有意 

 

表 6-5 交通手段選択モデルのパラメータ推定結果（変数標準化なし） 
ID パラメータ 対象選択肢 単位 高低差 勾配 
𝛽! 徒歩定数項 徒歩 - 8.91 *** 8.82 *** 
𝛽" 路線バス定数項 路線バス - 3.06 *** 3.36 *** 
𝛽# タクシー定数項 タクシー - 5.90 *** 6.01 *** 
𝛽$ 移動時間 全手段 0.1分 -2.51 *** -3.39 *** 
𝛽% 運賃 路線バス・タクシー 0.01円 -0.91 *** -0.93 *** 
𝛽& 歩行困難ダミー 徒歩 - -1.30 ** -1.34 ** 
𝛽' 年齢 徒歩 歳 -0.54 *** -0.51 *** 
𝛽( バス停からの歩行時間／乗車時間 路線バス - -2.73 *** -3.42 *** 
𝛽) 地形条件 徒歩 0.1m -0.46 *** -  

𝛽!* 地形条件 徒歩 % -  -0.39 *** 
 調整済尤度比   0.54  0.53  
 的中率（%）   78  77  

*10%有意／**5%有意／***1%有意 
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6.5. 小括 

 本章では，地形条件による交通手段選択への影響を明らかにすることを主眼においている．類似の既往研究

が存在する一方で，地形条件の変数化手法の知見間での一貫性に課題が見受けられることが学術的課題となっ

ていた． 

そこで本章でははじめに地形条件の交通行動分析への影響を明らかにした既往研究における，地形条件の変

数化手法を整理し，動向を明らかにした．その結果，勾配を用いた変数化に実績が多く確認され，高低差を採

用する場合の変数間の相関に関する課題，特定以上の勾配が OD間に占める割合を用いる場合の閾値の一貫性

の課題など，他の変数化手法における課題に鑑みても，勾配を用いた手法が現状では最も適切であると判断で

きると解釈された． 

横浜市富岡地区を対象とした既往の交通手段選択モデルでは地形条件の変数化において高低差を用いてお

り，先述のように変数化手法の課題が見受けられたことから，本章の分析においては，既往のモデル構造，対

象トリップを踏襲しつつも，地形条件を勾配によって表現することで，モデルの精緻化および既往研究との一

貫性向上を図ることとした． 

徒歩，路線バス，自家用車送迎，タクシーを選択肢とする，京急富岡駅を起点とする鉄道端末帰宅トリップ

を対象とする手段選択モデルを多項ロジットモデル形式で構築した．地形条件を含まないモデル，高低差によ

って表現するモデル，勾配によって表現するモデルの 3モデルを，それぞれ多項ロジットモデルによって構築

した．符号の論理性，尤度比，パラメータの有意性などのいずれの観点からも，それぞれ良好な推定結果が得

られた．地形条件を含めることで，限定的ではあるが若干のモデル性能改善がみられた一方，高低差による地

形条件表現を勾配に変更することによるモデルの性能改善は確認されなかった．また，高低差モデル，勾配モ

デルの両者においては，類似の傾向を示す推定結果となった． 

徒歩の効用に対して地形条件は負の影響を与え，移動時間や運賃による影響に対しては小さいものの，個人

が抱える身体機能上の歩行の困難さに相当する影響度を与えることが示され，地形条件による負荷が，身体機

能上の課題を抱えることと同等の負荷となる可能性が示唆された． 

変数を標準化せずに同一構造のモデルを構築した結果，地形条件パラメータと運賃パラメータの比較により，

地形条件を回避する手段としての運賃に相当する値として，勾配 1%増加に対して 241.0円，上り高低差 1mの

増加に対して 19.9円であることが示された．富岡地区における路線バス，タクシーの運賃と比較すると，地形

条件による負荷を回避する手段として公共交通機関が有効となることを示唆する結果であると解釈された．た

だし，勾配パラメータとの比較，上り高低差との比較のそれぞれにおいて，対象データが前提とするトリップ

長や，運賃を中心とする，地区の公共交通機関サービスレベルをもとにした分析結果であり，交通計画策定時

の参照値とするためには，より議論を要するともいえる． 
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7. 輸送サービス実証実験への居住者の反応と地形条件 
7.1. 本章の視点と構成 

 第 4 章では国内の現行交通計画における地形条件評価を対象に，その現況と評価指標を明らかにしている．

その結果，現在は根拠指標として適用可能な知見が存在しないことが課題として示されている． 

これに対し，第 6章では地形条件が手段選択メカニズムにおいて，徒歩の効用に負の影響をもたらすことを

定量的に明らかにした．当該分析では非集計分析の一つである多項ロジットモデルを分析手法としている．ま

た第 2章に示すように，地形条件が交通行動に与える影響に関する既往研究では，多項ロジットモデルをはじ

めとする非集計モデルが手法として卓越する現況にある．線形仮定にもとづく非集計モデルでは，パラメータ

間の比較により，被説明変数に対する説明変数の影響度を定量的に比較可能である利点が認められる．また，

誤差項に二重指数分布を仮定するロジットモデル系のモデルでは，被説明変数同時が独立でない場合にネスト

構造を組むなどの対応も可能であり，多くの既往研究によって手法が確立されてきた． 

一方，これら手法ではパラメータ間の比較は行えるものの，分析対象とする現象に対して説明変数が強く影

響を及ぼす閾値を明らかにすることは困難といえる．地形条件による影響は必ずしも線形的とは考えられず，

ある勾配や傾斜度を超過した際に，身体負荷をもたらし，行動への影響が発現する可能性が考えられる．この

場合，パラメータ間の比較のみならず，地形条件が行動に影響を及ぼす閾値を明らかにすることが，当該メカ

ニズムを交通計画に反映させる際に重要な役割を果たす可能性が考えられる．先述のように，地形条件による

影響を計画に反映させる際の根拠指標が十分には存在しないことが第 4章で示されるなか，当該閾値は根拠指

標の基盤となることも期待される．以上を踏まえると，非集計モデルによる既往の分析手法と異なり，説明変

数の閾値を解明可能な手法によって，地形条件が交通行動に与える影響の閾値を明らかにすることが重要とい

える．本章の分析では当該目的を達するための分析手法として決定木分析を採用するが，決定木分析の概要，

特徴および本章の分析における有用性については，7.6.1項に後述する． 

また，地形条件を交通計画において考慮した結果，斜面地の移動環境に対して何らかの対応を要すると判断

された場合には，その選択肢の一つとして新たな輸送サービスの導入が考えられる． 

地形条件による負荷を軽減することを目的とする，あるいは導入可能な輸送手段の選択肢が地形条件の制約

を受ける中でもモビリティを確保することを目的とする，特定の輸送手段，輸送サービスの導入例は国内外の

諸都市において複数確認される．例えば，長崎市では斜行エレベータをはじめとする複数の輸送手段が傾斜地

に導入されているが，特に地区住民の移動を補助する手段として，図 7-1に示す簡易な懸垂式モノレールを，

市内 3 箇所に導入している(79)．このほか，4.2 節にて分析を行った都市のうち，東京都八王子市におけるタク

シーを用いた輸送サービス実証実験，奈良県生駒市や兵庫県宝塚市における路線バスサービスをはじめとして，

様々なモビリティ改善の取り組みが各地で確認される． 
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図 7-1 長崎市における斜面移送システム 

 

傾斜地以外の事例を含めれば各地で数多くの実証実験が行われているが，居住者等の反応について，地形条

件を含めてメカニズムを明らかにした知見は限定的である．Nguyen et al.（2017）は広島県における高齢者の行

動データをもとにした多項ロジットモデルおよび Mixed ロジットモデルの構築により，徒歩の代替手段として

のパーソナルモビリティ車両の効用に対し，地形条件が正に作用することを明らかにしている(39)．当該知見

は，新たな輸送サービス・輸送モードに対する居住者の反応を明らかにするうえで重要なものといえる一方，

多数存在する輸送サービスの種類を網羅的に捉えるうえでは，異なる形態の輸送サービス・輸送モードに対す

る知見の蓄積は継続して求められるものと考えられる．また，多項ロジットモデルおよび Mixed ロジットモデ

ルを用いた結果，先述した閾値に関する課題は依然として残されているものと理解できる． 

 一方，第 5 章より継続して対象地域としている富岡西地区においても，2018 年度より小型電動カートや乗

用車車両を用いた，新たな輸送サービスの実証実験が継続的に行われており，サービス利用ログや登録者情報，

関連するアンケート調査を通じて，居住者の実験への反応に関する情報が取得されている． 

 以上を踏まえ本章では，富岡西地区における当該実証実験を対象に，その概要を総括するとともに，斜面市

街地の移動環境改善における選択肢の一つとしての実験に対する，居住者の実験への反応メカニズムを，地形

条件を含めて明らかにすることとする．これは第 3 章に示す目的における目的 4 に該当する位置づけである．

この解明においては，新たな輸送サービスへの反応を，交通手段選択問題の一つと捉え，本節冒頭に示す課題

認識を踏まえて決定木分析を採用する．これを通じて地形条件が反応を構成するうえでの閾値を明らかにする

こととし，第 3 章に示す視点 3 にアプローチする． 

 本章では，7.2 節において富岡西地区における当該実験の概要を示すともに，7.4 節において，2018 年度から

2020 年度にかけての 3 回の実証実験おける登録者数の推移や認知を中心に，実験に関する基礎的な反応状況

を明らかにする．そのうえで，実験への反応を構成すると考えられる各要素について，反応との関係を 7.5 節

において明らかにすることで，説明変数の設定を行う．ここで定めた説明変数をもとに，7.6 節において，反
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応別に見た居住者のカテゴリを説明する決定木分析を行い，反応メカニズムを明らかにする． 

 なお，7.2 節に後述するように当該実験は事前登録を求めるものであることから，本研究における「反応」

とは実験に対する認知，登録，利用の一連の過程を総称する単語として定義する．このうち認知については，

7.4 節において富岡西地区において当該実験が一定の認知を得ていることが示されることなどを踏まえ，特に

登録，利用の過程に主たる焦点をあてることとする． 
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7.2. 富岡西地区における輸送サービス実証実験の概要 

富岡西地区における輸送サービス実証実験は 2018 年度より開始された．沿線の鉄道事業者であり，富岡西

地区の開発主体でもあった京浜急行電鉄では，住民へのアンケートを先行的に実施しており，移動に関する課

題があることが把握されていた．移動手段の確保が今後の居住継続可能性の一因となる可能性も示唆された．

これらを含む経緯から「グリーンスローモビリティ」の実証実験を行うこととなった(80)． 

2020 年度現在，毎年度にわたってそれぞれ期間を定めたうえで，継続的に実験を実施している．2018 年度

より 2020年度の前半までの各実験は利用者より運賃を収受しない無償運行実験であり，2020年度の後半以降

は地域公共交通会議の審議を経た上での有償運行実験が行われることとなった． 

本節では 2018 年度より 2020 年度前半に行われた無償運行実験を対象に，実験の概要を示す．各年度の実験

はそれぞれ期間を定めて行われ，運行期間および主な実施主体は表 7-1に示す通りである．後述するように，

各年度において路線や運行形態は異なるが，以下の 3 点については 3 回の実験を通じて共通の事項である． 

l 実証実験参加希望者は事前にウェブ手続きや郵送手続きによって参加登録を行う 

l 登録，利用はともに無償であり，利用者の金銭的負担は生じない 

l 運転は委託されたタクシードライバーによって行われる 

実験に際しては，公道走行用に改良された小型電動カート（図 7-2）および一般の乗用車車両を用いて行わ

れ，複数回の実験を通じて「とみおかーと」と命名されている．経路および時刻表を予め定めた定時・定路線

型のサービスを基本とするが，2019 年度および 2020 年度実験においては，オンデマンド型のサービスも併せ

て実験された．定時・定路線型のサービスについては，利用時の都度予約は不要であり，指定の乗降地点（2020

年度については指定の路線上）において乗降の意思を運転士に示すことで利用が可能である． 

 

表 7-1 富岡西地区輸送サービス実証実験の期間と実施主体（無償期間） 

年度 運行期間 主な実施主体（順不同） 

2018年度 2018/10/29〜11/18 京浜急行電鉄，横浜国立大学，横浜市 

2019年度 2019/11/15〜12/20 京浜急行電鉄，横浜国立大学，横浜市 

2020年度（無償期間） 2020/10/11〜12/20 京浜急行電鉄，横浜国立大学，横浜市，日産自動車，長大 
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図 7-2 実験に使用した小型電動カートの例（2018年実験時） 

 

2018 年度実験では図 7-3に示す 2 路線の実験が行われた．路線は富岡第 1 地区連合町内会管轄範囲を中心

に巡回する第 1 地区ルート（図中の Route-1）と，富岡第 3 地区連合町内会管轄範囲を中心に巡回する第 3 地

区ルート（図中の Route-3）の 2 路線である．それぞれに小型電動カート 2 台が投入され，実験期間前半は赤

線に示す第 1 地区ルート，後半は青線に示す第 3 地区ルートが運行された．各系統の運行時間帯は 9 時台から

16 時台であり，運行間隔は約 20 分である．実験の告知は全戸配付された案内フライヤー・申し込み用紙によ

って行われ，登録は申し込み用紙の郵送返送または地区内の福祉系公共施設に設置した窓口にて受け付けた． 

2019 年度は図 7-4に示す 2 系統の実験が行われた．2018 年度からの変更点として，京急富岡駅前までの路

線設定を実現したほか，増車により 2 台の同時運行を実現し，系統間での乗り継ぎも可能なダイヤ設定として

いる．運行時間帯および運行間隔は 2018 年度と同様である．また，図 7-4に示す範囲においては一般車両を

用いたオンデマンド型サービスの実証実験を併せて行い，事前予約によりエリア内の移動を可能とした．実験

の告知および登録方法は 2018 年度を踏襲しつつ，登録窓口の増設およびオンライン登録に新たに対応した． 

2020 年度は図 7-5に示す 4 系統の実験が行われた．運行時間帯は 2019 年度までと同様である．系統数を増

加させる上で運行間隔は約 30 分となったが，複数系統の重複区間においては実質の増便となっている．また

これに際し，小型電動カートに加えて一般の乗用車を導入し，運行台数を増車している．このほか，2018 年度，

2019 年度からの変更点として，停留所を指定せず，路線上の任意地点で乗降を可能とするフリー乗降方式の導

入が挙げられる．実験の告知および登録方法は 2019 年度を踏襲している．なお，登録対象者については，2018

年度および 2019 年度については富岡西地区居住者および富岡東 1 丁目，富岡東 3 丁目居住者（富岡地区居住

者）限定とする一方，2020 年度以降は居住地を問わず，オンライン等によって富岡西地区外居住者も登録・利

用可能としている． 

なお，5.7 節において算出を行った公共交通利便性指標（図 7-6）と比較すると，図中上部にあたる富岡西 1

丁目北部付近や，図の中央部にあたる富岡西 3 丁目付近を中心に，従前の鉄道，路線バスでは公共交通利便性

が相対的に低い地区に，実証実験での路線が導入されている様子が確認される． 
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図 7-3 2018年度実験のサービス提供路線 

 

 
図 7-4 2019年度実験のサービス提供路線 
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図 7-5 2020年度実験のサービス提供路線 

 

 
図 7-6 富岡西地区の公共交通利便性指標（再掲） 
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7.3. 2020年度実験時における居住者アンケート調査 

 各実証実験において登録者の個人属性などは取得しているが，加えて 2020 年度実験時には居住者を対象と

するアンケート調査を行っている．第 6 章で行う 2018 年度のアンケート調査と同様に個人属性等を問うこと

に加えて，本実験への認知および参加状況に関する項目を設けている．なお，第 8章にて行う外出頻度，買い

物行動頻度，居住継続意向に関する項目も同調査において取得されるが，これら項目については，第 8章にて

示すこととする． 

 本調査は 2020年度実験の中間調査として，2020年度実験の無償期間が終了する頃に実施した．対象地区は

富岡地区（富岡西地区および富岡東 1丁目，富岡東 3丁目）の全世帯とし，日本郵便のタウンプラスを用いる

ことにより，郵送配付，郵送回収方式によって実施された．また，併せて同内容のウェブフォームも設け，郵

送回収以外にウェブフォームからの回答も可能な形式とした．郵送開始日は 2020年 12月 1日であり，同年 12

月 11 日を回答期限として依頼した．本分析では回収された票のうち，富岡西地区にあたる 7 町丁目居住者の

データを用いることし，以降の各集計値などについては，特記しないかぎり，富岡西居住者の回答についての

結果を示すこととする． 

 町丁目別・回答手法別の回収数は表 7-2に示す通りである．本調査の設問内容を後述するように，本調査は

世帯ごとに 1票の記入を依頼する世帯票として設計しており，配付数，回収数，回収率はいずれも世帯単位の

値である．富岡西地区については 1271世帯からの回答が得られており，配付した 6672世帯に対する回収率は

19.0%である． 

調査票は 3部構成であり，世帯属性・個人属性を問う設問，日常の行動を問う設問，実証実験への認知や参

加を問う設問で構成されている．日常の行動を問う設問の内容については第 8章に詳述する． 

本調査は世帯票としての記入を依頼するものであるが，個人について問う設問については，各世帯の最大 4

名に回答を依頼する設計としている．世帯あたり人数の設定は 2015 年国勢調査における世帯人員別一般世帯

数データをもとにしており，富岡西地区および富岡東 1丁目，富岡東 3丁目についてはいずれの町丁目におい

ても，世帯構成人数が 4名以下の世帯が 90%以上を占めることが確認されている．実際，本調査では富岡西地

区に居住する 1227世帯より世帯構成人数に関する回答が得られており，図 7-7にそのパレート図を示すよう

に，世帯構成人数が 4名以下の世帯が上位を占め，全体の 96.2%を占めることが示されている．このことから，

本調査において個人回答を世帯あたり 4名までとする設計は妥当であったと捉えられる． 

世帯属性については，世帯単位で居住地および世帯構成人数を問う質問を設けている．居住地については予

め調査票に記載された地図において，居住地に当てはまる番号に〇をつける形式となっている．3～4区画を 1 

単位としており，個人情報保護および調査票上での地図の視認性確保を図りつつ，概ねの居住地を特定できる

高い分解能の確保を図っている（図 7-8）．本調査の調査票は付録図 5および付録図 6に示す通りである． 

  



95 

表 7-2 2020年度中間調査の配付・回収数 

町丁目 配付世帯数 回収世帯票数 郵送回収数 ウェブ回収数 回収世帯率（%） 

富岡西 1丁目 1046 176 156 20 16.8 

富岡西 2丁目 889 158 132 26 17.8 

富岡西 3丁目 903 170 144 26 18.8 

富岡西 4丁目 1292 311 256 55 24.1 

富岡西 5丁目 616 127 115 12 20.6 

富岡西 6丁目 576 114 106 8 19.8 

富岡西 7丁目 1350 215 174 41 15.9 

富岡東 1丁目 1764 147 119 28 8.3 

富岡東 3丁目 868 82 73 9 9.4 

居住地不明 - 16 0 16 - 

計 9304 1516 1275 241 16.3 

富岡西地区計 6672 1271 1083 188 19.0 

 

 
図 7-7 2020年度中間調査回答世帯の世帯構成人数分布 
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図 7-8 2020年度中間調査における調査区画（同色が同一区画） 

 

個人属性および関連項目については，年齢，性別，日常の外出頻度，内科系の科への通院状況，整形外科・

整骨院への通院状況，無理なく歩行できる時間，保有し利用できる各交通具の有無（自動車，原付・自動二輪，

自転車，電動アシスト付き自転車），路線バスの敬老パス保有有無，自動車の運転免許保有を項目として設定

している．個人属性については 3177名の富岡地区居住者より回答が得られている．図 7-9は年齢階層が判明

している回答者について，年齢階層分布を示している．65 歳以上割合が 40.3%，75 歳以上割合が 22.0%であ

る．5.4節に示すように 2015年時点での富岡西地区の高齢化率 26.4%であり，これと比較すると，本調査の回

答者年齢階層はやや高齢寄りといえる．ただし，図 7-9にあるように，全ての年齢階層から 100以上のサンプ

ルが得られており，いずれの年齢階層においても分析に十分なサンプル数であると捉えることができる． 

年齢階層以外の個人属性および関連項目の分布については，表 7-3 に示す通りである．なお，表 7-3 では

有効回答が得られている票のみを集計しており，構成比についても有効回答総数に対する比率を示している． 

性別については概ね偏りがないものと捉えられる．外出頻度については，約 60%が週に 5回以上の外出を行

っており，95.9%が最低でも週に 1 回は外出を行っている．定期的な通院を行っている回答者は，整骨院・整

形外科については 16.0%である一方，内科系の科については 39.6%である．無理なく歩行できる時間について

は，87.9%が 20分以上の歩行が可能としており，富岡西地区内で発生するトリップ距離程度であれば歩行が十

分に選択肢となるといえる一方，無理なく歩行できる時間が 20 分未満，場合によっては 5 分未満とする回答

者も複数確認される．保有し，利用できる車両について，個人単位での集計では，自動車が利用可能とする回

答者はおよそ半数である．原付・自動二輪については 9.2%にとどまり，また自転車については電動アシスト

無，電動アシスト有の車両ともに 18～19%の保有率である．早内（2019）は富岡地区における世帯あたりの自

転車保有台数が横浜市平均，全国平均などと比較して低い値であることを示しており，本調査での結果もそれ

に類似の結果と捉えることができる(17)．自動車の運転免許保有については，63.8%が保有している一方，既に

返納した回答者も 9.2%確認される． 
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図 7-9 2020年度中間調査における回答者の年齢階層分布 

 

表 7-3 2020年度中間調査における回答者個人属性 
設問 小分類 項目 回答数 構成比 
年齢  15歳未満 227 8.0% 
  15-24歳 188 6.6% 
  25-34歳 164 5.8% 
  35-44歳 270 9.5% 
  45-54歳 410 14.4% 
  55-64歳 442 15.5% 
  65-74歳 522 18.3% 
  75-84歳 427 15.0% 
  85歳以上 200 7.0% 

性別  女性 1487 52.5% 
  男性 1347 47.5% 
  その他 0 0% 

日常の外出頻度  週に 5回以上 1674 59.8% 
  週に 3～4回 658 23.5% 
  週に 1～2回 352 12.6% 
  月に数回未満 115 4.1% 

定期的な通院状況 内科系の科 あり 1085 39.6% 
  なし 1655 60.4% 

定期的な通院状況 整骨院・整形外科 あり 382 16.0% 
  なし 2001 84.0% 

無理なく歩くことのできる時間  5分未満 59 2.3% 
  5分以上 10分未満 39 1.5% 
  10分以上 15分未満 82 3.2% 
  15分以上 20分未満 132 5.1% 
  20分以上 2260 87.9% 

保有し使用できる車両 自動車 あり 1324 48.7% 
  なし 1394 51.3% 
 原付・自動二輪 あり 224 9.2% 
  なし 2218 90.8% 
 自転車（アシスト無） あり 452 18.4% 
  なし 1998 81.6% 
 自転車（アシスト有） あり 473 19.4% 
  なし 1967 80.6% 

路線バスの敬老パス保有  あり 589 21.4% 
  なし 2158 78.6% 

自動車の運転免許保有  保有している 1775 63.8% 
  返納した 257 9.2% 
  取得経験なし 750 27.0% 
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7.4. 3回実証実験における居住者の認知・登録状況 

 2018 年度実験においては計 132 名の登録があり，うち 125 名が富岡西地区の居住者である．2018 年度実験

では富岡西地区または富岡東 1 丁目，富岡東 3 丁目地区居住者の登録を可能としており，7 名については富岡

東 1 丁目または富岡東 3 丁目の居住者である．5.4 節に示すように，2015 年現在の富岡西地区人口は 16421 で

あり，これに対する富岡西地区内の登録者割合は 0.76%となる．2019 年度実験においては計 252 名の登録があ

り，うち富岡西地区居住者は 250 名である．これは富岡西地区居住人口に対して 1.52%を占める．2019 年度実

験においても 2018 年度実験同様，富岡西地区または富岡東 1 丁目または富岡東 3 丁目の居住者が登録可能で

あり，2 名については富岡東 1 丁目または富岡東 3 丁目の居住者である．2020 年度実験においては計 1984 名

の登録があり，うち富岡西地区居住者は 1332 名である．これは富岡西地区居住人口に対して 8.11%を占める．

7.2 節に示すように 2020 年度実験では登録者の居住地を限定しておらず，視察等の目的を含めて富岡西地区居

住者以外の登録者も確認される． 

 居住者の実験への認知について，2020 年度中間調査においては，実験への登録，利用の有無を問わず，実験

への認知を問う項目を設けている．設問では実験への認知を問う「とみおかーとをご存じですか はい／いい

え」，および実験への参加を問う「今回の実証実験への参加登録 有／無」の 2 問を関連する項目として設け

ている．全回答者のうち富岡地区に居住することが確認された票として 3177 票が回収されており，このうち

実験への認知有無，参加登録有無のいずれについても回答が確認される有効回答票として 2272 票を確認した． 

 

表 7-4に示すように，実験への登録有無に依らない居住者全体については，有効回答 2272 名に対し，1856

名が実験を認知していると回答しており，認知率は 81.7%である．実験登録を行っている場合は認知を伴って

いることが前提といえるが，実験登録を行わなかった場合については，有効回答 1855 名に対し，1440 名が実

験認知していると回答しており，認知率は 77.6%である．調査への回答が行われた時点のバイアスは否定でき

ないが，回答者の認知率が 80%以上に達し，実験登録を行っていない回答者の認知率も 77.8%に達しているこ

とに鑑みると，一定の認知が行われているものと考えられる．ここで，本調査は世帯単位での配付であり，富

岡西地区における回収率は 19.0%である．なお，母比率の差の検定の検定結果によると，居住者全体の認知率

と実験登録を行っていない回答者の認知率について，その差は 1%有意水準での有意差が認められる． 

 

表 7-4 2020年度中間調査における実験への認知 
回答者属性 回答総数 有効回答数（B） 認知人数（A） 認知割合（A/B） 
居住者全体 3177 2272 1856 81.7% 
実験登録なし 1866 1855 1440 77.6% 

 

 登録者数の経年変化の観点では，富岡西地区における 2019 年度実験登録者数は 2018 年度実験登録者数に対

して 2.0 倍に増加している．2020 年度実験登録者数は 2019 年度実験登録者数に対して 5.3 倍に増加しており，

2018 年度実験登録者数と比較すると，10.7 倍に増加している．実験運行期間の観点では表 7-5に示すように，

各年度によって運行期間が異なる．実験初回である 2018 年度実験では約 3 週間，2019 年度実験では約 5 週間，

2020 年度実験では約 10 週間と，実験を重ねるにつれて長期の実験へとなっている． 

 実験期間および登録者の居住人口に対する割合に鑑みると，2018 年度実験，2019 年度実験についてはやや

限定的な反応であり，当該実験への登録者をもって富岡西地区を論ずることには課題があるものと解釈できる．

一方，そのなかで反応した層については，富岡西地区において特に反応の強かった層と捉えることが可能であ
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り，反応の構成要素を明らかにするうえで重要なデータであると捉えられる．また，居住人口に対する割合は

限定的であるが，2018 年度実験については 125 名，2019 年度実験については 250 名の登録が富岡西地区にお

いて行われており，反応の構成要素を明らかにするためのサンプル数としては一定の意義が認められるものと

考えられる． 

 

表 7-5 3回実験における登録者数と対居住人口割合 
年度 運行期間 登録者数（合計） 登録者数（富岡西） 居住人口に対する割合 

2018年度 2018/10/29〜11/18 132 125 0.76% 
2019年度 2019/11/15〜12/20 252 250 1.52% 

2020年度（無償期間） 2020/10/11〜12/20 1984 1332 8.11% 

 

 2018 年度実験について，富岡西地区に居住する登録者数は 125 名である．登録者の利用回数分布は図 7-10

に示す通りであり，1 回以上の利用が確認される利用者は 50 名であり登録者の 40.0%を占める． 

2019 年度実験について，富岡西地区に居住する登録者数は 250 名である．登録者の利用回数分布は図 7-11

に示す通りであり，1 回以上の利用が確認される利用者は 100 名であり登録者の 40.0%を占める．なお，7.2 節

に示すように 2019 年度実験においては一部地域でオンデマンド型の実験も行われたが，期間を通じての総利

用回数が 3 回にとどまったことから，本章の分析においては対象から除外することとする．2019 年度実験で

のオンデマンド型サービス利用が限定的であった要因として，サービス提供範囲が限定的であること，サービ

ス提供範囲内の都市施設が限られ目的地となる箇所が限定的であることなどが考えられる． 

 2020 年度実験について，富岡西地区に居住する登録者数は 1332 名である．2020 年度実験においては，7.2

節に示すように，路線定期型サービスとオンデマンド型サービスが並行で実施された．無償期間において路線

定期型では 1328 トリップ，オンデマンド型では 1695 トリップが観測されたことから，両サービスは同時期に

併存していたと十分に捉えられる．路線定期型サービスまたはオンデマンド型サービスのいずれかを 1 回以上

利用した「利用者」は 520 名であり，登録者の 39.0%を占める．各年度での登録者に占める利用者の割合はい

ずれも 39.0%～40.0%であり，概ね等しいものといえる．なお，2020 年度実験について，路線定期型サービス

のみに着目すると，利用者数は 301 名であり，登録者に対する割合は 22.6%となる． 

 表 7-6 は以上の結果および利用者における利用回数の概況を示している．ここで，2020 年度の利用回数は

路線定期型サービス，オンデマンド型サービス利用回数の和として算出している．各年度において利用回数の

特に多い利用者も見られるが，そのような利用者は限定的であることが，図 7-10，図 7-11，図 7-12に示す

各利用回数分布および表 7-6に示す平均値，中央値より明らかになる．また実験の年度を経るごとに最大値，

中央値，平均値ともに増加傾向にあり，これは提供されるサービスの改良と同時に，実験期間が延長されてい

ることにも起因するものと考えられる（表 7-1）． 

 

表 7-6 3回実験における利用者割合と利用回数 

年度 
利用者 利用者利用回数 

人数 対登録者割合 最小値 最大値 中央値 平均値 標準偏差 
2018 50 40.0% 1 11 1 2.18 1.89 
2019 100 40.0% 1 23 2 3.83 4.12 

2020路線定期 301 22.6% 1 87 2 4.17 6.24 
2020総計 520 39.0% 1 87 3 5.04 6.67 
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図 7-10 2018年度実験における利用者の利用回数分布 

 

 
図 7-11 2019年度実験における利用者の利用回数分布 

 

 
図 7-12 2020年度実験における利用者の利用回数分布 
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7.5. 3回実証実験における反応にみるメカニズムの構成要素 

7.5.1. 本節における着眼点 
 本章では 7.1 節に示すように，富岡西地区における実証実験への居住者の反応をもとに，斜面市街地での輸

送環境への介入を行った際の居住者の反応を構成するメカニズムを明らかにし，その過程を通じて，居住者に

よる実験への反応に対して地形条件が与える影響を明らかにすることを目的とする．7.4 節に示すように，2018

年度実験，2019 年度実験において，その反応は居住者の一部に限定されることが明らかとなっている．一方，

2020 年度実験においては一定の反応をみせ，また登録に至らない場合でも認知は地区内の広範で得られてい

るものと解釈できる状況にある． 

 そこで富岡西地区における，実証実験への居住者の反応メカニズムの解明は 2020 年度実験を主対象とし，

7.6 節に示すこととする．本節では実験における反応と，関連が考えられる各指標との関係を明らかにするこ

とで，7.6 節に示す反応メカニズム解明の基盤とする．なお，2018 年度実験，2019 年度実験では居住者に対し

て反応した層が限定的であることから，両年度の実験における登録者，利用者の特性は，実験への反応の形成

要因をより強く示している可能性が考えられる．そこで本節においては 3 回実験のすべてを対象とし，反応メ

カニズムを解明するうえでの示唆を得ることとする． 

 着目する視点として以下を設定する．実験への反応を形成する要因の根底には，現在の移動環境に対して課

題認識があり，かつ実験において提供される輸送サービスがその改善に資すると認められることが挙げられる

と考えられる． 

 その形成要因について，個人属性の観点からは，徒歩や自転車利用可能性を形成すると考えられる，健康状

態や身体能力と，自家用車を含む動力系の交通手段の利用可能性を形成すると考えられる，自家用車等の交通

具保有，運転免許保有状況などが考えられる．また居住地特性の観点からは，実験でのサービス利用可能性を

形成すると考えられる，サービス提供路線・乗降地点までの距離，鉄道駅やバス停など既存公共交通サービス

へのアクセス性，居住地の地形条件などが考えられる．このほか，実験での利用者に着目した際に，その利用

目的や利用パターン，代替元の交通手段などは反応の形成要因を考察するうえでの有効な論拠となる可能性が

考えられる． 

 以上より本章では，2018 年度，2019 年度，2020 年度の各実験を対象に，実験への登録，利用の観点から上

記の視点で各層の特性を明らかにし，実験への反応メカニズムを解明するうえでの示唆を得ることとする． 

なお，7.1 節に示すように，本章では「反応」を，認知，登録，利用の一連の判断，行動の総称として捉える．

ただし，認知を形成する要因は，実験主体からの周知方法など，上記の視点とは異なるものが数多く含まれる

ものと考えられ，また 7.4 節に示すように少なくとも 2020 年度においては，登録を行わなかった層を含めて，

富岡西地区の一定の範囲に認知が行われていることが明らかになっている．以上に鑑み，本章では反応にまつ

わる一連の判断，行動のうち，特に登録，利用の段階に着目することとする． 

 また，以降の各集計，分析においては，各実験おける登録者のうち輸送サービスを 1 回以上利用した人を「利

用者」と定義するものと定める． 

 

  



102 

7.5.2. 実証実験反応メカニズムの構成要素としての個人属性 
(4) 年齢階層 

2018 年度実験において，登録者 125 名のうち 104 名，利用者 50 名のうち 43 名については年齢階層が判明

している．また，2019 年度実験の登録者 250 名，2020 年度実験の登録者 1332 名については，全員の年齢階層

が判明している． 

各年度実験における登録者の年齢階層を図 7-13，利用者の年齢階層を図 7-14にそれぞれ示す．実験回数を

重ねるなかで，登録者，利用者ともに，65 歳以上の高齢者が占める割合は減少しており，特にその傾向は登録

者において顕著と捉えられる． 

登録者について，2018 年度実験における高齢者の占める割合は 60.6%，2019 年度では 54.0%，2020 年度で

は 43.9%と減少し，対して 15 歳以上 65 歳未満の生産年齢層が占める割合は，2018 年度において 32.7%，2019

年度において 23.6%，2020 年度において 54.8%と増加し，2020 年度には高齢者の占める割合を上回る結果とな

った．利用者についても同様の傾向を示し，2018 年度実験における高齢者の占める割合は 67.4%，2019 年度

では 48.0%，2020 年度では 46.3%と減少し，対して生産年齢層が占める割合は，2018 年度において 25.6%，

2019 年度において 39.0%，2020 年度において 52.%と増加し，2020 年度には高齢者の占める割合を上回る結果

となった．以上より，実験回数を重ねるなかで，本実験による反応がより広い年齢層へ拡大していったことが

示される．一方，第 5 章において表 5-3に示すように 2015 年時点での富岡西地区における高齢化率は 26.4%

であることに鑑みると，2020 年度実験においても，反応の中心は富岡西地区居住者の全体に対してやや高齢寄

りの傾向であることは継続されているものと理解できる． 

なお，この推移について，高齢者が占める割合に関する母比率の差の検定を行った結果，登録者においては

2018 年度から 2019 年度への推移に 10%水準以下の有意差が確認されない一方，2018 年度と 2019 年度との間，

2019 年度と 2020 年度との間に 1%有意差が認められ，2020 年度実験において広い年齢階層からの登録が特に

得られるように推移したものと捉えられる．利用者については 2019 年度と 2020 年度との間に 10%水準以下の

有意差が確認されない一方，2018 年度と 2019 年度との間には 5%有意，2018 年度と 2020 年度との間には 1%

有意の有意差がそれぞれ認められ，2018 年度実験に対して 2019 年度，2020 年度実験では広い年齢階層からの

利用が得られるように推移したものと捉えられる． 

 

 
図 7-13 3回実験における登録者の年齢階層分布 
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図 7-14 3回実験における利用者の年齢階層分布 
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(5) 健康状態・身体機能 

 本実験への反応が確認される層として，高齢寄りであることが，年齢の特性として先に示された．一方，高

齢であること自体が反応を促す因果関係は必ずしも論理的に導かれるものとは断定できない．むしろ，加齢に

ともなう個人の様々な変化が，反応との因果関係を構成している可能性が考えられる． 

 加齢に伴う個人の変化に関する視点の一つとして，健康状態の低下や，運動・身体機能の低下に伴い，従前

は徒歩や自転車での移動が可能であったトリップにおける負荷が増大する点が考えられる． 

 2020 年度実験に際しては，2020 年度中間調査において，登録者，非登録者を問わず，健康状態や身体機能

に関する質問を設けている．健康状態や身体機能に関する設問として，内科系の科への定期的な通院有無，整

骨院・整形外科への定期的な通院有無，無理なく歩くことのできる時間，の 3 問が設定されている．以降の分

析では，富岡西地区に居住していることが判明していること，本実験を認知しているとの回答が得られている

こと（7.4 節における実験認知に関する集計を参照），本実験への登録有無が判明している票を有効回答として

扱う． 

 内科系の科および整骨院・整形外科への通院状況について，実験への参加登録有無別の構成は表 7-7に示す

通りである．同表における構成比は不明回答を除外している． 

内科系の科について，全年代においては，非登録者における通院者の割合は 39.3%であるのに対し，登録者

における割合は 50.4%と高く，母比率の差の検定によって 1%有意差が認められる．ただし，先述のように登

録者については居住者の年代構成に対して高齢寄りであることが示されており，本集計の結果が年代の偏りを

反映している可能性を否定できない．そこで 60 歳代以上に限定して同様の集計を行った結果を同じく表 7-7

に示す．非登録者における通院者の割合は 63.3%であるのに対して登録者における割合は 67.7%であり，登録

者の方が高い値を示す一方で全年代での集計に対して限定的であり，10%水準以下での有意差も認められない

結果となった．以上より，内科系の科への通院については，登録者における通院者の割合が，非登録者に対し

て高いことが示される一方で，登録者の年齢階層の偏りを反映している可能性が完全には否定できないと捉え

られる結果となった． 

 整骨院・整形外科への通院について，全年代においては，非登録者における通院者の割合は 14.8%であるの

に対し，登録者における割合は 23.6%と高く，母比率の差の検定によって 1%有意差が認められる．ただし内

科系の科への通院と同様に年齢階層の偏りによる影響が否定できないため，60 歳代以上に限定して同様の集

計を行った結果を同じく表 7-7に示す．非登録者における通院者の割合は 26.6%であるのに対して登録者にお

ける割合は 36.0%と高く，母比率の差の検定によって 5%有意差が認められる．以上より，整骨院・整形外科

への通院については，登録者における通院者の割合が，非登録者に対して高いことが示され，登録者の年齢階

層の偏りによる影響を除外しても，その傾向が認められる結果となった． 

 2020 年度中間調査ではこれら通院状況に加えて，歩行の可能性を直接的に問う設問として「無理なく歩ける

時間」を設けている．これは回答者に無理なく歩くことの可能な時間を数値で回答して頂く形式の設問である． 

 通院状況の集計と同様の理由から，歩行可能時間についても全年代と 60 歳代以上のそれぞれについて集計

を行う．回答は概ね連続値で得られているが，本集計では不明票を除外したうえで，「5 分未満」「5 分以上 10

分未満」「10 分以上 15 分未満」「15 分以上 20 分未満」「20 分以上」の 5 カテゴリに分類しての集計を行うこと

とする．これは，本章および本実験で対象とする富岡西地区内での移動を想定した際に，およそ 20 分以上の

歩行が無理なく行える場合には，富岡西地区内での徒歩移動に対する障壁は限定的となるものと判断したこと

を理由とする．登録者，非登録者における上記 5 カテゴリの内訳は表 7-8に示す通りである． 



105 

 20 分以上歩行可能とする割合に着目すると，全年代について，非登録者における該当者は 91.2%であるのに

対し，登録者における該当者は 86.9%と相対的に低く，母比率の差の検定によって 5%有意差が認められる結

果となった．これは，歩行に対して何らかの課題を抱えている場合に，実験への反応に繋がった可能性を示唆

する結果であると捉えられる．一方，60 歳代以上に限定した場合，非登録者における該当者の割合は 89.1%で

あるのに対し，登録者における該当者の割合は 87.0%であり，相対的には登録者における割合の方が低いもの

の 10%水準以下での有意差は認められない結果となった． 

 本設問では「無理なく歩行できる」ことの定義を明確にしていないことから，年齢を問わず，歩行に対する

負担感をもとに回答が行われているものと考えられ，上記の結果はこれを反映しているものと考えられる．本

指標には定義などの課題はある一方で，本実験への反応メカニズムを構成する要因となる可能性が示唆される

と捉えられる．ただし，表 7-8に示すように，年代，登録有無のいずれの層においても 20 分以上歩行可能と

する回答者が 85%以上を占め，歩行への負担感を明示的に抱く居住者は限定的である可能性も同時に示される

結果となった． 

 

表 7-7 2020年度実験における登録者・非登録者の通院状況 
 全年代 60歳代以上 

実験登録なし 実験登録あり 実験登録なし 実験登録あり 
内科系の科への通院 
通院あり 541 39.3% 201 50.4% 420 63.3% 168 67.7% 
通院なし 836   60.7% 198 49.6% 244 36.7% 80 32.3% 
不明 63 - 17 - 36 - 14 - 

         
整骨院・整形外科への通院 
通院あり 177 14.8% 82 23.6% 140 26.6% 72 36.0% 
通院なし 1023 85.3% 265 76.4% 387 73.4% 128 64.0% 
不明 240 - 69 - 173 - 62 - 

 

表 7-8 2020年度実験における登録者・非登録者の歩行可能時間 
 全年代 60歳代以上 

実験登録なし 実験登録あり 実験登録なし 実験登録あり 
20分以上 1193 91.2% 331 86.9% 571 89.1% 208 87.0% 
15分以上 20分未満 52 4.0% 29 7.6% 21 3.3% 14 5.9% 
10分以上 15分未満 34 2.6% 12 3.1% 23 3.6% 11 4.6% 
5分以上 10分未満 13 1.0% 5 1.3% 13 2.0% 5 2.1% 
5分未満 16 1.2% 4 1.0% 13 2.0% 1 0.4% 
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(6) 交通具の利用可能性 

 加齢に伴う移動可能性の変化は，先に示した健康状態・身体機能に加えて，自家用車に代表される交通具の

利用可能性とも関連が考えられる． 

 健康状態・身体機能に関する分析においても論拠とした，2020 年度中間調査では，交通具の利用可能性につ

いて，保有し利用可能な状態にある交通具として，自家用車，原付・自動二輪，自転車（電動アシスト無），自

転車（電動アシスト有）の 4 種それぞれについて，利用可否を個人単位で尋ねている．  

 以上の各交通具について，利用可否の内訳を表 7-9 に示す．自家用車に着目すると，全年代，60 歳代以上

のいずれにおいても，非登録者に対して登録者の方が，利用可能とする割合が低いことが示され，この差につ

いて，母比率の差の検定によって，全年代では 10%有意水準以下の有意差が認められない一方，60 歳代以上

では 5%有意差が認められる． 

原付・自動二輪においても同様の傾向であるが，約半数が利用可能とする自家用車に対して，原付・自動二

輪を利用可能とする層はいずれのカテゴリにおいても 10%未満であり，やや限定的な交通手段であると捉えら

れる．また，登録者，非登録者間に認められる差の傾向について，母比率の差の検定では 10%有意水準以下の

有意差は認められない． 

自転車については電動アシスト有無のそれぞれについて取得されている．電動アシスト無については自家用

車，原付・自動二輪同様，非登録者に対して登録者の方が，利用可能とする割合が低いことが示される．登録

者，非登録者間に認められる差の傾向について，母比率の差の検定の検定では全年代においては 5%有意差が

認められる一方，60 歳代以上では 10%有意水準以下の有意差は認められない．電動アシスト有については明

瞭な傾向は認められず，また母比率の差の検定によっても統計的な有意差は認められない結果となった．利用

可能な割合は，全年代においては 15%～20%，60 歳代以上においては 10%～15%であり，原付・自動二輪より

は利用可能な割合は高い一方で，自家用車に対しては低い．また全年代に対して 60 歳代以上において低い傾

向を示し，この点は自家用車，原付・自動二輪とは異なる傾向であり，利用に際し身体活動を伴う，自転車特

有の傾向を反映している可能性が示唆される． 

以上を踏まえると，各交通具の利用可能性と実験への反応については，若干の傾向は示唆されるものの，そ

の傾向はやや限定的であるものと捉えられる． 
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表 7-9 2020年度実験における登録者・非登録者の交通具利用可能性 
 全年代 60歳代以上 

実験登録なし 実験登録あり 実験登録なし 実験登録あり 
自家用車 
 利用可能 747 54.6% 203 50.1% 352 53.6% 114 44.9% 
 利用不可能 621 45.4% 202 49.9% 305 46.4% 140 55.1% 
 不明 72 - 11 - 43 - 8 - 
         
原付・自動二輪 
 利用可能 121 9.9% 28 7.7% 53 9.4% 14 6.4% 
 利用不可能 1098 90.1% 338 92.3% 508 90.6% 206 93.6% 
 不明 221 - 50 - 139 - 42 - 
         
自転車（電動アシスト無） 
 利用可能 233 18.9% 48 13.3% 57 10.3% 21 9.6% 
 利用不可能 998 81.1% 314 86.7% 496 89.7% 198 90.4% 
 不明 209 - 54 - 147 - 43 - 
         
自転車（電動アシスト有） 
 利用可能 261 21.1% 77 21.5% 81 14.4% 27 12.7% 
 利用不可能 978 78.9% 281 78.5% 481 85.6% 186 87.3% 
 不明 210 - 58 - 138 - 49 - 
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7.5.3. 実証実験反応メカニズムの構成要素としての居住地特性 
 前節に示した個人属性に加えて，トリップ起終点を含むトリップ特性が，個人の移動における課題と実験へ

の反応を構成するものと考えられる．トリップ起終点を含むトリップ特性を構成する主要な条件として，自宅

の位置によって定義される，居住地特性が考えられる．富岡西地区においては，第 5章に示すように，地区で

も鉄道駅，路線バス停留所までの距離を中心とする公共交通利便性や，都市施設までの距離，地形条件など，

居住地特性が多様であるといえる．そこで本項では，登録者や利用者の居住地特性に着目し，実験反応メカニ

ズムの構成要素に関する示唆を得ることとする．なお，各年度実験の登録者について，居住地が住所レベルの

空間的分解能で捕捉されているが，個人情報保護の観点から，各集計においては 1/10 メッシュ（100m 四方）

ごとのカウントとしている． 

 2018年度実験の登録者について，登録者の居住地を図 7-15に示す．メッシュあたりの登録人数は最小 0名

から最大 9名であり，平均は 0.66名，その分布は図 7-21に示す通りである．登録者を有しないメッシュが卓

越する一方，メッシュあたり 9名の登録者を有するメッシュが 2箇所存在するように，このほか，複数名の登

録者を有するメッシュが存在することが確認される．登録者 9名を有するメッシュは隣接しており，いずれも

富岡西 3 丁目内，本実験における「ナイスステージ上」乗降地点付近のメッシュであることが明らかとなる．

当該メッシュに隣接するメッシュにも，実験路線に沿って複数の登録者を有するメッシュの存在が確認される． 

また利用者について居住地分布は図 7-16に示す通りである．メッシュあたりの人数は最小 0名から最大 4名

であり，平均は 0.25名，その分布は図 7-22に示す通りである．登録者の居住地分布と類似の傾向を示すと捉

えられる一方，その傾向がより強調されているとも捉えられる． 

 2019年度実験の登録者について，登録者の居住地を図 7-17に示す．メッシュあたりの登録人数は最小 0名

から最大 13名であり，平均は 1.32名，その分布は図 7-23に示す通りである．登録者を有しないメッシュが

卓越する一方，2018年度実験同様，実験路線に沿って複数の登録者を有するメッシュの存在が確認される．利

用者に限定した場合，その居住地分布は図 7-18に示す通りである．メッシュあたり人数は最小 0名から最大

8名であり，平均は 0.54名，その分布は図 7-24に示す通りである．登録者の居住者分布と利用者の居住者分

布は概ね類似の傾向を示すものと捉えられる． 

 2020年度実験の登録者について，登録者の居住地を図 7-19に示す．メッシュあたりの登録人数は最小 0名

から最大 67名である．ただし，上位 2位は 32名であり，最大値 67は突出して高い値と言える．平均は 7.01

名であり，分布は図 7-25の通りである．2018年度，2019年度同様に実験路線に沿って複数の登録者を有する

メッシュの存在が確認される一方，その周囲にも登録者が確認される．2020年度実験では居住地分布にも示す

ようにオンデマンド型サービスも同時期に利用可能な実証実験となっており，オンデマンド型サービスの乗降

地点周囲においても一定の登録が行われたことを反映しているものと考えられる．利用者に限定した場合，居

住地分布は図 7-20に示す通りである．メッシュあたり人数は最小 0名から最大 23名であり，平均は 2.71名，

分布は図 7-26に示す通りである．2018年度，2019年度同様，利用者の居住地分布については概ね登録者の居

住地分布に類似の傾向を示すと捉えられる一方，登録者の居住地分布に対して，実験路線に沿った領域におい

てやや高い傾向が協調されるようにも捉えられる． 
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図 7-15 2018年度実験における登録者居住地分布 

 

 
図 7-16 2018年度実験における利用者居住地分布 
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図 7-17 2019年度実験における登録者居住地分布 

 

 
図 7-18 2019年度実験における利用者居住地分布 
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図 7-19 2020年度実験における登録者居住地分布 

 

 
図 7-20 2020年度実験における利用者居住地分布 
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図 7-21 2018年度実験におけるメッシュあたり登録者数の分布 

 

 
図 7-22 2018年度実験におけるメッシュあたり利用者数の分布 

 

 
図 7-23 2019年度実験におけるメッシュあたり登録者数の分布 
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図 7-24 2019年度実験におけるメッシュあたり利用者数の分布 

 

 
図 7-25 2020年度実験におけるメッシュあたり登録者数の分布 

 

 
図 7-26 2020年度実験におけるメッシュあたり利用者数の分布 
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 本項において先に示す居住地特性に鑑みると，実験への反応を構成する要因の一つとして，実験路線までの

距離が挙げられるものと考えられる． 

このほか，居住地に関する特性として第 5章に富岡西地区の概況を示したように，地形条件および既存公共

交通へのアクセス性が考えられる．地形条件については，富岡地区内において居住地によって 40m 以上の高

低差があり，居住地によって大きく異なると言える．地形条件は第 6章において交通手段選択への影響が明ら

かになったように，居住者の交通行動に影響を与えうる要因といえる．また，各回実験における登録者，利用

者の居住地分布を明らかにした際に，特に 2018年度実験，2019年度実験において多くの登録，利用が確認さ

れた，富岡西 3丁目「ナイスステージ」周辺や，その周囲の実験路線沿線は，富岡西地区内においても特に標

高の高い地区であり，実験路線までの距離に加えて，影響が考えられる． 

また，本実験における輸送サービスのうち，特に中心的なサービスである路線定期型サービスは，時刻，経

路（2018年度，2019年度においては乗降地点，2020年度においては路線）が定まった運行形態であり，運賃

が無償である点および車両の違いを除いては路線バスに類似したサービスといえる．この点に鑑みると，既存

の公共交通機関である鉄道，路線バスまでの距離も，実験への居住者の反応に影響する可能性が考えられる． 

以上の論点から，居住地特性として実験路線までの距離，地形条件，公共交通利便性が挙げられると考えら

れ，以下の通り算出を行う． 

実験路線までの距離については，各メッシュの重心からの最短経路距離を GIS上で算出する．道路ネットワ

ークには Esri社による道路網神奈川県版を用いる．実験路線について，2018年度，2019年度については最寄

の乗降地点までの距離を算出する．2020年度については，路線定期型サービスでは経路上の任意の地点で乗降

可能とするフリー乗降制を採用したこと，およびオンデマンド型サービスも実験されたことから，メッシュ重

心より路線定期型サービスの路線までの最短経路距離および最寄のオンデマンド型サービス乗降地点までの

距離の双方を算出し，そのうち小さい値を，当該メッシュにおける実験路線までの距離と定義した． 

地形条件については，第 5章に示す地形条件の基盤データ（基盤地図情報標高 5mメッシュをもとに作成し

たサーフェス TINデータ：図 7-27）をもとに，各メッシュの平均傾斜度を GIS上で算出し，当該メッシュの

地形条件を表す指標としている．なお，地形条件を示す指標として標高なども考えられるが，第 6章 6.2節に

整理する既往の地形条件表現指標に鑑み，傾斜度を用いることとしている． 

公共交通利便性指標については，第 5章に示す，国土技術政策総合研究所が示すアクセシビリティ指標にお

ける「指標 A」(76)を本分析においても採用することとする．第 5章における当該指標の算出は，本項におけ

る算出メッシュと同一のものを採用していることから，第 5章における算出結果を，当該メッシュの指標とし

て用いることとする． 
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図 7-27 富岡西地区の地形（5mメッシュ DEM）（再掲） 

 

 
図 7-28 富岡西地区の公共交通利便性指標（国総研 T値）（再掲） 
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 以上 3点の指標を，2018年度，2019年度，2020年度の各年度について，メッシュあたりの登録者数および

メッシュあたりの利用者数別に算出した結果を以下に示す．なお，図 7-21 から図 7-26 に示す各人数の分布

に鑑み，メッシュあたり人数を「0人」「1人以上 5人未満（1to4）」「5人以上（Over5）」の 3カテゴリに分類

している． 

 実験路線までの距離について，メッシュあたり登録者数との関係を図 7-29に，メッシュあたり利用者数と

の関係を図 7-30にそれぞれ示す．四分位範囲を示す箱に着目すると，登録者数，利用者数のいずれの観点で

も，すべての実験実施年度において，距離が短いメッシュほど反応人数が多い傾向が確認される．特に登録者

については第二四分位数（中央値）についても同様の傾向が示され，居住者の反応を構成する要因として，実

験路線までの距離が強く示唆されるものと考えられる． 

 続いて，地形条件との関係について，メッシュ平均傾斜度とメッシュあたり登録者数との関係を図 7-31に，

メッシュあたり利用者数との関係を図 7-32にそれぞれ示す．登録者数との関係について，2018年度において

は箱の範囲および第二四分位数のいずれの観点からも，平均傾斜度の大きいメッシュにおいて登録者数が多い

傾向が明瞭に確認される．一方，2019年度においては箱の範囲についてはややその傾向はみられるものの第二

四分位数については傾向が確認されず，2020年度について傾向が確認されない．また利用者数との関係につい

て，登録者数との関係と同様に 2018年度においては明瞭な関係が確認される一方，2019年度，2020年度にお

いては限定的であり，第二四分位数に着目した際に，ややその傾向が示唆されるにとどまる．以上に鑑みると，

地形条件については，居住者の反応を構成する要因として，明瞭な関係は限定的である一方，その関係が示唆

されるものと捉えられる． 

最後に，公共交通利便性について国土技術政策総合研究所が示すアクセシビリティ指標における「指標 A」

の T値(76)と，メッシュあたり登録者数との関係を図 7-33に，メッシュあたり利用者数との関係を図 7-34に

それぞれ示す．当該指標は鉄道，路線バスへのアクセス時間と期待待ち時間の和によって，期待アクセス時間

を指標化したものであり，値が小さいほど利便性が高いことを示す設計となっている．登録者数については，

必ずしも完全な正の相関関係とは断定できないものの，2019年度登録者の傾向に代表されるように，T値が大

きい，つまり既存の公共交通機関への期待アクセス時間が長いほど，メッシュあたり登録者数が多い傾向が示

唆される．利用者数については，傾向がより明瞭でなくなる一方，第二四分位数に着目すると，やや類似の傾

向が示唆されるが，断定は困難と捉えられる． 

以上のように，居住地特性について，実験路線への距離，地形条件，公共交通利便性の観点から，実験への

反応の関係に関する示唆が得られた． 
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図 7-29 メッシュあたり登録者数と実験路線までの距離（単位：m） 

 

 

図 7-30 メッシュあたり利用者数と実験路線までの距離（単位：m） 

 



118 

 
図 7-31 メッシュあたり登録者数と居住地の平均傾斜度（単位：度） 

 

 
図 7-32 メッシュあたり利用者数と居住地の平均傾斜度（単位：度） 
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図 7-33 メッシュあたり登録者数と公共交通利便性（国総研 T値 単位：分） 

 

 

図 7-34 メッシュあたり利用者数と公共交通利便性（国総研 T値 単位：分） 
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7.5.4. 実証実験における代替元交通手段 

 各回の実験では，日常は他の手段で行われているトリップが当該実験でのサービスによって代替される，あ

るいはサービスが新たなトリップ需要を誘発し，これまで発生していなかったトリップを発生させる，2つの

観点での行動への影響が考えられる．各回の実験が期間を定めたものであること，また事後調査との組合せに

よって比較的明確に変化を補足可能であることに鑑み，本分析では実証実験による利用交通手段の変化に着目

し，2020年度実験における利用者の利用動態を明らかにする． 

 2020年度は実験後に質問紙による事後調査を実施している．ここでは実験登録時の個人 IDを取得すること

で登録者の同定を行っている．事後調査は 2020年度無償実験期間，有償実験期間が共に終了したのちの，2021

年 3月に，メールアドレスが取得されている登録者についてはウェブフォームにて，それ以外の登録者につい

ては郵送配付，郵送回収方式の質問紙によってそれぞれ実施された．郵送配付，郵送回収方式では，同年 3月

3日より郵送を開始し，3月 12日を回答期日とした．その結果，富岡西地区居住者より，ウェブフォーム経由

で 90名より，質問紙形式で 112名の計 202名より回答が得られた． 

 調査項目は個人属性のほかにサービスへの満足度や代替元交通手段などについて，路線定期型サービス，オ

ンデマンド型サービスのそれぞれを対象に設問が設定された．すべての調査項目は付録図 7～付録図 10に記

載の調査票に示す通りである． 

 本項では，利用が行われた登録者について，利用目的および代替元の交通手段を明らかにすることで，後述

する反応メカニズムにおける考察の基盤とする． 

 代替元の交通手段について，路線定期型サービスの代替元手段は各票 1手段が回答されている．図 7-35に

示すように徒歩からの代替が卓越し，不明票を除いた場合の構成比において 48.7%を占めている．続いて路線

バスからの代替が 27.4%，タクシーの代替が 16.2%となっている．上位 2手段で 76.1%，上位 3手段で 92.3%

を占めるのに対して，自家用車からの代替は 5.1%にとどまる． 

 オンデマンド型サービスの代替元手段については，各票で複数回答が回答されている．図 7-36に示すよう

に，路線定期型サービス同様，徒歩からの代替が卓越する結果となった．続いてタクシー，バスが卓越する点

については，順位が路線定期型サービスと異なる結果となった．運行時刻，路線が定められており，路線バス

に運行形態が近い路線定期型サービスと，任意地点ではないものの乗降地点と時刻を利用者が定めることの可

能な，タクシーに運行形態が近いオンデマンド型サービスの違いを示しているといえ，路線定期型サービスで

は徒歩に次いでバスが，オンデマンド型サービスでは徒歩に次いでタクシーが代替元手段となった点はこれと

矛盾しないものと捉えられる． 

 以上を踏まえると，本実験でのサービスは，徒歩の代替手段としての利用が卓越し，そのほかに路線バスや

タクシーの代替としてのトリップが確認される一方，これらに対して自家用車の代替としての機能は限定的で

あると解釈される．本実験のサービス提供範囲は主に京急富岡駅周辺および富岡西地区内の各住宅地であり，

日常的に徒歩，路線バス，タクシーによる移動が多くを占めるトリップに対して，新たな交通手段の選択肢と

して位置づけられたものと解釈できる． 
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図 7-35 2020年度実験における路線定期型サービスの代替元交通手段 

 

 
図 7-36 2020年度実験におけるオンデマンド型サービスの代替元交通手段 
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7.6. 実証実験への反応メカニズムと地形条件 

7.6.1. 実証実験への反応メカニズムに関する手法 

本章では 7.1 節に示すように，富岡西地区における実証実験への居住者の反応をもとに，斜面市街地での輸

送環境への介入を行った際の居住者の反応を構成するメカニズムを明らかにし，その過程を通じて，居住者に

よる実験への反応に対して地形条件が与える影響を明らかにすることを目的としている．7.5 節では当該節に

示すように，実験への反応メカニズムを構成する要素が示唆されていることから，これをもとに本節では，実

験への反応メカニズムを明らかにする． 

7.4節に示すように，2018年度，2019年度，2020年度の 3回実験のなかで，2018年度実験，2019年度実験

においては居住者における反応がやや限定的といえる一方，2020年度においては居住者の 8.11%による登録を

得るまでに至っている．また同じく 7.4節に示すように，2020年度実験においては，非登録者についても一定

の実験への認知が得られており，認知の観点でも実験への反応メカニズムを解明する対象として 2020 年度実

験が適切なものであると捉えられる．そこで本章では，2020年度実験（無償期間）を対象に，反応メカニズム

を明らかにする． 

近年，機械学習分野のデータマイニング手法の一つである決定木分析について，交通行動分析においても適

用例がみられるようになっている(98, 99)．一例として Xie et al.（2003）はサンフランシスコを対象とする従来

の多項ロジットモデルと決定木分析を用いて，手段選択メカニズムの説明における性能を比較している．その

結果，概ね同等の性能をもちつつ，より明解な解釈可能性をもたらすことを明らかにしている． 

 決定木分析は予め与えたサンプルのカテゴリ（なお，連続値を許容する）を説明するように，説明変数を用

いてサンプルを分類する．アルゴリズムの概要は後述するが，サンプルはなるべく特定のカテゴリに偏るよう

に分類される．説明変数にはカテゴリ値やダミー変数のような質的変数のほか，量的変数も許容され，両者の

混用も可能である．量的変数が用いられる場合は，サンプルを分類する木の生成時に分析結果として，ある閾

値が算出される．量的変数から分類上の閾値を算出できるこの過程が決定木分析における特徴の一つといえ，

地形条件を量的変数として投入した場合には，先に示す本章の目的を達するうえで，有用な手法となることが

考えられる．そこで本章において実験への反応メカニズムを明らかにする手法として，決定木分析を採用する

ことと定める． 

 決定木分析の対象サンプルは，2020 年度中間調査への回答者とし，このうち，2020 年度実験への登録有無

に関する回答が有効であること，および自らの判断での登録，利用が可能と想定される対象者として，15歳以

上であることを基準に設け，両条件を満たすサンプルと抽出する． 

このうち「非登録者」については，登録有無に関する回答で，登録を行っていないことを明示的に示してい

る回答者と定義する．登録者については，実験登録 ID も回答されており，利用状況との突合が可能な回答者

と定義する．そのうえで，路線定期型サービスまたはオンデマンド型サービスのいずれか一方を 1回以上利用

した実績が確認される登録者を「利用登録者」，登録は行われたものの利用実績が一度も確認されない登録者

を「非利用登録者」（登録のみ）と定義する．以上のように「非登録者」「非利用登録者」「利用登録者」の 3カ

テゴリにサンプルを分類，定義する．各カテゴリのサンプル数等は 7.6.3項に詳述することとする． 
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7.6.2. 反応メカニズムにおける説明変数の設定 

 7.5 節において，実証実験への反応メカニズムを構成する可能性が考えられる要素を対象に，非登録者，登

録者，一部要素については利用者，非利用者の観点を含めて特性の分析を行った． 

その結果，個人属性については年齢による影響が示唆されたが，さらに加齢による変化を構成する要素とし

て，内科系の科への通院状況，整骨院・整形外科への通院状況，無理なく歩くことのできる時間の 3 要素が，

登録者，非登録者について検証された．なかでも整骨院・整形外科への通院状況は登録との関係が強く示唆さ

れ，身体負荷を伴う移動に際して課題を抱える場合に実験への反応が強くみられる可能性が示唆されている．

類似して無理なく歩くことのできる時間についても一定の関係が示唆される一方，当該設問については回答の

偏りが否定できない結果であることも示されている．加えて健康状態については内科系の科への通院状況にお

いて，全年代では登録者，非登録者との間に有意差が認められる一方，年齢との相関による影響を受けている

可能性も否定できない． 

交通具の利用可能性については，自家用車，原付・自動二輪，自転車の利用可否との関係が登録者，非登録

者にについて検証され，全年代を対象とする場合，60歳代以上を対象とする場合での差異はあるものの，登録

者において各交通具を利用可能な割合が非登録者に対して低い傾向が示されている．特に，自家用車，自転車

の利用可否については，登録者，非登録者の間に統計的有意差が認められる場合があり，反応への影響が示唆

される結果となった． 

居住地特性については，実験路線までの距離，地形条件，公共交通利便性の観点で非登録者，登録者，利用

者の観点で，2018年度，2019年度，2020年度の 3回実験を対象に検証された．その結果，実験路線までの距

離については実験への反応を構成する要素として強く関係する可能性が示唆された．また，地形条件および公

共交通利便性についても，実験路線までの距離よりは限定的であるものの，実験への反応との関係が示唆され

る結果となった． 
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7.6.3. 反応メカニズムを説明する決定木と解釈 

 本章の決定木分析においては，7.6.2項の整理に基づき，説明変数を定める． 

個人属性として 7.6.2 項の整理では，年齢，内科系の科への通院，整骨院・整形外科への通院，無理なく歩

くことのできる時間が挙げられた．年齢については反応との関係が強く示唆されたが，年齢自体はメカニズム

を構成する要因ではなく，構成要因としては，年齢，内科系の科への通院，整骨院・整形外科への通院，無理

なく歩くことのできる時間ならびに各交通具の利用可能性が挙げられるとの整理を行った．そこで，変数間の

相関なども加味したうえで，本分析では年齢を説明変数には含めず，内科系の科への通院有無，整骨院・整形

外科への通院有無，20分以上無理なく歩くことの可否を健康状態・運動機能を示す個人属性として採用するこ

ととした．交通具の利用可能性については 7.6.2 項を踏襲し，自家用車，原付・自動二輪，自転車の利用可否

を採用している．なお，各交通具の利用可能性については， 7.6.2 項にも示す，2020 年度中間調査における．

各交通具の保有・利用可否についての項目での回答をもとに，利用可能である状態をそれぞれ以下のように定

義する． 

l 自家用車：保有・利用可能性が「可」と回答したうえで，本人が運転免許保有者であると回答した場合 

l 原付・自動二輪：保有・利用可能性が「可」であると回答した場合 

l 自転車：自転車（電動アシスト無），自転車（電動アシスト有）のいずれか一方の保有・利用可能性が

「可」であると回答した場合 

 居住地の属性については，7.6.2項にもとづき，居住地・京急富岡駅間の最短経路距離，居住地・最寄路線バ

ス停留所間の最短経路距離，居住地・最寄実験サービス地点間の最短経路距離，居住地を含む区画の平均傾斜

度を採用する．居住地・最寄実験サービス地点間の最短経路距離および居住地を含む区画の平均傾斜度につい

ては，7.5.3項での算出結果を踏襲する．既存公共交通の利便性について 7.5.3項では，鉄道の利便性と路線バ

スの利便性を統合した指標を採用していたが，決定木分析においては反応メカニズムにおける両者の違いも明

らかにするため，居住地・京急富岡駅間の最短経路距離，居住地・最寄路線バス停留所間の最短経路距離に変

数を分割して設定する．なお，鉄道駅，最寄バス停までの距離については地点情報として，5.7 節においても

用いた，国土数値情報 鉄道第 2.3版(73)およびバス停留所第 2.0版(75)を用いている． 

 個人属性および居住地属性に関する以上の変数に性別の変数を追加し，決定木分析における説明変数として

表 7-10に示す 11変数を設定した． 

 被説明側のサンプル分類については 7.6.1項に示す定義のもとに「非登録者」「非利用登録者」「利用登録者」

の 3分類を定める．表 7-10に示す 11変数がいずれも有効な対象サンプルとして，合計 1118サンプルが抽出

され，このうち上記の 3分類に明確に定義づけられるサンプルとして 969サンプルが抽出された．分類別のサ

ンプル数は表 7-11 に示すように，非登録者が 84.0%を占める構成比となっている．この場合，決定木分析に

おいては非登録者の説明に偏った分析となる懸念がある．そこで非登録者 814サンプルより，利用登録者のサ

ンプルと同数の 104サンプルをランダム抽出し，計 259サンプルを決定木分析の対象として定めた．なお，必

要サンプル数確保の観点ならびに非利用登録者，利用登録者はともに登録者として，解釈上，完全には独立で

ない分類と捉えられることから，非利用登録者 51 サンプルに他の分類のサンプルを合わせる処理は行わない

ものとする．ここで，7.4節に示すように，2020年度実験における富岡西地区居住者の登録者数は 1332名，う

ち利用登録者数は 520名，非利用登録者数は 812名，このうち，15歳以上の登録者数については 1276名，利

用登録者数は 501名，非利用登録者数は 775名である．決定木分析の対象サンプルについては，利用登録者の

20.8%，非利用登録者の 6.6%を説明することとなる．  
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表 7-10 決定木分析における説明変数と基本統計量 
変数 変数名 略称 データ型 基本統計量 
性別 Female 性別 2値 T（女性） 142 
    F（男性） 117 
内科系の科への通院 MedInt 内科通院 2値 T（あり） 114 
    F（なし） 145 
整骨院・整形外科への通院 MedOst 整骨院通院 2値 T（あり） 207 
    F（なし） 52 
20分以上無理なく歩行可能 Walkable 歩行可能性 2値 T（可能） 230 
    F（不可能） 29 
自家用車利用可否 Car 自家用車可否 2値 T（可能） 121 
    F（不可能） 138 
原付・自動二輪利用可否 Moped 二輪可否 2値 T（可能） 19 
    F（不可能） 240 
自転車利用可否 Bike 自転車可否 2値 T（可能） 78 
    F（不可能） 181 
居住地・京急富岡駅間の最短経路距離 STNdist 鉄道駅距離 連続値 最大値 1931 
    最小値 142 
    平均値 1143 
    標準偏差 385 
居住地・最寄路線バス停留所間の最短経路距離 BUSdist バス停距離 連続値 最大値 774 
    最小値 60 
    平均値 283 
    標準偏差 136 
居住地・最寄実験サービス地点間の最短経路距離 Dist サービス距離 連続値 最大値 527 
    最小値 0 
    平均値 80 
    標準偏差 74 
居住地を含む区画の平均傾斜度 AveSlope 傾斜度 連続値 最大値 63.6 
    最小値 4.7 
    平均値 18.9 
    標準偏差 12.2 

 

表 7-11 決定木分析におけるサンプルの分類 
サンプル分類 登録 利用 決定木分析上の表記 有効サンプル数 調整後サンプル数 
非登録者 ― ― N 814 104 
非利用登録者 ○ ― R 51 51 
利用登録者 ○ ○ U 104 104 
計   - 969 259 
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 決定木分析に際しては R言語を用い，rpartライブラリを用いた決定木分析分析および partykitライブラリを

用いた可視化を行う．決定木分析のアルゴリズムとして CART 法，CHAID 法などが存在するが，比較的一般

的に普及し，かつ本章の分析では，分類の詳細なメカニズムに着目することから，木の成長が抑制的でないア

ルゴリズムとして本分析では CART（Classification and Regression Trees）法を採用する． 

 CART法ではジニ係数を用いた木の成長が行われる．ノード𝑡におけるジニ係数𝐺(𝑡)は，以下の式で算出され

う．ここで，𝑝(𝑡)は目的変数が 2項（0/1）である場合にノードにおいて「1」が観測される頻度を示す． 

𝐺(𝑡) = 1 − 𝑝(𝑡)2 − (1 − 𝑝(𝑡))2 

 親ノード Pを子ノード Lおよび Rに分割した場合の改善𝐼(𝑃)は以下によって算出される．ここで，qは子ノ

ード Lへ分割されるケースの割合を示す(100)． 

𝑃(𝐼) = 𝐺(𝑃) − 𝑞𝐺(𝐿) − (1 − 𝑞)𝐺(𝑅) 

 以上のように，ノードの分割による改善をジニ係数によって定義したうえで，最もサンプルを分類可能な木

の成長を行う手法である． 

 得られた決定木を図 7-37に示す．この決定木による的中率は表 7-12に示すように全体で 62.6%であり，3

肢の分類における的中率としては一定の説明力を有しているものと考えられる．ただし同表に示すように，非

登録者および利用登録者については 69.5%～76.2%の高い説明力が得られている一方，非利用登録者について

は 21.2%と低い結果となっており，サンプル数の偏りによる可能性が考えられる． 

 決定木分析においては，外れ値となるサンプルを含めて分類を行い，用いたサンプル以外へ予測性能が下が

る「過学習」を生じやすいことが知られている．この課題への対応として，末端の木をまとめ上げる「剪定」

が行われる場合がある．本章の分析では，富岡西地区居住者の反応メカニズムを明らかにすることを目的に，

分類木として決定木分析を行う．そのため，用いるサンプル以外への予測性能を強く期待するものではなく，

剪定による，決定木の一般性向上のプロセスが重視されるものではないと考えられ，後の解釈，考察は主に未

剪定の決定木を対象に行うが，参考として剪定を行った結果を示す． 

 決定木の剪定手法は複数提案されているが，その一つとして CP（Complexity Parameter：木の複雑度）を用

いた手法が挙げられる． 

 剪定結果として適切な木は，サンプルに対する学習のコストが最も低いものとされ，誤分類比率が最小とな

る木から，1標準偏差以内の木を選択することが望ましいとされる(100)． 

 図 7-37 に示す決定木に対して CP を算出すると図 7-39 の通りとなり，誤分類比率が，誤分類比率の最小

値に標準偏差を足した値を初めて下回るときの CP は 0.033 であることが示される．そこで図 7-37 の決定木

を CP=0.033で剪定した結果を図 7-38に示す．剪定を行った際の的中率は表 7-12の右列に示す通りであり，

剪定前に対して低い値を示すことがわかる．これは決定木の一般性を高めるプロセスにおいて自然な結果であ

ると捉えられる．ただしこの結果，同表に示すように，非利用登録者の的中率が大きく損なわれている点につ

いては，剪定結果としては理解されるものだが，課題の残る結果と捉えられる． 
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図 7-37 2020年度実験への登録・利用に関する決定木 

 

 
図 7-38 2020年度実験への登録・利用に関する決定木（剪定後） 
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図 7-39 決定木の剪定基準となる Complexity Parameter 

 

表 7-12 構築された決定木の的中率 

カテゴリ サンプル数 剪定なし 剪定あり 
的中数 的中率 的中数 的中率 

非登録者 104 71 69.5% 60 57.7% 
非利用登録者 51 11 21.2% 0 0.0% 
利用登録者 104 80 76.2% 81 77.9% 

計 259 164 62.6% 141 54.4% 

 

表 7-13 決定木における変数重要度 

変数名 変数内容略称（表 7-10参照） 剪定なし 剪定あり 
順位 重要度 順位 重要度 

STNdist 鉄道駅距離 1 27 1 37 
Dist サービス距離 2 19 3 21 
BUSdist バス停距離 3 17 5 3 
AveSlope 傾斜度 4 16 4 11 
MedOst 整骨院通院 5 11 2 28 
Car 自動車可否 6 5 - - 
Female 性別 7 2 - - 
MedInt 内科通院 7 2 - - 
Bike 自転車可否 9 1 - - 

 

 以上のように得られた決定木について，以降，結果の解釈を行う． 

得られた決定木では，表 7-13に示すように変数重要度が算出されている．重要度の高い順に，鉄道駅距離，

サービス距離，バス停距離，傾斜度，整骨院通院，自動車可否，性別，内科通院，自転車可否となっている．

ただし，重要度が 2以下である性別，内科通院，自転車可否の 3変数については図 7-37に示す決定木には発

現していない．さらに二輪可否，歩行可能性については表 7-13に示すように変数重要度の算出結果にも発現

せず，実験への反応メカニズムを構成する要素としては影響が認められなかった．なお，二輪可否，歩行可能

性については表 7-10に示すように，対象サンプルにおける偏りが大きいことがその要因である可能性が考え

られる．表 7-13 は併せて，木の剪定を行った場合の変数重要度を示しており，鉄道駅距離，サービス距離，

バス停距離，傾斜度，整骨院通院のみが変数重要度の対象となっている． 
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以上の 5変数は木の剪定を行わなかった場合の変数重要度上位 5変数と一致することから，居住者の実験へ

の反応メカニズムを形成する要因として，特に重要な変数であることが示されたといえる．そこで以降，得ら

れた決定木に対して以上 5変数に着目して，木の剪定を行わない決定木における変数重要度が高い順に，結果

の解釈を行う． 

着目する 5 変数について，分析の閾値および分岐後のサンプル 3 分類の内訳は表 7-14 に示す通りであり，

以降の考察は同表の結果に基づいて行う．なお，表 7-14 の閾値および分岐構造については，図 7-37 に示す

決定木と併せて解釈する必要がある． 

 

＜鉄道駅距離𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡＞ 

鉄道駅距離𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡については，決定木において 3回の分岐点として発現している．ただしうち 2回の分岐に

ついては連続して発現しており，2分岐ずつの分類を行う CART法においては，分析上は 3分岐が 1回，2分

岐が 1 回の計 2 分岐と捉えることができる．1 つめの分岐では， 0 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 513.5， 513.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 <

722.5， 722.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0に分類される．0 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 513.5のノードでは利用登録者が卓越し，非

利用登録者と利用登録者を合わせた登録者が占める割合（以下，登録者割合）は 80.0%である．これに対して

513.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 722.5では非登録者が卓越し，登録者割合は 25.0%と，0 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 513.5のノードに対し

て低い値を示す．722.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0では転じて利用登録者が卓越する一方で非登録者も見られており，

登録者割合は 61.6%である．なお，722.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0については，次に示す 2 つ目の分岐において，

さらに分割が行われる．このように，京急富岡駅に比較的近い0 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 513.5では強い反応がみられ，対

して513.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 722.5では相対的に反応が低い傾向にある．両ノードは他の説明変数を伴わずに分類さ

れていることから，他の変数による更なるメカニズムの解釈の対象とはならない．ここで，両ノードの空間的

特性として，実験路線および路線バスとの空間的関係が考えられる．京急富岡駅最寄りのバス停は京急富岡駅

およびその周辺の商店街より 100m以上離れている．0 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 513.5においては，バス停までの距離，バ

スに乗車した場合の乗車時間，バス停からの距離などを勘案すると，京急富岡駅や商店街をはじめとするその

周辺の都市施設へのアクセスにおいては，バスの効用は低く，徒歩によって行われることが多いものと考えら

れる．実際，第 6章に示す京急富岡駅からの帰宅トリップにおける分担率では，0m～500mの領域での徒歩分

担率は 89.6%を占めている．このように既存のバス路線におけるバス停配置との関係で効用が必ずしも高くな

いなかで，路線上の任意の地点で乗降が可能であり，かつ商店街を通り，京急富岡駅前まで到達が可能な本実

験の効用が居住者に認められ，徒歩の代替手段として利用された可能性があると解釈される．これに対して

513.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 722.5の領域においては，7.2節に示すように，富岡西 7丁目の一部地域のように，実験路

線までの距離は必ずしも短くない一方で既存の路線バス網（図 5-13）が比較的近接している地区が存在する．

このような場合に既存の公共交通の効用が高く，反応が高くみられなかった可能性が考えられる．この傾向は

後述するバス停距離𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡の説明変数についての解釈とも齟齬がないものである．ただし先述のように当該

2 つのノードについては鉄道駅距離𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡のみで分類されたノードであり，決定木のみを用いての他の変数

に関する解釈は困難といえる． 

2 つ目の分岐では， 722.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 1241.5， 1241.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0の 2 分岐となる．722.5 ≤

𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 1241.5は利用登録者が最も多いノードであるが，非登録者との差は限定的といえる．なお，登録者

割合は 60.3%である．これに対して1241.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0では登録者割合は 81.6%であり，鉄道駅距離が

遠距離となった場合に登録される割合は増加する一方，登録したものの利用が行われない割合も増加している
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ことが分かる．なお，図 7-37の決定木に示すように鉄道駅距離が 1241.5m以上となる場合の反応は，さらに

後述するバス停距離などによっても分割され，単に鉄道駅距離が長いことのみが反応を定義づけるものでは点

に留意を要する． 

以上のように，鉄道駅距離は反応を示す変数として重要な役割を担っているが，その解釈においては他の変

数による影響を同時に考慮した，さらなるメカニズムへの考察が求められるものと考えられる． 

 

＜サービス距離𝐷𝑖𝑠𝑡＞ 

サービス距離（実験路線・乗降地点までの距離）𝐷𝑖𝑠𝑡については，決定木において 2回の分岐点として発現

している．1つめの分岐では，0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 129.0， 129.0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0の 2分岐となる．0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 129.0の

ノードでは利用登録者が卓越し，登録者割合は 65.0%である．これに対して129.0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0のノードで

は非登録者が卓越し，登録者割合は 33.3%である．これは，サービス距離が短い場合に実験への反応が得られ

やすいことを意味し，7.5.3項に示す居住地特性の傾向とも矛盾しない結果であるといえる．他の変数を含めた

決定木分析によってその傾向が検証されたほか，閾値として 129.0mが示される結果となった． 

2 つ目の分岐では 0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 28.5， 28.5 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 129.0の 2 分岐となり，閾値は 28.5m である．ただし，

本分析では 3～4 区画程度の領域を一つの調査区画として設計していることから，1 つの区画の辺長を下回る

程度の値については系統誤差の一つと捉えられ，これ以上の考察の対象とはしないこととする． 

 

＜バス停距離𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡＞ 

バス停距離𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡については，決定木において 3回の分岐点として発現している．1つめの分岐では， 0 ≤

𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 337.0， 337.0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0の 2分岐となる．0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 337.0のノードでは非登録者が卓

越し，登録者割合は 24.0%である．これに対して337.0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0のノードでは利用者が最も多く，登

録者割合は 61.5%である．また 0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 271.5， 271.5 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0での分割も発現している．0 ≤

𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 271.5では非利用登録者が卓越するが続いて非登録者が確認され，登録者割合は 63.2%である．これ

に対して271.5 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0では利用登録者が卓越し，非登録者は確認されず登録者割合は 100.0%であ

る．両分割において，バス停距離が短い場合に対して長い場合に実験への反応が得られやすいことが示される．

決定木に示されるようにバス停距離による分割はいずれも0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 129.0の分岐のなかで行われており，既

存公共交通としての路線バスへのアクセスに課題のある一方で，それを改善する手段として実験路線が存立し

うる場合に実験への反応が得られやすいことを示していると捉えられる．その閾値として 271.5m および

337.0mが算出されており，バス停距離約 300mに反応の閾値が存在するものと捉えられる．土木学会によるバ

スサービスハンドブックでは，一般的な人が抵抗を感じないバス停までの距離を 300mとしており，本分析に

よる結果はこれと齟齬がないものといえる(83)．3 つ目の分岐では上記 2 点の分岐と異なる傾向が認められる

が，当該分岐は先に示した，重要度の高い 5変数に含まれない「自動車可否」での分岐の下位にある分岐であ

り，分岐としての重要度も相対的に下がるものと考えられる． 

 

＜傾斜度𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒＞ 

傾斜度𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒については，決定木において 2回の分岐点として発現しているが，両分岐は連続しているこ

とから，分析上は 1回の 3分岐として捉えることができる． 0 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 9.35， 9.35 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 12.15， 

12.15 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 63.6の 3分岐となる．0 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 9.35においては，非利用登録者のサンプルが相対的
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には多く観測されるが，明確に分割されているとは言い難い結果である．これに対して9.35 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 <

12.15のノードにおいては非登録者が卓越し，12.15 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 63.6のノードにおいては利用者が卓越する

ことが示される．また登録者割合の観点からも，9.35 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 12.15においては 36.8%であるのに対し，

12.15 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 63.6では 67.9%であり，傾斜度 12.15度は反応を分類するうえで有効な閾値であると捉え

られる．なお， 0 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 9.35および9.35 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 12.15のノードを統合した場合でも，卓越する

層，登録者割合のいずれの観点からも先述の傾向は損なわれないものと解釈できる．以上より，居住地の平均

傾斜度が大きく，徒歩や自転車のように身体活動を伴う手段での移動において負荷がかかりやすい場合に実験

への反応がみられやすいものと考えられる．また，その閾値といて，傾斜度 12.15度が算出された．なお，第

5.5節において 5次メッシュ（約 250m四方）をもとに平均傾斜度を算出した際，平均傾斜度 10度以上となる

メッシュの分布は限定的であることが示されている．一方，本章の分析においてはより詳細な空間的単位での

算出を行っているため，居住地による地形条件の違いがより詳細に算出され，当該閾値が算出されたものと解

釈できる．また第 1章における斜面市街地の定義を参照すると，傾斜度 9.35度，12.15度はいずれも斜面市街

地として定義されうる領域であり，この点とも閾値は矛盾しないものといえる． 

 

＜整骨院通院𝑀𝑒𝑑𝑂𝑠𝑡＞ 

 整骨院通院𝑀𝑒𝑑𝑂𝑠𝑡については，決定木において 1 回の分岐点として発現している．整骨院通院は有無の 2

値であることから，通院有，通院無に分岐される．通院がある場合，非登録者は含まれず，非利用登録者また

は利用登録者のいずれかに分類され，なかでも利用登録者が卓越する．これに対して通院がない場合，非登録

者が卓越し，通院がある場合は 100.0%となる登録者割合も通院がない場合は 61.1%となることが示される．整

骨院への通院は，足腰の状態など，徒歩や自転車のように身体活動を伴う手段での移動のしやすさを示す指標

として位置付けており，通院がある，つまり身体活動を伴う手段での移動のしやすさに課題を抱え得る層にお

いて実験への反応がみられやすいことが明瞭に示されたものと解釈できる． 

 

＜自動車可否𝐶𝑎𝑟＞ 

 自動車可否𝐶𝑎𝑟については先に示す変数重要度の解釈において重要な変数とは位置づけられないが，決定木

には発現している．自動車が利用可能である場合に，利用不可能である場合と比較して実験への反応が強くみ

られる傾向が確認される．自家用車が利用可能である層において，実験への反応が強くみられる結果となった．

個人の移動可能性が高く，比較的活動的な層による反応が得られたとの解釈も可能だが，7.5.4項に示すように

本実験利用者の代替元交通手段としては，徒歩，路線バス，タクシーが卓越し，自家用車からの代替はこれら

に対して限定的である点とは，論理上の一致を必ずしもみるものではないと捉えられる．なお，本変数につい

ては，変数重要度が先の 5変数に対して低く，剪定を行った場合には有効な変数として発現してないことに鑑

みると，機械学習における過学習の可能性は否めないといえる． 
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表 7-14 決定木における重要度の高い変数によるサンプルの分割と閾値 

変数・条件 判定 登録者 
割合 

分割後サンプル数 
N 

非登録者 
R 

非利用登録者 
U 

利用登録者 
鉄道駅距離（STNdist [meter]）      
 分岐 1-1 0 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 513.5 U 80.0% 3 1 11 
 513.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 722.5 N 25.0% 15 1 4 
 722.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 U 61.6% 86 49 89 
       
 分岐 1-2 722.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 < 1241.5 U 60.3% 27 13 28 
 1241.5 ≤ 𝑆𝑇𝑁𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0 R 81.6% 7 16 15 
       
サービス距離（Dist [meter]）      
 分岐 1-1 0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 129.0 U 65.0% 70 44 86 
 129.0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 ≤ 1931.0 N 33.3% 16 5 3 
       
 分岐 1-2 0 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 28.5 N 25.0% 9 1 2 
 28.5 ≤ 𝐷𝑖𝑠𝑡 < 129.0 U 67.9% 18 12 26 
       
バス停距離（BUSdist [meter]）      
 分岐 1-1 0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 337.0 N 24.0% 19 3 3 
 337.0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0 U 61.5% 5 1 7 
       
 分岐 2-1 0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 271.5 R 63.2% 7 8 4 
 271.5 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0 U 100.0% 0 8 11 
       
 分岐 3-1 0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 < 221.0 N 38.5% 8 2 3 
 221.0 ≤ 𝐵𝑈𝑆𝑑𝑖𝑠𝑡 ≤ 774.0 R 76.5% 4 7 6 
       
傾斜度（AveSlope [Degree]）      
 分岐 1-1 0 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 9.35 R 72.2% 5 7 6 
 9.35 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 12.15 N 36.8% 24 4 10 
 12.15 ≤ 𝐴𝑣𝑒𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 < 63.6 U 67.9% 34 29 43 
       
整骨院通院（MedOst）      
 分岐 1-1 TRUE（通院有） U 100.0% 0 8 11 
 FALSE（通院無） N 61.1% 63 40 59 
       
自動車可否（Car）      
 分岐 1-1 TRUE（利用可） U 76.9% 6 3 17 
 FALSE（利用不可） F 60.0% 12 9 9 
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7.7. 小括 

 以上のように本章では，大都市郊外部の斜面市街地として位置付けられる，横浜市富岡地区で実施された，

新たな乗合型輸送サービスの実証実験を対象に，居住者の反応（登録，利用）を構成するメカニズムを，決定

木分析を用いて明らかにした． 

 2020 年度実験の無償期間を対象に，2020 年度中間調査および実験での利用実績データをもとに，同実験を

認知している富岡西地区の居住者を，非登録者，非利用登録者，利用登録者に分類し，決定木分析の分類対象

とした．説明変数については，居住地特性として鉄道駅（京急富岡駅）までの距離，最寄バス停までの距離，

実験サービスまでの距離，居住地の傾斜度を GIS上での算出により設定した．個人属性として，性別のほかに，

交通具の利用可能性として自家用車の利用可能性，自転車の利用可能性，原付・自動二輪の利用可能性を，加

齢等に伴う身体活動の容易さへの影響を示す変数として，内科系の科への通院状況，整骨院・整形外科への通

院状況，無理なく歩くことのことのできる時間（20分以上可否）を設定した． 

 以上の説明変数をもとに，非登録者，非利用登録者，利用登録者を分類する決定木を CART法によって求め

た．その結果および Complexity Parameterを用いた剪定の結果，鉄道駅距離，サービス距離，バス停距離，傾

斜度，整骨院通院が重要な変数であることが示された．自動車可否，性別，内科通院，自転車可否については

変数重要度の算出される一方で相対的に重要とされず，剪定した場合は対象外となるほか，原付・自動二輪利

用可否，歩行可能性の 2変数については変数重要度の算出対象ともならなかった．なお，これら 2変数につい

てはサンプルにおける偏りによる可能性も示唆される． 

 鉄道駅距離については，分類上最も重要な変数となったが，短距離では反応が高く，反応が低い距離帯を経

て，反応が高い距離帯がみられるなど，以降に示す他の変数による更なる分類が求められると考えられる結果

となった． 

サービス距離については，サービス距離が短い場合に反応が高いことが示され，その閾値が 129．0mである

ことが示された．バス停距離については，バス停距離が短い場合に実験への反応が低いことが示され，その閾

値が約 300mであることが示された．これらより，サービス距離が短い場合に実験への反応が得られやすい一

方で，既存の公共交通手段である路線バスまでのアクセスが良好である場合には，実験への反応が低下するメ

カニズムが存在すると解釈でき，これら関係は矛盾なく理解されるものと考えられる． 

 傾斜度については，居住地の傾斜度が大きい場合に反応が強く得られやすいことが示され，その閾値として

傾斜度 12.15度が示された．傾斜度 12.15度は第 1章の整理を踏まえると斜面市街地の定義に該当するといえ，

地形条件が斜面市街地における反応メカニズムの構成要因であることを示していると捉えられる．地形条件は，

徒歩や自転車利用時の身体負荷を増加させるために影響要因となるものといえ，これと関連して個人の健康状

態，運動機能も影響要因となる可能性がある．健康状態，運動機能に関する変数のうち，整骨院・整形外科へ

の通院状況は，通院がある場合に実験への反応が強くみられることを明確に示しており，地形条件同様，徒歩

や自転車利用時など，移動時に身体負荷を伴う手段を用いる際の負担が大きい場合に，実験への反応が強くみ

られるメカニズムが存在するとの解釈に繋がる結果であるといえる． 

 以上のように，斜面市街地における新たな輸送サービスの実験に対して，サービスまでのアクセス，既存公

共交通機関までのアクセスに加えて，移動における身体負荷を形成するといえる要素として地形条件，ならび

にその負担に関連する指標といえる，整骨院・整形外科への通院状況が，反応を形成する重要な要因であるこ

とが，上記のメカニズムと共に示された． 

 一方，自家用車の利用可能性は以上 5変数に対して限定的な影響であることが示された．代替元の交通手段
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の観点からも徒歩，路線バス，タクシーの代替手段として利用される傾向にあることが示され，自家用車から

の代替としての役割はこれに対して限定的であることが明らかになった．これらおよび本実験の登録者，利用

者が居住者全体に対して高齢寄りであることに鑑みると，大都市郊外部での移動の課題，とりわけ高齢者の移

動の課題については，自家用車中心に形成されてきた生活において自家用車の利用可能性が低下することに伴

う個人のモビリティ（移動の可能性）低下以上に，徒歩や自転車のような NMT（Non-Motorized Transport）及

び公共交通機関によって移動可能であった生活において，身体機能低下などによって負担が増加し，個人のモ

ビリティが低下するメカニズムを，課題の中心として捉える必要があることを示唆しているとも考えられる． 

 とりわけその生活の場が起伏を伴う斜面市街地である場合に，地形条件はその負担による影響をより強くさ

せ，個人のモビリティを低下させる要因になる可能性が強く示唆されたものと捉えられる． 
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8. 活動頻度および居住継続意向に対して地形条件が与える影響 
8.1. 本章の視点と構成 

 第 6章および第 7章においては，交通手段選択に主に着目し，個別の行動選択に対して地形条件が与える影

響が明らかとなった．交通行動，目的地，経路などの個別の交通行動選択については，非集計モデルの基盤に

ある考え方を用いて解釈すると，存在し，かつ選択者が利用可能と認知している選択肢の中から最も効用が高

いものが選択されることとなる． 

 ただし，目的地の選択肢がいずれも起点より離れている場合，選択可能な交通手段が乏しい，運賃や費用が

高額であるなどの理由で，最も効用の高い選択を行った場合でも，時間的負荷，金銭的負荷，身体的負荷を強

いる選択とならざるを得ないことが考えられる．選択肢群全体の望ましさに起因するといえるこの課題は，ア

クセシビリティの議論にも類するものと考えられるが，従来の選択問題の中で解法を得ようとした際には依然

として課題があるものと考えられる．地形条件については，徒歩や自転車利用の際に身体負荷を増大させるこ

ととなり，これに起因して選択肢群全体の望ましさが低下する可能性が考えられる． 

 このような場合，外出頻度や居住継続意向・転居意向，居住地選択など，個別の交通行動選択の先にある判

断，行動に対して影響を及ぼす可能性が考えられる．交通計画の策定においては，交通手段の選択など，個別

の交通行動の観点にたつ議論が中心的となるものと考えられるが，移動環境改善の必要性や施策が及ぼす影響

の範囲，またその便益評価などに関する論点をも考慮する場合には，外出頻度や居住継続を含めたこれら視点

への影響についても，十分に論じられている必要があるものと考えられる．特に，移動環境が単なる利便性へ

の影響に留まらず，地区や都市の形態，そこでの活動を左右するという見地に立つと，施策による地区や都市

への便益を評価する際に，これら中長期的な視点が重要となる可能性が考えられ，その根拠となる関係の解明

は重要な知見として位置づけられると考えられる． 

 このような視点にたった既往研究として，以下が挙げられる．アクセシビリティ指標のなかで地形条件を考

慮したものとして，喜多ら（2012）による提案が確認される(30)．ここでは，バス停アクセス時のアクセシビ

リティ評価において，佐藤ら（2006）による代謝的換算距離(26)を適用することで，バス停アクセスの負担を

組み込んだ新たな指標の提案を行っている．代謝的換算距離は第 2 章に示すようにリンクの勾配を変数とし

て，身体負荷の増加を距離の増大に換算するものである．バス停アクセスの評価において代謝的換算距離を適

用することで，地形条件を考慮することになると理解できる． 

 これとは別に，全ら（2016）は斜面市街地居住者の社会活動状況や転居意向について，斜面市街地では加齢

による社会活動の減少傾向がみられること，単身になった場合に転居意向がみられるようになること，後期高

齢者ほど加齢による負の影響を受けやすいこと，高齢者予備層の社会活動状況から，斜面市街地で日常生活を

送ることが肯定的な効果を与える可能性が示唆されることなどを明らかにしている(7)．加えて，金ら（2016）

は勾配や階段による歩行時の負荷が，空き地・空き家の発生に影響を及ぼすことを，移動時の消費カロリーを

もとに明らかにしている(10)． 

 富岡西地区を対象とする本研究の調査では，これら現象を同時に扱うことが可能であり，現象間の関係をよ

り詳細に明らかにすることが可能である．また，第 7章に示すように富岡西地区では新たな輸送サービスの実

証実験を通じて，地区の移動環境への介入を行っており，これによる変化も同時に捉えることで，影響をより

詳細に明らかにすることができる点が，上記の既往研究の存在するなかで本章での分析を行う意義となると捉

えることができる． 

 以上を踏まえ本章では，富岡西地区住民を対象に，行動の頻度と地形条件の関係，および居住継続意向と地
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形条件の関係を明らかにする．行動の頻度については，全目的での外出頻度の他に，世帯での食料品買い物行

動にも着目する．全目的の場合は余暇や通勤・通学などを含むこととなり，通勤・通学のように個人での頻度

調整の範囲が限定的な目的から，余暇のように個人における頻度の裁量が大きく，まったく行わない選択肢も

考えられる目的までを含むこととなる．これに対して食料品買い物行動については，一種の必須活動といえ，

まったく行わないことは困難と考えられる一方，その頻度については一定の範囲で世帯に裁量がある目的であ

るといえる．加えて，ネットショッピングや生協による宅配サービスのように，トリップを発生させずに食料

品を調達可能な手段も存在する．以上の特性から，必須であるが頻度調整の対象となり得て，かつトリップを

伴わない手法も存在する食料品買い物行動は，富岡西地区における課題を全て説明するものではないが，本章

で想定し対象とする現象やメカニズムを検証するうえで，最も適した行動目的の一つといえる．また，7.5.4項

において 2020 年度実験における代替元サービスを明らかにした際の実験事後調査では，代替元サービスのほ

かに，実証実験のサービスが導入されたことによる生活等の変化に関する質問が設けられている．これを合わ

せて分析することで，行動頻度の結果についての考察の材料とする． 

 外出頻度，食料品買い物行動の頻度，および居住継続意向については，第 7 章で実施した 2020 年度中間調

査において取得している．当該調査の概要は 7.3節に示す通りであるが，本章で特に着目する外出頻度，食料

品買い物行動の頻度，および居住継続意向については，8.2 節に詳述することとする．着眼点のうち食料品買

い物行動の頻度については，買い物実施地点，そこまでの交通手段やトリップチェーンなどを含めた調査が行

われたことから，食料品買い物行動について，その動態を 8.3節にて明らかにする． 

 そのうえで，食料品買い物行動を中心に，行動頻度と地形条件の関係を，8.4.1項にて明らかにする．加えて，

8.4.3 項では居住者の富岡西地区への居住継続意向との関係を明らかにし，以上をもって個別の交通行動選択

の先にある選択や判断との関係についての知見とする． 
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8.2. 食料品買い物行動頻度および居住継続意向等に関する調査 

 本章の分析においても対象地区は富岡西地区とする．第 6 章において，2018 年度事前調査結果をもとに地

形条件の交通手段選択への影響を明らかにしたが，当該調査ではトリップデータがある一日の断面データであ

るため，外出頻度に関する行動データは取得されていない．また，東京都市圏パーソントリップ調査をはじめ

とする既往の公的行動調査結果についても，原則としてある一日の断面データとして取得していることから，

本研究の分析においては不足が生じる．そこで本章の分析を行うにあたり，第 7 章にて行った 2020 年度中間

調査において，1 週間の世帯での買い物行動を問う項目を設定した．調査の実施概要は 7.3 節に示す通りであ

る．本節では，当該調査のうち，食料品買い物行動についての項目について示す． 

 食料品買い物行動の頻度については図 8-1 に示す設問設計としている．世帯あたり 1 週間の食料品買い物

行動について記録を依頼しており，最大 7回の欄を設けている．各買い物行動について，曜日，購入場所，同

行人，買い物へ向かう前の行動と向かう際の交通手段，買い物後の行動とその際の交通手段を項目としている．

各項目における選択肢，回答形式は図 8-1に示す通りである． 

8.1 節に示すように，本研究では食料品買い物行動（以下，買い物行動）に着目する理由の一つとして，生

協やネットスーパーなど，実店舗以外での購入も選択肢となり，トリップを伴わずに本源需要を満たす選択肢

が存在することを定めている．そこで本調査では実店舗の選択肢を定めた選択肢群 Aに加えて，実店舗での購

入以外の選択肢として，ネットショッピング，生協の宅配サービス，スーパーマーケットの宅配サービス，買

い物代行サービス，その他のサービスの 5選択肢を選択肢群 Bに設定している． 

実店舗の選択肢については，第 6 章の交通手段選択モデルにおいて対象とした 2018 年度事前調査結果を基

に設定している．当該調査において取得したある一日の断面調査において発現したトリップ目的地のうち，食

料品の購入が可能な店舗を選定している．そのうち，複数のトリップが確認され，かつ富岡西地区周辺の店舗

であると判断可能な 14店舗を選定し，本調査における選択肢群を構成した（図 8-1，図 8-2，表 8-1）． 
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図 8-1 2020年度中間調査における買い物行動に関する設問 

 

表 8-1 2020年度中間調査における買い物店舗選択肢群 

施設名 所在地 2018年度事前調査 
でのトリップ発現数 

上大岡京急百貨店 横浜市港南区上大岡西 1-6-1 129 
イトーヨーカドー能見台店 横浜市金沢区能見台東 3-1 115 

京急ストア富岡店 横浜市金沢区富岡東 6-1-1 67 
京急ストア能見台店 横浜市金沢区能見台 3-1-1 34 

イオン金沢シーサイド店 横浜市金沢区並木 2-13-1 26 
オーケーストア並木店 横浜市金沢区並木 1-17-9 20 
スズキヤ新杉田店 横浜市磯子区杉田 1-1-1 15 
アピタ金沢文庫店 横浜市金沢区釜利谷東 2-1-1 14 
業務スーパー富岡店 横浜市金沢区富岡東 5-13-8 11 
イオン金沢八景店 横浜市金沢区泥亀 1-27-1 8 

フィットケアデポ富岡西店 横浜市金沢区富岡西 7-15 8 
オーケーストア新杉田店 横浜市磯子区新杉田町 8-8 7 

FUJI上中里店 横浜市磯子区上中里町 795 4 
コストコ金沢シーサイド店 横浜市金沢区幸浦 2-6 2 
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図 8-2 2020年度中間調査における買い物先選択肢店舗の位置 

  



140 

8.3. 食料品買い物行動の動態 

8.3.1. 食料品買い物行動の回数および利用店舗・サービス 
 本節では，2020年度中間調査を通じて得られた富岡西地区居住者の買い物行動の概況と，買い物行動への居

住環境などの影響を，集計分析を中心に行うことで明らかにする．買い物行動，頻度に関する調査項目は前節

に示す通りである． 

 買い物行動は世帯単位で問い，富岡西地区に居住する 1088世帯より 4181の食料品買い物行動データが得ら

れた．世帯の週あたり買い物回数分布は図 8-3に示す通りである．平均は 3.85 回，最頻値は 2 回であるが，

週に 1回のみの世帯から週 7回の世帯まで，いずれの存在も確認される．食料品の必要量は世帯構成人数によ

って異なると考えられる．図 8-4は世帯構成人数別の週あたり買い物回数を示している． 世帯構成人数が多

い世帯において，週あたり買い物回数が 1回の世帯割合が低い傾向が見られ，週 4回以下の占める割合，とり

わけ週 3回以下の占める割合については概ね同様の傾向が確認される．これより，世帯構成人数が少ない場合

には，必要となる食料品の総量も少なく，結果的に週あたりの買い物回数も少ない可能性が示唆される． 

  

 
図 8-3 世帯の週あたり買い物回数分布 

 

 
図 8-4 世帯構成人数別の週あたり買い物回数分布 
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 利用する店舗・サービスについては，4181の買い物行動のうち 4068について回答が得られている．表 8-2

は店舗・サービス別の発現回数を示しており，実店舗の利用については，イトーヨーカドー能見台店，京急ス

トア富岡店，京急ストア能見台店が上位 3店舗を占めることから，富岡西地区近隣での食料品買い物行動が一

定の割合を占めるものと捉えられる． 

B群（実店舗以外）については，サービスによって発現数，構成比に違いが確認される．楽天などのネット

ショップ，スーパーの宅配サービス，買い物代行サービス，その他のサービスについては全行動に対する構成

比が 1%未満であり，A 群に設定した実店舗のいずれの選択肢と比較しても低いことからも，買い物行動の総

数に対するシェアは限定的であると捉えられる． 

 一方，生協による宅配サービスについては全買い物行動の 3.3%を占め，一部の実店舗と同等の構成比を占

めることが分かる．富岡西地区において一定の利用が行われていることが示される．なお，基本的に生協によ

る宅配サービスは，加入世帯に対して注文品を週に 1回程度の周期で定期的に配送するサービスであることか

ら，1週間の買い物行動を尋ねる本調査と周期が一致しやすく，確実に発現したことも同時に考えられる． 

 

表 8-2 店舗・サービス別発現回数 
分類 店舗・サービス名 発現数 構成比 

A群（実店舗） 上大岡京急百貨店 206 5.1% 
 イトーヨーカドー能見台店 776 19.1% 
 京急ストア富岡店 616 15.1% 
 京急ストア能見台店 317 7.8% 
 イオン金沢シーサイド店 219 5.4% 
 オーケーストア並木店 297 7.3% 
 スズキヤ新杉田店 78 1.9% 
 アピタ金沢文庫店 78 1.9% 
 業務スーパー富岡店 86 2.1% 
 イオン金沢八景店 54 1.3% 
 フィットケアデポ富岡西店 230 5.7% 
 オーケーストア新杉田店 44 1.1% 
 FUJI上中里店 153 3.8% 
 コストコ金沢シーサイド店 59 1.5% 
 コンビニエンスストア 111 2.7% 
 その他のお店 554 13.6% 

B群（実店舗以外） 楽天などのネットショップ 24 0.6% 
 生協による宅配サービス 133 3.3% 
 スーパーの宅配サービス 13 0.3% 
 買い物代行サービス 2 0.0% 
 その他のサービス 18 0.4% 
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 実店舗と実店舗以外のサービスの組合せは世帯によって異なると考えられる．図 8-5は世帯別の実店舗・実

店舗以外サービスの利用回数組合せを示している．週あたりの買い物回数に対する実店舗利用回数の割合 Sを

百分率で示している．従って，S=0%の場合は専ら実店舗のみを用いていること，0%<S<50%の場合は実店舗以

外も利用するが実店舗利用回数の方が多いこと，S=50%の場合は実店舗利用と実店舗以外サービスの利用回数

が同等であること，50%<S<100%の場合は実店舗も用いるが実店舗以外サービスの利用回数の方が多いこと，

S=100%の場合は専ら実店舗以外サービスのみを用いていることをそれぞれ示すこととなる． 

 表 8-2 に示すように実店舗以外のサービスが占める割合は限定的であり，その傾向が図 8-5 においても示

されていると理解できる．実店舗以外のサービス利用が 1回以上確認される世帯に着目すると，全ての買い物

先が不明である世帯を除く 1066世帯のうち，15.3%にあたる 163世帯が該当することが明らかとなった．買い

物行動総数に対しては限定的である実店舗以外のサービスだが，世帯単位でみると 15.3%の世帯が利用してい

ることから，実店舗より頻度は低いものの，一定の世帯において利用されているものと考えられる．これは先

述の買い物行動の総数に対する実店舗以外のサービス発現数に関する集計と矛盾せず，一定の世帯で利用され

るものの，世帯あたりの頻度が低く，従って行動の総数としては限定的となったものと解釈される．使い分け

については，日持ちする重量物の購入など，購入品目による違いも考えられるが，本調査では被験者負担など

の都合上，各買い物行動での購入品目については取得されていない． 

 163世帯について，実店舗・実店舗以外のサービスの組合せを図 8-6に示す．専ら実店舗以外のサービスを

利用する世帯が 8世帯確認された．個票に着目すると，うち 4世帯が生協などの宅配サービスを，2世帯が楽

天などのネットショップを利用し，そのうち 1世帯はスーパーの宅配サービスも利用している．2世帯につい

ては，その他のサービスを利用しているとの結果である．ただし，専ら実店舗以外のサービスを利用する 8世

帯は，実店舗以外サービスの利用が 1 回以上確認された 163 世帯に対して 4.9%に留まり，他の世帯は何らか

の割合で実店舗と実店舗以外のサービスを組合せて利用していることが明らかとなった．特に，図 8-6に示す

ように，79.8%の世帯については，実店舗利用回数の方が多いことが示された． 

 

 
図 8-5 実店舗・実店舗以外サービスの世帯別組合せ 
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図 8-6 実店舗・実店舗以外サービスの世帯別組合せ（実店舗以外利用世帯） 

 

 実店舗として利用する店舗の組合せについて，実店舗の利用が 1回以上あり，かつ「その他の店舗」を回答

に含まない 685世帯について，利用する実店舗のユニークな店舗数の分布を表 8-3に示す． 

 各買い物回数について，特定の 1店舗のみを利用する世帯が最も多い結果となり，以降，世帯あたりの利用

実店舗数は単調減少となる．ただし，週あたり買い物回数を超えて利用実店舗数が発現することは理論上あり

得ず，世帯全体に対する割合を見た場合に表 8-3に示す構成比となることは自然な結果とも捉えられる． 

 そこで週あたり買い物の実店舗利用回数別の利用実店舗数を算出した結果を図 8-7 に示す．週あたりの実

店舗での買い物回数が 1回の場合は 1店舗であることは自然な結果である．買い物回数が 2回の場合，1店舗

が 41.3%，2店舗が 58.7%と，概ね二分する結果となる．以下，同様に図 8-7に示す構成比であり，実店舗利

用回数別に，上位 2位までの構成比を占める実店舗数を表 8-4に示す．週あたりの実店舗での買い物回数が増

加するほど，実店舗数は分散し各実店舗数の構成比は下がる傾向にある点では自然な結果といえるが，いずれ

の買い物回数においても，4店舗までで上位 2位までを占めることが明らかとなる． 

 

表 8-3 世帯あたり利用実店舗数 
利用実店舗数 世帯数 構成比 

1 228 33.3% 
2 203 29.6% 
3 152 22.2% 
4 64 9.3% 
5 28 4.1% 
6 8 1.2% 
7 2 0.3% 
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図 8-7 週あたりの実店舗での買い物回数と利用店舗数 

 

表 8-4 週あたり実店舗買い物回数別の利用店舗数構成比上位 

週あたり実店舗買い物回数 利用店舗数上位 1位 利用店舗数上位 2位 
店舗数 構成比 店舗数 構成比 

1回 1 100% ― ― 
2回 2 58.7% 1 41.3% 
3回 3 42.5% 2 40.2% 
4回 3 31.6% 2 28.4% 
5回 3 50.0% 2 17.2% 
6回 4 31.9% 2 25.5% 
7回 3 26.9% 1 22.2% 

 

 続いて，買い物行動の発現する曜日に着目する．図 8-8は実店舗，実店舗以外のサービス利用の別を問わず，

全ての買い物行動に対して発現した曜日を集計している．ここで，図 8-1に示すように，実店舗以外のサービ

スで注文した場合は，商品が到着した曜日を対象としている．平日（月曜日～金曜日）については若干の差異

はあるものの，概ね一定数の買い物行動が発現していると捉えられる．これに対して土曜日の買い物行動は平

日に対して多く，一方で日曜日の買い物行動は限定的である様子が捉えられる．また，実店舗に限定した場合

についても，この傾向は同様であることが図 8-9に示される． 

 世帯での 1週間の買い物行動のうち，全ての曜日が判明している世帯は 992世帯である．992世帯について，

平日（月曜日～金曜日）と週末（土曜日・日曜日）の組合せを表 8-5に示す．60.3%の世帯は平日，週末の双

方で買い物行動が行われており，33.6%の世帯は専ら平日のみに買い物行動を行っている．これに対して専ら

週末のみに買い物行動を行っている世帯は 6.1%であり，限定的と捉えられる． 
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図 8-8 曜日別の買い物行動発現数 

 

 
図 8-9 曜日別の買い物行動発現数（実店舗） 

 

表 8-5 買い物行動の曜日組合せ 

分類説明 買い物行動 
世帯数 構成比 

平日 週末 
平日・週末に組合せて買い物を行う世帯 〇 〇 598 60.3% 

専ら平日のみ買い物を行う世帯 〇 ― 333 33.6% 
専ら週末のみ買い物を行う世帯 ― 〇 61 6.1% 
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8.3.2. 食料品買い物行動の世帯内での調整 
 世帯構成人数が複数の場合，買い物行動を世帯内で分担している可能性も考えられる． 

 実店舗を利用する際の買い物同行人数分布を図 8-10 に示す．ここでの算出対象として，世帯構成人数が 2

人以上 4人以下の世帯を対象としている．2人以上としているのは，単身世帯の場合は 1名での行動となるこ

とが自然であることが理由である．4人以下としているのは，図 8-1に示すように本調査において個人の回答

を世帯あたり 4名までとしており，同行者の回答もそれに対応しているためである． 

 図 8-10に示すように，70.5%の買い物行動は 1人で行われている．3人，4人で行われる行動はそれに対し

て限定的であるが，2人で行われる行動については 23.8%を占め，一定の割合を占めるものと解釈できる． 

 図 8-11は平日（月曜日～金曜日）と週末（土曜日・日曜日）での同行人数の違いを示している．平日にお

ける 1人での買い物行動比率と，週末における 1人での買い物行動の占める割合では，平日において 1人での

買い物行動の比率が高いことが分かる．母比率の差の検定の結果，この差は 1%有意であることが確認されて

いる．これより，平日においては個人での買い物行動が多い一方，週末には複数人での買い物行動が増える傾

向が示された． 

 複数人での買い物行動以外にも世帯のなかで個人が買い物を分担して行っている場合も考えられる．先の集

計同様に世帯構成人数が 2人以上 4人以下の世帯における実店舗への買い物行動を対象とする．このうち，動

向人数が 1人の（1人で行っている）買い物行動について，世帯での担当者のユニークな発現人数を集計した

結果を表 8-6に示す．76.2%の世帯では 1人が専ら担当していることが明らかとなるが，同時に 22.1%の世帯

では 2人による担当も確認され，一定数の世帯では，複数人によって分担して買い物行動が行われていること

が示唆される．なお，3人による担当は限定的であり，個人での買い物行動は，概ね 1人または 2人によって

担当されていることが示される．ただし，本集計は買い物行動を主体的に行う，狭義の担当者を算出する目的

で 1人によって行われる買い物行動のみを対象としている．実際には，図 8-10，図 8-11に示すように，2人

以上で行われている買い物行動も存在することから，同行するという意味での広義の担当者も存在するといえ，

より複雑な実態の存在が示唆される． 

 

 

図 8-10 実店舗への買い物同行人数分布 
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図 8-11 平日・週末での買い物同行人数の違い 

 

表 8-6 世帯内での実店舗への買い物担当人数 
人数 世帯数 構成比 
1人 517 76.2% 
2人 150 22.1% 
3人 11 1.6% 
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8.3.3. 実店舗での食料品買い物トリップパターンと交通手段 
 実店舗での買い物行動を，リンクトトリップおよび複数のリンクトトリップで構成されるトリップチェーン

として捉えることができる．その場合，買い物行動はホームベースト・トリップ（Home-based Trip：自宅を発

地とし，その後自宅へ戻るトリップ）以外に，通勤からの帰りに寄るトリップや，他の買い物の合間に行われ

るトリップなど，他の目的によるトリップを前後に伴う可能性が考えられる．この違いはトリップの分析を捉

えるうえで大きな違いの一つとなり得ることから，実店舗での買い物行動における，トリップチェーンのパタ

ーンを明らかにする． 

 本調査では，図 8-1に示すように，買い物へ向かう移動について「自宅から」「通勤通学帰り」「通院の帰り」

「その他ついで」の 4 選択肢，買い物のあとの移動について「帰宅」「通勤通学先へ」「通院へ」「他の買い物

へ」「その他用事へ」の 5 選択肢を設けることで，買い物行動前後のトリップチェーンを把握している．また

同時に，その際の交通手段を問う質問を設けている．本調査では買い物行動前後の移動の状況について，前後

ともに不明でない行動が 3439取得されている． 

 各トリップチェーンのパターンについて，その観測数および構成比は表 8-7および図 8-12に示す通りであ

る．全トリップチェーンの 62.8%がホームベースト・トリップであり，他のパターンに対して多くの構成比を

占めることが分かる．通勤通学の帰りに買い物行動を行い，その後帰宅するパターンが 13.7%と次に高い構成

比を占めることが明らかとなる．また，その他ついでの用事の後に買い物行動を行い，その後帰宅するパター

ンは 9.1%を占め，これら上位 3位までのパターンで全体の 85.6%が説明されることが明らかとなる．特に，買

い物行動後の行動が帰宅となるパターンが全体の 88.3%を占め，買い物行動の後，多くが直接帰宅しているこ

とが示される．その他，理論上は計 20パターンが考えられるが，うち下位 12パターンは個別の構成比が 1%

に満たないなど，限定的であることが明らかとなった． 

トリップチェーンのパターンについて，常に同様のパターンを継続している世帯もあれば，様々なパターン

が組み合わさる世帯も存在すると考えられる． 

先の 3439 トリップチェーンについて，関与する世帯は 991 世帯である．トリップチェーン全体では表 8-7

および図 8-12 に示すようにホームベースト・トリップが卓越するが，1 週間で行われる実店舗での買い物行

動のうち，全てがホームベースト・トリップである世帯は 45.5%にあたる 451世帯である．ホームベースト・

トリップを含む世帯は 812世帯であり，991世帯に対して 81.9%を占める．これらを踏まえると，富岡西地区

居住者による実店舗での買い物行動については，80%以上の世帯がホームベースト・トリップを含んで実施し

ており，うち約半数強の世帯が専らホームベースト・トリップによって買い物行動を行い，半数弱の世帯が他

のパターンを組合せて実施していることが示される．例えば，ホームベースト・トリップと通勤通学帰りに寄

るパターンの 2パターンが組み合わされる世帯は 96世帯であり，991世帯に対して 9.7%を占めるほか，ホー

ムベースト・トリップとその他次いでの帰りに寄るパターンの 2 パターンが組み合わされる世帯は 32 世帯で

あり，991世帯に対して 3.2%を占める． 
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表 8-7 実店舗での買い物前後のトリップチェーンパターン 
順位 行動前 行動後 観測数 構成比 
1 自宅から 帰宅 2160 62.8% 
2 通勤通学帰り 帰宅 472 13.7% 
3 その他ついで 帰宅 312 9.1% 
4 自宅 その他用事へ 136 4.0% 
5 自宅 他の買い物へ 130 3.8% 
6 通院の帰り 帰宅 92 2.7% 
7 その他ついで その他用事へ 39 1.1% 
8 自宅 通院へ 27 0.8% 
9 その他ついで 他の買い物へ 17 0.5% 
10 通院の帰り 他の買い物へ 12 0.3% 
10 自宅 通勤通学先へ 12 0.3% 
12 通勤通学帰り 通勤通学先へ 8 0.2% 
13 通勤通学帰り 他の買い物へ 6 0.2% 
14 その他ついで 通院へ 5 0.1% 
14 通院の帰り 通院へ 5 0.1% 
16 通勤通学帰り 通院へ 2 0.1% 
16 通院の帰り その他用事へ 2 0.1% 
18 その他ついで 通勤通学先へ 1 0.1%未満 
18 通勤通学帰り その他用事へ 1 0.1%未満 

 

 
 図 8-12 実店舗での買い物前後のトリップチェーンパターン 

 

 表 8-7および図 8-12に示す代表的なトリップチェーンのパターン別に，利用店舗，利用交通手段，利用し

た曜日の観点から特性を明らかにする．代表的なトリップチェーンは表 8-7 における上位 3 位のパターンと

する．一つ目は自宅から実店舗へ行き，買い物行動後に帰宅する「ホームベースト・トリップ」であり，二つ

目は通勤・通学帰りに実店舗へ行き，買い物行動後に帰宅する「通勤・通学帰り途中トリップ」，三つ目はそ

の他ついでの用事の帰りに実店舗へ行き，買い物行動後に帰宅する「その他用事帰り途中トリップ」である．

各パターンについて 300以上のサンプルが得られているほか，上位 3位までの累積で全体の 85.6%を説明する

ことが可能である．以下，パターン別に特性に関する集計を行う． 

 ホームベースト・トリップのパターンは最大の構成比を占め，2160トリップが確認されている（表 8-7）．

利用店舗は表 8-8に示す通りであり，富岡西地区近隣の店舗を中心に，並木方面，上中里方面を含めて様々な
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店舗選択が行われていることがわかる（店舗位置の詳細は図 8-2，表 8-1に示す通りである）． 

利用交通手段は図 8-13に示す通りである．なお，利用手段については図 8-1に示すように店舗アクセスト

リップ，店舗イグレストリップのそれぞれについて，鉄道利用の有無，および鉄道利用が行われた場合は端末

交通手段，鉄道利用が行われない場合は代表交通手段を問う形式を採っている．鉄道以外の交通手段は徒歩，

路線バス，自家用車（自ら運転する場合），自家用車（他者の運転に同乗する場合），実証実験路線，原付・自

動二輪，その他（選択肢設定に不備のあった自転車，タクシーを含む）の 7種となる．実証実験路線は 2018年

度より富岡西地区において期間を定めて運行されている，小型電動カートや乗用車を用いた輸送サービス実証

実験を指し，サービス内容については第 7章に詳述する． 

 ホームベースト・トリップにおいては，鉄道利用を伴うトリップが占める割合が，店舗アクセスについては

6.2%，店舗イグレスについては 5.8%と限定的であることが示される．表 8-8 に示すように，比較的富岡西地

区の近隣で行われる買い物行動が卓越するなか，この傾向に矛盾しない結果であると考えられる．鉄道利用を

伴わない場合において，その交通手段に着目すると，徒歩および自動車（運転）が卓越することが明らかとな

る．店舗イグレスについては自動車（運転）が最も高い 43.0%を，徒歩が次に高い 31.1%を占め，これら上位

2手段で不明を含む全体の 74.1%が説明される．店舗イグレスについても自動車（運転）が最も高い 38.9%を，

徒歩が次に高い 27.2%を占め，これら上位 2手段で不明を含む全体の 66.1%が説明される．なお，特に鉄道利

用を伴う場合において，鉄道の端末手段として，路線バスや実証実験路線を利用するトリップが一定数見られ，

鉄道端末トリップを担う手段としてこれらが利用されていることも，同時に確認される． 

 また，曜日別のトリップ数については図 8-14に示す通りであり，平日（月曜～金曜）にも一定のトリップ

が確認され，平日での曜日間の変動は限定的といえる一方，土曜日に最大のトリップ発生がみられる．また日

曜日については土曜日，平日と比較しても限定的であることが同時に明らかとなる．ホームベースト・トリッ

プについては，主婦・主夫などが単独で近隣の店舗へ買い物に向かう場合も，家族で連れ立って買い物へ向か

い場合も考えられ，平日と土曜日ではそのような形態の違いも発生しているものと推察される． 

 

表 8-8 ホームベースト・トリップの利用店舗 
順位 店舗名 観測数 構成比 
1 イトーヨーカドー能見台店 533 24.7% 
2 京急ストア富岡店 281 13.0% 
3 京急ストア能見台店 214 9.9% 
4 オーケーストア並木店 191 8.8% 
5 イオン金沢シーサイド店 136 6.3% 
6 フィットケアデポ富岡西店 121 5.6% 
7 FUJI上中里店 109 5.0% 
8 上大岡京急百貨店 89 4.1% 
9 コストコ金沢シーサイド店 38 1.8% 
10 業務スーパー富岡店 35 1.6% 
11 イオン金沢八景店 31 1.4% 
11 スズキヤ新杉田店 31 1.4% 
13 アピタ金沢文庫店 26 1.2% 
14 コンビニエンスストア 25 1.2% 
15 オーケーストア新杉田店 14 0.6% 
- その他のお店 286 13.2% 
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図 8-13 ホームベースト・トリップの利用交通手段 

  

 

図 8-14 曜日別のホームベースト・トリップ数 

 

 通勤・通学帰りのトリップについては全体に対して第 2位の構成比を占め，472トリップが確認されている

（表 8-7）．利用店舗は表 8-9に示す通りであり，京急ストア富岡店（京急富岡駅隣接），イトーヨーカドー能

見台店（能見台駅近接），上大岡京急百貨店（上大岡駅直結）のように，京浜急行線の鉄道駅に近接した店舗

や，富岡西地区内の店舗が選択されている様子が示される（店舗位置の詳細は図 8-2，表 8-1に示す通りであ

る）． 

 交通手段については図 8-15に示す通りである．鉄道利用を伴うトリップは，店舗アクセスにおいて 38.1%，

店舗イグレスにおいて 16.5%を占めることが明らかとなる．先に利用店舗を示したように当該トリップパター

ンでは，京浜急行線鉄道駅に近接した店舗や富岡西地区内の店舗が選択される傾向にあり，鉄道で京急富岡駅

や能見台駅へ向かい，駅近隣の店舗で買い物を行ったあとに帰宅するトリップが発生しているといえ，ホーム

ベースト・トリップと比較して高い鉄道利用割合や，店舗アクセストリップと店舗イグレストリップにおける

鉄道利用割合の違いは，これらを矛盾なく反映しているものと捉えられる．鉄道から下車した後に鉄道駅に近

接した店舗を利用していることは，鉄道利用を伴う店舗アクセストリップにおいて，徒歩の分担率が 62,8%に
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達すこととも矛盾しない． 

 鉄道利用を伴わない場合，店舗アクセスにおいては徒歩が 37.5%と最も高い割合を，次に自動車（運転）が

24.2%を占め，これら上位 2 手段で不明を含む全体の 61.7%を占めることが明らかとなる．鉄道利用を伴わな

い通勤・通学帰り途中トリップの交通手段については，通勤・通学時の交通手段を継承している可能性が考え

られる． 

曜日別のトリップ数は図 8-16に示す通りであり，平日（月曜～金曜）に多く，ホームベースト・トリップ

では最多となった土曜日のトリップ数や，ホームベースト・トリップにおいても最小であった日曜日のトリッ

プ数が平日に対して少ないことは，通勤・通学帰りの行動である当該パターンの特性を示しているものと捉え

られる． 

 

表 8-9 通勤・通学帰り途中トリップの利用店舗 
順位 店舗名 観測数 構成比 
1 京急ストア富岡店 121 25.6% 
2 イトーヨーカドー能見台店 42 8.9% 
2 上大岡京急百貨店 42 8.9% 
4 コンビニエンスストア 35 7.4% 
5 フィットケアデポ富岡西店 33 7.0% 
6 オーケーストア並木店 21 4.4% 
7 京急ストア能見台店 20 4.2% 
8 スズキヤ新杉田店 16 3.4% 
8 イオン金沢シーサイド店 16 3.4% 
10 アピタ金沢文庫店 14 3.0% 
11 オーケーストア新杉田店 13 2.8% 
12 業務スーパー富岡店 9 1.9% 
13 FUJI上中里店 6 1.3% 
14 イオン金沢八景店 4 0.8% 
15 コストコ金沢シーサイド店 3 0.6% 
- その他のお店 77 16.3% 

 

 
図 8-15 通勤・通学帰り途中トリップの交通手段 
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図 8-16 曜日別の通勤・通学帰り途中トリップ数 

 

 その他用事帰り途中トリップについては，表 8-10に示す店舗が利用され，ホームベースト・トリップ同様

に，富岡西地区周辺を中心に店舗選択がなされているほか，ホームベースト・トリップ，通勤・通学帰り途中

トリップに対して，特定の店舗が占める割合が低く，様々な店舗の選択に分散している傾向が見て取れる． 

 利用交通手段は図 8-17 に示す通りであり，鉄道利用を伴う割合は，店舗アクセスについては 18.9%，店舗

イグレスについては 9.9%と，ホームベースト・トリップと通勤・通学帰り途中トリップの中間的割合を示すこ

とがわかる．また鉄道利用を伴うトリップにおいては端末交通手段として徒歩が最も高い割合を占める一方，

路線バスや実証実験路線についても一定の利用がみられることが明らかとなる．鉄道利用を伴わない場合，店

舗アクセス，店舗イグレスの両者について，自動車（運転）が最も高い割合を占め，店舗アクセスに占める割

合は 42.0%，店舗イグレスに占める割合は 35.0%である．この点は徒歩が卓越した通勤・通学帰り途中トリッ

プと異なる点ではあるが，自動車（運転）と徒歩が全体に対して多数を占める点については，同様の傾向を示

すとも捉えられ，またホームベースト・トリップに対しては，類似の傾向を示すものと捉えられる． 

 曜日別のトリップ数については図 8-18に示す通りであり，平日（月曜～金曜）に一定のトリップがみられ，

曜日間での変動は限定的といえる一方，土曜日に最多となり，日曜日には極めて限定的であることが示される．

この傾向はホームベースト・トリップにおける傾向と類似しており，先に示した交通手段選択の概況と併せて

も，その他用事帰り途中トリップの行動は，ホームベースト・トリップに類似する点があるものと解釈するこ

とができる． 
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表 8-10 その他用事帰り途中トリップの利用店舗 
順位 店舗名 観測数 構成比 
1 イトーヨーカドー能見台店 49 15.7% 
2 京急ストア富岡店 48 15.4% 
3 イオン金沢シーサイド店 24 7.7% 
4 フィットケアデポ富岡西店 22 7.1% 
5 コンビニエンスストア 17 5.4% 
5 オーケーストア並木店 17 5.4% 
7 上大岡京急百貨店 16 5.1% 
8 アピタ金沢文庫店 13 4.2% 
9 京急ストア能見台店 11 3.5% 
9 業務スーパー富岡店 11 3.5% 
9 FUJI上中里店 11 3.5% 
12 イオン金沢八景店 6 1.9% 
13 オーケーストア新杉田店 5 1.6% 
14 スズキヤ新杉田店 2 0.6% 
14 コストコ金沢シーサイド店 2 0.6% 
- その他のお店 58 18.6% 

 

 
図 8-17 その他用事帰り途中トリップの交通手段 

 

 
図 8-18 曜日別の用事帰り途中トリップ数 
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 以上を踏まえると，実店舗での食料品買い物行動におけるトリップパターンについて，主に以下に示す結果

が得られる． 

l 全トリップチェーンのうち，自宅から実店舗へ向かい，買い物行動後に帰宅するホームベースト・トリッ

プが 62.8%と，他のパターンに対して突出して高い割合を示す． 

l ホームベースト・トリップに次いで，通勤・通学帰りの途中に買い物行動を行うパターン（13.7%），その

他用事のついでに買い物行動を行うパターン（9.1%）の順にパターンが構成され，これら上位 3位で全体

の 88.3%を占める． 

l ホームベースト・トリップのパターンを含む世帯は 991 世帯中 812 世帯（81.9%）を占め，なかでも 451

世帯については全ての実店舗での買い物行動がホームベースト・トリップである． 

l ホームベースト・トリップでの利用店舗は富岡西地区中心に様々な店舗が選択され，その他用事のついで

に買い物を行うパターンでも類似の傾向を示す一方，通勤・通学帰りの途中に買い物行動を行うパターン

においては，京浜急行線鉄道駅周辺の店舗利用が卓越する傾向にある． 

l トリップが発生する曜日について，ホームベースト・トリップ，通勤・通学帰り，その他用事のついでの

いずれの場合においても，平日（月曜～金曜）における顕著な変動は確認されなかった．一方，土曜日の

トリップ発生についてはパターンによって傾向が異なり，ホームベースト・トリップ，その他用事のつい

での場合は平日より高いトリップ数がみられるのに対し，通勤・通学帰りでは平日に対してトリップ数が

低いことが明らかとなる．この傾向は個別の分析において解釈を行ったように，各トリップパターンにお

いて想定される特性と矛盾しないものと考えられる．なお，日曜日についてはいずれのパターンにおいて

も極めて限定的なトリップ数となった．実際にトリップ発生が限定的であるとの理解とともに，本調査票

の設計上，土曜日までの買い物行動回数が 7回に達した場合に日曜日のトリップが記録されない可能性も

完全には否定されない．ただし，買い物行動回数が 7回に達している世帯は 192世帯であり，仮にこれら

全世帯でこのような事象が発生していたとしても，この傾向は継承される可能性が高いと考えられる． 

l 利用手段について，ホームベースト・トリップでは鉄道利用は限定的であり，通勤・通学帰りの途中に買

い物行動を行うパターンにおいては，店舗アクセスにおいては比較的高い割合を示す一方で店舗イグレス

においては割合が下がり，鉄道利用後，帰宅までの間に購入するトリップパターンを反映しているものと

解釈される．また，その他用事のついでに買い物を行うパターンについては，概ねホームベースト・トリ

ップと通勤・通学帰りの途中に買い物を行うパターンの中間的傾向を示すと解釈できる． 

  



156 

8.3.4. 食料品買い物行動と居住地特性 

 本章での仮説を 8.1節に示すように，地形条件を含む Built Environmentが買い物行動に与える影響の可能性

は否定できない．そこで本項では，空間的な分布に着目し，買い物行動の特性やメカニズムを明らかにするた

めの示唆を得ることとする．本調査では 8.2節に示すように，本調査のために複数のブロックを一つの単位と

して統合した調査単位を設定している．区画によって若干の面積の違いは存在するが，以降の各集計はこの調

査単位を基本単位として行うこととする． 

 はじめに，区画あたりの回答世帯数を図 8-19 に示す．町丁目別の回答世帯数については 8.2 節に示す通り

であるが，町丁目のなかにおいても，若干の変動は見られる．また，各区画において確認される総買い物行動

数の分布は図 8-20の通りである． 

 このうち，実店舗の利用に着目すると，週当たりの平均実店舗利用回数分布は図 8-21 に示す通りである．

階層世帯数の分布や総買い物行動回数の分布とは異なる分布をみせ，基本的にはまばらの分布をみせる一方，

富岡西 7丁目付近など，比較的低い回数をみせる区画群の存在も示唆される． 

 実店舗利用について，1回以上当該店舗を利用した世帯数を区画ごとに集計すると，表 8-2で上位を占める

各店舗について，図 8-22 から図 8-28 にそれぞれ示す通りとなる．上大岡京急百貨店のように富岡西地区内

に店舗がない場合は，際立った空間的分布の傾向がみられない一方，富岡西地区内または周辺に位置する店舗

については，概ね店舗からの距離が説明変数の一つとなることが示唆される．ただしイトーヨーカドー能見台

店については，概ね同様の傾向を示すともいえる一方で，他の店舗と比較して分布の空間的範囲は広いといえ，

距離以外にも店舗としての魅力度などの変数が作用している可能性が示唆される． 

 また，実店舗以外のサービス利用について，実店舗の場合と同様，1回以上当該店舗を利用した世帯数を区

画ごとに集計すると，実店舗以外のすべてのサービスについて，その分布は図 8-29に示す通りである．取得

されている回答世帯数の影響を受ける結果ではあるが，分布はまばらといえ，ただちに特性が把握されるもの

ではないといえる．実店舗以外のサービスの多くを占める「生協による宅配サービス」についてもその傾向は

同様と解釈される（図 8-30）． 

 
図 8-19 2020年度中間調査における区画別回答世帯数 
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図 8-20 区画別総買い物行動回数 

 

 
図 8-21 区画別平均実店舗利用回数 
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図 8-22 店舗利用世帯数（上大岡京急百貨店） 

 

 
図 8-23 店舗利用世帯数（イトーヨーカドー能見台店） 
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図 8-24 店舗利用世帯数（京急ストア富岡店） 

 

 
図 8-25 店舗利用世帯数（京急ストア能見台店） 

 



160 

 
図 8-26 店舗利用世帯数（イオン金沢シーサイド店） 

 

 
図 8-27 店舗利用世帯数（オーケーストア並木店） 
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図 8-28 店舗利用世帯数（フィットケアデポ富岡西店） 

 

 
図 8-29 店舗利用世帯数（実店舗以外利用世帯数） 
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図 8-30 店舗利用世帯数（生協利用世帯数） 
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8.3.5. 新型コロナウイルス COVID-19感染拡大による行動への影響 
このほか当該調査を行った 2020 年度においては，日本をはじめ世界各国において新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）が流行し，都市地域を中心に人々の行動に多大なる影響を及ぼした．COVID-19流行下におけ

る人流の変化については様々なデータが取得されているが，例えば株式会社 Agoopは「新型コロナウイルス拡 

散における人流変化の解析」として人流に関するレポートを公開している．その 2021年 9月 14日レポートで

は，神奈川県横浜市横浜駅周辺における人流について，対 2019年比で-40.0%（15時台平均）～-52.1%（21時

台平均）であることを示しており，初回の緊急事態宣言発出より 1年以上が経過した時点においても，感染拡

大前と比較して人流が低下していることが示されている(101)．また Parady et al.（2020）は内閣府のデータを

引用し，2020 年 4 月の緊急事態宣言下における人流の変化を示している．そこでは感染拡大前と比較して東

京都新宿では-69.7%，神奈川県横浜市横浜駅では-64.7%などと，人流が著しく低下したことが示されている

(102)． 

本調査では買い物行動に関する設問のなかで，新型コロナウイルス感染症の流行による買い物行動への影響

を以下の選択肢をもとに世帯単位で尋ねている．括弧内は以降の集計における略称であり，回答は複数選択可

としている．なお，調査概要に示すように本調査は 2020年 12月に実施され，回答も当時の状況を反映してい

ると捉えられる．COVID-19 による社会，生活への影響はその後も刻一刻を変化したことから，COVID-19 に

よる影響として一般化することは困難であり，あくまでも当該時点の状況を示す結果と捉える必要がある． 

l ネットスーパー・生協など実店舗に行かない手段を使い始めた（実店舗以外の利用開始） 

l ネットスーパー・生協など実店舗に行かない手段の利用頻度が上がった（実店舗以外の利用頻度増） 

l 店舗での 1回の購入量を増やして買い物に行く回数を減らした（買い物回数削減） 

l 買い物行動に大きな変化はない（変化なし） 

l その他（その他） 

 各変化への該当有無を図 8-31に示す．47.0%の世帯が買い物行動に大きな変化はないとしている．一方で，

一回の購入量を増やして買い物に行く回数を減らした世帯についても，43.9%の世帯が該当すると回答してお

り，約半数の世帯には何らかの変化がもたらされ，約半数の世帯には大きな変化がもたらされなかったものと

理解できる．ネットスーパー・生協など実店舗に行かない手段を使い始めた，あるいは利用頻度が上がった世

帯については，使い始めた世帯は全体の 5.1%，利用頻度が上がった世帯は全体の 8.4%が該当するとしており，

一定の世帯で反応が見られた一方，全体に対して占める割合は限定的であると捉えられる． 

 

 
図 8-31 2020年度買い物行動における COVID-19の影響 
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8.4. 都市活動に対する地形条件の影響 

8.4.1. 外出頻度および買い物行動回数と居住地の地形条件 

 先述の仮説，視点設定に基づき，本節では外出頻度および食料品買い物行動と，地形条件の関係を明らかに

する．外出頻度については，全目的でのトリップを想定する．ここでは個人ごとに様々なトリップ目的を有す

るとの認識から，集計単位を個人とすることが望ましいと考えられる． 

これに対して食料品買い物行動については，必ずしもすべての個人が担うとは限らず，必要量に対して世帯

で調整のうえにトリップを発生させていると考えられる．実際，8.3.2項では，76.2%の世帯においてある 1人

が専ら買い物行動を担当していることが明らかとなっている．この集計は単身世帯も含むが，それを考慮して

も，必ずしもすべての個人が食料品買い物行動を 1 週間の行動に含めているとはいえないことを示している．

以上を踏まえ，食料品買い物行動については，個人単位ではなく世帯単位での集計が望ましいと考えられる． 

本章の以降の分析において，地形条件については，第 6章を踏まえ勾配を指標の基本とし，また居住地特性

としての地形条件を仮説の基盤としていることから，居住地の勾配，傾斜度を，当該個人ならびに世帯に紐づ

く地形条件の指標として扱うこととする．なお，この指標は第 7章における地形条件と手段選択，実証実験へ

の反応に関する分析と同一であり，これにより分析上の一貫性を確保している． 

 

(1) 全目的での個人の外出頻度と地形条件 

外出頻度については，2020年度中間調査において，選択肢を設けて質問設計を行っている．「日常の外出頻

度」に対して選択肢は「週に 5回以上」「週に 3～4回」「週に 1～2回」「月に数回未満」の 4肢であり，回答

は個人単位である．7.3 節において，表 7-3に示すように，3177 名の個人回答のうち 2799 名について，日常

の外出頻度に関する回答が判明しており，うち 59.8%にあたる 1674 名が週に 5 回以上の外出を行っており，

95.9%が週に 1回以上の外出を行っている．外出頻度が月に数回未満とする個人は全体の 4.1%に過ぎない． 

65歳以上の高齢者に限定した場合，1111名の回答が得られている．週に 5回以上の外出を行う割合は 32.5%

と，全年代での集計に対して 0.1%有意に低い．月に数回未満とする回答は 8.5%と全年代での集計に対して

0.1%に高いが，全体の構成比に対して依然として大きな割合を示すものではなく，95.6%は週に 1回以上の外

出を行っている．週に 3～4回，週に 1～2回の外出についてはいずれも全年代での集計に対して高い割合を占

めている．以上のことから，富岡西地区における高齢者の外出頻度については，全年代での集計に対して全体

的な頻度は低下するものの，依然として大半が週に 1回以上の外出を行っていると解釈することができる． 

 

表 8-11 富岡西地区における個人の外出頻度分布 
日常の外出頻度 回答者数 構成比 
全年代   
 週に 5回以上 1674 59.8% 
 週に 3～4回 658 23.5% 
 週に 1～2回 352 12.6% 
 月に数回未満 115 4.1% 
65歳以上   
 週に 5回以上 361 32.5% 
 週に 3～4回 407 40.7% 
 週に 1～2回 249 22.4% 
 月に数回未満 94 8.5% 
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全年代での個人について，先の集計における 2799名のうち 2559名については，居住地区画およびその地形

条件（平均傾斜度）が判明している．平均傾斜度の算出方法は第 7章と同様である．表 8-12は，各頻度につ

いての平均傾斜度の平均値を示している．対象として，全年代，全年代のうち自動車を利用できない回答者，

65 歳以上の回答者，65 歳以上のうち自動車を利用できない回答者の 4 分類を設定し，各分類についての算出

を行った． 

表 8-12において各分類では，週に 5回以上の場合の平均傾斜度を基準に，各外出頻度での値との平均値の

差の検定を行っている．全年代を対象とした算出において，週に 3～4回，週に 1～2回については有意差が確

認されない一方，月に数回未満については 10%有意で低い結果となった．このほか，表 8-12に示すように全

年代のうち自動車を利用できない回答者，65歳以上のうち自動車を利用できない回答者については，月に数回

未満の外出頻度の場合に限り，有意差が確認される結果となった．また，65歳以上全体については，どの有意

差は確認されない結果となった．表 8-11 に示すように，およそ 95%が週 1 回以上の外出を行っているなか，

居住地の傾斜度と全目的での外出頻度の関係は極めて限定的であると考えられる． 

8.1 節に示すように，全ら（2016）は斜面市街地では加齢による社会活動の減少傾向がみられること，単身

になった場合に転居意向がみられるようになること，後期高齢者ほど加齢による負の影響を受けやすいことな

どを明らかにしている(7)．全ら（2016）は社会活動の程度を，橋本ら（1997）に基づき，個人活動，社会参加・

奉仕活動，学習活動，仕事の 4つの観点について，していない，または時々またはいつもしている，の 2肢選

択結果の和として定義している．橋本ら（1997）は上記の 4つの観点について，それぞれ以下のように定義し

ている(103)． 

l 仕事：仕事 

l 社会的活動：地域行事，町内会活動，老人会活動，趣味の会の活動，奉仕活動，特技などの伝承活動， 

l 学習的活動：老人学級，カルチャーセンター，市民講座，シルバー人材センター 

l 個人的活動：近所づきあい，近所での買物，デパート，近くの友人訪問，遠くの友人訪問，国内旅行，

海外旅行，お寺参り，スポーツ，レクリエーション 

橋本ら（1997）の定義では仕事や買い物を含めて様々な活動を含めて定義を行っており，概ね，本分析で捉

える全目的での外出に近い定義となっているものと考えられる．この観点では，外出頻度と地形条件の関係が

限定的となる本研究での分析と異なる結果とも捉えられるが，これに対して以下の 3点が考察される． 

はじめに，集計単位の違いである．全ら（2016）の研究では，社会活動の程度を基本的には「していない」

「時々，またはいつもしている」の 2肢選択の結果の和として算出しており，頻度とは異なる観点である．各

目的の発生頻度は異なると考えられ，外出頻度の観点にたったとき，異なる結果となった可能性が考えられる． 

2点目は通院を含む必須活動の扱いである．橋本ら（1997）の定義では仕事などの必須活動が含まれている

が，通院は含まれていない．通院は個人での頻度調整の対象となりにくい行動の一つと考えられ，必須活動に

近い位置づけと捉えられる．これら必須活動は頻度調整メカニズムの効きにくい行動と考えられ，必須活動が

多いほど，頻度の弾力性は低下するものと考えられる．7.5.2項に示すように，富岡西地区の 60歳代以上の居

住者においては，60%以上が内科系の科へ通院しており，このほか整骨院等への通院も行われていることに鑑

みると，通院は日常生活における一定の外出頻度を発生させる存在であると考えられる．必須活動に近い活動

であるがゆえに地形条件等に伴う外出頻度調整の対象となりにくく，全目的で捉えた際の地形条件との関係を

より鈍くさせた可能性も考えられる． 

3点目は斜面市街地での居住継続に伴う影響である．全ら（2016）は，高齢者予備層（50歳～64歳）におい
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て，傾斜地居住者の方が社会活動の程度が高いことを示しており，その要因として，若い頃から傾斜地に居住

していることが，身体能力を高めている可能性を示唆している．富岡西地区においても同様の可能性は考えら

れる．特に分譲の物件が卓越する富岡西地区においては，一度入居した住宅購入者は比較的長期にわたって継

続して居住することが考えられ，傾斜地での継続的な日常生活が地形条件への個人の適応能力を醸成し，結果

的に地形条件による違いの発現が減少している可能性が考えられる．ただし，既往研究に示されているように，

また本研究においても第 6章ならびに第 7章おいて示されたように，個別の行動選択においては地形条件によ

る影響が明確に発現することを踏まえると，必ずしもすべてのメカニズムに対してこの現象が生じているとは

限らないと捉えられる． 

 

表 8-12 日常の外出頻度と居住地傾斜度の関係 
日常の外出頻度 回答数 居住地平均傾斜度 

平均値 
居住地平均傾斜度 

標準偏差 
全年代     
 週に 5回以上 1537 19.4 - 11.6 
 週に 3～4回 606 18.6  11.6 
 週に 1～2回 316 19.1  11.1 
 月に数回未満 100 17.1 * 9.0 
全年代（自動車利用不可）     
 週に 5回以上 655 20.1 - 12.1 
 週に 3～4回 297 19.4  12.1 
 週に 1～2回 186 19.3  11.6 
 月に数回未満 77 16.5 ** 8.3 
65歳以上     
 週に 5回以上 329 18.4 - 12.0 
 週に 3～4回 373 18.3  11.7 
 週に 1～2回 220 19.6  11.9 
 月に数回未満 84 17.0  8.3 
65歳以上（自動車利用不可）     
 週に 5回以上 111 20.4 - 14.5 
 週に 3～4回 192 18.5  12.3 
 週に 1～2回 136 20.0  12.0 
 月に数回未満 68 16.1 ** 7.9 

 *: 10%有意，**: 5%有意，***1%有意 

 

(2) 世帯での週あたり食料品買い物行動回数と地形条件 

 週あたりの食料品買い物行動回数については，先述のように集計単位を世帯あたりとすることが望ましいと

考えられる．また，地形条件による影響が考えられるのはトリップが発生する場合と考えられることから，対

象の買い物行動は，生協やネットショッピング利用を除いた，実店舗利用とする． 

 8.3節に示すように，食料品買い物行動については，1088世帯より回答が得られている．食料品買い物行動

の世帯での意思決定を取り巻くメカニズムとして，世帯での必要量や，交通手段，目的地（店舗）選択の他に，

他の活動目的のついでに行動を行うことを含めたトリップチェーン設計の観点，世帯の構成員のなかで役割を

分担，あるいは特定の 1名が担当する，世帯内での調整の観点も考えられる．特に世帯内での調整については，

担当者によって個人属性が異なり，各トリップにおける各選択の効用関数またはその重みが異なる可能性が考

えられる．本章を通じて検証すべき仮説からやや逸脱した領域で非常に複雑なメカニズムを形成している可能

性があることから，以降の分析においては，特記しない限り，食料品買い物行動を世帯内の特定の 1名が専ら

担う世帯を対象として抽出することとする． 
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 単身世帯の場合，自動的に行動は専ら本人が担うものと捉えられ，全サンプルを対象とする．世帯構成人数

が 2 名以上の場合は，調査における担当者・同行人の回答をもとに抽出を行う．8.2 節に示すように，本調査

では，各買い物行動のそれぞれについて，担当者および同行人を複数回答で選択する設計としている．これを

世帯単位で集計し，1週間の買い物行動の担当者として，特定の 1名のみが発現する世帯を，専ら 1名が買い

物行動を担う世帯と定義し，抽出している． 

 その結果，特定の 1名が担当する世帯が 806世帯，うち地形条件の算出に必要な居住地データも取得されて

いる世帯が 603世帯抽出された． 

 表 8-13における集計と同様に，自動車の利用可能性および年齢階層に応じて 4分類を設定し，それぞれ集

計を行っている．また，週あたり食料品買い物回数については，1 回～7 回までの範囲で整数値として結果が

得られているが，各分類にサンプルを抽出した際の水準ごとのサンプル数を一定数確保することを目的に，1

～2回，3～4回，5～7回の 3水準に置換して集計を行っている． 

 各分類および各水準での算出結果は表 8-13に示す通りである．全目的と同様，食料品買い物回数の水準に

よる居住地平均傾斜度の有意な差は確認されなかった．これに対する解釈として，以下の 2 点が考えられる． 

 1点目は食料品買い物回数に対する他の要因の影響とその必須性である．本研究では食料品買い物回数につ

いて，頻度調整の対象になり得る行動目的と仮定して各分析を行っている．8.3 節において買い物行動の動態

を明らかにした際は，世帯構成人数を中心に，居住地以外の要因による買い物回数の変化が明らかにされてい

る．このように世帯にとって必要な行動が世帯属性によって規定され，移動手段や利用店舗は一定の範囲で選

択的であるものの，頻度，回数については，必須活動として，強い頻度調整の対象とはならない可能性が考え

られる．この点については，地形条件のみならず，他の要因と併せて，実店舗での買い物回数への影響を検証

する必要があると考えられる．この点については，次項にて検証を試みることとする． 

 2点目として，購入品およびその重量による影響が考えられる．食料品買い物行動においては，比較的軽量

のものから重量物まで，購入品による重量が異なり，また購入点数によっても異なるといえる．重量物を持っ

ての移動となる場合は，徒歩での移動の場合，身体負荷を増大させる要因となるといえる．地形条件による身

体負荷に加えて，購入品の運搬による身体負荷を考慮すると，一回あたりの購入点数を抑える判断が行われる

可能性も考えられる．その結果，却って頻度を低下させない，あるいは増加させることとなる可能性も考えら

れ，結果的に地形条件と買い物回数の関係が明瞭には観測されない結果となった可能性が考えられる． 

 この点の検証については，本調査では取得されておらず制約となっている，買い物行動における購入品の品

目，点数を含めた分析が期待される点といえる．ただし，第 7章で対象とした富岡西地区における輸送サービ

ス実証実験に関連して，7.5.4項において代替元手段の分析根拠した 2020年度事後調査では，この点に関連す

る結果が得られている．輸送サービスによる地区の移動環境への介入による居住者の行動変化に関する集計よ

り，買い物時における購入品との関係が示される結果となっており，これについては次に詳述する． 
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表 8-13 週あたり実店舗食料品買い物回数と居住地傾斜度の関係 
世帯の週あたり食料品買い物回数 回答数 居住地平均傾斜度 

平均値 
居住地平均傾斜度 

標準偏差 
全年代     
 1~2回 259 19.5 / 12.0 
 3~4回 190 19.3 - 11.1 
 5~7回 154 18.9 - 11.5 
全年代（自動車利用不可）     
 1~2回 117 20.9 / 13.3 
 3~4回 75 21.7 - 13.2 
 5~7回 67 19.2 - 13.0 
65歳以上     
 1~2回 137 19.3 / 11.7 
 3~4回 100 19.0 - 11.9 
 5~7回 96 19.1 - 11.7 
65歳以上（自動車利用不可）     
 1~2回 82 19.6 / 13.0 
 3~4回 50 21.1 - 13.6 
 5~7回 52 20.1 - 13.9 

 

(3) 移動環境への介入が行われた際の買い物行動への変化 

 先に示すように，食料品買い物行動において地形条件との関係が明瞭に観測されなかった点への考察の一つ

として，購入品との関係が考えられる．2020年度中間調査における食料品買い物行動調査では購入品や購入点

数のデータを，被験者負担等の観点から取得しておらず，これらを含めた更なる分析に対しては制約条件とな

っている． 

 一方，7.5.4項において代替元手段の分析根拠した 2020年度事後調査では，この点に関連する結果が得られ

ている．当該調査では，第 7章に詳述する輸送サービス実証実験への登録者を対象に，実証実験が行われたこ

とによる変化を，以下の選択肢を設けたうえで尋ねている．なお，2020年度事後調査の実施概要については，

7.5.4項に示す通りである． 

 

＜とみおかーと利用して，以前に比べてご自身の行動に変化はありましたか＞ 

l 出かける回数が増えた 

l 行動範囲が広がった 

l 変わらない 

l 出かける回数が減った 

l 重い買い物を気にせず出かけるようになった 

l 天気を気にせず出かけられるようになった 

l その他 

 

このうち「重い買い物を気にせず出かけるようになった」は買い物時の購入品による移動への制約条件を示

す項目と位置付けられる．回収された 202 票のうち 196 票について，当該設問に対する回答が判明している．

表 8-14はその集計結果を示しており，63.7%については，変わらないと回答している．変化があった場合の選

択肢として，外出頻度の増加，行動範囲の拡大，外出頻度の減少，買い物時に重量物を気にしなくなる変化，

天気による影響の減少の 5つの変化を設定している．このうち「重い買い物を気にせず出かけるようになった」

以外の 4つの変化については，0%～5.7%の該当であるのに対し，「重い買い物を気にせず出かけるようになっ
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た」については，14.6%（23名）が該当すると回答している． 

また，第 7章に詳述する実証実験への反応との関係ついて，表 8-14に，路線定期型サービスを利用した回

答者，および DRT（Demand-Responsive Transport）型サービスを利用した回答者に限定して同様の集計を行っ

た結果を示す．なお，本集計において各サービスの利用については，2020年度事後調査における利用有無のア

ンケート回答結果をもとに判定しており，第 7 章で対象とした無償期間での利用と，2021 年 1 月に実施され

た有償実験の別を問わないものとする． 

路線定期型利用のあった回答者，DRT型サービス利用のあった回答者ともに，全回答での集計に対して「重

い買い物を気にせず出かけるようになった」との回答の割合はやや増加しており，路線定期型利用があった場

合の 15.4%，DRT型サービス利用があった場合の 16.9%がそれぞれ該当すると回答している． 

買い物品目，重量への変化については，必ずしも回答者の多数派とはいえないものの，一定の割合について，

他の変化よりも高い割合にて発現していることが示され，先述の可能性を裏付ける結果の一つに位置づけられ

ると考えられる． 

 

表 8-14 2020年度実験における行動の変化 
選択肢 全回答 路線定期型利用あり DRT利用あり 
 発現数 構成比 発現数 構成比 発現数 構成比 
出かける回数が増えた 7 4.5% 7 6.7% 5 6.5% 
行動範囲が広がった 3 1.9% 2 1.9% 3 3.9% 
変わらない 100 63.7% 70 67.3% 46 59.7% 
出かける回数が減った 0 0% 0 0% 0 0% 
重い買い物を気にせず出かけるようになった 23 14.6% 16 15.4% 13 16.9% 
天気を気にせず出かけられるようになった 9 5.7% 5 4.8% 6 7.8% 
その他 15 9.6% 4 3.8% 4 5.2% 
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8.4.2. 傾斜地のトリップにおける身体活動量 

 前節においては，地形条件に対する外出頻度の影響を検証した．食料品買い物行動に着目したところ，地形

条件による影響は限定的との結果が示された．ここでは，当該移動目的については，頻度調整の対象としての

傾向が限定的であり，移動のしやすさや負荷に依らず，必須活動としての傾向が強い可能性が考えられる．一

方，斜面市街地に居住する場合，食料品買い物行動を含む日常生活でのトリップにおいて，平坦な地区と比較

して高い身体負荷がかかっているといえる． 

 日常生活におけるトリップを通じて強いられる身体負荷は，それが負担として認識された場合に，居住継続

や転居行動などに繋がる可能性も考えられる．これは，地形に伴う歩行時の消費カロリーと空き地・空き家の

発生状況との関係を明らかにした金ら（2016）による知見とも関連するものと考えられる(10)．身体負荷が転

居意向や居住地選択などに影響を及ぼし，その結果として金らが示すように空き地・空き家の発生を促進させ

るものと考えられる． 

 一方，前節にて考察を行ったように，斜面市街地に継続して居住することが，身体負荷のかかるトリップの

蓄積を通じて，個人の健康状態に正の寄与をもたらす可能性も考えられ，地形条件と健康状態，および外出頻

度・社会活動との関係には，正負の両者の関係が想定される．また，トリップにおける身体負荷の表現指標お

よび着目する健康状態についても，既往研究では多くの視点が存在するものと考えられる．移動に伴う身体活

動と健康状態の関係を明らかにするうえでは，移動側の動態を表現するための指標（交通関連指標と称する）

と，健康状態を表現するための指標（健康関連指標と称する）の双方を検討する必要がある．当該視点に基づ

く日本国内の発行済の既往研究について，各文献が採用する交通関連指標と健康関連指標を表 8-15 に示す．

なお，当該整理においては，各文献による整理等を別途行っており，その詳細は付録に示す通りである． 

 表 8-15を踏まえると，移動と健康の関係を明らかにする既往研究において，身体活動を測定する指標とし

て，運動時間，交通手段，歩数，身体活動強度・METsなどが採用されていることが明らかとなった．このう

ち，運動時間，交通手段，歩数については，地形条件を内包させて考慮することは必ずしも容易ではない指標

であると理解される．これに対して METs については，一部数値において地形条件の内包を可能にしている． 

国立健康・栄養研究所（2012）によるMETs表では，各活動に伴うMETsを示しており，このうち地形条件

に関係する主な値として表 8-16に示す各活動に伴う値が示されている(19)．また，METsについては，買い物

行動自体における身体活動強度についても値が示されており，METs＝2.3とされている．このほか，自動車や

軽トラックの運転＝2.5，自動車やトラックに乗車＝1.3，バスや電車に乗車＝1.3，のように徒歩以外の交通手

段における身体活動強度も示されている．  

表 8-16 に示すように，勾配が大きいほど，METs も大きい傾向が示されている．各 METs は歩行速度との

組み合わせた項目で説明されているため，異なる歩行速度間での勾配による違いは解釈できない．ただし，歩

行速度 4.7km/h～5.6km/h（分速 78.3m～93.3m）の領域においては，異なる勾配でのMETsが示されており，比

較が可能である．これによると，上り坂において勾配が 6～15%の場合，勾配が 1～5%の場合と比較して 1.51

倍となることが示されている．また，下り坂においても，平坦な場合と比較して負荷は生じており，同一歩行

速度（時速 4.0km）において下り坂では 1.1倍の負荷を生じさせていることが，同表において示される． 

以上を踏まえると，地形条件による買い物行動の回数変化が生じない場合，平地における生活と斜面市街地

における生活では，同程度のトリップ時間の場合でも，先に示す程度の身体活動強度の差異が生じることとな

る．自家用車やバスを運転あるいは利用できる場合，先に各活動のMETsを示すように，単位時間あたりの身

体活動強度は削減させることが可能であり，トリップ時間を併せて考慮すると，トリップにおける身体活動強
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度を削減させることが可能と解釈できる． 

ただし，自家用車を利用できない場合が考えられるほか，自家用車を利用可能であってもこのようなトリッ

プにおいて利用する生活様式を形成していない場合もあり，同様に路線バスをはじめとする公共交通の利用に

ついても類似のことが考えられる．公共交通利用については，定期券や高齢者向けのパスを保有しない場合，

都度運賃が発生することも，効用を低下させる要因になることが考えられる．実際，8.3 節では，食料品買い

物行動に関するホームベーストリップにおける交通手段について，徒歩または自家用車が卓越し，公共交通の

利用は必ずしも主たる割合を示さないことが示されている．手段選択，目的地選択，トリップチェーンの選択・

形成を世帯内で行ったうえでの結果であるが，徒歩による移動を伴う場合，斜面市街地の居住者については，

この身体活動強度を許容していることになると解釈できる． 

METsについては安静時と活動時の活動強度の比として算出されることになり，個人属性，個人による変動

は含まないこととしている．ただし，第 7章において整骨院への通院がある居住者が新たな輸送サービスへの

反応を強く示すことが明らかとなっているように，生じる身体活動強度に対する受容や反応には個人による差

異が生じるものと考えられ，今後の更なる知見が求められるものと考えられる． 
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表 8-15 移動と健康の関係についての既往研究における交通・健康関連指標 

 交通関連指標 健康関連指標 

交
通
環
境
に
対
す
る
問
題
認
識 

公
共
交
通
等
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
7 

通
勤
時
運
動
時
間 

通
勤
時
交
通
手
段
・
利
用
頻
度 

利
用
交
通
手
段
D
全
般
G 

活
動
に
対
す
る
要
求 

一
日
当
た
り
歩
数 

外
出
頻
度 

身
体
活
動
強
度
・M

ETs 

健
康
自
己
評
価
・
身
体
的
不
安 

健
康
関
連Q

O
L

DSF-36v2
G 

老
研
式
活
動
能
力
指
標 

認
知
・
運
動
機
能 

BM
I

・
体
型 

血
液
等
身
健
康
診
断
結
果 

死
亡
リ
ス
ク
・
標
準
化
死
亡
比 

医
療
費
歳
出 

佐々木(2017) (104)  〇        〇        

張・小林(2012) (105)     〇      〇       

谷本(2016) (106)     〇       〇      

伊藤ら(2012) (107)     〇        〇     

吉本・川田(1996) (108) 〇     〇    〇        

大庭(2013) (109)         〇         

孔ら(2012) (110)         〇         

程ら(2009) (111)         〇        〇 

室町(2008) (112)    〇   〇       〇    

難波・室町(2007) (113)    〇 〇         〇    

村田・室町(2006) (114)    〇          〇 〇   

谷口ら(2017) (115)    〇           〇   

安東ら(2013) (116)     〇   〇       〇   

高田(2004) (117)   〇            〇   

長谷川ら(2019) (118)    〇            〇  

森ら(2015) (119)    〇             〇 

 

表 8-16 地形条件と関連するMETs値の一覧 
コード 活動 METs値 
17170 歩行：4.0km/時、平らで固い地面（基準として掲載） 3.0 
17210 歩行：4.7-5.6km/時、上り坂、1-5%の勾配 5.3 
17211 歩行：4.7-5.6km/時、上り坂、6-15%の勾配 8.0 
17235 歩行：8.0km/時、上り坂、3%の勾配 9.8 
17180 歩行：4.0km/時、下り坂 3.3 
17070 階段を降りる 3.5 
17133 階段を上る：ゆっくり 4.0 
17134 階段を上る：速い 8.8 
17161 家から車やバスまで歩く、車やバスから職場や目的地まで歩く 2.5 
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8.4.3. 居住継続意向との関係 

 前項に示すように，地形条件に起因する頻度調整を伴わない場合も，とりわけ徒歩や自転車等の NMT（Non-

Motorized Transport）による移動を選択した場合，地形条件に伴う身体活動強度の増大を許容することとなる．

これは長期的には日常生活における移動のしやすさそのものを左右する要因となり得，個別の行動選択のみな

らず，居住継続意向や居住地選択にも影響を及ぼす可能性も考えられる．この課題は個人・世帯としての生活

利便性の課題に加え，地区の持続可能性にも関連の強い事項であると考えられる． 

 関連して，全ら（2016）は斜面市街地居住者の転居意向について，単身になった場合に転居意向がみられる

ようになることを示しているほか(7)，金ら（2016）は勾配や階段による歩行時の負荷が，空き地・空き家の発

生に影響を及ぼすことを明らかにしている(10)． 

 富岡西地区では，2020年度中間調査において，居住継続意向およびその理由に関する項目を設けている．金

ら（2016）(10)が着目する空き地・空き家の発生に対しては，それを構成する一要因としての居住継続意向に

着目する分析として，また全ら（2016）(7)の知見に対しては，居住継続意向に対するその理由も明らかにする

分析として位置づけ，本項にて，富岡西地区を対象とする，居住継続意向およびその理由に関する分析を行う．

ここで，2020年度中間調査の調査概要については，7.3節および 8.2節に示す通りである． 

 当該調査において，居住継続意向は世帯単位での設問としている．選択肢として以下の 4項目を設けている． 

 

設問：転勤など転居を強いられる事象がない場合，富岡地区に今後もお住まいになることを希望されますか．

選択肢より最もあてはまるものをお選びください 

l 特に地区外への転居は予定・希望していない 

l 今後・将来的に，地区外への転居を希望・検討している 

l わからない 

l その他 

 

 富岡西地区居住者 1271世帯からの回答のうち，1220世帯より当該設問に対する回答が得られている．これ

ら回答に対して，各選択の分布，構成比を表 8-17に示す．73.5%の世帯については，地区外への転居は予定・

希望してないとしており，最大の構成比を占めている．これに対して「今後・将来的に，地区外への転居を希

望・検討している」とする世帯は 53 世帯（7.3%）であり，多数派とは言えない一方，一定数観測される結果

となった．第 5章に示すように，2015年現在の富岡西地区居住世帯数は 6765である．仮に表 8-17の傾向が

地区全体を表現していると仮定した場合，将来的な地区外への転居を希望・検討している世帯は 494世帯にの

ぼり，必ずしも限定的とは言い難い値とも捉えられると考えられる． 

 表 8-18は転居を希望・検討する世帯の希望時期を示している．23世帯について回答が得られている．即時，

1年程度の回答も見られるが，表 8-18に示すように分類を行うと，5年以内とする世帯が 12世帯であり，半

数以上が 5年以内の転居を希望・検討していることが示される．このほか，定年後・老後が 4世帯，5年～15

年程度の中長期的な意向を示す世帯が 3世帯存在し，合わせて中長期的に転居を希望・検討している世帯の存

在が確認された． 

 転居を希望・検討する理由は表 8-19に示す通りである．理由に関する 48件の回答が得られている．なお．

1世帯の回答において複数の理由が挙げられている場合も，合わせて一つの回答として処理している．このう

ち，移動環境に関連する理由と判断できるものは 18 件確認された．3 分の 1 以上の回答で移動環境に言及し
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ており，居住継続意向を左右する要因として，移動環境が一定の影響を及ぼすことが示唆される．また，移動

環境に言及する理由の 3分の 2にあたる 12件については，坂や階段など，地形条件に関係する理由を含んで

いると判断できる．以上を踏まえると，様々な要因によって構成されるといえる転居希望・検討理由において，

移動環境は一定の影響を及ぼし，さらにそのうち半数以上が地形条件を要因の一つとしていることが示された

と解釈できる．これは，地形条件による身体負荷が，居住継続意向に対して負の影響を及ぼすことを示す結果

と捉えられ，先に示す全ら（2016）や金ら（2016）に対して矛盾なく補う結果と理解できる． 

 なお，表 8-19 では表 8-18 に示す転居希望時期との対応も示されている．地形条件が関連する理由につい

ては，必ずしも短期（5年以内）の転居希望に限らず，5年～15年や，定年後・老後など中長期的な検討を行

っている場合もあることが示される．現在直面している課題が要因での転居意向のみならず，現在は対処，許

容できているものの，加齢に伴う変化など，将来的な変化を見据えて地形条件を捉える場合も一定程度あると

解釈できる． 

 

表 8-17 富岡西地区居住世帯の居住継続意向 
居住継続選択肢 回答数 構成比 
特に地区外への転居は予定・希望していない 1074 73.5% 
今後・将来的に，地区外への転居を希望・検討している 53 7.3% 
わからない 90 18.5% 
その他 3 0.8% 

 

表 8-18 転居希望・検討世帯の転居希望・予定時期 
時期回答 時期分類 
即時 5年以内 
年明け頃 5年以内 
2021年 3月 5年以内 
2021年 5年以内 
1~2年以内 5年以内 
1~2年後 5年以内 
2年後位 5年以内 
2～3年後 5年以内 
3年以内 5年以内 
3～4年先 5年以内 
5年以内 5年以内 
5年後 5年以内 
10年以内  5年～15年 
10年後 5年～15年 
15年後くらい 5年～15年 
定年後 定年後・老後 
定年後しばらくしたら 定年後・老後 
老齢期 定年後・老後 
老後 定年後・老後 
いつだかわからないが息子か娘が来れば その他 
未定 不明・未定 
不明 不明・未定 
今のところ無理 不明・未定 
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表 8-19 転居希望・検討世帯の転居希望理由 

理由（原則として原文まま） 移動 
環境 

地形 
条件 時期 

駅のバス停が坂があり，不便 ○ ○ 5年以内 
坂が多い．歩道が狭い（子供がいると大変）駐車場のお金が高い ○ ○ 5年以内 
駅に近いマンションに転居 ○  5年以内 
買物・電車 不便 ○  5年以内 
家の購入   5年以内 
帰省（介護のため）   5年以内 
現在住んでいる社宅に住める期間が決まっているため   5年以内 
住みかえ   5年以内 
住みづらい   5年以内 
自宅売却   5年以内 
子供の通学   5年以内 
独立の為   5年以内 
この地域は坂も多く車や電動自転車がないと日常生活を送るのに苦労するため， 
老体にはキツイと思われるので ○ ○ 5年～15年 

住みやすさ，坂道のない便利な場所へ ○ ○ 5年～15年 
帰郷   5年～15年 
高齢の為   5年～15年 
駅まで遠く，バスも本数少なく，駅のバス停は急坂の上，外出しづらい ○ ○ 定年後・老後 
坂で生活がきびしくなる ○ ○ 定年後・老後 
交通手段が少なく駅までの距離が長いから ○  定年後・老後 
主人の出身地へ   定年後・老後 
主人の出身地へ戻る予定   定年後・老後 
三浦方面か伊豆に行きたい   その他 
お買い物に不便．坂が多い ○ ○ 不明・未定 
駅まで遠い．中途半端で坂も多い ○ ○ 不明・未定 
坂が辛いので ○ ○ 不明・未定 
坂が多く，老後は考える ○ ○ 不明・未定 
坂が大変 ○ ○ 不明・未定 
交通が不便，坂多し ○ ○ 不明・未定 
交通が不便 ○  不明・未定 
交通の便や商業施設のアクセスが良いところへ ○  不明・未定 
駅まで遠いため ○  不明・未定 
マンション希望   不明・未定 
もう少し便利で賑やかな場所に住みたい   不明・未定 
ゆくゆくは故郷に帰りたい   不明・未定 
引っ越し   不明・未定 
結婚があれば   不明・未定 
結婚したとき   不明・未定 
結婚予定のため   不明・未定 
戸建てであるが，賃貸に移る計画   不明・未定 
市営住宅の家賃が上がるため   不明・未定 
将来老化が進行した場合，介護は有料老人ホームへ入居することも検討している   不明・未定 
職場近くへ   不明・未定 
転勤   不明・未定 
不便   不明・未定 
不便さが全然解消していない．昔のまま   不明・未定 
不便すぎる   不明・未定 
老人ホームに行くことを考えている   不明・未定 
老人ホームへの入居   不明・未定 
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図 8-32 転居意向を伴う世帯の所在地（移動環境理由） 

 

 
図 8-33 転居意向を伴う世帯の所在地（地形条件理由） 
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図 8-34 転居意向を伴う世帯の所在地（移動環境理由以外） 

 

 
図 8-35 富岡西地区の地形（再掲） 
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 表 8-19に示す転居希望・検討理由のうち，移動環境に関連すると判断できるもの，あるいは地形条件に関

連すると判断できるものについては，先述の通りである．移動環境に関連すると判断できる回答のあった世帯

のうち，17世帯については居住地位置も取得されている．同様に，地形条件に関連すると判断できる回答のあ

った世帯のうち 11世帯についても居住地位置が取得されている． 

 移動環境に関連すると判断できる回答が確認された世帯の空間的分布を図 8-32に，地形条件に関連すると

判断できる回答が確認された世帯の空間的分布を図 8-33 にそれぞれ示す．図 8-35 に再掲する富岡西地区の

地形と比較すると，富岡西 3丁目から同 4丁目にかけて尾根形状をなす標高の高い地区，および富岡西 7丁目

南側の標高の高い地区において，移動環境や地形条件を理由として転居を希望・検討する世帯が分布する傾向

が示される．逆に，比較的平坦である富岡西 5丁目や富岡西 6丁目においては，移動環境や地形条件を理由と

する転居検討・意向は確認されない．図 8-34は移動環境以外を理由とする転居検討・意向の確認される世帯

の空間的分布を示す．同図においては，必ずしも図 8-32 および図 8-33 にみられる空間的な分布の傾向が継

承されるとはいえず，移動環境，地形条件が転居希望・検討の理由となる世帯が，標高の高い地区に位置する

傾向が改めて示唆される結果と考えられる． 

 転居を検討・希望する世帯全体，そのうち移動環境を理由とする世帯，地形条件を理由とする世帯，その他

理由による世帯のそれぞれについて，居住地情報が得られている世帯を対象に，平均傾斜度および平均標高の

平均値を表 8-20に示す．その他理由による転居検討・希望世帯に対して，移動環境や地形条件によって転居

を検討・希望する世帯において，平均傾斜度，平均標高ともにその平均値は高い傾向が示される．その他理由

による世帯を基準として移動環境による世帯，地形条件による世帯との平均値の差の検定を行った結果，表 

8-20に示すように，必ずしもサンプルが多くはないなかで，平均傾斜度，平均標高ともに 1%から 5%の

有意水準で差の有意性が確認された．なお，地形条件理由による世帯と移動環境による世帯の間には平

均値の差の検定において 10%以下での有意差は確認されなかった．地形条件理由とは明確に判断されな

いものの，移動環境理由と判断される理由として表 8-19に示すように「交通が不便」など移動環境のどの

部分に課題を抱えているか示されないものも存在する．これら理由の構成要因として，発現しなかったものの

地形条件が含まれる可能性もあり，これが地形条件理由と移動環境理由の間での差を生じさせなかった可能性

が考えられる． 

以上のように，移動において身体負荷を伴う地区に居住する場合に，地形条件が移動環境の課題となって居

住継続意向に対して転居意向として発現するケースが複数示される結果となった．これは第 6章および第 7章

において明らかとなった，個別の行動選択に対する地形条件の影響の蓄積として，比較的中長期的な判断とい

える居住継続に対しても地形条件の影響が示唆されることを示す結果と捉えられる． 

 

表 8-20 転居検討・希望理由別の居住地地形条件 
分類 世帯数 平均傾斜度  平均標高  
  平均値 差の検定 平均値 差の検定 
地形条件理由 11 25.7 1%有意 50.1 5%有意 
移動環境理由 17 21.9 5%有意 49.6 1%有意 
その他理由 28 15.7 ― 41.0 ― 
転居検討・希望世帯全体 45 18.1 ― 44.3 ― 

  

 地形条件を理由に転居を検討・希望する世帯について，その特性を明らかにする．11世帯のうち，単身世帯

は確認されず，2人世帯が 1世帯，3人世帯が 8世帯，4人世帯 1世帯，6人世帯が 1世帯の構成である． 
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 2 人世帯，3 人世帯については全ての世帯について構成員の年齢回答が把握されている．4 人世帯について

は 3名の，6人世帯については 4名の年齢階層がそれぞれ取得されている．表 8-21に示すように，必ずしも

高齢世帯には限定されないことが明らかとなる．また，同表に転居希望時期を併せて示すように，時期が明ら

かとなっている世帯は限定的ではあるが，必ずしも高齢化してからではなく，若年層や生産年齢層のうちに転

居することを希望する世帯も存在することが示される．加齢を伴ってから問題認識を抱き，転居希望に至るの

みならず，若年層，生産年齢層の段階から老後の生活における移動への問題認識を抱いたり，若年層，生産年

齢層の段階で移動に問題意識を抱く場合もあることが示される結果と解釈される． 

 自家用車の利用可否については，同調査の個人票回答において「保有し，利用できる車両」の自家用車項目

に，該当すると一人以上が回答している世帯を，自家用車を利用可能な世帯とここでは定義している．2世帯

は自家用車を利用できないとしているが，他の 9 世帯については利用可能な状態にある．2020 年度中間調査

では，サンプル全体に対して同様の集計を行ったところ，対象 1493 世帯のうち 65.8%にあたる 983 世帯にお

いて一人以上が自家用車を利用可能としている．表 8-21 に示す 11 世帯を対象に割合を算出することはサン

プル数の都合上適切とはいえないが，地形条件を理由に転居を希望する世帯が，自家用車を利用しにくい環境

にあるとは言えないものと捉えられる． 

 8.3節および 8.4.1項にて対象とした食料品買い物行動について，実店舗利用回数や実店舗以外の手段を利用

したか否かを同じく表 8-21に示す．食料品買い物行動回数は特定の傾向を示すとはいえず，地形条件を理由

に転居を希望する世帯が食料品買い物行動において特定の傾向を有するとはいえないものと理解できる． 

 以上のように，限られたサンプルではあるが，地形条件を理由に転居を希望する世帯についてその結果を集

計した結果，必ずしも高齢世帯に限るものではなく，また自家用車利用をはじめとする移動可能性や実際の行

動において，転居を希望する世帯が特定の傾向を示すものとはいえないと理解できる．居住継続意向は必ずし

も現況に対して評価を行っているものとは限らず，現況を踏まえ，個人や世帯で自らの将来を想定したうえで，

中長期的な予測を含めて意向を示したり，判断を行ったりするメカニズムが生じていることも考えられる． 

 

表 8-21 地形条件を理由に転居を希望する世帯の特性 
世帯 世帯 

人数 
1人目 2人目 3人目 4人目 自家用車 

利用可否 
実店舗利用 
回数 

実店舗 
以外有無 

転居希望時期 

1 2 55-64歳 55-64歳 ― ― 無 4 無 不明・未定 
2 3 85歳以上 85歳以上 55-64歳 ― 無 2 無 不明・未定 
3 3 55-64歳 45-54歳 15-24歳 ― 有 1 無 老後・定年後 
4 3 25-34歳 25-34歳 15歳未満 ― 有 5 有 5年以内 
5 3 65-74歳 35-44歳 35-44歳 ― 有 6 無 不明・未定 
6 3 35-44歳 35-44歳 15歳未満 ― 有 7 無 5年～15年 
7 3 35-44歳 15歳未満 15歳未満 ― 有 1 無 不明・未定 
8 3 55-64歳 55-64歳 25-34歳 ― 有 不明 不明 5年～15年 
9 3 65-74歳 55-64歳 25-34歳 ― 有 3 無 不明・未定 
10 4 55-64歳 45-54歳 ― ― 有 不明 不明 5年以内 
11 6 85歳以上 55-64歳 45-54歳 45-54歳 有 5 無 老後・定年後 
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8.5. 小括 

 本節では，交通行動の先にある都市活動に対して地形条件が与える影響に焦点をあて，特に個人の活動頻度，

世帯での食料品買い物行動回数，世帯の居住継続意向に着目した．既往研究によって，斜面市街地において加

齢による社会活動の減少傾向がみられることや，勾配や階段による歩行時の負荷が，空き地・空き家の発生に

影響を及ぼすことを明らかにしている． 

 これに対して本章の分析では，活動頻度については，個人の外出頻度全体および世帯での食料品買い物行動

行動に着目している．これは，複数の社会活動を対象に活動有無をもとに点数化を行った既往研究に対して，

得に食料品買い物行動については，必須ではあるが頻度調整の対象になり得る都市活動として対象を限定する

ことで，仮説の精緻化を図っている． 

 また，居住継続意向については，空き地・空き家の発生を生じさせる手前のメカニズムとして本章では位置

づけている．また，本章の分析においては居住継続意向の回答において転居意向が確認される場合に，その理

由を併せて捕捉している点が，新たな知見としての意義を有していると位置づけている．加えて，本章の分析

においては，活動頻度および居住継続意向を同一の対象地において同一の調査をもとに分析可能であり，従来

は独立した個別の研究であった両者に関する知見を同時に分析可能である点にも意義が認められるものと考

えられる． 

 個人の外出頻度については，全年代，65歳以上，自家用車有無のいずれのカテゴリにおいても，居住地の傾

斜度による特筆すべき違いが確認されなかった．これは全ら（2016）による既往研究と必ずしも一致しない結

果であるが(7)，若年層における通勤・通学トリップや，全ら（2016）の活動機会の定義には含まれない通院ト

リップなど，必須活動に近く頻度調整の対象になりにくい都市活動の存在に起因すると考えられる． 

 世帯での食料品買い物行動についても，回数による居住地傾斜度の違いは確認されなかった．これは食料品

買い物行動が，世帯構成人数など他の要因によって規定され，必須活動に類する都市活動として，地形条件に

よる負荷の大小に依らず，一定の頻度で行われていることを示唆する結果であると捉えられる．このほか，食

料品買い物行動の特性に鑑みると，購入品の重量などにより，活動頻度を抑えるために購入量を増加させるこ

とが困難であり，地形条件による影響が限定的となった可能性も考えられる．これに対して 2020 年度の輸送

サービス実証実験の結果，同サービスの存在により，購入品の重量を気にせず買い物ができるようになったと

の回答も一定数確認される結果となり，この示唆を支持する結果であると理解できる．購入品による違いにつ

いては，本章の分析における制約となっており，今後の研究が期待される領域と考えられる． 

 ただし，活動と健康状態の関係を論じる既往研究において，複数の知見で用いられるMETs（身体活動強度）

の算定結果において，上り坂の歩行において平坦・緩斜面の歩行に対して高い活動強度がかかることが示され

ていることなどに鑑みると，同程度の頻度でのトリップを行う場合でも，居住地によって移動に伴う身体活動

強度が異なることはほぼ確実のことと考えられる．なお，身体活動強度の蓄積は負荷となると同時に，身体機

能の維持向上に寄与する作用もあるといえ，日常生活における身体負荷と移動能力，実際の活動の関係につい

ては，本章でも示すように複数の知見が存在するが，地形条件との関係については，今後の更なる研究が求め

られると考えられる． 

 高い身体活動強度を強いられる環境下での生活において，その負担が及ぼす影響として，居住継続意向や転

居行動が考えられる．金ら（2016）による既往研究を通じて，歩行時の消費カロリーが空き地・空き家の発生

に与える影響が明らかにされている．本章では空き地・空き家の発生要因の一つと考えられる居住継続意向・

転居意向に着目し，その動態を，居住地の地形条件と転居意向理由をもとに明らかにしている． 
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 その結果，回答世帯のうち 7.3%が転居を検討・希望していると回答していることが示された．検討・希望理

由が確認される 48世帯のうち 37.5%は移動環境を理由としていると判断でき，さらにそのうち 3分の 2 の世

帯については，地形条件による負の影響がもたらされていると解釈できる結果となった． 

 同時に本章では，移動環境を理由とする世帯，特に地形条件を理由とする世帯，ならびにその他の理由を挙

げる世帯の間での居住地傾斜度の違いを示している．その結果，地形条件を理由とする転居意向を示す世帯の

居住地はその他の理由を挙げる世帯の居住地に対して有意に傾斜度が高く，先の傾向を定量的，統計的にも支

持する結果となった．加えて，地形条件を理由に転居を希望する世帯の特性に着目したところ，高齢世帯や自

家用車の利用可能性が低い世帯など，地形条件による影響を受けやすいと考えられる特定の属性に限定される

ものではないことが示された．地形条件に伴う移動の課題は必ずしも高齢世帯に限定されたものではないと示

唆されるほか，現況では深刻な課題にまでは至っていないものの，自らが高齢化した際の見通しをもとに意向

を表明している場合もあると，理由からは見受けられる． 

 第 6章，第 7章では主に交通手段選択に着目し，トリップ単位を中心とする個別の交通行動に対する地形条

件の影響を明らかにした．これに対して本章ではより長期の視点に基づき，活動頻度および居住継続意向に着

目した．地形条件と活動頻度（食料品買い物回数）との間に有意な関係は認められなかった．一方，居住継続

意向に着目した際に，転居意向を有する世帯の意向理由には，地形条件に伴う移動時の負担に関するものが複

数確認され，当該世帯が傾斜度の高い地区に居住することも有意に示された．第 6章，第 7章で着目した個別

のトリップへの影響のみならず，地形条件はより長期的な住まい方の判断にも影響を及ぼしうることが示され

たといえ，地区の持続可能性などの観点からも，交通計画において地形条件を考慮することの重要性が改めて

示される結果であると捉えられる． 
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9. 結論 
9.1. 各分析における成果 

 本研究における一連の成果を結論づけるにあたり，はじめに，各分析における成果を概観する． 

 第 1章では，既往の議論などをふまえ，斜面市街地の交通計画において地形条件を考慮すること，およびそ

のための手法確立の必要性を論じている．そのなかで，既往研究をもとに斜面市街地を定義し，東京圏を対象

に斜面市街地の分布を明らかにしている．人口集中地区に限定しても，東京圏内においては多摩川右岸から川

崎市，横浜市を経て三浦半島に至る領域を中心に，斜面市街地が集中していることが示された．また，既往の

議論を基盤としつつ，斜面市街地の移動環境に対して介入を要する状況となった場合の責任主体について，居

住者，開発者，行政を対象に試論を行った． 

 第 2章では移動環境，交通行動と地形条件の関係を論じたものを中心に，関連する既往研究の成果を総括し

た．視点として，地形条件や斜面市街地の定義に関する知見，地形条件がもたらす身体負荷に関する知見，交

通行動に対する地形条件の影響に関する知見，都市活動として発現する社会活動頻度や空き地・空き家の発生

に関する知見，また交通計画において地形条件を考慮し，反映させる手法や事例に関する知見，の 5視点を設

定し，既往研究を総括した．これを踏まえ本研究では，第 3章に示す研究目的を設定した． 

 本研究は第 3章に示すように，都市活動への影響にもとづき，地形条件による影響を斜面市街地の交通計画

に反映させる手法を確立させる基盤となる知見を得ることを目的としている．その上で，その確立に向けて求

められる視点を図 9-1に示すように整理し，各章にて対応する分析，検証，論証を行う構成をとることとした．  

 

本研究における 4つの視点：第 3章より一部改変して再掲 

1. 地形条件評価の手法が確立されていないなかでも，個別の計画において地形条件の定量的評価が行われ

る事例のあることが示されている．一方，その現況や現行の手法，指標およびその課題については明ら

かにされていない．そこで本研究では，日本国内における現行の交通計画において地形条件の定量評価

が何等かの手法によって行われた事例について，その現況と手法および課題を明らかにする． 

2. 地形条件が個別の行動選択に与える影響については，前章に示すように複数の知見の蓄積が確認される．

ただし，各知見において地形条件の変数化手法に確立されたものは定義されておらず，各研究に応じて

分析者による選択が行われている．そこで本研究では，地形条件の交通行動への影響を明らかにした既

往の各研究について，その地形条件変数化手法の採用実績などを明らかにする．そのうえで，自家用車，

徒歩，自転車だけでなく公共交通も十分に利用可能な，日本国内の大都市郊外部において，斜面市街地

での交通手段選択を明らかにした知見を対象に地形条件変数化手法の改良を行い，交通手段選択モデル

の改良を行うことで，地形条件による交通手段選択への影響をより詳細に明らかにする． 

3. 前章で明らかにするように，地形条件の交通行動への影響を明らかにした既往研究の多くは線形仮定を

基盤とする非集計モデルを手法として適用している．当該手法ではパラメータ間比較により説明変数に

よる被説明変数への寄与を定量的に解明することが可能である．一方，地形条件については影響は線形

とは限らず，一定の領域に達した際に強い身体負荷として交通行動に影響を及ぼし始める可能性も考え

られる．そこで本研究では，既往研究とは異なる手法を適用し，地形条件が交通行動，特に交通手段の

選択に対して地形条件が影響を及ぼす閾値を明らかにする． 

4. 交通手段選択や目的地選択などの個別の行動選択の蓄積は，既往研究が示唆するように地形条件は社会

活動への参加や外出頻度など，より広義の行動選択，都市活動に影響を及ぼす可能性がある．これは居
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住継続可能性などを含め，生活全般に影響を及ぼし得る重要な関係と考えられる一方，その関係につい

て明確に明らかにした知見は確認されない．これら知見は，移動環境改善施策における便益を評価する

際に，利用者数や収支等に留まらず，施策が地区や都市に与える影響を考慮する上で重要な視点となり

得る．そこで本研究では，個別の行動選択の先に発現すると考えられる外出頻度・行動頻度と移動時の

身体負荷，居住継続意向と地形条件の関係を明らかにする． 

 

 
図 9-1 交通システム計画のプロセスと斜面市街地の交通計画 

 

 視点 1については第 4章において論じた．日本国内で人口 10万以上を有する 282市において策定済の 422

件の交通計画資料に対して，地形条件を定量的に扱っているものとして 9 自治体による 12 計画資料が存在す

ることが明らかになった．各計画による採用指標等は第 4章に示す通りであるが，大きくその手法は 3種に分

類できることなどが明らかとなった．地形条件を表現するために用いられる指標は複数存在するが，そのうち

複数の計画資料にて採用例の確認される唯一の指標として，いわゆるバリアフリー指標が挙げられることが明

らかとなった．これは当該指標が，国内における現行の各種基準，指標のうち勾配に関する記述を有する唯一

のものであるためと解釈される．ただし，当該指標は歩道やスロープを整備する際の利用を想定した基準値と

いえ，地形条件が交通行動等に与える影響やそのメカニズムを踏まえた指標とは言い難い．交通計画策定にお

いて，科学的な根拠をもとに地形条件を評価可能とする手法や基準の確立が急務であると示唆する結果が得ら

れたと解釈される． 

 視点 1の結果は，視点 2および視点 3の分析の必要性を強く支持していると解釈される． 

 視点 2については，第 6章において分析，立証をおこなった．第 2章において総括した既往研究のうち，交

通行動分析において地形条件を内包した知見を対象に，地形条件の変数化手法を整理した．その結果，手法は

主に標高，高低差，勾配，特定の勾配以上のリンクが OD間に占める割合に 4分類され，特に変数間の相関や

知見間での統一性の観点から，勾配を採用することが，既往研究との一貫性を確保するうえで有用と判断され

た．そこで高低差を地形条件を表現する変数としていた早内ら（2019）による斜面市街地の交通手段選択モデ

ルを対象に，新たに勾配を変数として採用する改良をおこなった(32)．その結果，良好と判断できるモデルが
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構築された．高低差を採用した場合と類似のパラメータ推定結果がもたらされ，既往研究との一貫性を高めた

うえで，地形条件による徒歩選択への負の影響が改めて立証される結果となった．ただし，変数を変更したこ

とによる，モデル全体としての説明力については特筆すべき変化は確認されなかった． 

 第 6章では効用最大化理論に基づく手段選択モデルを手法として採用しており，視点 3に示す課題は残され

た状態であった．そこで，第 7章において，量的変数に対して，サンプルを分類する観点から，閾値を算出可

能な手法として決定木分析を用いることで，視点 3にアプローチした．対象は神奈川県横浜市金沢区の斜面市

街地である富岡地区であり，第 6 章における対象地区と同一である．同地区では 2018 年度より新たな乗合型

輸送サービスの実証実験が行われており，決定木分析では主に 2020 年度実験における居住者の登録有無，利

用有無を対象に，個人属性および地形条件を含む居住地属性を説明変数に設定した．その結果，地形条件とし

ての居住地傾斜度，鉄道駅までの距離，実験サービスまでの距離，路線バスまでの距離，整骨院・整形外科ま

での通院状況の有無の 5変数が，居住者の反応を説明するうえで特に重要な変数であることが示された．量的

変数を採用したものについては分類上の閾値も算出され，地形条件については，居住地の傾斜度が 12.6 度を

超過する居住者について，特に実験への反応が強くみられることが明らかとなった．また，第 7章において対

象とする実証実験は斜面市街地の移動環境改善を目指したものであり，地形条件を含めて各種の変数を網羅的

に同分析において採用し，検証することで，斜面市街地の移動環境に介入する取組みに対する居住者の反応メ

カニズムを解明する知見としても位置付けられる． 

 視点 4に対しては第 8章において検証を行い，特に個人の外出頻度，世帯での週あたり食料品買い物行動回

数，世帯としての居住継続意向に着目した．第 7章と同一の調査にて各動態を取得している．外出頻度，週あ

たり食料品買い物行動回数については，頻度・回数別に居住地傾斜度の平均値を算出した．全年代，65歳以上，

全年代（自家用車利用不可），65歳以上（自家用車利用不可）の 4分類について各算出を行った結果，いずれ

のケースにおいても有意差はほぼ確認されない結果となった．特に食料品買い物行動回数に着目して買考察を

行うと，当該活動が必須活動として位置付けられ頻度調整の対象になりにくい可能性，斜面市街地での長期に

わたる生活が居住者の運動機能に正の効果を与えている可能性，食料品については購入品の重量や日持ちに起

因して頻度を下げるために一回の購入量を増やすことに制約がある可能性などが考えられる．特に購入品の重

量については，当該調査では取得されていないが，第 7章にて分析対象とした 2020年度実験の事後調査では，

輸送サービス実証実験の存在により購入品の重量を気にせず購入できるようになったとの回答が一定数存在

することが明らかになっており，先の考察を支持する結果となっている． 

 以上のように外出頻度・行動回数と居住地の地形条件との間に明確な関係は確認されなった．ただし，移動

時の身体活動の関係を明らかにする既往研究においても複数の採用例が存在する METs（身体活動強度）など

の知見を踏まえると，勾配のあるトリップにおいて平坦な場合と比較して最大で 1.51 倍程度の負荷がかかる

ことが示されており，斜面市街地でのトリップにおいて身体負荷がかかることはほぼ確実といえる．この蓄積

は長期的には居住地選択を含めた，住まい方への影響を及ぼす可能性が考えられることから，外出行動と同一

調査において居住継続意向を理由とともに取得した．その結果，7.3%の世帯が転居を希望し，その理由が判明

している世帯の 37.5%は移動環境を，さらにその 3分の 2には地形条件を理由に含めていることが明らかとな

った．このように地形条件がトリップ単位での行動選択への影響に留まらず，居住に関する選択にも影響を及

ぼすことが，交通行動に対する影響が立証されている箇所と同一の対象地において立証された． 

 以上のように先に示した 4 視点に対して，各分析を通じて本研究を通じて新たな知見がそれぞれ得られた． 
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9.2. 結論と今後の展望 

 本研究では，斜面市街地の交通計画を策定する際に，交通行動を含む都市活動に対して地形条件が与える影

響にもとづき，地形条件を反映させる手法を確立させる基盤となる知見を得ることを目的としている． 

 各分析を通じて新たに得られた知見は 9.1節に示す通りであるが，これらを元に本節では，改めてその内容

を総括するとともに，結論と今後の展望を示す． 

 本研究を通じ，現在は地形条件を交通計画に反映させる手法は確立されているとは言い難いものの，国内の

自治体による交通計画について，地形条件を定量的に考慮，反映した先例が複数存在することが明らかとなっ

た．またそのうち，移動環境の改善に繋がる施策の実験的あるいは本格的実施に繋がった例も複数存在するこ

とが同時に明らかとなった．一方，交通行動を含む都市活動に対して地形条件が与える影響を反映させようと

した際に，参照可能な閾値や基準値が存在しないことが課題として示された． 

 当該課題を踏まえ，本研究では関連する他のパラメータと地形条件の影響比較，地形条件による影響が強く

発現する閾値を明らかにしている．トリップ単位での交通手段選択を対象にした多項ロジットモデルの構築を

通じ，地形条件の変数化手法を既往研究より改善させた上で，斜面市街地での徒歩選択に対して勾配が負の影

響を及ぼすことを明らかにしている．その影響はトリップ時間や運賃に対しては弱い影響である一方，杖や車

椅子を必要とするなど，身体的な課題を抱えることと同程度の強さをもつことが明らかとなった． 

 また，量的変数に対してサンプルの分類を説明する閾値を解明可能な決定木分析を採用することで，地形条

件による影響が強く発現する閾値を明らかにしている．その結果，斜面市街地において行われた新たな乗合型

輸送サービスの実証実験に対する居住者の反応を説明する変数として，鉄道駅からの距離，路線バスからの距

離，当該サービスからの距離，整骨院・整形外科への通院有無と並んで，地形条件を表現する指標としての居

住地傾斜度が影響をもつことが明らかとなった．居住地傾斜度が大きい場合に居住者の反応は強く見られ，そ

の閾値として傾斜度 12.15度が算出された．このように，交通手段選択問題の一環として，先の手段選択モデ

ルによる解明に加えて，決定木分析により地形条件が強く発現する分類の閾値が明らかとなった． 

 これら成果は，交通手段選択への地形条件の影響を定量的に解明した知見として，斜面市街地における今後

の交通計画において，主に診断，問題の構造化と目標設定，交通流・インパクトの予測の各プロセスに貢献し

うるものと考えられる．これらプロセス自体は従来の交通計画策定から大きくは変わらないものの，本研究に

よる知見を基盤に，新たに地形条件を変数として追加することで，斜面市街地における移動の課題に対応でき

るようになると考えられる．なお，本研究では横浜市富岡地区を大都市郊外部における斜面市街地の代表とし

て横浜市金沢区富岡地区を分析対象としており，各閾値等の他地区での一般性については，今後更なる検証が

求められる点である． 

 地形条件による影響はトリップ単位に留まらず，外出頻度・活動頻度や居住選択にも影響を及ぼす可能性が

既往研究より示唆された．そこで本研究では，個人の外出頻度，世帯での食料品買い物回数，世帯での居住継

続意向を対象に，居住地傾斜度との関係を明らかにした．  

 その結果，個人の外出頻度および世帯での食料品買い物行動回数に対して，居住地傾斜度との有意な関係は

確認されない結果となった．食料品買い物行動回数については当該章に考察するように，当該目的のトリップ

が必須活動として頻度調整の対象になりにくいこと，斜面市街地への継続的な居住による身体機能への正の影

響，購入品の重量に起因する，頻度を下げるための一回あたり購入量を増加させることの制約などが示唆され

る結果となった．特に購入品の重量については，輸送サービス実証実験の結果，考察を支持する結果が得られ

ることとなった．本結果を踏まえると，地形条件と交通行動を含む都市活動との関係を論ずる上で今後，身体
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活動や疫学分野の学問領域や，消費・購買行動に関連する学問領域の視点を含めたメカニズム解明に繋がる研

究の展開が求められると考えられる． 

 一方，居住継続意向に着目すると，地区外への転居を希望・検討する世帯のうち，一定の割合が地形条件に

よる移動への負荷を理由としていることが示された．また，地形条件を転居理由とする世帯と，他の条件を転

居理由とする世帯では，実際の居住地傾斜度についても有意差が認められ，地形条件の厳しい地区の居住者が，

地形条件を理由に地区外への転居意向を示しやすい傾向のあることが明らかとなった． 

 以上のように，地形条件が個別のトリップに影響を与えるのみならず，より長期的な判断といえる，転居意

向に対しても影響を及ぼすことが明らかとなった．当該関係は個人や世帯での判断に留まらず，地区の持続可

能性にも影響を及ぼしうる．第 3章に整理するように，斜面市街地の交通計画は，当該斜面市街地についての

今後のビジョンと齟齬なく連携されている必要があると言える．斜面市街地のビジョンは斜面災害に対するリ

スクや水供給の効率性など，移動に関する課題以外を視点を含めて論じられる必要がある．地形条件による長

期的な地区への影響に関する知見は，これら議論を支える知見として，また都市計画と交通計画を繋げる位置

付けを果たしうると期待される．これら整理のもとに，今後も持続可能性を確保することが求められる地形に

ついては，交通計画においても施策の便益評価を行う際にも，地区の持続可能性に関する視点が求められるこ

ととなり，転居意向との関係に代表される本研究の知見が，再び寄与することが期待される． 

 このように，斜面市街地の交通計画において地形条件による影響を反映させる手法を確立する上では，交通

流・人流のみを扱うのではなく，都市活動との関係を常に考慮し，都市計画を支える交通計画でありながらも，

相互作用的な役割を果たせるような設計が求められると考えられる． 

 施策による便益を広い視野で扱うことは，施策自体の持続可能性にも関連するといえる．移動環境改善に繋

がる施策が，運輸事業として独立採算が成立する場合には，その意義は強く求められない可能性もあるが，そ

のような路線や事業が限定的になりつつあり，行政を含む公共部門の介入が必須になりつつあるといえる状況

において，利用者や収支の視点に留まらず，地区や都市の形態や持続可能性，そこでの人々の活動への影響に

関する視点がますます求められ，本研究による知見はその基盤として位置づけられると考えられる．そのよう

な整理の結果，実際に施策を行う際，その様々な意味でのコストの責任主体がどこにあるか，本研究では数値

分析的には取り上げなかったものの 1.4節に議論の整理を行った論点にも繋がるものと考えられる． 

 本研究において以上のように得られた知見を基盤として，斜面市街地の交通計画において地形条件を反映さ

せる手法の確立に向け，今後具体的な動きが急務として求められるものと考えられる． 

  

以上 
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 本研究は斜面市街地の交通計画において，地形条件を反映させる手法の確立に向けた研究として位置付けて

いる．その発端には，当該課題の一部を扱った自らの修士研究がある．さらにその発端には，索道を扱った自

らの卒業研究の中で，交通計画において地形条件を扱う手法が確立されていない課題に気づかされたことがあ

る．さらに振り返ると，メデジン市（コロンビア）において都市型索道に出会ったことが卒業研究のきっかけ

である．メデジンを訪れたのが 2014年 3月であるから，既に 8年が経過したことになる． 

 本当の意味で交通計画において地形条件を反映させる手法を確立させる上では，まだやるべきことが随分と

あるように思われるし，それに取り組むことは，当座の自らの責務であると考えている．それでも，本研究を

通じてある程度の進展を見せることはできたのではないかと感じている． 

 それを可能にしたのは，いうまでもなく研究室の先生方による指導の賜物である．特に本研究を JSTセンタ

ー・オブ・イノベーション事業の一部として行わせて頂く中で，有吉先生に多くのご指導を頂いた．研究室で

は田中先生，松行先生に多くのご助言を頂いたほか，東京大学中村先生には，横浜国立大学ご在籍中に，言葉

では表現し難いほど，多くのことを教えて頂いた． 

 本研究は，日本各地の自治体への調査と，具体的な対象地として横浜市富岡地区を対象とする分析の両者に

よって構成されている．日本各地の自治体への調査においては，ご多忙の中，各自治体のご担当の皆様に，多

数の質問に対するご回答をいただき，また多くの資料のご提供も頂いた．富岡地区の調査については，実証実

験実施から各種調査に至るまで，京浜急行電鉄様を中心とするご関係各社様，また何よりお住まいの方々の多

大なるご理解，ご協力のもと遂行できたことを忘れることはない．その過程では，研究室のスタッフ，学生メ

ンバーを含む多くの周囲の方にも支えて頂いた． 

 研究を遂行する中で，身体活動や購買行動など，共に取り組ませて頂くことで新たな知見が得られるであろ

う分野の存在にも気づかされた．身体活動・健康の分野では，慶應大学の小熊先生，神奈川県立保健福祉大学

の齋藤先生，中村先生を中心とする先生方，購買行動については横浜国大の鶴見先生を中心に，様々なご助言

を頂いた．各成果に対しては，匿名の査読者の皆様や，学会発表，その他各種の議論の場において，多くの先

生方にご助言を頂いた．  

 以上のように，自治体の方，地域の方，先生方を中心に，非常に多くの方のご支援を頂いて本研究が成立し

ていることを改めて認識し，この場を借りて謝意を表したい．また，これら研究を実行可能にしているのは主

に，JSTセンター・オブ・イノベーション事業に基づく研究費助成，および日本学術振興会による科研費（特

別研究員）であることを，ここに記させて頂く． 

 大都市郊外部の高齢化など，本研究の背景にある社会課題は今も進行し続けている．斜面市街地における今

後の交通計画において，地形条件を反映させる手法を確立させることは急務と捉えており，視点を広げつつも，

その実現に向けて引き続き精進して参りたい． 
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付録 

日本国内の現行交通計画 

付録表 1 日本国内の調査対象自治体および対象交通計画資料 
JISコード 都道府県 市区町村 人口 対象交通計画資料（策定年） 

01100 北海道 札幌市 1,952,356 � 道央都市圏の都市交通マスタープラン（2010） 
� 札幌市地域公共交通総合連携計画（2012） 

01202 北海道 函館市 265,979 � 函館市地域公共交通総合連携計画（2014） 
� 函館市生活交通ネットワーク計画（2015） 
� 函館市地域公共網形成計画（2015） 

01203 北海道 小樽市 121,924 � 小樽市地域公共交通網形成計画（素案）（2019） 
01204 北海道 旭川市 339,605 � 旭川都市圏のあすの交通（策定年不明） 

� 旭川市公共交通グランドデザイン（2013） 
� 旭川市地域公共交通網形成計画（2019） 

01206 北海道 釧路市 174,742 � 釧路市地域公共交通総合連携計画（2009） 
� 釧路市地域公共交通網形成計画（2017） 

01207 北海道 帯広市 169,327 � 帯広圏総合都市交通体系調査報告書（2008） 
� 帯広市地域公共交通総合連携計画（2009） 
� 帯広市地域公共交通網形成計画（2017） 

01208 北海道 北見市 121,226 � 北見市地域公共交通計画（2012） 
01213 北海道 苫小牧市 172,737 � 第 2次苫小牧市地域公共交通総合連携計画（2014） 
01217 北海道 江別市 120,636 � 江別市地域公共交通網形成計画（2018） 

� 江別市地域公共交通網再編実施計画（2018） 
02201 青森県 青森市 287,648 � 青森市総合都市交通戦略（2009） 

� 青森市地域公共交通網形成計画（2018） 
02202 青森県 弘前市 177,411 � 弘前市地域公共交通計画（2012） 

� 弘前圏域地域公共交通計画（2013） 
� 弘前市地域公共交通総合連携計画（2014） 
� 弘前市地域公共交通網形成計画（2016） 

02203 青森県 八戸市 231,257 � 八戸市地域公共交通総合連携計画（2009） 
� 第２次八戸圏域公共交通計画（2014） 
� 八戸市地域公共交通網形成計画（2016） 

03201 岩手県 盛岡市 297,631 � もりおか交通戦略計画書（2009） 
� 盛岡市総合交通計画（2018） 
� 岩手県地域公共交通網形成計画（2019） 

03209 岩手県 一関市 121,583 � 一関市地域公共交通総合連携計画（2014） 
� 一関市地域公共交通網形成計画（2019） 

03215 岩手県 奥州市 119,422 � 第 2次奥州市バス交通計画（2014） 
04100 宮城県 仙台市 1,082,159 � せんだい都市交通プラン（2010） 
04202 宮城県 石巻市 147,214 � 石巻市総合交通戦略（2016） 
04215 宮城県 大崎市 133,391 � 大崎市地域公共交通網形成計画（2016） 
05201 秋田県 秋田市 315,814 � 秋田市地域公共交通網形成計画（2016） 

� 第 2次秋田市総合交通戦略（2016） 
06201 山形県 山形市 253,832 � 山形市地域公共交通網形成計画（2016） 
06203 山形県 鶴岡市 129,652 � 鶴岡市地域公共交通総合連携計画（2014） 

� 鶴岡市地域公共交通網形成計画（2016） 
06204 山形県 酒田市 106,244 � 庄内地区地域公共交通総合連携計画（2010） 

� 酒田市地域公共交通網形成計画（2016） 
07201 福島県 福島市 294,247 � 福島市地域公共交通網形成計画（2016） 
07202 福島県 会津若松市 124,062 � 会津若松市地域公共交通総合連携計画（2010） 

� 会津若松市地域公共交通網形成計画（2016） 
07203 福島県 郡山市 335,444 � 郡山市総合都市交通戦略（2011） 

� 郡山市地域公共交通網形成計画（2016） 
07204 福島県 いわき市 350,237 � いわき市生活交通ビジョン（2012） 
08201 茨城県 水戸市 270,783 � 水戸市公共交通基本計画（2016） 
08202 茨城県 日立市 185,054 � 日立市公共交通計画（2009） 

� 日立市地域公共交通総合連携計画（2009） 
� 日立市都市交通戦略（2011） 
� 日立市公共交通総合体系計画（2012） 
� 日立市地域公共交通網形成計画（2016） 

08203 茨城県 土浦市 140,804 � 土浦市総合交通体系調査（2007） 
� 土浦市地域公共交通総合連携計画（2010） 
� ⼟浦市地域公共交通網形成計画（2017） 

08204 茨城県 古河市 140,946 � 古河市地域公共交通網形成計画（2019） 
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JISコード 都道府県 市区町村 人口 対象交通計画資料（策定年） 
08217 茨城県 取手市 106,570 � 取手市移動円滑化基本構想（2003） 

� 取手市まちづくり交通計画策定調査（2005） 
08220 茨城県 つくば市 226,963 � つくば総合都市交通体系調査報告書（2012） 

� つくば市地域公共交通網形成計画（2016） 
08221 茨城県 ひたちなか市 155,689 � ひたちなか市地域公共交通網形成計画（2017） 
08227 茨城県 筑西市 104,573 � 筑西市地域公共交通網形成計画（2017） 
09201 栃木県 宇都宮市 518,594 � 宇都宮都市交通戦略（2013） 

� 芳賀・宇都宮東部地域公共交通網形成計画（2015） 
09202 栃木県 足利市 149,452 � 足利市地域公共交通総合連携計画（2011） 
09203 栃木県 栃木市 159,211 � 栃木市地域公共交通総合連携計画（2011） 

� 栃木市地域公共交通網形成計画（2018） 
09204 栃木県 佐野市 118,919 � 佐野市地域公共交通総合連携計画（2008） 

� 第２期佐野市地域公共交通総合連携計画（2013） 
� 佐野市地域公共交通網形成計画（2018） 
� 第 2次佐野市総合交通マスタープラン（案）（2019） 

09208 栃木県 小山市 166,760 � 小山市地域公共交通総合連携計画（2010） 
� 小山市まちづくり総合交通戦略（2015） 

09213 栃木県 那須塩原市 117,146 � 那須地域定住自立圏地域公共交通網形成計画（案）（2017） 
� 那須塩原市地域公共交通網形成計画（2018） 

10201 群馬県 前橋市 336,154 � 前橋市地域公共交通網形成計画（2018） 
10202 群馬県 高崎市 370,884 � 高崎市都市交通戦略（2011） 
10203 群馬県 桐生市 114,714 � 策定資料なし 
10204 群馬県 伊勢崎市 208,814 � 策定資料なし 
10205 群馬県 太田市 219,807 � 太田市地域公共交通総合連携計画（素案）（2009） 

� 太田市地域公共交通網形成計画（2017） 
11100 埼玉県 さいたま市 1,263,979 � さいたま市都交通戦略 【改定版】（2017） 
11201 埼玉県 川越市 350,745 � 川越市都市・地域総合交通戦略（2017） 
11202 埼玉県 熊谷市 198,742 � 熊谷市地域公共交通総合連携計画策定調査（2010） 

� 熊谷市地域公共交通網形成計画（2016） 
11203 埼玉県 川口市 578,112 � 川口市交通体系将来構想（2017） 
11208 埼玉県 所沢市 340,386 � 策定資料なし 
11210 埼玉県 加須市 112,229 � 第２次加須市自転車利用促進計画（2016） 
11214 埼玉県 春日部市 232,709 � 春日部市地域公共交通網形成計画（2015） 
11215 埼玉県 狭山市 152,405 � 策定資料なし 
11217 埼玉県 鴻巣市 118,072 � 策定資料なし 
11218 埼玉県 深谷市 143,811 � 深谷市生活交通ネットワーク計画（案）（2014） 

� 深谷市地域公共交通網形成計画（案）（2019） 
11219 埼玉県 上尾市 225,196 � 上尾市自転車のまちづくり基本計画（2014） 

� 上尾市地域公共交通網形成計画（2015） 
� 上尾市地域公共交通再編実施計画（2015） 

11221 埼玉県 草加市 247,034 � 草加市地域公共交通網形成計画（2017） 
� 草加市公共交通再編計画（第一次改訂版）（2017） 

11222 埼玉県 越谷市 337,498 � 越谷市地域公共交通網形成計画（2016） 
11224 埼玉県 戸田市 136,150 � 戸田市都市交通マスタープラン（2019） 
11225 埼玉県 入間市 148,390 � 入間市地域公共交通網形成計画（2016） 
11227 埼玉県 朝霞市 136,299 � 策定資料なし 
11230 埼玉県 新座市 162,122 � 策定資料なし 
11232 埼玉県 久喜市 152,311 � 久喜市公共交通検討報告書（2012） 

� 久喜市地域公共交通計画（2013） 
11235 埼玉県 富士見市 108,102 � 策定資料なし 
11237 埼玉県 三郷市 136,521 � 三郷市地域公共交通網形成計画（2018） 
11239 埼玉県 坂戸市 101,679 � 策定資料なし 
11245 埼玉県 ふじみ野市 110,970 � 策定資料なし 
12100 千葉県 千葉市 971,882 � 千葉市総合交通ビジョン（2007） 

� 千葉市幕張新都心地域公共交通総合連携計画（2009） 
12203 千葉県 市川市 481,732 � 市川市総合交通計画（第 2回改訂）（2015） 
12204 千葉県 船橋市 622,890 � 船橋市地域公共交通総合連携計画（2010） 

� 船橋市総合都市交通計画（案）（2015） 
12206 千葉県 木更津市 134,141 � 木更津市地域公共交通網形成計画（2018） 
12207 千葉県 松戸市 483,480 � 策定資料なし 
12208 千葉県 野田市 153,583 � 野田市移動円滑化基本構想（策定年不明） 
12211 千葉県 成田市 131,190 � 策定資料なし 
12212 千葉県 佐倉市 172,739 � 佐倉市地域公共交通網形成計画（2017） 
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JISコード 都道府県 市区町村 人口 対象交通計画資料（策定年） 
12216 千葉県 習志野市 167,909 � 習志野市地域公共交通計画（2013） 
12217 千葉県 柏市 413,954 � 柏市総合交通計画（2010） 

� 柏市地域公共交通網形成計画（2019） 
12219 千葉県 市原市 274,656 � 市原市交通マスタープラン（2010） 

� 市原市地域公共交通総合連携計画（2011） 
� 市原市地域公共交通網形成計画（2018） 

12220 千葉県 流山市 174,373 � 策定資料なし 
12221 千葉県 八千代市 193,152 � 東葉高速線地域公共交通総合連携計画（2009） 

� 八千代市自転車ネットワーク計画（2018） 
12222 千葉県 我孫子市 131,606 � 我孫子市地域公共交通総合連携計画（2011） 
12224 千葉県 鎌ケ谷市 108,917 � 策定資料なし 
12227 千葉県 浦安市 164,024 � 浦安市公共交通のあり方に関する検討調査報告書（2009） 
13102 東京都 中央区 141,183 � 中央区総合交通計画（2012） 

� 東京都臨海部地域公共交通網形成計画（2018） 
13103 東京都 港区 243,283 � 港区総合交通戦略（2017） 

� 東京都臨海部地域公共交通網形成計画（2018） 
13104 東京都 新宿区 333,560 � 新宿区都市交通戦略（2011） 
13105 東京都 文京区 219,724 � 策定資料なし 
13106 東京都 台東区 198,073 � 策定資料なし 
13107 東京都 墨田区 256,274 � 墨田区観光まちづくり総合交通戦略（2008） 
13108 東京都 江東区 498,109 � 東京都臨海部地域公共交通網形成計画（2018） 
13109 東京都 品川区 386,855 � 策定資料なし 
13110 東京都 目黒区 277,622 � 策定資料なし 
13111 東京都 大田区 717,082 � 大田区交通政策基本計画（2018） 
13112 東京都 世田谷区 903,346 � 世田谷区交通まちづくり基本計画（2015） 

� 世田谷区交通まちづくり行動計画（2016） 
13113 東京都 渋谷区 224,533 � 策定資料なし 
13114 東京都 中野区 328,215 � 策定資料なし 
13115 東京都 杉並区 563,997 � 杉並区自転車ネットワーク計画（2017） 
13116 東京都 豊島区 291,167 � 池袋副都心交通戦略（2011） 

� 豊島区自転車走行環境計画（2018） 
13117 東京都 北区 341,076 � 北区自転車ネットワーク計画（案）（2018） 
13118 東京都 荒川区 212,264 � 策定資料なし 
13119 東京都 板橋区 561,916 � 策定資料なし 
13120 東京都 練馬区 721,722 � 練馬区都市交通マスタープラン（2008） 

� 練馬区公共交通空白地域改善計画（改定）（2017） 
13121 東京都 足立区 670,122 � 足立区総合交通計画（2011） 
13122 東京都 葛飾区 442,913 � 策定資料なし 
13123 東京都 江戸川区 681,298 � 江戸川区地域公共交通総合連携計画（2008） 
13201 東京都 八王子市 577,513 � 地域交通事業導入ガイドライン（策定年不明） 

� 八王子市地域公共交通総合連携計画（2009） 
� 八王子市交通マスタープラン（2015） 
� 八王子市公共交通計画（2017） 

13202 東京都 立川市 176,295 � 立川市交通マスタープラン（2013） 
� 立川市総合都市交通戦略（2015） 

13203 東京都 武蔵野市 144,730 � 武蔵野市地域公共交通総合連携計画（2010） 
� 第 3次武蔵野市市民交通計画（平成 28年修正）（2016） 

13204 東京都 三鷹市 186,936 � 三鷹市交通総合協働計画 2022（2016） 
13205 東京都 青梅市 137,381 � 青梅市公共交通基本計画（2013） 
13206 東京都 府中市 260,274 � 府中市都市・地域交通戦略（2018） 
13207 東京都 昭島市 111,539 � 策定資料なし 
13208 東京都 調布市 229,061 � 調布市総合交通計画（2011） 
13209 東京都 町田市 432,348 � 町田市交通マスタープラン（2006） 

� 町田市都市・地域総合交通戦略（2010） 
� 町田市便利なバス計画（2014） 

13210 東京都 小金井市 121,396 � 策定資料なし 
13211 東京都 小平市 190,005 � 策定資料なし 
13212 東京都 日野市 186,283 � 日野市地域公共交通総合連携計画（案）（2019） 
13213 東京都 東村山市 149,956 � 策定資料なし 
13214 東京都 国分寺市 122,742 � 策定資料なし 
13222 東京都 東久留米市 116,632 � 東久留米市地域公共交通の充実に向けた検討プロジェクト

チーム報告書（2016） 
13224 東京都 多摩市 146,631 � 多摩市交通マスタープラン（2018） 
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� 多摩市地域公共交通再編実施計画素案（案）（2018） 

13229 東京都 西東京市 200,012 � 西東京市交通計画（2014） 
14100 神奈川県 横浜市 3,724,844 � 横浜都市交通計画（2018） 
14130 神奈川県 川崎市 1,475,213 � 川崎市総合都市交通計画（2018） 
14150 神奈川県 相模原市 720,780 � 相模原市総合都市交通計画（2012） 
14201 神奈川県 横須賀市 406,586 � 策定資料なし 
14203 神奈川県 平塚市 258,227 � 平塚市総合交通計画（2010） 

� 平塚市地域公共交通網形成計画（2019） 
14204 神奈川県 鎌倉市 173,019 � 策定資料なし 
14205 神奈川県 藤沢市 423,894 � ふじさわサイクルプラン（2014） 

� 藤沢市交通マスタープラン（2014） 
� 藤沢市交通アクションプラン（2015） 

14206 神奈川県 小田原市 194,086 � 神奈川県西部都市圏交通マスタープラン及び都市・地域総合

交通戦略（2014） 
� 小田原市地域公共交通総合連携計画（2013） 

14207 神奈川県 茅ヶ崎市 239,348 � 茅ヶ崎市乗合交通整備計画（2005） 
14211 神奈川県 秦野市 167,378 � 秦野市地域公共交通総合連携計画（2010） 

� はだの交通計画（2016） 
14212 神奈川県 厚木市 225,714 � 厚木市地域公共交通総合連携計画（2009） 

� 厚木市総合都市交通マスタープラン策定方針（2018） 
14213 神奈川県 大和市 232,922 � 大和市総合交通施策改訂版（2017） 
14214 神奈川県 伊勢原市 101,514 � 伊勢原市地域公共交通網形成計画（2018） 
14215 神奈川県 海老名市 130,190 � 海老名市地域公共交通網形成計画（2015） 

� 海老名市道路交通マスタープラン（2018） 
14216 神奈川県 座間市 128,737 � 座間市総合都市交通計画（策定年不明） 
15100 新潟県 新潟市 810,157 � にいがた交通戦略プラン（2014） 

� にいがた都市交通戦略プラン（2019） 
� 新潟市地域公共交通網形成計画（2019） 

15202 新潟県 長岡市 275,133 � 長岡市公共交通基本計画（2008） 
� 長岡都市圏交通円滑化総合計画（2015） 
� 長岡市総合交通戦略（2017） 
� 長岡市地域公共交通網形成計画（2017） 

15222 新潟県 上越市 196,987 � 上越市総合公共交通計画（2015） 
� 上越市地域公共交通再編実施計画 （素案）（2015） 

16201 富山県 富山市 418,686 � 富山市公共交通活性化計画（2007） 
� 富山地方鉄道沿線地域公共交通総合連携計画（2010） 
� 富山市総合交通戦略改訂版（2013） 
� 富山市地域公共交通網形成計画追加・修正版（2018） 

16202 富山県 高岡市 172,125 � 高岡市総合交通戦略（2014） 
� あいの風とやま鉄道地域公共交通網形成計画（2015） 
� 城端線・氷見線沿線地域公共交通網形成計画（2017） 

17201 石川県 金沢市 465,699 � 新金沢交通戦略（2007） 
� 第２次金沢交通戦略（2016） 

17203 石川県 小松市 106,919 � 小松市地域公共交通総合連携計画＜概要版＞（2010） 
� 小松市地域公共交通構想（2018） 

17210 石川県 白山市 109,287 � 策定資料なし 
18201 福井県 福井市 265,904 � 福井市都市交通戦略（2009） 

� えちぜん鉄道交通圏地域公共交通網形成計画（2015） 
� えちぜん鉄道公共交通活性化総合連携計画（2012） 
� 福井鉄道交通圏地域公共交通網形成計画（2018） 

19201 山梨県 甲府市 193,125 � 甲府市公共交通体系基本構想（2012） 
20201 長野県 長野市 377,598 � 長野市バス路線網再編基本計画（2005） 

� しなの鉄道総合連携計画（2010） 
� 長野市公共交通ビジョン（2015） 
� 長野市地域公共交通網形成計画（2017） 
� 長野都市圏総合都市交通計画（2019） 

20202 長野県 松本市 243,293 � 松本市四賀地域公共交通総合連携計画（2010） 
� 松本市西部地域公共交通総合連携計画（2011） 
� 松本市総合都市交通計画（2011） 
� 松本市次世代交通政策実行計画（2015） 
� 松本市地域公共交通網形成計画（2016） 

20203 長野県 上田市 156,827 � 上田市地域公共交通総合連携計画（2008） 
� 上田都市・地域総合交通戦略ダイジェスト版（2010） 
� 上田市地域公共交通網形成計画（2016） 
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20205 長野県 飯田市 101,581 � 飯田市地域公共交通総合連携計画（2008） 

� 南信州地域公共交通網形成計画（2016） 
21201 岐阜県 岐阜市 406,735 � 岐阜市地域公共交通網形成計画（2015） 

� 第 3次岐阜市総合交通戦略（2019） 
21202 岐阜県 大垣市 159,879 � 養老線交通圏地域公共交通網形成計画（2017） 
21204 岐阜県 多治見市 110,441 � 多治見市総合交通戦略（2017） 

� 多治見市地域公共交通網形成計画（2019） 
21213 岐阜県 各務原市 144,690 � 各務原市地域公共交通網形成計画（2015） 
22100 静岡県 静岡市 704,989 � 静岡市バス交通計画（2013） 

� 静岡市総合交通計画（2016） 
� 静岡市地域公共交通網形成計画（2019） 

22130 静岡県 浜松市 797,980 � 策定資料なし 
22203 静岡県 沼津市 195,633 � 策定資料なし 
22206 静岡県 三島市 110,046 � 三島市地域公共交通網形成計画（2018） 
22207 静岡県 富士宮市 130,770 � 富士宮市地域公共交通総合連携計画（2010） 

� 富士宮市芝川地域公共交通総合連携計画（2011） 
� 富士宮市新地域公共交通総合連携計画（2012） 
� 富士宮市第 2次地域公共交通総合連携計画（2014） 
� 富士宮市地域公共交通計画（2018） 

22210 静岡県 富士市 248,399 � 富士市総合都市交通戦略（2010） 
� 富士市地域公共交通総合連携計画（2014） 
� 岳南都市圏都市交通マスタープラン（2019） 

22211 静岡県 磐田市 167,210 � 磐田市地域公共交通網形成計画（2017） 
22212 静岡県 焼津市 139,462 � 焼津市地域公共交通網形成計画（2018） 
22213 静岡県 掛川市 114,602 � 掛川市地域公共交通網形成計画（2017） 
22214 静岡県 藤枝市 143,605 � 藤枝市地域公共交通網形成計画（2017） 
23100 愛知県 名古屋市 2,295,638 � なごや新交通戦略（2010） 

� なごや新交通戦略推進プラン（2011） 
� なごや交通まちづくりプラン（2014） 

23201 愛知県 豊橋市 374,765 � 豊橋市都市交通ビジョン（2004） 
� 豊橋市都市交通マスタープラン（2006） 
� 豊橋市地域公共交通総合連携計画（2012） 
� 豊橋市自転車活用推進計画（2014） 
� 豊橋市都市交通計画 2016-2025（2016） 

23202 愛知県 岡崎市 381,051 � 岡崎市まちなか総合交通戦略（2011） 
� 岡崎市地域公共交通網形成計画（2016） 

23203 愛知県 一宮市 380,868 � 第 2次一宮市公共交通計画（2018） 
23204 愛知県 瀬戸市 129,046 � 瀬戸市まちなか交通戦略（2009） 

� 瀬戸市地域公共交通総合連携計画改定版（2014） 
� 瀬戸市都市交通マスタープラン（2018） 

23205 愛知県 半田市 116,908 � 半田市地域公共交通網形成計画（案）（2018） 
23206 愛知県 春日井市 306,508 � 策定資料なし 
23207 愛知県 豊川市 182,436 � 豊川市地域公共交通総合連携計画（案）（2011） 

� 豊川市地域公共交通網形成計画（2016） 
23210 愛知県 刈谷市 149,765 � 刈谷市都市交通戦略（2012） 
23211 愛知県 豊田市 422,542 � 豊田市都市・地域総合交通戦略（策定年不明） 

� 豊田市交通まちづくりビジョン 2040（2016） 
� 豊田市公共交通基本計画（2016） 

23212 愛知県 安城市 184,140 � 安城市総合交通計画（2010） 
� 安城市地域公共交通網形成計画（2018） 

23213 愛知県 西尾市 167,990 � 西尾市地域公共交通計画改訂版（2016） 
23219 愛知県 小牧市 149,462 � 小牧市地域公共交通網形成計画（2018） 
23220 愛知県 稲沢市 136,867 � 策定資料なし 
23222 愛知県 東海市 111,944 � 東海市総合交通戦略（2015） 

� 東海市地域公共交通網基本構想・形成計画（2016） 
24201 三重県 津市 279,886 � 津市地域公共交通総合連携計画（2009） 

� 津市地域公共交通網形成計画（2015） 
24202 三重県 四日市市 311,031 � 四日市市都市総合交通戦略（2011） 

� 四日市市地域公共交通網形成計画（2014） 
24203 三重県 伊勢市 127,817 � 伊勢市地域公共交通網形成計画（2016） 
24204 三重県 松阪市 163,863 � 松阪市地域公共交通網形成計画（2015） 

� 第二次松阪市地域公共交通網形成計画（2019） 
24205 三重県 桑名市 140,303 � 桑名市都市総合交通戦略改訂（2019） 
24207 三重県 鈴鹿市 196,403 � 鈴鹿市地域公共交通総合連携計画（2010） 
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25201 滋賀県 大津市 340,973 � 大津市地域公共交通総合連携計画（改訂版）（2014） 
25202 滋賀県 彦根市 113,679 � 彦根市地域公共交通総合連携計画（素案）（2009） 

� 彦根市総合都市交通戦略（2017） 
� 彦根市都市交通マスタープラン（2017） 
� 湖東圏域地域公共交通網形成計画変更版（2018） 

25203 滋賀県 長浜市 118,193 � 長浜市地域公共交通網形成計画（2018） 
25206 滋賀県 草津市 137,247 � 草津市総合交通戦略（策定年不明） 

� 草津市都市交通マスタープラン（2014） 
25213 滋賀県 東近江市 114,180 � 東近江市道路整備基本計画（2013） 
26100 京都府 京都市 1,475,183 � 西院駅周辺地域公共交通総合連携計画（2014） 

� 「歩くまち・京都」総合交通戦略（2017） 
26204 京都府 宇治市 184,678 � 策定資料なし 
27100 大阪府 大阪市 2,691,185 � 策定資料なし 
27140 大阪府 堺市 839,310 � 都心交通の方向性について（2014） 

� 東西交通軸の検討について（2014） 
27202 大阪府 岸和田市 194,911 � 岸和田市交通まちづくりアクションプラン【基本計画編・公

共交通編】（2017） 
� 交通まちづくりアクションプラン【基本計画編・総合交通戦

略編】（2019） 
27203 大阪府 豊中市 395,479 � 豊中市公共交通改善計画（2019） 
27204 大阪府 池田市 103,069 � 池田市交通バリアフリー構想（2006） 
27205 大阪府 吹田市 374,468 � 吹田市地域公共交通総合連携計画（2010） 
27207 大阪府 高槻市 351,829 � 高槻市総合交通戦略（2016） 
27209 大阪府 守口市 143,042 � 策定資料なし 
27210 大阪府 枚方市 404,152 � 枚方市総合交通計画（2018） 
27211 大阪府 茨木市 280,033 � 茨木市総合交通戦略（2014） 
27212 大阪府 八尾市 268,800 � 八尾市交通基本計画概要版（2006） 
27213 大阪府 泉佐野市 100,966 � 策定資料なし 
27214 大阪府 富田林市 113,984 � 富田林市交通基本計画（2012） 
27215 大阪府 寝屋川市 237,518 � 寝屋川市地域公共交通網形成計画策定（2019） 
27216 大阪府 河内長野市 106,987 � 河内長野市地域公共交通計画（2018） 
27217 大阪府 松原市 120,750 � 策定資料なし 
27218 大阪府 大東市 123,217 � 策定資料なし 
27219 大阪府 和泉市 186,109 � 和泉市地域公共交通網形成計画（2009） 
27220 大阪府 箕面市 133,411 � 箕面市地域公共交通総合連携計画（2010） 

� 箕面市総合都市交通戦略（2012） 
27222 大阪府 羽曳野市 112,683 � 策定資料なし 
27223 大阪府 門真市 123,576 � 策定資料なし 
27227 大阪府 東大阪市 502,784 � 策定資料なし 
28100 兵庫県 神戸市 1,537,272 � 神戸市総合交通計画（2013） 

� 神戸市地域公共交通網形成計画（2017） 
� 神戸電鉄粟生線地域公共交通網形成計画（2017） 

28201 兵庫県 姫路市 535,664 � 公共交通を中心とした姫路市総合交通計画（2016） 
28202 兵庫県 尼崎市 452,563 � 尼崎市地域交通計画（2017） 
28203 兵庫県 明石市 293,409 � 明石市総合交通計画（2012） 
28204 兵庫県 西宮市 487,850 � 西宮市総合交通戦略（2016） 
28207 兵庫県 伊丹市 196,883 � 伊丹市総合交通計画（2016） 
28210 兵庫県 加古川市 267,435 � 加古川市地域公共交通プラン（2017） 
28214 兵庫県 宝塚市 224,903 � 宝塚市地域公共交通総合連携計画（2011） 
28217 兵庫県 川西市 156,375 � 川西市公共交通基本計画（2015） 
28219 兵庫県 三田市 112,691 � 三田市地域公共交通網形成計画（2019） 
29201 奈良県 奈良市 360,310 � 奈良中心市街地公共交通総合連携計画（2014） 

� 奈良県公共交通基本計画（2016） 
� 奈良県地域公共交通網形成計画（2017） 

29205 奈良県 橿原市 124,111 � 橿原市生活交通ネットワーク計画（2012） 
29209 奈良県 生駒市 118,233 � 生駒市地域公共交通総合連携計画（2011） 
30201 和歌山県 和歌山市 364,154 � 和歌山都市圏交通まちづくり基本計画（素案）（2007） 

� 和歌山市・紀の川市貴志川線地域公共交通総合連携計画

（2014） 
31201 鳥取県 鳥取市 193,717 � 鳥取市地域公共交通総合連携計画変更版（2011） 

� 鳥取県南部地域新総合公共交通計画（2012） 
� 鳥取県東部地域公共交通網形成計画（2017） 
� 鳥取県中部公共交通網形成計画（2018） 

31202 鳥取県 米子市 149,313 � 鳥取県西部地域公共交通網形成計画（2016） 
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JISコード 都道府県 市区町村 人口 対象交通計画資料（策定年） 
32201 島根県 松江市 206,230 � 松江市公共交通体系整備計画（2007） 

� 松江市地域公共交通総合連携計画（2011） 
� 松江市地域公共交通網形成計画（2017） 

32203 島根県 出雲市 171,938 � 一畑電車沿線地域公共交通総合連携計画（2011） 
� 一畑電車沿線地域公共交通網形成計画（2016） 

33100 岡山県 岡山市 719,474 � 岡山市都市交通戦略（2009） 
� 岡山市総合交通計画（2018） 

33202 岡山県 倉敷市 477,118 � 倉敷市交通バリアフリー基本構想（2006） 
� 倉敷市地域公共交通網形成計画変更版（2018） 
� 倉敷市地域公共交通網形成計画【実施計画】（2018） 

33203 岡山県 津山市 103,746 � 津山市地域公共交通総合連携計画（2010） 
� 津山市地域公共交通網形成計画（2017） 

34100 広島県 広島市 1,194,034 � 広島市総合交通戦略（2010） 
� 広島市バス活性化基本計画（2015） 
� 広島市公共交通体系づくりの基本計画（2015） 
� 広島市地域公共交通網形成計画（2016） 

34202 広島県 呉市 228,552 � 呉市地域公共交通ビジョン（2015） 
34205 広島県 尾道市 138,626 � 尾道市地域公共交通網形成計画（2018） 
34207 広島県 福山市 464,811 � 福山市生活バス交通利用促進計画（2006） 

� 福山・笠岡地域公共交通網形成計画（2017） 
34212 広島県 東広島市 192,907 � 東広島市都市交通マスタープラン（2013） 

� 東広島市総合交通戦略（2015） 
� 東広島市地域公共交通網形成計画改正版（2017） 

34213 広島県 廿日市市 114,906 � 広島市・廿日市市地域公共交通利用円滑化連携計画（2009） 
� 廿日市市生活交通再編計画（2011） 
� 廿日市市地域公共交通網形成計画（2016） 
� 廿日市市バス路線等再編方針（2017） 
� 廿日市市地域公共交通再編実施計画（2018） 

35201 山口県 下関市 268,517 � 下関市総合交通戦略（2018） 
� 下関市地域公共交通網形成計画（2018） 

35202 山口県 宇部市 169,429 � 宇部市地域公共交通網形成計画（2016） 
� 宇部市地域公共交通再編実施計画（2017） 

35203 山口県 山口市 197,422 � 山口市地域公共交通網形成計画（2018） 
35206 山口県 防府市 115,942 � 防府市地域公共交通網形成計画（2018） 
35208 山口県 岩国市 136,757 � 岩国市都市交通戦略（2011） 

� 岩国市地域公共交通網形成計画（2018） 
35215 山口県 周南市 144,842 � 周南市地域公共交通網形成計画（2016） 
36201 徳島県 徳島市 258,554 � 徳島市地域公共交通総合連携計画（2010） 
37201 香川県 高松市 420,748 � 高松市総合都市交通計画（2010） 

� 高松市総合都市交通戦略（2010） 
� 高松市地域公共交通網形成計画（2015） 
� 高松市地域公共交通再編実施計画（2016） 

37202 香川県 丸亀市 110,010 � 策定資料なし 
38201 愛媛県 松山市 514,865 � 松山市総合交通戦略（2010） 

� 松山市地域公共交通総合連携計画（2010） 
� 新松山市自転車等利用総合計画（2011） 

38202 愛媛県 今治市 158,114 � 今治市総合都市交通体系調査（2010） 
38205 愛媛県 新居浜市 119,903 � 新居浜市都市交通マスタープラン（2009） 

� 新居浜市都市交通戦略（2009） 
� 新居浜市地域公共交通網形成計画（2018） 

38206 愛媛県 西条市 108,174 � 策定資料なし 
39201 高知県 高知市 337,190 � 高知市交通基本計画（2012） 

� 高知市地域公共交通網形成計画（2016） 
40100 福岡県 北九州市 961,286 � 北九州市地域公共交通網形成計画（2016） 
40130 福岡県 福岡市 1,538,681 � 福岡市自転車利用総合計画（2004） 

� 福岡市都市交通基本計画（2014） 
� 福岡市総合交通戦略（2015） 

40202 福岡県 大牟田市 117,360 � 大牟田市地域公共交通網形成計画（2018） 
40203 福岡県 久留米市 304,552 � 久留米市都市交通マスタープラン（2013） 

� 久留米市地域公共交通網形成計画（2015） 
40205 福岡県 飯塚市 129,146 � 第２次飯塚市地域公共交通網形成計画（2018） 
40217 福岡県 筑紫野市 101,081 � 筑紫野市地域公共交通網形成計画（2016） 
40218 福岡県 春日市 110,743 � 策定資料なし 
41201 佐賀県 佐賀市 236,372 � 佐賀市公共交通ビジョン（2012） 
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41202 佐賀県 唐津市 122,785 � 唐津市地域公共交通総合連携計画（2011） 

� 唐津地域公共交通網形成計画（2015） 
42201 長崎県 長崎市 429,508 � 長崎市地域公共交通総合連携計画（2009） 
42202 長崎県 佐世保市 255,439 � 佐世保市地域公共交通網形成計画（2015） 
42204 長崎県 諫早市 138,078 � 長崎県南地域公共交通網形成計画（2016） 
43100 熊本県 熊本市 740,822 � 熊本地域公共交通網形成計画（2016） 

� 熊本都市圏都市交通マスタープラン（2016） 
� 熊本都市圏総合交通戦略（2018） 

43202 熊本県 八代市 127,472 � 八代市地域公共交通網形成計画（2015） 
� 八代市地域公共交通再編実施計画（2017） 

44201 大分県 大分市 478,146 � 大分都市圏総合都市交通計画（2015） 
� 大分市地域公共交通網形成計画（2017） 

44202 大分県 別府市 122,138 � 別府市地域公共交通網形成計画（2016） 
� 別府市地域公共交通アクションプラン（2017） 
� 別府市地域公共交通アクションプラン（資料編）（2017） 

45201 宮崎県 宮崎市 401,138 � 宮崎都市圏の総合都市交通計画（2005） 
45202 宮崎県 都城市 165,029 � 都城市地域公共交通網形成計画（2017） 
45203 宮崎県 延岡市 125,159 � 延岡市地域公共交通網形成計画（2019） 
46201 鹿児島県 鹿児島市 599,814 � 鹿児島市公共交通ビジョン（2017） 
46203 鹿児島県 鹿屋市 103,608 � 鹿屋市地域公共交通網形成計画（2016） 
46218 鹿児島県 霧島市 125,857 � 霧島市地域公共交通計画（2009） 

� 霧島市地域公共交通網形成計画（2016） 
47201 沖縄県 那覇市 319,435 � 那覇市総合交通戦略（2010） 

� 那覇市公共交通総合連携計画（2011） 
� 那覇市交通基本計画一部改定（2014） 

47208 沖縄県 浦添市 114,232 � 浦添市交通基本計画（2011） 
� 浦添市総合交通戦略（2013） 

47211 沖縄県 沖縄市 139,279 � 沖縄市交通基本計画（2016） 
� 沖縄市総合交通戦略（2016） 
� 沖縄市地域公共交通網形成計画（2018） 

47213 沖縄県 うるま市 118,898 � うるま市交通基本計画（2019） 
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付録表 2 住居系用途地域内における勾配 5%以上メッシュ割合 

順位 都道府県 市区町村 メッシュ数 5％以上 
メッシュ数 

5％以上 
メッシュ割合 

全国斜面都市連絡 
協議会加盟 

交通計画における

地形条件評価実績 
― 静岡県 熱海市 322 315 97.8 加盟あり 

 

1 北海道 小樽市 834 773 92.7 加盟あり 
 

2 長崎県 長崎市 1491 1379 92.5 加盟あり 
 

3 奈良県 生駒市 470 433 92.1 
 

実績あり 
4 長崎県 佐世保市 841 751 89.3 加盟あり 

 

5 大分県 別府市 420 366 87.1 加盟あり 
 

6 岐阜県 多治見市 537 457 85.1 
  

7 広島県 呉市 933 785 84.1 加盟あり 
 

8 神奈川県 横須賀市 1078 892 82.7 加盟あり 
 

9 神奈川県 鎌倉市 575 467 81.2 
  

10 広島県 尾道市 689 542 78.7 加盟あり 
 

10 大阪府 河内長野市 375 295 78.7 
  

12 広島県 廿日市市 519 392 75.5 
  

13 山口県 周南市 673 501 74.4 
  

14 兵庫県 川西市 494 361 73.1 
  

15 愛知県 瀬戸市 456 330 72.4 
  

16 鹿児島県 鹿児島市 1430 1034 72.3 
  

17 東京都 八王子市 1596 1111 69.6 
 

実績あり 

17 東京都 多摩市 369 257 69.6 
  

19 長崎県 諫早市 400 268 67.0 
  

20 沖縄県 浦添市 226 151 66.8 
  

20 広島県 広島市 3054 2039 66.8 
 

実績あり 
22 神奈川県 横浜市 5114 3368 65.9 

  

23 大阪府 箕面市 427 281 65.8 
  

23 兵庫県 三田市 345 227 65.8 
  

25 広島県 東広島市 782 509 65.1 
  

26 山口県 下関市 1205 756 62.7 加盟あり 
 

27 東京都 青梅市 492 306 62.2 
  

27 長野県 飯田市 291 181 62.2 
  

29 山口県 岩国市 644 374 58.1 
 

実績あり 

30 兵庫県 宝塚市 543 311 57.3 
 

実績あり 
31 神奈川県 秦野市 447 254 56.8 

  

32 滋賀県 大津市 1158 657 56.7 
  

32 福岡県 北九州市 2680 1519 56.7 加盟あり 実績あり 
34 福島県 いわき市 1756 992 56.5 

  

35 茨城県 日立市 852 468 54.9 
  

36 高知県 高知市 1015 541 53.3 
  

37 岩手県 一関市 336 175 52.1 
  

37 島根県 松江市 612 313 51.1 
  

39 沖縄県 那覇市 471 240 51.0 
  

40 岡山県 津山市 331 166 50.2 
  

41 沖縄県 うるま市 336 168 50.0   

42 宮城県 仙台市 2959 1472 49.7   

43 群馬県 桐生市 510 247 48.4   

44 神奈川県 川崎市 1717 819 47.7   

45 奈良県 奈良市 932 444 47.6   

46 大分県 大分市 1651 784 47.5   
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順位 都道府県 市区町村 メッシュ数 5％以上 
メッシュ数 

5％以上 
メッシュ割合 

全国斜面都市連絡 
協議会加盟 

交通計画における

地形条件評価実績 
47 福岡県 飯塚市 616 292 47.4   

48 兵庫県 西宮市 881 414 47.0   

49 広島県 福山市 1685 789 46.8   

50 静岡県 富士宮市 398 184 46.2   

51 大阪府 富田林市 369 169 45.8   

52 福岡県 筑紫野市 341 153 44.9   

53 静岡県 三島市 268 115 42.9   

54 山口県 山口市 820 341 41.6   

55 大阪府 茨木市 616 243 39.4   

56 山口県 宇部市 967 377 39.0   

57 大阪府 吹田市 576 224 38.9   

58 京都府 宇治市 388 150 38.7   

58 神奈川県 厚木市 571 221 38.7   

60 三重県 桑名市 578 221 38.2   

61 千葉県 成田市 494 187 37.9   

62 大阪府 池田市 198 74 37.4   

63 東京都 日野市 425 154 36.2   

63 京都府 京都市 2361 854 36.2   

63 千葉県 佐倉市 511 185 36.2   

66 大阪府 和泉市 474 170 35.9   

67 愛知県 東海市 333 119 35.7   

68 青森県 八戸市 900 319 35.4   

69 岡山県 倉敷市 1670 586 35.1   

69 千葉県 木更津市 575 202 35.1   

71 沖縄県 沖縄市 330 115 34.8   

72 鹿児島県 鹿屋市 242 84 34.7   

73 佐賀県 唐津市 353 120 34.0   

74 三重県 四日市市 1064 360 33.8   

75 大阪府 高槻市 607 204 33.6   

76 愛媛県 今治市 492 165 33.5   

77 静岡県 富士市 859 281 32.7   

77 大阪府 枚方市 761 249 32.7   

79 愛知県 豊田市 932 304 32.6   

80 宮崎県 延岡市 487 157 32.2   

81 神奈川県 小田原市 525 168 32.0   

82 長野県 上田市 312 99 31.7   

83 岩手県 盛岡市 1077 338 31.4   

84 静岡県 沼津市 579 180 31.1   

85 静岡県 藤枝市 390 121 31.0   

86 三重県 伊勢市 502 155 30.9   

86 三重県 松阪市 502 155 30.9   

86 鳥取県 鳥取市 540 167 30.9   

89 神奈川県 座間市 234 71 30.3   

90 愛知県 岡崎市 858 257 30.0   

91 静岡県 掛川市 394 115 29.2   

92 大阪府 豊中市 529 153 28.9   

93 石川県 金沢市 1397 402 28.8   

93 神奈川県 伊勢原市 229 66 28.8   
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順位 都道府県 市区町村 メッシュ数 5％以上 
メッシュ数 

5％以上 
メッシュ割合 

全国斜面都市連絡 
協議会加盟 

交通計画における

地形条件評価実績 
95 静岡県 静岡市 1594 457 28.7   

96 福島県 会津若松市 436 124 28.4   

97 神奈川県 海老名市 293 83 28.3   

98 福岡県 福岡市 2402 675 28.1  実績あり 
99 福岡県 大牟田市 538 149 27.7   

100 千葉県 市原市 869 238 27.4  実績あり 

101 福島県 福島市 981 266 27.1   

102 熊本県 熊本市 1925 519 27.0   

103 神奈川県 相模原市 1404 374 26.6   

104 宮崎県 宮崎市 1148 303 26.4   

105 山口県 防府市 467 122 26.1   

106 新潟県 長岡市 969 250 25.8   

107 兵庫県 姫路市 1733 441 25.4   

108 神奈川県 藤沢市 793 200 25.2   

109 岐阜県 各務原市 537 135 25.1   

110 和歌山県 和歌山市 1129 272 24.1   

111 鹿児島県 霧島市 450 107 23.8   

112 秋田県 秋田市 1260 298 23.7   

113 栃木県 足利市 566 133 23.5   

114 北海道 釧路市 777 178 22.9   

115 静岡県 浜松市 1713 387 22.6   

116 北海道 札幌市 4473 994 22.2   

116 北海道 函館市 739 164 22.2 加盟あり  

118 岡山県 岡山市 1746 384 22.0   

119 埼玉県 入間市 331 72 21.8   

120 愛知県 半田市 322 70 21.7   

120 香川県 高松市 805 175 21.7   

120 愛媛県 松山市 1136 246 21.7   

123 宮城県 石巻市 467 99 21.2   

124 大阪府 寝屋川市 348 72 20.7   

125 愛媛県 新居浜市 388 80 20.6   

126 岐阜県 岐阜市 1553 319 20.5   

127 愛知県 名古屋市 3981 807 20.3   

128 群馬県 高崎市 1187 228 19.2   

128 山形県 山形市 678 130 19.2   

130 北海道 北見市 729 138 18.9   

130 愛知県 春日井市 735 139 18.9   

132 島根県 出雲市 362 66 18.2   

133 東京都 港区 260 45 17.3   

133 山梨県 甲府市 588 102 17.3   

135 千葉県 我孫子市 358 61 17.0   

136 兵庫県 明石市 661 109 16.5   

137 宮崎県 都城市 517 85 16.4   

137 香川県 丸亀市 152 25 16.4   

139 長野県 松本市 747 120 16.1   

140 徳島県 徳島市 666 104 15.6   

141 大阪府 大東市 195 30 15.4   

142 愛知県 豊川市 625 95 15.2   
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順位 都道府県 市区町村 メッシュ数 5％以上 
メッシュ数 

5％以上 
メッシュ割合 

全国斜面都市連絡 
協議会加盟 

交通計画における

地形条件評価実績 
142 北海道 苫小牧市 789 120 15.2   

142 兵庫県 神戸市 673 102 15.2 加盟あり  

142 大阪府 東大阪市 673 102 15.2   

146 大阪府 堺市 1508 227 15.1   

146 神奈川県 平塚市 543 82 15.1   

146 大阪府 岸和田市 1508 227 15.1   

146 青森県 青森市 935 141 15.1   

150 岩手県 奥州市 415 61 14.7   

150 福岡県 春日市 217 32 14.7   

152 大阪府 羽曳野市 260 38 14.6   

153 東京都 板橋区 450 62 13.8   

154 鳥取県 米子市 379 51 13.5   

155 長野県 長野市 1146 153 13.4   

156 千葉県 千葉市 1963 259 13.2   

156 静岡県 磐田市 446 59 13.2   

158 栃木県 那須塩原市 438 56 12.8   

159 栃木県 宇都宮市 1511 191 12.6   

159 茨城県 土浦市 605 76 12.6   

161 奈良県 橿原市 351 44 12.5   

162 新潟県 上越市 851 105 12.3   

163 愛知県 小牧市 378 46 12.2   

163 福島県 郡山市 970 118 12.2   

165 滋賀県 草津市 305 37 12.1   

166 北海道 旭川市 1361 164 12.0   

167 福井県 福井市 801 96 12.0   

168 茨城県 ひたちなか市 623 74 11.9   

169 茨城県 水戸市 808 95 11.8   

170 山形県 鶴岡市 418 49 11.7   

171 埼玉県 所沢市 570 66 11.6   

172 東京都 文京区 193 22 11.4   

173 千葉県 松戸市 831 89 10.7   

174 三重県 津市 839 88 10.5   

175 福岡県 久留米市 803 81 10.1   

176 愛知県 豊橋市 750 75 10.0   

177 宮城県 大崎市 327 31 9.5   

178 東京都 東村山市 313 29 9.3   

178 神奈川県 大和市 364 34 9.3   

180 滋賀県 彦根市 433 40 9.2   

180 富山県 高岡市 446 41 9.2   

182 茨城県 取手市 374 33 8.8   

182 東京都 大田区 487 43 8.8   

184 埼玉県 朝霞市 207 18 8.7   

185 栃木県 佐野市 502 43 8.6   

186 富山県 富山市 1337 112 8.4   

187 石川県 小松市 434 35 8.1   

187 東京都 目黒区 283 23 8.1   

189 東京都 北区 294 22 7.5   

190 千葉県 市川市 698 50 7.2   
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順位 都道府県 市区町村 メッシュ数 5％以上 
メッシュ数 

5％以上 
メッシュ割合 

全国斜面都市連絡 
協議会加盟 

交通計画における

地形条件評価実績 
190 大阪府 泉佐野市 236 17 7.2   

192 山形県 酒田市 422 30 7.1   

192 千葉県 船橋市 948 67 7.1  実績あり 

194 東京都 新宿区 301 21 7.0   

195 三重県 鈴鹿市 755 51 6.8   

196 群馬県 前橋市 969 63 6.5   

197 東京都 品川区 282 18 6.4   

198 大阪府 八尾市 405 25 6.2   

199 栃木県 栃木市 529 31 5.9   

199 千葉県 八千代市 407 24 5.9   

201 新潟県 新潟市 2264 131 5.8   

202 東京都 渋谷区 270 15 5.6   

202 埼玉県 狭山市 285 16 5.6   

204 熊本県 八代市 422 23 5.5   

205 愛媛県 西条市 272 13 4.8   

206 青森県 弘前市 533 25 4.7   

207 千葉県 柏市 963 43 4.5   

208 東京都 世田谷区 977 43 4.4   

209 神奈川県 茅ヶ崎市 398 15 3.8   

210 東京都 調布市 383 14 3.7   

210 東京都 町田市 383 14 3.7   

210 東京都 小金井市 383 14 3.7   

213 滋賀県 東近江市 268 9 3.4   

213 東京都 三鷹市 320 11 3.4   

215 北海道 江別市 518 17 3.3   

216 千葉県 流山市 436 14 3.2   

217 千葉県 鎌ケ谷市 245 7 2.9   

218 埼玉県 新座市 292 8 2.7   

218 静岡県 焼津市 297 8 2.7   

218 東京都 江東区 261 7 2.7   

221 群馬県 太田市 710 17 2.4   

222 岐阜県 大垣市 600 14 2.3   

223 北海道 帯広市 734 15 2.0   

224 東京都 国分寺市 225 4 1.8   

224 東京都 荒川区 56 1 1.8   

226 千葉県 習志野市 299 5 1.7   

226 栃木県 小山市 539 9 1.7   

226 東京都 豊島区 234 4 1.7   

229 兵庫県 加古川市 607 10 1.6   

229 茨城県 つくば市 1156 18 1.6   

231 滋賀県 長浜市 302 4 1.3   

231 東京都 練馬区 830 11 1.3   

231 東京都 府中市 450 6 1.3   

234 大阪府 守口市 201 2 1.0   

235 埼玉県 熊谷市 438 3 0.7   

236 兵庫県 伊丹市 335 2 0.6   

236 大阪府 大阪市 2287 14 0.6   

238 大阪府 松原市 216 1 0.5   
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順位 都道府県 市区町村 メッシュ数 5％以上 
メッシュ数 

5％以上 
メッシュ割合 

全国斜面都市連絡 
協議会加盟 

交通計画における

地形条件評価実績 
238 東京都 昭島市 212 1 0.5   

238 東京都 立川市 365 2 0.5   

241 埼玉県 川口市 736 3 0.4   

242 茨城県 筑西市 306 1 0.3   

243 東京都 杉並区 585 1 0.2   

244 埼玉県 さいたま市 2042 3 0.1   

244 群馬県 伊勢崎市 680 1 0.1   

246 佐賀県 佐賀市 492 0 0   

246 愛知県 一宮市 430 0 0   

246 愛知県 刈谷市 421 0 0   

246 愛知県 西尾市 266 0 0   

246 愛知県 稲沢市 208 0 0   

246 兵庫県 尼崎市 603 0 0   

246 大阪府 門真市 175 0 0   

246 愛知県 安城市 331 0 0   

246 東京都 小平市 375 0 0   

246 東京都 葛飾区 471 0 0   

246 東京都 中野区 299 0 0   

246 東京都 墨田区 55 0 0   

246 東京都 台東区 66 0 0   

246 東京都 江戸川区 688 0 0   

246 東京都 中央区 55 0 0   

246 千葉県 浦安市 237 0 0   

246 東京都 武蔵野市 217 0 0   

246 千葉県 野田市 460 0 0   

246 埼玉県 ふじみ野市 180 0 0   

246 埼玉県 坂戸市 177 0 0   

246 埼玉県 三郷市 317 0 0   

246 埼玉県 加須市 248 0 0   

246 埼玉県 久喜市 379 0 0   

246 石川県 白山市 182 0 0   

246 埼玉県 戸田市 178 0 0   

246 埼玉県 越谷市 503 0 0   

246 埼玉県 草加市 419 0 0   

246 埼玉県 上尾市 419 0 0   

246 埼玉県 深谷市 350 0 0   

246 埼玉県 鴻巣市 306 0 0   

246 東京都 足立区 702 0 0   

246 埼玉県 春日部市 424 0 0   

246 埼玉県 川越市 601 0 0   

246 東京都 東久留米市 247 0 0   

246 東京都 西東京市 285 0 0   

246 茨城県 古河市 466 0 0   

246 埼玉県 富士見市 185 0 0   
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富岡地区質問紙調査 

 
付録図 1 2018年度実験事前調査票（pp.1-2） 

 

 
付録図 2 2018年度実験事前調査票（pp.3-4） 
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付録図 3 2018年度実験事前調査票（pp.5-6） 

 

 
付録図 4 2018年度実験事前調査票（pp.7-8）  
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付録図 5 2020年度実験中間調査票（表面） 

 

 
付録図 6 2020年度実験中間調査票（裏面） 
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付録図 7 2020年度実験事後調査票（pp.1-2） 

 

 
付録図 8 2020年度実験事後調査票（pp.3-4） 
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付録図 9 2020年度実験事後調査票（pp.5-6） 

 

 
付録図 10 2020年度実験事後調査票（pp.7-8） 
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移動に伴う身体活動と健康の関係についての既往研究 

1. 移動と健康の関係にかかる背景 

生活習慣病や慢性疾患を予防することで，心身ともに自立し健康的に生活できる期間である「健康寿命」を

延ばす観点から，日常生活における身体活動を促進する施策が近年，世界的に取り組まれている．これらの取

組みには医療費の歳出削減にも繋がる便益も期待されている． 

学術領域においては，疫学の研究領域，都市環境や交通行動の研究領域の双方から，移動と健康の関係に関

する知見の蓄積が行われてきた．例えば有力な医学雑誌である Lancet では 2016 年に”Urban design, transport, 

and health”と題する特集を組んでおり，医学，疫学領域においても当該領域への関心が高まっていることを示

している（例えば Giles-Corti et al,(2016)(120)）．また，2014年には論文集“Journal of Transport & Health”が発

刊され，移動と健康の関係に関する知見の蓄積を加速させる役割を担っている． 

政策へ繋げる観点においては，身体活動による便益を評価する，あるいは身体活動を促進させる取組みが各

国において行われている．例えば世界保健機関（World Health Organization：WHO）の欧州支局では歩行環境，

自転車利用環境の整備による経済効果を算出するマニュアルを発行し，2014 年に最新の改訂版を発行してい

る(121)． 

また英国においては，交通計画の根拠となる Transport Analysis Guidance（TAG）の一つとして，身体活動の

促進による便益を評価する Active Mode Appraisalが発刊され，最新版は 2020年の発刊である(122)． 

我が国においても健康増進法に基づき，2013年度より 2022年度を対象期間とする「二十一世紀における第

二次国民健康づくり運動（健康日本 21（第二次））」が厚生労働省の主導により取り組まれている．この「健

康日本 21（第二次）」には健康寿命を延ばすなどの目的のもとに，身体活動を増進させることが目標の一つに

組み込まれ，具体的な数値目標も含まれている(123)．例えば日常生活における歩数については付録表 3 に示

す一日当たりの目標歩数を性別，年代別に設定している． 

 このような流れのなか，WHOでは持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）に対応させ

る形で「身体活動に関する世界行動計画 2018-2030」を 2018年に策定している(124)．このなかでは各国の政策

に反映させるべき各種視点が示されるとともに，健康分野と都市計画，交通分野との連携の必要性が改めて言

及されており，各政策の基盤として，日常の身体活動，交通行動と健康の関係に関する知見が継続して求めら

れているといえる． 
 

付録表 3 健康日本 21（第二次）における歩数目標 
年代 性別 現状（2010年） 目標（2022年） 
20歳～64歳 男性 7,841歩 9,000歩 
 女性 6,883歩 8,500歩 
65歳以上 男性 5,628歩 7,000歩 
 女性 4,584歩 6,000歩 

 

2. 視点と構成 

先述のように，交通と健康の関係については，活発な身体活動が良好な健康状態に資する因果関係と，良好

な健康状態が活発な身体活動を可能にする因果関係が想定され，分析においても双方を考慮することが必要と

なる．これらの関係を適切な指標により解明するためには，交通計画領域，疫学研究領域の双方の知見に基づ

く分析が不可欠といえ，継続的な知見の獲得が求められるものと考えられる． 

交通と健康の関係については，これまでに複数の総説論文が発表されている．本整理でははじめに和文およ
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び英文によるものを対象に，これら総説を踏まえ，交通と健康の関係を整理するうえで必要な視点をはじめに

整理し明らかにする．これにもとづき，交通と健康の関係についての先行研究の視点，手法，成果を整理する． 

 各国において当該領域の研究がなされているが，健康関連の指標として想定される健康診断データや統一的

な調査項目，交通関連の指標として想定される移動に関する統計データなどの各指標については，国によって

適用可能なデータや項目が異なることが想定される．各研究において共通して用いられる指標やそのデータ自

体の課題をも明らかにする上では，日本国内を対象に行われた先行研究に焦点を当てることには一定の意義が

あるものと考えられる．以上を踏まえここでの主たる整理においては，和文による発行済の論文を総説の対象

とする． 

 

3. 交通と健康の関係についての既往の総説 

 交通と健康の関係についての知見を総説した英文での文献として，Sallis et al,(2004)，Cavil et al,(2008)，Feng 

et al,(2010)，Cohen et al,(2014)が確認される(125–128)． 

 Cohen et al,(2014)(128)は交通インフラ整備の経済効果計測において，健康への影響が含まれる知見を総説し

ている．交通と健康の関係に対する視点として，身体的な健康との関係，精神的な健康との関係，不平等さと

の関係，交通安全との関係の 4点を挙げている．身体的な健康との関係については，身体活動との関係，大気

汚染との関係を視点として挙げ，先行研究を概観している．精神的な健康との関係については，社会的な支援，

コミュニティとの隔絶との関係を視点として挙げている．不平等との観点では，性差および障害の有無，地域

差と交通の関係を概観している．交通安全との関係については，対自動車の事故および自転車利用等の Active 

Travelにおける事故の観点から，既往の知見を概観している． 

 これら整理の結果として，自転車利用による寿命延伸効果が，交通事故によって失われる寿命の約 20 倍に

相当する結果を示すなど，複数の研究で相対する結果を示す場合があることなどを示しており，交通と健康に

かかる領域の総括的な結果に対する根拠の見直しが求められるとしている． 

 Feng et al,(2010)(127)は居住環境と健康の関係について，特に肥満との関係に着目して先行研究を総説してい

る．63 の先行研究を対象としており，これらの視点を，第一分類「生態学的（ecolgic）」，第二分類「文脈的

（contextual）」，第三分類「個別設定された地理的バッファに基づく分析（relying on individually defined geographic 

buffers）」および，その他の 4種に分類している． 分類の結果，3件が第一分類に，22件が第二分類に，15件

が第三分類に，3件がその他に該当するとしている． 

 このうち，論文間での手法等の比較を行うため，第二分類及び第三分類に該当する先行研究に着目して，そ

の成果の整理を行っている．この結果，第二分類に該当する 22件が分析対象とする 80の関係のうち 38が，

第三分類に該当する 15件が分析対象とする 40の関係のうち 24が統計的に有意でないことを示している．同

時に，両分類に該当する知見における手法の違いが大きいことを明らかにしており，各結果から得られる知見

を制限しているとして，課題に挙げている． 

 Cavil et al,(2008)は交通と健康との関係のうち，身体活動と健康との関係に特に着目し，先行研究における根

拠の質の分類を行っている(126)．歩行と自転車利用による身体活動の健康への寄与の観点から，交通インフラ

や交通政策の経済効果を評価する基盤となる知見として 16件を抽出している．これらの 16件に対して，メタ

分析としての多角性，バイアスの除去等の観点から，分析の質を 3 段階に分類しており，3 件を良質，7 件を

低質，6件をその中間としている．分析上の質が異なることと同時に，各研究において指標などのアプローチ

が異なることを明らかにしており，より交通と健康の関係を分析する，より標準化されたアプローチが求めら
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れるとしている． 

 Sallis et al,(2004)は，交通と健康の関係についての先行研究について，その系譜を総説している(125)．ここで

は，交通事故や大気汚染に中心的な関心のあった交通分野からのアプローチと，余暇での身体活動に中心的な

関心のあった健康分野からのアプローチで当初は違いがあったとしている一方，近年では米国の Transportation 

Research Board(2005)が整理しているように，双方からのアプローチにより，日常生活における身体活動と健康

の関係についての知見が得られつつあると総説している(129)． 

 また，日常生活における身体活動と健康の関係についての知見として，通勤行動と健康状態の関係について

の 6件の知見の指標の関係を整理している．通勤行動の指標として，交通手段や距離などが挙げられることを，

健康状態の指標として，コレステロール値や Body Mass Index（BMI）などが挙げられることをそれぞれ示して

いる． 

 当該領域に関する我が国での知見構築の現況と課題については，Koohsari et al,(2018)による総括が行われて

いる．高齢化の進行する我が国においてとりわけ求められる視点として，環境と身体活動を伴う交通行動の関

係に関する知見の構築に向けた研究課題の整理を挙げ，先行研究を総括している(130)． 

 そのなかで，研究課題として，縮退する都市における交通行動に関する課題を明らかにすること，身体活動

を行うにあたり適した環境を明らかにすること，高齢者の活動における時空間の特性を明らかにすること，身

体活動に適した環境の分布や格差を明らかにすることを挙げている．また，これらの知見を獲得するにあたり，

都市計画，交通計画領域から，公衆衛生，スポーツ科学などの領域に跨る学際的な議論が求められるとしてい

る． 

 加えて，和文での知見を含めた総説として，室町(2009)が確認される(131)．英文での知見に関する先述のよ

うな総説の結果に加えて，和文での知見としても，身体活動を伴う交通行動と健康との関係が明らかにされつ

つあることを示している．一方，交通インフラ整備などにおける健康の視点での便益評価の事例は我が国では

限られることなどを示している． 

 以上のように，交通と健康との関係については，様々な先行研究が存在し，その総説も取り組まれてきた．

各総説の結果，着目する交通分野，健康分野の指標や疾患などについて，交通分野については交通事故，大気

汚染から身体活動に至るまで，また健康分野については精神的な健康から身体的な健康に関する各指標に至る

まで，多岐にわたる事象や指標，疾患が分析対象となされてきたことが明らかにされている．また，これら知

見をもとにする交通インフラ整備などの便益評価についても，我が国においてはその事例が限られる一方，諸

外国においてはマニュアルが整備されつつあることが示されている． 

 

4. 既往総説の課題と本整理の視点 

交通と健康との関係については様々な先行研究が存在し，前節のように複数の総説も行われている．一方，

交通分野，健康分野の双方について，対象とする事象や疾患などが多岐にわたり，文献によって対象が異なる

こと，指標が標準化されておらず，知見間での結果の比較に制約のあることなどが課題として挙げられている． 

 これらの課題を改善し，交通と健康の関係についてのさらなる知見を獲得するためには，対象とする事象や

疾患および分析における指標に着目した先行研究の整理が求められる一方，その観点での整理は限られる． 

 そこで本研究では，どのような交通行動や都市環境と，どのような疾患の関係について，どのような指標が

分析に用いられてきたかに着目して，交通と健康の関係についての先行研究の整理を行い，課題を明らかにす

ることとする．なお，先述のように健康側の事象として，精神的な健康と身体的な健康の双方が想定されるが，
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前節に示した総説での主な対象を踏襲し，本研究においても身体的な健康を対象の中心とする． 

 

付録表 4 移動と健康の関係にかかる対象論文の掲載論文集と件数 
ID 論文集名 件数 
1 
2 

土木学会論文集 D3 
土木計画学研究・論文集 

6 

3 土木計画学研究・講演集 2 
4 都市計画論文集 5 
5 交通工学論文集 1 
6 日本老年医学会誌 1 
7 人間環境学研究 1 
8 日本健康教育学会誌 1 
9 厚生の指標 1 
10 IATSS Review 1 

 

5. 交通と健康の関係についての分析指標と成果 

(1) 対象文献 

先の整理をもとに，本章では交通と健康の関係についての和文での論文を対象に，前章に示した視点での整

理を行う．和文での刊行済みの論文のうち，交通行動や都市環境と健康状態，疾患との関係に着目したものと

して，付録表 4に示す 10の雑誌または論文集に登載されている計 19件を抽出した．付録表 4における 1〜5

の論文集については各論文集のデータベースに対して「健康」のキーワードを中心に検索を行なっている．論

文集 1〜3については土木学会の論文データベース全体が対象となり原則として年次を問わない．論文集 4〜5

については各論文集の電子データベースを対象とし，論文集 4 の都市計画論文集については 1966 年以降，論

文集 5 の交通工学論文集については 2015 年以降の刊行済論文全体が対象となる．付録表 4 における 6〜8 の

論文集については各論文集のデータベースに対して「移動」「交通」のキーワードを中心に検索を行なってい

る．論文集 6 の日本老年医学会誌については 1964 年以降，論文集 7 の人間環境学研究については 2003 年以

降，論文集 8 の日本健康教育学会誌については 1993 年以降の刊行済論文全体が対象となる．以上をもとに本

研究の趣旨に合致すると判断されるものを抽出した．なお，これら文献における孫引きを通じ，論文集 9，10

より各文献を追加で抽出した． 

 

(2) 各先行研究における交通と健康についての知見 

交通と健康についての知見は，身体活動を伴う交通行動やそれを促す都市環境が健康を形成するメカニズム

と，良好な健康が活発な身体活動を可能にするメカニズムの双方が想定される．これを踏まえ，本節ではこれ

らの視点と用いる指標の観点から，各知見の成果を整理する． 

 

a) 身体活動が健康を形成する視点による知見 

身体活動を伴う交通行動が健康を形成するメカニズムに着目した知見については，次のように複数確認される． 

 佐々木(2017)は居住地区から医療機関や公共交通などへのアクセシビリティ指標と，運動頻度，健康，生活

満足度の質問紙調査結果の関係を明らかにしている(117)．健康指標には 4段階の自己評価を用いている．各回

答を用いたロジスティック回帰の結果として，公共交通や自動車での医療機関へのアクセシビリティが外出頻

度，ひいては健康や生活満足度に影響することなどを示している． 



219 

 健康状態自己評価の一環として，健康関連 QOL（Quality of Life）が挙げられる．張・小林(2012)は健康関連

QOL と日常の生活行動の関係から，その因果関係を分析している(105)．身体的健康，社会的健康，精神的健

康にかかる健康関連 QOLの指標として，SF-36v2®尺度を用いている．このほか，生活習慣の指標として，森

本の生活習慣スコア法を採用し，個人属性などを含めた質問紙調査を実施している．決定木分析および構造方

程式モデルによる分析の結果，各指標と各健康状態との関係を明らかにしており，例えば交通行動については，

大都市では公共交通，バイク・自転車利用者の身体的健康度が高い一方，地方都市では自動車利用者において

各健康の QOL指標が高い結果を示すことなどを明らかにしている． 

 活動の能力に着目した指標を用いた知見も確認され，標準化された代表的な指標として「老研式活動能力指

標」や厚生労働省「基本チェックリスト」が挙げられる（鈴木ら(2007)(132)）．例えば谷本(2014)は地方都市の

高齢者を対象に，老研式活動能力指標の一部を用い，機能的健康状態の推移と利用する交通手段の関係を分析

した結果，公共交通利用によって多くの機能の維持に効果が期待されること，自家用車利用によっても一部の

維持に効果が期待される一方，家族による送迎が負の効果を有することなどを明らかにしている(106)． 

 このほか，活動機能，活動能力への着目として，伊藤ら(2012)17)は日常生活，認知機能，運動機能に関する

事項を質問紙調査し，運動機能および認知機能に正の効果をもたらす項目に，公共交通利用や自動車の運転が

含まれることなどを明らかにしている(107)．また，吉本・川田(1996)は交通環境に対する問題意識が行動を抑

制し，日常生活動作（ADL）を低下させるとの仮説のもと，交通環境に対する認識，活動欲求と実際の活動お

よびそれを抑制する理由などとの関係を分析している(108)．この結果，経過観察や検診などの治療以外の保健

活動に対して交通環境が制約となりうることや，交通環境に対する問題意識が社会活動に与える制約に性差の

あることなどが示唆されている．吉本・川田(1996)の研究では，健康状態を直接的な被説明変数に設定せず，

交通領域の指標と同様に，身体的なつらさや不安に対する自己評価への回答と併せて，説明変数として活動へ

の影響を分析している(108)． 

健康の主観的評価のほか，顕在化した行動や健康状態に着目する知見も数多く確認される．例えばその基盤

として，柳原・服部(2014)は高齢者の外出に伴う歩行量を実測し，各手段での実データを獲得している(133)．

この結果，自動車利用では歩行量が充分に得られないこと，ただし現況の行動パターンのまま交通手段を公共

交通等に転換した場合も，身体的な健康維持のための運動量に対して不十分となる場合がある課題などを示し

ている． 

 身体活動強度の指標の一つとしてMetabolic Equivalents（METs）が用いられており（Ainsworth et al.(2011)(134)），

国立健康・栄養研究所(2012)によって各活動との対応が提示されている(19)．健康状態を直接的に指標化した

ものではないが，大庭ら(2013)22)は複数年次の全国パーソントリップ調査の結果をもとに，身体活動強度と関

係の強い指標を，METsを用いて抽出している(109)．その結果，大都市であること，市街化区域人口密度が低

く，自動車保有台数の低い場合に身体活動量が大きいことなどを明らかにしている．また，孔ら(2012)は生活

行動における活動強度をもとに交通手段などの転換による身体への効果を推計しているほか(110)，程ら(2009)

はモビリティ・マネジメントの実施効果として，活動強度およびこれと疾患リスクなどとの関係から，医療費

の歳出に対する身体活動の便益を推計している(111)． 

 生活習慣病の予防の観点から，体型に着目した指標として BMI が複数の分析において採用されている．室

町(2008)は通勤時の交通手段，一日当たりの歩数，BMIの関係を分析している(112)．通勤時の交通手段につい

ては国勢調査の通勤時交通手段データ，一日当たり歩数および BMI については全国衛生・栄養調査データを

もとに都道府県単位での分析を行い，自動車通勤割合が BMI と正の相関を，一日当たり歩数と負の相関を示
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すことをそれぞれ明らかにしている．加えて，個人の行動に着目した分析として質問紙によるミクロ的分析を

行った結果においても同様に，徒歩，自転車，公共交通による通勤者が，自動車利用者と比較して一日あたり

歩数が多いことなどが示されている． 

 難波・室町(2007)は通勤時交通手段と身体活動量，BMIの関係および歩行環境と通勤時・非通勤時交通手段，

身体活動量の関係，また歩くことの好みとの関係を質問紙調査をもとに分析している(113)．この結果，室町

(2008)(112)同様に，通勤時交通手段が身体活動量および BMIに影響すること，通勤時に身体活動を伴う手段を

用いることが非通勤時の手段選択を高める関係にあること，歩行環境と通勤時の身体活動量に相互関係がみら

れる一方，非通勤時にはみられないことなどが明らかとなった． 

最も直接的に健康状態を表現する指標の一つとして，健康診断データが挙げられ，複数の知見に採用されてい

る．村田・室町(2006)は BMIなどの身体状況，生活習慣，通勤時交通行動に関する質問紙調査に加え，6週間

の通勤時交通手段転換実験への参加者を対象に，毎日の歩数，身体活動量および実験前後の血液検査，血圧検

査，健康状態検査を行い，付録表 5に示す健康関連データを取得している．検査結果のうち，総コレステロー

ル，HDL コレステロール，算出される LDL コレステロール，ヘモグロビン A1c および BMI に着目し，行動

変化前後での数値の変化を分析している．この結果，歩行量を増加させる通勤時交通手段に転換することで，

数値の改善が確認され，生活習慣病予防効果が期待されることを明らかにしている(114)． 

谷口ら(2017)は交通行動と健康状態，心的状態などとの関係を，質問紙および健康診断データをもとに分析

している(115)．交通行動については通勤時の交通時交通手段を質問紙調査によって取得し，健康診断データに

ついては，付録表 5に示す項目を取得している．この結果，自動車，自動二輪車を通勤時交通手段としている

場合に，メタボリックシンドローム，あるいは BMIが高い値を示すことなどを明らかにしている． 

安東ら(2013)29)は都市部と郊外部の居住者を対象に，交通行動と健康診断結果および生活習慣の関係を分析

している(116)．交通行動としては，各交通手段の利用頻度，通勤時間，各手段の利用時間，通勤経路および通

勤・出張頻度を取得している．健康診断結果については付録表 5に示す項目を，生活習慣については喫煙，飲

酒，食事などの習慣を取得している． 

この結果，都市部での結果については自動車などの身体活動強度の小さい手段を利用することが必ずしも健

康上の数値を悪化させるとは限らず，同様に，徒歩や自転車などの身体活動強度の大きい手段を利用すること

も必ずしも数値を改善するとは限らず，アルコール摂取頻度との関係など，先行研究で示される関係と一致し

ない，より複雑な関係が背後にある可能性が示唆された．これに対して郊外部での結果については，自動車利

用が健康診断結果に負の影響を，自転車や公共交通の利用が健康診断結果に正の影響をそれぞれ示すという，

先行研究の多数の結果に一致する傾向を示すことが明らかとなった． 

 また，虚血性心疾患危険因子である高血圧，高脂血症，糖尿病に着目し，高田(2004)も健康診断結果の 5 年

間にわたる観察を行っている(117)．通勤時運動時間を 3群に分類し，健康診断結果との比較を行っている．そ

の結果，通勤時運動時間が短い群で，虚血性心疾患危険因子となる疾患の発症リスクが有意に高いこと，肝機

能を示す値の上昇が，通勤時運動時間の長い群で抑制傾向にあり，各疾患の発症を抑制する可能性が示唆され

ることなどが明らかとなった． 
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付録表 5 既往研究における健康関連指標としての健康診断項目 
項目  村田・室町 

(2006)(114) 
谷口ら 
(2017)(115) 

安東ら 
(2013)(116) 

身体計測 身長体重・BMI 〇 〇 〇 
 腹囲  〇 〇 
 体脂肪率   〇 
血圧測定 血圧 〇 〇 〇 
血液：肝臓系 総タンパク質 〇  〇 
 アルブミン 〇  〇 
 AST（GOT） 〇  〇 
 ALT（GPT） 〇  〇 
 gGTP 〇  〇 
 コリンエステラーゼ   〇 
血液：腎臓系 クレアチニン 〇  〇 
 尿酸 〇  〇 
 尿素窒素 〇   
血液：膵臓系 アミラーゼ   〇 
血液：脂質系 総コレステロール 〇  〇 
 HDLコレステロール 〇 〇 〇 
 LDLコレステロール 〇 〇 〇 
 中性脂肪 〇 〇 〇 
 血糖値 〇 〇 〇 
血液：糖代謝系 ヘモグロビン A1c 〇 〇 〇 
 グリコアルブミン   〇 
 インスリン   〇 
血液：血球系 赤血球   〇 
 血色素   〇 
 ヘマトクリット   〇 
 白血球   〇 
 血小板数   〇 
血液：電解質系 ナトリウム   〇 
 カリウム   〇 
 クロール   〇 
 カルシウム   〇 
 無機リン   〇 
 鉄   〇 
血液：炎症・感染症系 C反応性蛋白   〇 
 HBs抗原   〇 
 HCV抗原   〇 
尿検査 蛋白   〇 

  

 健康診断結果とは異なるが，顕在化した健康関連指標として，地区などの単位で集計した，各疾患による死

亡リスクが挙げられる．長谷川ら(2019)は通勤時の交通行動と死亡リスクについて，市区町村単位での集計結

果をもとに分析を行っている(118)．通勤時の交通行動として国勢調査から得られる通勤時交通手段を，死亡リ

スクについて，死亡率を年齢調整した「標準化死亡比」を，全死因，大腸癌，心不全，脳梗塞，急性心筋梗塞

を対象に厚生労働省データから取得している．その結果，公共交通，徒歩，自転車分担率が高い自治体におい

て大腸癌以外による死亡比との相関が確認された．一方，大腸癌については異なる傾向を示し，都市居住者の

脂質摂取量など，その他の背景要因の存在を示唆している．このほか，健康状態が喫煙などの生活習慣からも

影響を受けることが改めて確認され，交通と健康の関係についての分析において生活習慣の考慮も求められる

ことを示している． 

 行政側の視点では，市民の健康状態は医療費の歳出に影響する要因となる．そこで森ら(2015)は交通行動と

疾病による受療率および医療費歳出の関係に着目している(119)．交通行動については通勤時交通手段を国勢調
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査結果より取得し，健康を表現する指標として寿命，各疾患の受療率，各疾患による死亡率，医療費を設定し

ている．寿命に関連する項目および死亡率に関する項目は「都道府県生命表の概要」，受療率に関する項目は

「患者調査」，医療費に関する項目は「医療費の地域差分析」を根拠とし，いずれも厚生労働省による資料で

ある． 

 受療率の対象となる疾患については，統計資料の取得可能性および行動との関連の仮説から，糖尿病，脳血

管性疾患，高血圧性疾患，心疾患，虚血性疾患，肝疾患，腎疾患，悪性新生物，結核，肺炎，精神疾患を挙げ

ており，死亡率については精神疾患を除き，自殺率および老衰を追加している． 

 交通手段分担率および嗜好品摂取などの生活習慣関連指標と先述の健康関連指標との関係を重回帰分析に

よって解析した．その結果，公共交通分担率が高い場合に，糖尿病，高血圧性疾患，心疾患，虚血性疾患，精

神疾患の受療率，および年間利用費が低くなる関係のあることが明らかとなった．一方，死亡率については明

確な関係が確認されなかったほか，健康寿命などについては仮説と異なる結果が得られ，他の背景要因を含め

たさらなる分析，考察が求められると示唆されている． 

  

b) 健康が活発な活動を可能にする視点による知見 

前項までに整理したように，身体活動を伴う交通行動が健康を促進する視点での知見が多くを占める一方，

身体的な健康が活発な活動を可能にする視点での知見も複数確認される． 

 柳原(2015)や柳原ら(2017)は高齢者の外出頻度を規定する要因の一つとして，利用交通手段，その他の個人

属性などと同様に個人の機能的な健康を挙げ，老研式活動能力指標を用いて，手段的自立（自立 ADL），知的

能動性（知的 ADL），社会的役割（社会的 ADL）の各項目を質問紙によって取得している(135, 136)．外出頻度

に影響する要因に関する決定木分析により，手段的自立が高齢者の外出頻度に影響することを明らかにしてい

る．高橋ら(2006)は高齢者の外出を規定する要因に着目し，外出頻度，歩行時間，外出手段，身体の痛み，生

活習慣病の有無，主観的健康感，日常生活活動，知的能動性，社会活動などの変数を共分散構造分析に適用し，

構造の分析を行っている．健康状態を表現する指標は，主観的健康感に関する 5段階の選択肢，高血圧，脳卒

中，糖尿病，心臓病，肝臓病，その他疾患の有無，および身体の各部位の痛みの有無を質問紙によって取得し

ている．その結果，健康状況と社会活動が同等の強さで外出を規定する要因となることなどが明らかとなった

(137)． 

 

c) 各先行研究における分析指標と課題 

ここまでに先述した視点を踏まえ，前節までに確認した各知見を，対象とする事象や疾患およびその表現に

用いる指標の観点から整理する．前節までの整理を踏まえ，はじめに，身体活動が健康を形成する視点による

知見を対象とする整理を行うこととする．その後，他の視点からの知見や関連する知見を含めて考察につなげ

る． 

 交通関連指標として，交通環境に対する問題意識，公共交通等アクセシビリティ，通勤時運動時間，通勤時

交通手段・頻度，その他目的での移動を含めた利用交通手段，活動に対する要求，一日当たり歩数，身体活動

強度・METs，外出頻度が確認された．身体活動強度・METsは活動に伴う身体への作用を示す指標であり，交

通関連指標と健康関連指標をつなぐ指標とも捉えられるが，活動による違いを示す指標であることに鑑み，こ

こでは交通関連指標として分類することとする． 

 健康関連指標として，健康自己評価・身体的不安，健康関連 QOL（測定方法：SF-36v2），老研式活動能力指



223 

標，その他の指標で測定された運動・認知機能，BMI・体型，血液検査結果を中心とする健康診断結果，標準

化死亡比で表現される死亡リスク，医療費歳出が確認された．なお，血液検査を結果を中心とする健康診断結

果の詳細な項目については，前章の表 3に示す通りである．  

 これらの項目について，各分析での採用の対応関係を整理すると，付録表 5に示す通りとなる．ここで，交

通関連の 9指標のうち 6指標，健康関連の 8指標のうち 4指標はある知見のみで採用されたものであり，標準

的に用いられる指標とは言い難いと捉えられる．これに対して交通関連指標のうち，利用交通手段や活動強度

で表現される身体活動強度，また健康関連指標のうち，健康自己評価や BMI，血液検査結果などの健康診断結

果については，複数の知見で指標として用いられており，交通と健康の関連を測定する指標としての実績が増

えつつあるものと理解できる．また，健康関連指標のうち，健康関連 QOLを測定する SF36v2や老研式活動能

力指標は，交通と健康の関係を解明する目的で開発されたものではないが，QOL や機能に関する標準的な測

定方法として他の関連分野においても実績がある．このことから，他の分野の知見と併せて，多様な要因が関

連することが示唆されている交通と健康の関係を包括的に解明するうえでは，今後も一定の意義を有するもの

と捉えられる． 

 また付録表 5 の整理の結果，複数の知見で用いられる指標について，交通関連指標と健康関連指標の組合

せに着目すると，利用交通手段と BMI および健康診断結果を組合せる知見が複数確認されることが明らかと

なる．これら知見では，前章に示すように，身体活動を伴う交通手段の利用と良好な健康状態の関係を示す成

果を中心に，都市部と郊外部での違いや，これらから想定される，さらなる背景要因など，共通しつつも多様

な結果が得られており，共通した指標を用いることが知見間での結果の比較を可能にしていることを示してい

ると捉えられる． 

 また，METsなどで表現される交通身体活動強度については，それ自体が身体活動を伴う交通行動の健康へ

の影響を表現する指標であることから，付録表 5 に示す各知見においても，単独の指標として用いられる場

合があることが明らかとなった．加えて，交通環境に対する問題認識や健康自己評価など，標準的な指標とし

て開発された測定方法以外によるものは，特定の知見のみで用いられる指標としての採用に留まっているもの

と捉えられる． 
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